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第 ４ 回 定 例 会 会 議 録 目 次  

 

第１号（11月27日）（金曜日） 

 １.開  会·······································································································  ４ 

 １.開  議·······································································································  ４ 

 １.会議録署名議員の指名 ··················································································  ４ 

 １.会期の決定····································································································  ４ 

 １.諸般の報告····································································································  ４ 

 １.報告第９号・報告第10号 一括上程······························································  ７ 

   報告、質疑、表決 

 １.議案第69号～議案第77号 一括上程······························································  ９ 

   委員長報告、質疑、討論、表決 

 １.議案第78号 上程 ························································································· １３ 

   説明、質疑 

   議案第78号 総務文教委員会付託 

 １.議案第79号～議案第81号 一括上程······························································ １４ 

   説明、質疑 

   議案第79号 総務文教委員会付託 

   議案第80号、議案第81号 産業厚生委員会付託 

 １.議案第82号 上程 ························································································· １８ 

   説明、質疑 

   議案第82号 産業厚生委員会付託 

 １.議案第83号 上程 ························································································· １８ 

   説明、休憩、全協、質疑、討論、表決 

 １.議案第84号 上程 ························································································· １９ 

   説明、質疑 

   議案第84号 各常任委員会付託 

 １.議案第85号・議案第86号 一括上程······························································ ２０ 

   説明、質疑 

   議案第85号 総務文教委員会付託 

   議案第86号 産業厚生委員会付託 

 １.日程報告······································································································· ２１ 

 １.散会·············································································································· ２２ 

    癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 
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第２号（12月８日）（火曜日） 

 １.開  議······································································································· ２４ 

 １.一般質問······································································································· ２４ 

   堀内貴志議員································································································ ２４ 

    ふるさと納税額をアップさせるための方策について 

    （１）ふるさと納税の実績について 

    （２）ふるさと納税ポイント制の導入について 

    （３）ふるさと納税旅行クーポン・ふるさと宿泊割引の新設について 

    （４）ふるさと納税の還元率の見直しについて 

    子育て支援の充実、「日本一の子育て村」を目指す島根県邑南町の取組と 

    比較して 

    （１）垂水市の今後の取組について 

    （２）定住相談、定住後の支援について 

    （３）不妊治療費の助成について 

    （４）保育料の負担軽減について 

    医師・医療福祉従事者奨学金貸与制度の設置について 

    （１）垂水市の医療・福祉の従事者の雇用の実態について 

    （２）市内の医療福祉施設で業務に従事する意思のある人材確保と市外へ 

       の流出防止について 

   川越信男議員································································································ ３７ 

    国民文化祭について 

    （１）本市の取組の総括について 

    （２）「垂水おもてなし少女・少年隊」活動について 

    （３）教職員のボランティア活動の評価と今後の取組について 

    教育行政について 

    （１）学校教育への取組の評価について 

    （２）「あつまれわんぱく！夏の勉強会」の取組について 

    （３）「垂水高校への取組」について 

    （４）教育長の考えと今後について 

    南の拠点整備について 

    （１）整備構想の現在の進捗について 

    （２）概算事業費と財源について 

    （３）ＰＦＩの市の取組は 

   北方貞明議員································································································ ４５ 
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    財政について 

    （１）財政調整基金について 

    （２）一般会計からの繰入金について 

    垂水校区の公民館について 

    （１）昭和52年から垂水中央公民館の一室の間借り状態の解消について 

    地域包括ケアセンターについて 

    （１）当初の理念、目的どおり進んでいるのか 

   池山節夫議員································································································ ５６ 

    市政について 

    （１）来年度予算編成にあたって 

     ア 子育て支援策の充実について 

     イ 高齢者への生活支援について 

     ウ ６次産業化について 

     エ ふるさと納税について 

    教育行政について 

    （１）いじめ防止対策推進法 

     ア いじめ防止対策推進法の施行後の対応について 

     イ いじめ防止基本方針について 

     ウ いじめ対策組織について 

   川畑三郎議員································································································ ６３ 

    防災営農対策事業について 

    （１）今年度の実施状況は 

    （２）負担金について 

    ふるさと納税制度事業費について 

    （１）これまでの状況について 

    （２）これからの取組について 

    観光施設整備について 

    （１）しおかぜ街道の状況は 

    （２）映画「ホタル」の看板等について 

    市道の整備について 

   梅木勇議員···································································································· ６８ 

    防災について 

    （１）これまでの対策はどうだったのか 

    （２）避難所について 



 

 

－４－ 

    文化施設等について 

    （１）文化イベントの成果と課題はないか 

    （２）アトリエ、顕彰碑の移設はできないか 

   森正勝議員···································································································· ７５ 

    マイナンバー制度について 

    （１）10月初めに通知カードの発送が開始された。鹿児島県の配達率は 

       37.6％（平成27年11月25日現在）とのことである。垂水市の配達率 

       はどれくらいか、また未達は何世帯位になるか 

    観光行政について 

    （１）昨年12月に東九州自動車道及び大隅縦貫道が開通した。観光への影 

       響及びその対策について聞く。 

      ア 利用状況と変化の特徴・効果の状況 

       メリットとデメリットについて 

      イ フェリーや道の駅及び市内施設への影響は 

      ウ 今後の検討課題について 

    学校の安全対策について 

    （１）学校遊具の不具合及び火災警報器の設置について 

      ア 各学校の遊具の不具合はどの位か。 

      イ 火災警報器の設置状況は 

      ウ 設置義務はあるのか 

      エ 未設置学校は、早急に設置すべきではないか 

   村山芳秀議員································································································ ８０ 

    人口ビジョンと人口減少対策プログラムの整合性について 

    （１）人口減少対策プログラムにおける人口18,000人に向けた進捗状況と 

       来年度計画について 

    （２）計画の実効性と整合性について 

    公民館と自治組織の地域づくりのあり方について 

    （１）地域振興計画の持続的推進にあたって公民館と振興連の合体した組 

       織づくりが必要ではないか。 

    （２）地域担当職員の地域サポート体制について 

    森の駅たるみずの今後について 

    （１）指定管理者募集に至った経緯について 

    （２）生活改善グループ、キャニオニング、安全対策等の基本的方向性に 

       ついて 
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    ふるさと納税について 

    （１）最新の大隅半島の各市町の状況について 

    （２）今後の取組について 

 １.日程報告······································································································· ９０ 

 １.散会·············································································································· ９０ 

    癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

第３号（12月９日）（水曜日） 

 １.開  議······································································································· ９２ 

 １.一般質問······································································································· ９２ 

   川菷達志議員································································································ ９２ 

    ６次産業について 

    （１）これまでの経過と今後の考え方・進め方について具体的に 

    南の拠点について 

    （１）将来、法定外の繰入を心配するが、計画の進め方について 

    教育力の向上について 

    （１）土曜授業も導入され、教育環境も変わるが、全国学力テストの公表 

       等について 

   持留良一議員································································································１０３ 

    ＴＰＰ問題について 

    （１）「大筋合意」についての認識（国会決議に反する）は 

    （２）今必要なのは、情報公開と徹底審議と経済や生活への影響の検証では 

    （３）垂水の農業への影響について～現段階の認識 

    （４）垂水の農業発展のために取組むべきことは何か 

    高齢者対策について（生存と尊厳の保障対策が求められている） 

    （１）医療や介護の負担増や年金切り下げを続けるもとで高齢者の暮らし 

       はいよいよ深刻になってきている。この事態の認識と救済対策の必 

       要性についての考え方は。 

      ア 「老老介護」、「下流老人」、「老後破産」等の問題は 

      イ 生活支援、「地域福祉コーディネーター」支援、税等の軽減策は 

    介護保険について 

    （１）要支援者向けの通所介護・訪問介護サービスの市町村の「新総合事 

       業」への移行問題 

      ア 取組の現状と課題及び対策は 

      イ 責任をもって市の「総合事業」に移行できるのか。 



 

 

－６－ 

    （２）介護保険料・利用料の対策をあらためて求めたい。介護保険料の滞 

       納状況と対策 

      ア 滞納者数とペナルティー者数は 

      イ 境界層措置者数は 

      ウ 保険料の減免への考えは、利用負担軽減の考えは（保険料減免－ 

        全国588自治体 減額567自治体保険料免除－21自治体 一般財源 

        での減免６自治体 利用軽減－340自治体が独自の軽減措置） 

      エ 成年後見人制度利用支援（任意事業）への取組は（1,309自治体が 

        実施している。このうち後見人の報酬助成→1,072自治体 申し立 

        て経費助成→1,091自治体） 

    子どもの貧困対策について 

    （１） 子どもがどんな環境に生まれても生活や学習が保障され、未来に 

        希望をもてる社会にするため行政の姿勢が問われている 

      ア 「子どもの貧困率」が過去最悪を更新する中、市としての対策は 

        十分といえるか。 

      イ 現状からどのような対策がさらに必要という認識か（具体策はあ 

        るか）。 

      ウ 就学援助制度での入学準備金の前倒し支給への考えは 

      （ア）就学援助制度利用の近年の動向と特徴は 

      （イ）入学準備で「お金を工面するのに大変だった」の声も多くある 

         が、これらの声に応えることができないか。 

      エ 学校給食費への補助は認められているのか（国の考え）。貧困対 

        策や経済的支援の面から補助の考えはあるか。 

    小規模事業者対策と地域経済の活性化 

    （１） 平成28年度補助金等に関する商工の要望への考え方は 

      ア 補助金の増額と助成の制度化（条例化、規則化、要綱化等）への 

        考え方は 

      イ 他自治体の補助金の状況は 

      ウ 「小規模企業振興条例」（中小企業振興条例）を提案した。その 

        後の取組と考えについて 

      エ 要望を具体化するには「条例」の制定を具体化していくことが保 

        障になると考えるが見解は。また、地域経済の活性化（条例制定 

        が持続可能な地域経済）に貢献していくのではないか。 

   篠原炳則議員································································································１１６ 
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    鹿児島県果樹試験場移転について 

    公用車納入について 

    高齢者支援について 

 １.日程報告·······································································································１２１ 

 １.散会··············································································································１２１ 

    癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

第４号（12月18日）（金曜日） 

 １.開  議·······································································································１２４ 

 １.諸般の報告····································································································１２４ 

 １.地方創生等特別委員会の廃止について ··························································１２８ 

 １.議案第78号～議案第82号、議案第84号～議案第86号 一括上程·····················１３０ 

   委員長報告、質疑、討論、表決 

 １.議案第87号 上程 ·························································································１３４ 

   説明、休憩、全協、質疑、討論、表決 

 １.選挙··············································································································１３４ 

 １.閉会··············································································································１３５ 
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平 成 ２ ７ 年 第 ４ 回 垂 水 市 議 会 定 例 会  

 
１．会期日程 
 

月 日 曜 種 別 内 容 

１１・２７ 金 本会議  
会期の決定、委員長報告、議案等上程、説明、質疑、討

論、一部表決、一部委員会付託 

１１・２８ 土 休 会   

１１・２９ 日 〃   

１１・３０ 月 〃   

１２・ １ 火 〃  （質問通告期限：正午） 

１２・ ２ 水 〃   

１２・ ３ 木 〃   

１２・ ４ 金 〃   

１２・ ５ 土 〃   

１２・ ６ 日 〃   

１２・ ７ 月 〃   

１２・ ８ 火 本会議  一般質問 

本会議  一般質問 
１２・ ９ 水 

 委員会 地方創生等特別委員会 

１２・１０ 木 休 会   

１２・１１ 金 〃 委員会 産業厚生委員会  （議案審査） 

１２・１２ 土 〃   

１２・１３ 日 〃   

１２・１４ 月 〃 委員会 総務文教委員会  （議案審査） 

１２・１５ 火 〃   

１２・１６ 水 〃   

１２・１７ 木 〃 委員会 議会運営委員会 

１２・１８ 金 本会議  
委員長報告、質疑、討論、表決、議案等上程、説明、 

質疑、討論、一部表決、一部委員会付託 

 

２．付議事件 

件            名 

 

報告第 ９号 専決処分の承認を求めることについて（平成27年度垂水市一般会計補正予算（第

７号）） 

報告第１０号 専決処分の承認を求めることについて（平成27年度垂水市一般会計補正予算（第
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８号）） 

議案第６９号 平成２６年度垂水市一般会計歳入歳出決算認定について 

議案第７０号 平成２６年度垂水市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 

議案第７１号 平成２６年度垂水市交通災害共済特別会計歳入歳出決算認定について 

議案第７２号 平成２６年度垂水市地方卸売市場特別会計歳入歳出決算認定について 

議案第７３号 平成２６年度垂水市老人保健施設特別会計歳入歳出決算認定について 

議案第７４号 平成２６年度垂水市漁業集落排水処理施設特別会計歳入歳出決算認定について 

議案第７５号 平成２６年度垂水市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

議案第７６号 平成２６年度垂水市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 

議案第７７号 平成２６年度垂水市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 

議案第７８号 垂水市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例 案 

議案第７９号 垂水市税条例等の一部を改正する条例 案 

議案第８０号 垂水市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例 案 

議案第８１号 垂水市港湾管理条例の一部を改正する条例 案 

議案第８２号 垂水市道路線の認定について 

議案第８３号 鹿児島県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更及び同組合規約の一部

変更について 

議案第８４号 平成２７年度垂水市一般会計補正予算（第９号） 案 

議案第８５号 平成２７年度垂水市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 案 

議案第８６号 平成２７年度垂水市介護保険特別会計補正予算（第２号） 案 

議案第８７号 垂水市議会会議規則の一部を改正する規則 案 
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平成27年11月27日午前10時開会 

 

 

   △開  会 

○議長（池之上誠）  定刻、定足数に達してお

りますので、ただいまから平成27年第４回垂水

市議会定例会を開会いたします。 

   △開  議 

○議長（池之上誠）  これより本日の会議を開

きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付いたしたと

おりであります。 

   △会議録署名議員の指名 

○議長（池之上誠）  日程第１、会議録署名議

員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第80条の規定に

より、議長において川越信男議員、森正勝議員

を指名いたします。 

   △会期の決定 

○議長（池之上誠）  日程第２、会期の決定を

議題といたします。 

 去る20日、議会運営委員会が開催され、協議

がなされた結果、本定例会の会期をお手元の会

期日程表のとおり、本日から12月18日までの22

日間とすることに意見の一致を見ております。 

 これに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  異議なしと認めます。よ

って、会期は、本日から12月18日までの22日間

と決定いたしました。 

   △諸般の報告 

○議長（池之上誠）  日程第３、諸般の報告を

行います。 

 この際、議長の報告を行います。 

 監査委員から、平成27年７月分から９月分ま

での出納検査結果報告がありましたので、写し

をお手元に配付しておきましたから御了承願い

ます。 

 次に、議会報告会についてであります。 

 本年第３回定例会終了後の９月28日から10月

２日までの５日間、市内９つの地区公民館にお

いて実施いたしました。昨年から比べますと微

増ではございましたが、21名増の106名の御参

加をいただいております。幾分か市民の皆様へ

定着してきた感がございます。 

 各会場において、議会への貴重な御意見、御

提言をいただいております。議員の皆さんとし

っかりと検討を行い、議会活動に生かしてまい

りたいと思います。 

 以上で、議長報告を終わります。 

   ［市長尾脇雅弥登壇］ 

○市長（尾脇雅弥）  皆さん、改めましておは

ようございます。 

 諸般報告を行います前に、一言お礼を申し上

げたいと思います。 

 11月26日、昨日でありますが、東京にて開催

されました全国治水砂防促進大会に出席するに

当たり、本議会の日程変更について、議員の皆

様より御理解と御配慮いただきましたことに心

より感謝を申し上げます。 

 おかげをもちまして、深港地区における災害

関連緊急事業に対するお礼と、今後の関連砂防

事業における要望活動を行うことができました。

本市の現状を考えますときに、貴重な機会をい

ただくことができました。 

 また、本市のまちづくりに多大な御協力をい

ただいております森山瓠衆議院議員が、第３次

安倍改造内閣において、本市ゆかりの大臣とし

ては49年ぶりに農林水産大臣に就任をされまし

た。心よりお祝いを申し上げます。 

 それでは、９月定例議会後の議会に報告すべ

き主な事項について報告をいたします。 

 まず初めに、10月31日から11月15日にかけて

本県にて開催されました、第30回国民文化祭に

ついて報告をいたします。 

 10月31日、本市では垂水市文化会館におきま
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して、森山瓠農林水産大臣を初めとする来賓並

びに市議会議員の皆様の御出席をいただき、開

会式を行いました。会場には650名余りの方々

においでいただき、開幕を告げるにふさわしい

式典となりました。 

 また、同日午後には、鹿児島アリーナで開催

されました鹿児島県主催の開会式に出席してま

いりました。 

 本市の３つの主催事業の一つであります和田

英作・和田香苗記念全国絵画コンクールでは、

展示会場を４カ所に約3,000名の方々に御来場

いただき、全国から応募された作品をごらんい

ただきました。 

 主催事業２つ目であります大隅歴史街道では、

加来耕三先生による記念講演会に450名の方々

においでいただき、本市並びに大隅の歴史につ

いて、さまざまな角度から御講演をいただきま

した。 

 主催事業３つ目であります「たるみずふれあ

いフェスタ2015」では、武田鉄矢氏率います海

援隊の「食のトークショー＆ライブ」と「秋の

産業祭」を開催いたしました。 

 「食のトークショー＆ライブ」においては、

準備いたしました1,040枚の入場券が開場と同

時に配り終えるほどの盛況で、会場内は熱気に

包まれ、トークショーでは多くの来場者の皆様

に、本市の特産品でありますブリやカンパチ、

温泉水、焼酎などのすばらしさを情報発信する

ことができました。 

 「秋の産業祭」においては、大隅ミート杯グ

ラウンドゴルフ大会や恒例の抽選会、並びに地

元の農・水産物等の販売を行い、例年より多い

約9,000人の来場者がありました。 

 加えまして、「チェスト行け！提案事業」と

して位置づけられました「第14回ＹＯＳＡＫＯ

Ｉ九州中国祭りｉｎたるみず」も開催をされ、

九州各県並びに島根県から78チーム、約1,000

人の踊り子たちが、ここ垂水に終結し、熱い踊

りを披露していただき、運動公園多目的広場を

中心に５つの会場で大いに盛り上げていただき

ました。 

 また、国民文化祭を開催するに当たり、期間

中、県内外から多くの方々が本市にお越しいた

だくことを踏まえまして、結成いたしました垂

水おもてなし少女・少年隊は、これまで最高の

おもてなしをするため準備をしてまいりました

が、当日、隊員たちは総合案内やイベントの司

会進行などに携わり、陰で国民文化祭を支えて

いただきました。 

 そして、本市事業の最終日であります11月８

日には、第39回垂水市市民文化祭が行われ、バ

ンド演奏や三味線、舞踊などが披露され、加え

まして、お茶会や小中学生、文化協会員により

ます作品展示も行われるなど、国民文化祭のフ

ィナーレを飾っていただきました。 

 次に、防災政策関係でございます。 

 安心・安全な垂水のまちづくりの検証としま

して、10月24日、水之上地区公民館にて自主防

災組織リーダー研修会を開催をいたしました。

研修会では、自主防災組織相互の連携及び親睦

を図り、共通の問題を協議し、市民の防災意識

の高揚と知識の向上を図りました。 

 次に、企画政策関係についてでございます。 

 地方創生、いわゆるまち・ひと・しごと創生

総合戦略の取り組みでございますが、10月29日

に垂水市人口ビジョン、垂水市まち・ひと・し

ごと創生総合戦略を決定いたしました。 

 策定に当たっては、地方創生等特別委員会を

初め、外部委員による垂水市まち・ひと・しご

と創生総合戦略審議会で熱心な審議を行ってい

ただきました。改めまして感謝いたしますとと

もに、引き続き、戦略に定めた目標の達成に向

けて取り組んでまいりたいと考えております。 

 次に、本年度計画策定に着手しております、

垂水地区の地域振興計画の進捗状況を報告いた

します。 
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 垂水地区の地域振興計画は、垂水づくり計画

の策定委員会立ち上げ後、第１回目の策定委員

会を開催し、その後、垂水地区全戸を対象に住

民アンケートを実施し、そのデータをもとに、

垂水地区の課題やあるべき姿につきまして、今

週24日に第２回目の策定委員会で協議したとこ

ろであります。将来のよりよい地域づくりのた

め、引き続き協議を重ねてまいります。 

 また、誘致企業である合同会社垂水高峠の垂

水高峠メガソーラー発電所の竣工式が、10月27

日に多数の関係者出席のもと、とり行われまし

た。本施設は、垂水市の再生可能エネルギーの

シンボル的存在と成り得るものと期待をしてお

ります。 

 次に、水産商工観光関係についてでございま

す。 

 10月11日に垂水市漁協主催の第15回かんぱち

祭りが開催され、どんぶりグランプリ、カンパ

チのつかみ取りや一本釣り、餌やり体験のほか、

加工品の販売など、イベントに親子連れを初め、

約8,000人の来場者でにぎわい、約300万円の売

り上げがあったと報告を受けております。 

 どんぶりグランプリにおいては、垂水高校の

垂高よくばり丼が優勝し、多くの皆様に感動を

与えていただきました。 

 また、本年度の教育旅行、民泊におきまして

は、現在、国内並びにインドネシアから20校、

約2,200人、餌やり体験には10校、約1,200人と

多くの中学生、高校生を迎えておりまして、民

泊家庭や水産関係者の垂水流おもてなしに非常

に喜んでおられ、生徒と民泊家庭においては多

くの新たなきずなが生まれております。 

 そのほか、季節的には現在、千本イチョウ祭

りを開催しておりまして、市内、県内はもとよ

り、県外からの来園者でにぎわっておりまして、

短期間でありますが、多くの入り込み客がある

と思われます。引き続き、さまざまな取り組み

を行うことで、本市の活性化を図ってまいりま

す。 

 次に、教育関係でございます。 

 ８月28日開会の平成27年第３回市議会定例会

で教育委員の同意をいただきました野村繼治氏

に、10月１日辞令の交付を行い、３期目の職務

に就任していただき、10月９日に開催されまし

た教育委員会定例会において委員長に再選をさ

れました。 

 次に、教育施設整備でございますが、10月21

日、新城小学校と松ヶ崎小学校の外壁・手すり

改修工事完了に伴う完成検査を実施しました。

これにより、児童の安全・安心を確保できる教

育環境の充実が図られました。 

 次に、学校教育関係でございます。 

 10月10日から市内全小中学校において、土曜

授業が始まりました。これは本年度から県下で

実施されているもので、本市は大隅地区の各市

町と合わせて、10月の第２土曜日からスタート

いたしました。各学校におきましては、より多

くの地域の方々の協力をいただきたい体験活動

や授業の充実のための取り組みを行ってまいり

ます。 

 また、10月13日から15日まで、肝属地区中学

校新人総合体育大会が開催され、垂水中央中学

校のサッカー部や男女のソフトテニス部及び剣

道部が団体戦、個人戦で優勝するなど好成績を

おさめました。 

 次に、社会教育関係でございます。 

 10月25日、第54回垂水市市民体育祭秋季大会

が秋晴れのもと、９校区から多くの参加者の皆

さんによりまして盛大に開催され、市民の親睦

並びに健康増進が図られたところでございます。 

 種目は、小中高校生によりますスプリント競

技やグラウンドゴルフ、輪投げなどの団体競技

において、青年から高齢者まで幅広く競技に参

加していただき、ことしは白熱した戦いの末、

牛根校区並びに松ヶ崎校区の両校区優勝という

結果となりました。 
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 次に、本市の交通事故の発生状況についてで

ございます。 

 交通死亡事故発生状況ですが、10月２日午後

６時55分ごろ、海潟の国道220号の道路上で、

西之表市の56歳女性の運転する乗用車が霧島市

方面へ走行中、横断中の海潟地区の89歳男性を

はねる交通死亡事故が発生し、ことしに入りま

して４人目の死亡事故犠牲者となりました。 

 11月末日現在、交通事故発生件数は65件、死

亡者数４名、負傷者数90名となっております。

前年同時期と比較しますと、発生件数は12件、

負傷者は16名減少しておりますが、死亡者は２

名増加しております。 

 今後も、鹿屋警察署、交通安全協会などの関

係機関並びに振興会の御協力を賜りながら、交

通事故の発生や死亡事故の減少が図られるよう、

交通安全対策に努めてまいります。 

 次に、火災発生状況についてでございますが、

建物火災１件の火災が発生しております。10月

４日、海潟地区において、バーナーで草を焼却

した残り火で発火、住宅１棟が全焼、住宅１棟

及び車庫１棟の一部を焼失する火災が発生をし

ております。 

 次に、主な出張用務について報告をいたしま

す。 

 国外出張でございますが、10月18日から22日

にかけて、鹿児島県市長会主催による海外視察

として、オーストラリアにて農畜産業などの視

察を行ってまいりました。本視察では、一般財

団法人自治体国際化協会のシドニー事務所を訪

問し、オーストラリアの行政事情と経済・社会

情勢についてレクチャーを受けた後、食肉工場

や魚市場などを視察し、グローバル化の進展に

伴う経済・社会情勢の変化について見識を深め

てまいりました。 

 次に、県外出張でございますが、９月15日、

森山瓠衆議院議員事務所を訪問し、防災対策及

び水産振興対策に関する陳情及び意見交換を行

ってまいりました。 

 10月15日から、宮崎県延岡市で開催された九

州市長会に出席し、予定された議案等の審査を

行ってまいりました。 

 11月７日からは、大阪市で開催された関西垂

水会及び「たるみず大使意見交換会」に出席い

たしました。関西垂水会は、例年を上回る約

200人の参加があり、大いに盛り上がりました。 

 また、関西垂水会に先立ち行われた「たるみ

ず大使意見交換会」では、関東・関西たるみず

大使12名の皆様と、ふるさと納税に関して意見

交換を行いました。 

 11月11日からは、東京都にて開催された教育

再生首長会議、九州国道整備促進総決起大会、

全国過疎地域自立促進連盟理事会及び総会、11

月19日には国保制度改善強化全国大会、11月26

日には全国治水砂防促進大会及び要望活動に出

席をしてまいりました。 

 次に、県内の主な出張用務ですが、曽於市で

開催された県市長会定例会や、鹿児島市で開催

された錦江湾奥会議に出席し、議案審議を初め、

さまざまな行政課題に対しまして意見交換をし

てまいりました。 

 そのほか、委員を務めます県水産技術開発セ

ンター研究開発推進会議、地域経済委員会、曽

於・肝属保健医療圏地域構想懇話会、国有林野

等所在市町村長有志協議会に出席して議案等の

審議を行ってまいりました。 

 以上で、諸般の報告を終わります。 

○議長（池之上誠）  以上で、諸般の報告を終

わります。 

   △報告第９号・報告第10号一括上程 

○議長（池之上誠）  日程第４、報告第９号及

び日程第５、報告第10号の報告２件を一括議題

といたします。 

 件名の朗読を省略いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

報告第９号 専決処分の承認を求めることにつ
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いて（平成27年度垂水市一般会計補正予

算（第７号）） 

報告第10号 専決処分の承認を求めることにつ

いて（平成27年度垂水市一般会計補正予

算（第８号）） 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（池之上誠）  報告を求めます。 

○財政課長（野妻正美）  おはようございます。 

 報告第９号専決処分の承認を求めることにつ

きまして、御説明申し上げます。 

 鹿児島海区漁業調整委員会委員補欠選挙に伴

いまして、関連経費の執行に急施を要しました

ので、平成27年９月25日に、平成27年度垂水市

一般会計補正予算（第７号）を地方自治法第

179条第１項の規定により専決処分し、同条第

３項の規定により御報告を申し上げ、承認を求

めようとするものでございます。 

 補正の理由でございますが、海区漁業調整委

員会の委員に欠員が生じたため、補欠選挙の関

連経費について予算措置をしたものでございま

す。 

 今回、歳入歳出とも218万5,000円を増額いた

しましたので、これによります補正後の歳入歳

出予算額は91億7,914万5,000円になります。 

 補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並

びに補正後の歳入歳出予算の金額は、２ページ

から３ページにかけての第１表歳入歳出予算補

正に掲げてあるとおりでございます。 

 事項別明細でございますが、歳出から御説明

申し上げます。 

 ７ページをお開きください。 

 12目海区漁業調整委員会委員選挙費は、投・

開票立会人や選挙事務従事者等の報酬、選挙事

務に要する消耗品などの物件費、期日前投票所

用プレハブの借り上げ料等を計上しております。 

 これらに対する歳入は、６ページの歳入明細

にお示ししてありますように、県支出金の特定

財源と繰越金を充てて収支の均衡を図っており

ます。 

 引き続きまして、報告第10号専決処分の承認

を求めることにつきまして、御説明申し上げま

す。 

 ８月24日から25日にかけての台風15号による

農林水産施設の災害復旧に急施を要しましたの

で、平成27年11月６日に、平成27年度垂水市一

般会計補正予算（第８号）を地方自治法第179

条第１項の規定により専決処分し、同条第３項

の規定により御報告を申し上げ、承認を求めよ

うとするものでございます。 

 補正の理由でございますが、台風15号により

林道海潟麓線の法面崩壊が発生しましたが、そ

の復旧事業費について予算措置をしたものでご

ざいます。 

 今回、歳入歳出とも900万円を増額いたしま

したので、これによります補正後の歳入歳出予

算額は91億8,814万5,000円になります。 

 補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並

びに補正後の歳入歳出予算の金額は、２ページ

から３ページの第１表歳入歳出予算補正に掲げ

てあるとおりでございます。 

 地方債にも補正がありましたので、４ページ

をごらんください。 

 現年発生補助災害復旧事業債の借り入れを右

の欄に示す限度額に変更し、本年度の借入総額

を８億5,198万円に補正するものでございます。 

 最後の８ページをお開きください。 

 事項別明細でございますが、歳出から申し上

げます。 

 林業用施設補助災害復旧費ですが、林道海潟

麓線の災害復旧にかかわる工事請負費です。 

 これに対する歳入は、７ページの歳入明細に

お示ししてありますように、県支出金と市債の

特定財源を充て、一般財源は前年度繰越金を充

てて収支の均衡を図っております。 

 以上で報告第９号及び第10号の説明を終わり

ますが、御承認いただきますようよろしくお願
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い申し上げます。 

○議長（池之上誠）  ただいまの報告に対し、

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終わります。 

 お諮りいたします。 

 まず、報告第９号を承認することに御異議あ

りませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  異議なしと認めます。よ

って、報告第９号は承認することに決定いたし

ました。 

 次に、報告第10号を承認することに御異議あ

りませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  異議なしと認めます。よ

って、報告第10号は承認することに決定いたし

ました。 

   △議案第69号～議案第77号一括上程 

○議長（池之上誠）  日程第６、議案第69号か

ら日程第14、議案第77号までの議案９件を一括

議題といたします。 

 件名の朗読を省略いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

議案第69号 平成26年度垂水市一般会計歳入歳

出決算認定について 

議案第70号 平成26年度垂水市国民健康保険特

別会計歳入歳出決算認定について 

議案第71号 平成26年度垂水市交通災害共済特

別会計歳入歳出決算認定について 

議案第72号 平成26年度垂水市地方卸売市場特

別会計歳入歳出決算認定について 

議案第73号 平成26年度垂水市老人保健施設特

別会計歳入歳出決算認定について 

議案第74号 平成26年度垂水市漁業集落排水処

理施設特別会計歳入歳出決算認定につい

て 

議案第75号 平成26年度垂水市介護保険特別会

計歳入歳出決算認定について 

議案第76号 平成26年度垂水市簡易水道事業特

別会計歳入歳出決算認定について 

議案第77号 平成26年度垂水市後期高齢者医療

特別会計歳入歳出決算認定について 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（池之上誠）  ここで、決算特別委員会

委員長の審査報告を求めます。 

   ［決算特別委員長川菷達志議員登壇］ 

○決算特別委員長（川萇達志）  おはようござ

います。 

 決算特別委員会の御報告をいたします。 

 去る９月18日、平成27年第３回定例会におい

て決算特別委員会付託となり、閉会中の継続審

査となっておりました平成26年度垂水市一般会

計、国民健康保険特別会計、交通災害共済特別

会計、地方卸売市場特別会計、老人保健施設特

別会計、漁業集落排水処理施設特別会計、介護

保険特別会計、簡易水道事業特別会計及び後期

高齢者医療特別会計の各歳入歳出決算について、

10月22日及び23日の２日間にわたり、決算特別

委員会を開き審査をいたしましたので、審査の

経過とその結果を報告をいたします。 

 審査に当たっては、決算の性質に鑑み、議決

した予算が趣旨や目的に沿って適正に、かつ効

率的に執行され、問題点はなかったか、さらに

どのように行政効果に反映をされたのか、今後

の行政運営においてどのような改善、工夫が必

要か等を重点的に審査をいたしました。 

 また、示された計数については、監査委員の

審査等を十分に尊重し、決算報告書、決算意見

書に基づいて審査を進め、各関係課長の説明を

受けながら、予算執行の実績、効果等を確認し、

その適否について慎重に審査いたしました。 

 まず、議案第69号平成26年度垂水市一般会計

歳入歳出決算認定について申し上げます。 

 平成26年度決算の評価について、歳入におい
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ては、市税の調定額は前年度並みであったもの

の、収入額については、滞納対策の強化により

前年度より3,109万6,000円の増、市税での徴収

率で申し上げると2.1ポイント向上しており、

職員の皆さんが懸命に努力された結果があらわ

れております。 

 その他の歳入として、主要財源である地方交

付税が前年度より7,608万5,000円の減となって

おりますが、市債が２億930万6,000円の増、ま

た繰入金が１億1,490万9,000円の増となったこ

となどから、歳入全体では前年度比で３億

6,806万3,000円、3.5％の増となっております。 

 市債の発行額については、通常債の発行額が

８億4,270万円となっており、財政改革プログ

ラムにおいて、年平均６億円以内とした発行額

を上回っております。しかしながら、平成22年

度から26年度までの５カ年の全体計画を見ます

と、おおむねその目標を達成をしております。 

 歳出については、増額幅の大きなものは、消

防・救急無線デジタル化事業やコミュニティＦ

Ｍ設備整備事業など、また臨時福祉給付金事業

や国民健康保険特別会計への赤字補痾のための

法定外繰り出しを行ったことなどであります。 

 一方、減額した費目は教育費や農林水産業費

ですが、中学校の大規模改造が終了したこと、

農林水産事業費の県営事業負担金が減額なった

ものなどです。 

 厳しい財政運営の中にあって、結果、歳入総

額107億5,774万1,000円に対し、歳出総額104億

5,239万6,000円、差し引き３億534万5,000円で、

翌年度に繰り越すべき財源を差し引いた実質収

支額は、２億9,208万5,000円の黒字が計上され

ました。 

 それでは、一般会計決算を各課ごとに説明を

いたします。 

 まず、総務課所管において、防災ラジオに対

する市民からの評価について質疑がありました。

防災行政無線よりも情報が早く伝わるという点

で高い評価を受けている一方で、一部難聴地域

については今後解消に向け努力するという回答

がありました。 

 また、いざというときのラジオの電源確保の

方法など、必要な情報を広報誌等で市民に周知

されるよう、委員から要望がありました。 

 次に、市民課所管において、振興会合併の状

況について質疑があり、合併の話が出てきたと

きには、振興会の単位で話し合いの場を持ち、

総会で進めていただくようにしているとの回答

がありました。 

 次に、財政課所管において、昨年度の決算特

別委員会で要望事項として出されておりました

公共入札の格付の公表を求めていたことについ

て、市の建設業組合との協議が続いており検討

中であるとの回答に対し、事情は理解をするが、

スピード感を持って業務を遂行されたいとの要

望がありました。 

 次に、税務課所管において、昨年の決算特別

委員会の中で意見として出されておりました固

定資産の相続に関する事務要領の策定について、

委員会での意見に基づき、他自治体の調査や市

の顧問弁護士にも相談の上、鋭意検討を進めた

結果、法的な面から策定を見送り、地道ではあ

るが、今までどおりの手続を進めていくという

結論に至ったという回答がありました。市民の

方々に相続の関係がありましたら、早目に固定

資産税係や税務課へ御相談をいただきたいとの

ことでした。 

 次に、保健福祉課所管において、各がん検診

の受診率の推移について質疑がありました。個

人情報保護の関係で、高齢者の受診の実態把握

が難しい点が挙げられ、それに対し、報告のあ

り方への工夫を求める意見が出されました。 

 また、市単独事業として、中学校までの医療

費無料化により、今までの課税世帯3,000円の

負担分が年間1,400万増加したことなどが回答

されました。さらに、臨時福祉給付金、社会福



－11－ 

祉協議会への交付金と今後の協議会の運営のあ

り方についてなどの質疑がありました。 

 次に、生活環境課所管において、潮彩町排水

処理施設事業費の中で、修繕の実績や今後の計

画、基金の残高等について質疑がありました。

かなりの年数がたっている施設であり、修理、

交換を要するものも出てくるが、今のところ大

きな工事の予定はないとの回答でした。基金残

高は、平成26年度現在で3,438万9,719円である

との回答がありました。 

 次に、農林課所管において、中山間地域等直

接支払交付金について質疑がありました。対象

となり得る農地について、農用地区の中で田に

ついては５％以上、畑については８度以上の傾

斜角があることが認定の条件になるとの回答で

した。 

 また、本市でも策定されている人・農地プラ

ンに基づき、各種施策を展開しているとの回答

がありました。 

 さらに、伐期を迎えた市有林について、今後、

林道を開設しながら、伐採、再造林を進めてい

く予定であることが回答されました。 

 次に、学校教育課所管において、学校給食の

状況について質疑がありました。平成26年度の

地場産物の活用状況について、生鮮食品で県内

産が66.95％、このうち垂水市産が35.49％であ

ったこと、また、学校給食センターの平成25年

度の収入未済額が50万2,218円あったとの回答

がありました。 

 次に、水産商工観光課所管において、積立金

についての質疑があり、観光振興基金への積立

金約1,300万円については、道の駅たるみずの

平成25年度分の純利益の70％が納付された分で

あることが回答されました。 

 また、起業支援型地域雇用創造事業について

質疑があり、水産事業者、農産物関係の加工業

者、６次産業化に参入した企業による商品開発、

販路開拓のための事業を県から受託して実施し

た事業であるとの回答がありました。 

 次に、企画政策課所管において、住宅取得費

等助成事業補助金の交付対象者が３名であった

ことが報告されました。 

 また、旧フェリー乗り場の用地を取得された

さと丸水産においては、現在は本社で６次産業

化を進めており、県の関係課とも連携しながら、

６次化の認証期限までに事業申請等、新たな展

開のめどが立つのではないかとの回答がありま

した。 

 次に、歳入について申し上げます。 

 財政課所管においては、歳入合計が107億

5,774万1,000円であり、前年に比べて大きな事

業に伴う市債等がふえたことから、３億6,806

万3,000円、3.5％増になったとのことでした。 

 委員からは、ふるさと応援寄附金の状況につ

いて質疑がありました。延べ877名、2,781万円

の寄附金が本市に直接寄附された分であり、県

を経由した形で本市に補助金として入る「かご

しま応援寄附金」については、35万5,086円で

あったと回答がありました。 

 以上、審査の結果、議案第69号平成26年度垂

水市一般会計歳入歳出決算については、認定す

ることと決定しました。 

 次に、議案第70号平成26年度垂水市国民健康

保険特別会計歳入歳出決算認定について申し上

げます。 

 歳入総額が26億3,868万2,000円、歳出総額26

億1,934万1,000円で、実質収支額は1,934万

1,000円の黒字となっておりますが、26年度は

一般会計から１億2,500万円の法定外繰り入れ

を実施をしておりますので、実質的には約１億

500万円の赤字となっております。質疑では、

出産育児一時金の対象者が16人であったことな

どが回答されました。 

 以上、審査の結果、議案第70号平成26年度垂

水市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついては、認定することと決定しました。 
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 次に、議案第77号平成26年度垂水市後期高齢

者医療特別会計歳入歳出決算認定について申し

上げます。 

 歳入総額２億1,863万4,000円、歳出総額２億

1,818万円、実質収支額は45万4,000円の黒字と

なっております。 

 以上、審査の結果、議案第77号平成26年度垂

水市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算につ

いては、認定することと決定しました。 

 次に、議案第71号平成26年度垂水市交通災害

共済特別会計歳入歳出決算認定について申し上

げます。 

 歳入総額728万9,000円、歳出総額684万2,000

円、実質収支額は44万7,000円の黒字となりま

した。 

 以上、審査の結果、議案第71号平成26年度垂

水市交通災害共済特別会計歳入歳出決算につい

ては、認定することと決定しました。 

 次に、議案第72号平成26年度垂水市地方卸売

市場特別会計歳入歳出決算認定について申し上

げます。 

 歳入総額559万1,000円、歳出総額は327万

6,000円、実質収支額は231万5,000円の黒字と

なっております。 

 また、垂水市公設卸売市場施設整備基金保有

額は2,772万4,000円となっております。委員か

らは、使用料収入や減少傾向にある出荷量の状

況、修繕料について質疑が行われました。 

 以上、審査の結果、議案第72号平成26年度垂

水市地方卸売市場特別会計歳入歳出決算につい

ては、認定することと決定しました。 

 次に、議案第75号平成26年度垂水市介護保険

特別会計歳入歳出決算認定について申し上げま

す。 

 歳入総額19億8,835万8,000円、歳出総額19億

5,127万9,000円で、実質収支額は3,707万9,000

円の黒字となっております。 

 以上、審査の結果、議案第75号平成26年度垂

水市介護保険特別会計歳入歳出決算については、

認定することと決定しました。 

 次に、議案第73号平成26年度垂水市老人保健

施設特別会計歳入歳出決算認定について申し上

げます。 

 歳入合計５億8,640万8,000円、歳出合計５億

8,115万円、実質収支額は525万8,000円の黒字

となっております。質疑については、現在待機

者が11名であること、また、施設内ホールの有

効活用を図るよう要望が出されました。 

 以上、審査の結果、議案第73号平成26年度垂

水市老人保険施設特別会計歳入歳出決算につい

ては、認定することと決定しました。 

 次に、議案第74号平成26年度垂水市漁業集落

排水処理施設特別会計歳入歳出決算認定につい

て申し上げます。 

 歳入総額は3,315万8,000円、歳出総額3,186

万円で、実質収支額は129万8,000円の黒字とな

っております。質疑では、一般会計からの繰入

金の推移について、平成22年度から微増傾向に

あるが、平成26年度はわずかに減額となってい

ると報告があり、引き続き歳入確保と歳出抑制

に努力し、繰入金の額が少なくなるよう努める

との説明がありました。 

 以上、審査の結果、議案第74号平成26年度垂

水市漁業集落排水処理施設特別会計歳入歳出決

算については、認定することと決定しました。 

 次に、議案第76号平成26年度垂水市簡易水道

事業特別会計歳入歳出決算認定について申し上

げます。 

 歳入合計4,118万4,000円、歳出合計3,882万

1,000円で、実質収支額は236万3,000円の黒字

となっております。質疑では、一般会計からの

繰入金について、公平性の観点から検討を求め

る意見が出され、少なくとも平等な水の供給を

考えなければならないという回答がありました。 

 以上、審査の結果、議案第76号平成26年度垂

水市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算につい
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ては、認定することと決定しました。 

 以上のような審査を行った結果、本委員会と

しては、一般会計歳入歳出決算及び各特別会計

歳入歳出決算ともに適正であると認め、特別会

計において次の要望を付すことに意見の一致を

見ました。 

 要望事項を申し上げます。 

 一つ、各特別会計の事業運営に関し、一般会

計からの繰入金が散見されるが、行政サービス

の公平性を保つことからも、恒常的な一般会計

からの繰入金によらず、負担を将来に先送りす

ることがないよう、会計内での収支の均衡に特

段の努力をされたい。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（池之上誠）  ただいまの報告に対し、

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありません

か。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  討論なしと認めます。こ

れで討論を終わります。 

 お諮りいたします。各議案に対する委員長の

報告は認定であります。各議案を委員長の報告

のとおり決することに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  異議なしと認めます。よ

って、議案第69号から議案第77号までの議案９

件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。 

   △議案第78号上程 

○議長（池之上誠）  日程第15、議案第78号垂

水市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に

関する条例案を議題といたします。 

 説明を求めます。 

○総務課長（中谷大潤）  議案第78号垂水市個

人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する

条例案について、御説明申し上げます。 

 この議案は、平成25年５月31日に公布された

行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律、いわゆるマイナン

バー法に基づき、本市における個人番号の独自

利用等につきまして新たに条例を制定しようと

するものでございます。 

 それでは、内容について御説明いたします。 

 第１条は本条例案の趣旨を、第２条は用語の

定義について定めているところでございます。 

 第３条は、市の責務として適正な取り扱いを

確保するための措置をとること、個人番号の利

用について自主的、主体的に施策を実施するこ

とを規定しようとするものです。 

 第４条は、個人番号の利用範囲について規定

しようとするものでございます。 

 第１項では、子供の医療費の助成に関する事

務、重度心身障害者の医療費の助成に関する事

務、ひとり親家庭医療費の助成に関する事務の

３事務を本市の個人番号独自利用事務とするこ

とを本条例案中の別表第１に規定しようとする

ものです。 

 第２項及び第３項では、本条例案中の別表第

２の中欄及び番号法別表第２の第２欄に掲げる

事務を処理するために利用することのできる特

定個人情報の範囲を定めようとするものです。 

 第４項は、別表第２の中欄に掲げる利用事務

の事務手続における同表左欄の特定個人情報が

記載された書面の提出について、特定個人情報

の利用により書類の提出が省略できる旨を規定

しようとするものです。 

 第５条は、本条例案中の別表第３の事務欄の

事務を処理するに当たって、照会機関が提供機

関に対して必要な特定個人情報の提供を求めた

場合に、提供機関は当該特定個人情報を提供で

きることを規定しようとするものです。 

 第２項は、第４条第４項と同じ内容でござい

ます。 
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 なお、附則としまして、この条例は平成28年

１月１日から施行しようとするものでございま

すが、施行日以前であっても、この条例の実施

のために必要な準備をすることができることと

しようとするものでございます。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

○議長（池之上誠）  ただいまの説明に対し、

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終わります。 

 お諮りいたします。議案第78号については、

総務文教委員会に付託の上、審査いたしたいと

思います。これに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  異議なしと認めます。よ

って、議案第78号については、総務文教委員会

に付託の上、審査することに決定いたしました。 

   △議案第79号～議案第81号一括上程 

○議長（池之上誠）  日程第16、議案第79号か

ら日程第18、議案第81号までの議案３件を一括

議題といたします。 

 件名の朗読を省略いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

議案第79号 垂水市税条例等の一部を改正する

条例 案 

議案第80号 垂水市道路占用料徴収条例の一部

を改正する条例 案 

議案第81号 垂水市港湾管理条例の一部を改正

する条例 案 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（池之上誠）  説明を求めます。 

○税務課長（池松 烈）  議案第79号垂水市税

条例等の一部を改正する条例案につきまして、

御説明申し上げます。 

 平成27年度税制改正の大綱を受け、地方税法

等の一部を改正する法律、地方税法施行令等の

一部を改正する政令及び地方税法施行規則の一

部を改正する省令が平成27年３月31日にそれぞ

れ公布され、いずれも原則としまして平成27年

４月1日から施行されたことに伴いまして、平

成27年度の市税の賦課に急施を要しましたので、

垂水市税条例等の一部を改正する条例を地方自

治法第179条第１項の規定により専決処分とし、

４月１日から施行したところでございます。 

 今回は、納税環境整備、地方税における猶予

制度の見直しにつきまして御提案申し上げよう

とするものでございまして、国税におきまして

は、平成26年度税制改正におきまして猶予制度

の見直しが行われ、平成27年４月１日から適用

となっておりますが、地方分権を推進する観点

から、一定の事項につきましては条例で定める

仕組みとした上で、国税における昨年度の改正

を踏まえ、所要の見直しが行われましたことな

どから調査研究の時間を要したため、今回御提

案申し上げようとするものでございます。 

 また、地方税法施行規則等の一部を改正する

省令が平成27年９月30日に公布されましたこと

に関しましても、あわせて御提案申し上げよう

とするものでございます。 

 改正の主なものを申し上げますと、地方税の

猶予制度につきましては、納税者の負担の軽減

を図るとともに、早期かつ的確な納税の履行を

確保する観点から、納税者の申請に基づく換価

の猶予制度を創設するなどの見直しを行い、そ

の際、地方分権を推進する観点や、地方税に関

する地域の実情がさまざまであることを踏まえ、

換価の猶予に係る申請期限など一定の事項につ

きましては、本市の実情等に応じて条例で定め

ること等、また、引用する法令等の条項の整理

を行ったもので、地方税法施行規則等の一部を

改正する省令につきましては、番号制度関係に

つきまして、地方税当局へ提出する申告書等の

様式に当該申告書等の提出者等の個人番号また

は法人番号を記載する欄等を追加すること、被
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用者年金一元化関係につきましては、被用者年

金一元化法の施行に伴い、様式別表について所

要の整備を行うこと、その他所要の規定の整備

等を行おうとするものでございます。 

 以上、申し上げましたことによりまして、垂

水市税条例等の一部を改正しようとするもので

ございますが、お手元の新旧対照表にて御説明

申し上げます。改正する箇所をアンダーライン

でお示ししております。 

 まず、第１条関係からでございますが、１

ページをお開きください。 

 第８条につきましては、２ページまでわたり

ますが、徴収猶予に係る市の徴収金の分割納付

または分割納入の方法につきまして規定しよう

とするものでございます。 

 第９条につきましては、３ページまでわたり

ますが、徴収猶予の申請手続等につきまして規

定しようとするものでございます。 

 第10条につきましては、職権による換価の猶

予の手続等につきまして規定しようとするもの

でございます。 

 第11条につきましては、４ページにわたりま

すが、申請による換価の猶予の申請手続等につ

きまして規定しようとするものでございます。 

 第12条につきましては、担保を徴する必要が

ない場合につきまして規定しようとするもので

ございます。 

 第13条から第17条につきましては、削除しよ

うとするものでございます。 

 第18条につきましては、公示送達につきまし

て、文言の整理を行おうとするものでございま

す。 

 次に、第２条関係につきまして、５ページを

お開きください。 

 専決処分とし、４月１日から施行しました垂

水市税条例の一部を改正する条例の一部を改正

しようとするものでございます。 

 ６ページまでわたりますが、第２条第３号及

び第４号、第36条の２第８項、第63条の２第１

項第１号、第89条第２項第２号、第139条の３

第２項第１号及び第149条第１号につきまして

は、行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律等の施行に伴い、

所要の規定の整備を行う必要があり、番号制度

関係で、市が作成する納付書等の記載事項に当

該納付書等の納付者等の個人番号または法人番

号を追加したものを改正しようとするものでご

ざいます。 

 附則第１条第４号につきましては、本文条項

に合わせるため削ろうとするものでございます。 

 次に、改正附則でございますが、条例の附則

をごらんください。 

 ３枚目、５ページからになりますが、第１条

に施行期日を規定しております。 

 改正後の垂水市税条例は、平成28年４月１日

から施行することとしておりますが、第２条の

規定につきましては、公布の日から施行するこ

ととしております。 

 次のページにわたりますが、第２条には徴収

猶予、職権による換価の猶予及び申請による換

価の猶予に関する経過措置を規定しております。 

 以上で、議案第79号垂水市税条例等の一部を

改正する条例案につきましての説明を終わりま

すが、御審議のほどよろしくお願い申し上げま

す。 

○土木課長（宮迫章二）  議案第80号垂水市道

路占用料徴収条例の一部を改正する条例案につ

いて、御説明申し上げます。 

 垂水市道路占用料徴収条例は、道路法第39条

の規定に基づき、道路の占用料の額及び徴収方

法を定めることを目的に制定した条例でござい

ます。 

 今回の本条例の一部改正につきましては、道

路法施行令に基づき、郵便差出箱等や工事用板

囲い、足場などの工事用施設、土石、瓦などの

工事用材料の占用料を新たに規定し、その他の
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条項におきましては文言整理等を行おうとする

ものでございます。 

 それでは、添付してあります新旧対照表で御

説明申し上げます。改正する箇所をアンダーラ

インでお示ししてあります。 

 第１条から第６条までの改正規定は、文言の

整理でございます。別表中「変圧塔その他これ

に類するもの及び公衆電話所」の項の次に「郵

便差出箱及び信書便差出箱」の占用料を新たに

加え、「政令第７条第２号に掲げる工事用施設

及び同条第３号に掲げる工事用材料」を「政令

第７条第２号に掲げる工作物及び同条第３号に

掲げる施設」に改め、同項の次に「政令第７条

第４号に掲げる工事用施設及び同条第５号に掲

げる工事用材料」の占用料を新たに加えるもの

であります。別表の備考５から備考８までの改

正規定は、文言の整理でございます。 

 なお、附則としまして、この条例は平成28年

４月１日から施行しようとするものでございま

す。 

 続きまして、議案第81号垂水市港湾管理条例

の一部を改正する条例案について、御説明申し

上げます。 

 垂水市港湾管理条例は、市が管理する港湾の

利用及び管理に関し必要な事項を定め、港湾の

機能の維持増進を図ることを目的として制定し

た条例でございます。 

 今回の本条例の一部改正につきましては、別

表第２中の「野積場使用料」の単位と「注」書

きとの整合性を図り、また、その他の条項にお

きまして、文言の整理等を行おうとするもので

ございます。 

 それでは、添付してあります新旧対照表で御

説明申し上げます。改正する箇所をアンダーラ

インで示しております。 

 第１条から第18条までの改正規定は、文言の

整理でございます。 

 別表第２の注１は、先ほど御説明しましたと

おり、野積場利用料の単位との整合性を図るも

のであります。 

 なお、附則としまして、この条例は平成28年

４月１日から施行しようとするものであります。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（池之上誠）  ただいまの説明に対し、

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

○持留良一議員  議案第79号について、ちょっ

と総論的なところで伺いたいんですけども、質

疑したいんですけれども、１つは今回の換価の

猶予に伴うさまざまな条例が改正されるという

ことなんですけども、１つは先ほど説明があり

ましたけども、各地域の実情という関係で、こ

の条例の中、どのように反映をされたのか、そ

れが１点と、２点目は、結果として評価できる

ところもあるわけですよね。納税者の申請によ

る猶予制度を新たに設けたということなどある

わけなんですけど、そういう意味で全体として、

この今回の改正が、市にとってどのようなメリ

ットとなっていくのか、その点についてお聞き

をしたいと思います。 

○税務課長（池松 烈）  それではまず、条例

の規定の中で、規定する条例で定める事項は次

に掲げる事項とするという表現で、それぞれの

条項で出てくるわけでございますが、例えば、

第９条徴収猶予の申請手続等の第６項につきま

して、少し説明させていただきたいと思います。 

 条文といたしましては、猶予を受けようとす

る金額が100万円を超え、かつ猶予期間が三月

を超える場合には、提供しようとする法第16条

第１項各号に掲げる担保の種類、数量及び価額

及び所在、その担保が保証人の保証であるとき

は、保証人の氏名及び住所また居所、その他担

保に関し参考となるべき事項ということで規定

しようとするものでございますが、担保の徴収

基準の見直しにつきましては、要担保徴収額の

最低限度額を100万円としましたのは、改正前
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の基準額50万円を定めた昭和53年当時に比較し

まして消費者物価指数が1.5倍程度となってい

ることや、滞納人員のおおむね８割が滞納額

100万円以下であること等を勘案したものでご

ざいます。 

 また、三月以内の場合に担保を不要としまし

たのは、担保手続に係る事務負担の軽減と適正

な徴収の確保にも留意して、比較的短期間の猶

予の場合として認めることとしたもので、この

ようなことは係内、課内の協議の中で文言の中

にうたっているというようなことで、またその

ほか、11条のところで条例で定める期間を六月

とするというようなことのところでも、例えば、

早期かつ的確な納付の履行を確保する観点から、

余り長期間の申請を認めることは適当ではない

のではないかと。可能な限り猶予の活用を推進

させるとの観点と、申請を行うために必要な準

備期間等を踏まえ、六月の申請期限がいいので

はないかというようなことをば反映をさせてい

るところでございます。 

 それから、２番目の、本市にとって納税環境

の整備、猶予制度の今回の改正がどのように影

響をしていくかということでございますが、申

告納税制度が適正に機能するためには、納税者

が自発的に正確な申告をするとともに、高い納

税意識を持ち、期限内に納付することが必要で

ございます。 

 しかしながら、納税者によっては、その財産

につき、災害を受けたことにより、市税を一時

納付することができない場合、または財産の換

価を直ちにすることにより、その事業の継続も

しくは生活の維持を困難にするおそれがある場

合がございます。 

 そのため、納税の猶予及び換価の猶予の制度

は、このような事由がある納税者については、

法令及び条例等に基づく一定の要件のもと、強

制的な徴収手続を緩和し、その個々の実情に即

した適切な措置を講ずることにより、納税者と

の信頼関係を醸成し、税務行政の適正かつ円滑

な運営を図ることを目的としていることでござ

いますので、市民にとっては納税の猶予及び換

価の猶予が、このような事由により、納税意識

をまた高めていく、涵養していくということに

も御活用できるんじゃないかというふうにも考

えて、以上でございます。 

○議長（池之上誠）  ほかにございませんか。 

○川㞍達志議員  この議案第81号で、この文言

の中でをもってという言葉いっぱいあるんだけ

れども、これはなぜ今変えるのということです。

と、もう一つは、ほかにもこういうのがあるの

かという。 

 要するに、多分口語体に変わったとか、いろ

いろそういうことがあるんだろうけれども、今

なぜ変えるのかなと疑問に思ったので。 

○土木課長（宮迫章二）  特に今回の港湾の関

係での条例改正なかったんですが、今定めてお

ります管理条例をチェックをする中で、ちょっ

と整合性を図ったほうがいいということで、課

内で協議しまして修正することにいたしました。 

○議長（池之上誠）  よろしいですか。 

○川㞍達志議員  こういう言葉遣いがまだ残っ

ているということは、土木課長の説明、腑に落

ちないんだけれども、総務課長、まだこういう

条例と、ほかにもたくさんあるの、こういうこ

と、こういう。昔のち言うの、国語の先生じゃ

わからないんだけれど、こういう表現を使って

る条例はたくさんあるんですか。 

○総務課長（中谷大潤）  実は、今回の土木課

のこの上程を受けまして、総務課のほうで調査

しようということにしておりましたが、実は都

合の悪いことに、法令に詳しい専門員が今、病

気長期欠席中でございまして、ちょっとそこま

で、ちょっと着手できない状況にございますの

で、彼が復帰次第、第一法規、行政という専門

の業者と話し合いをとりながら、そういった見

直しを行っていく予定でおります。 
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 多分こういったのは、まだあろうかと推察し

ております。 

○川萇達志議員  やはり、こういうのは決算報

告の中でも言いましたけれども、スピード感だ

ろうと思います。古い法律とか、用語の使い方

とか速やかに全てを、すぐ解決をしていく、こ

ういう姿勢がないと、いつまでもこういうのち

んたらちんたら出てきて、こういうのが出てく

る。ぜひこれについても、スピード感をもった

対応を市長によろしくお願いをしたい。 

○議長（池之上誠）  答弁はいいですか。 

○川萇達志議員  いやいい。 

○議長（池之上誠）  ほかにございませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終わります。 

 お諮りいたします。議案第79号から議案第81

号までの議案３件については、いずれも所管の

各常任委員会にそれぞれ付託の上、審査いたし

たいと思います。これに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  異議なしと認めます。よ

って、議案第79号については総務文教委員会に、

議案第80号及び議案第81号については産業厚生

委員会にそれぞれ付託の上、審査することに決

定いたしました。 

   △議案第82号上程 

○議長（池之上誠）  日程第19、議案第82号垂

水市道路線の認定についてを議題といたします。 

 説明を求めます。 

○土木課長（宮迫章二）  議案第82号の垂水市

道路線の認定について、御説明申し上げます。 

 別添の図面をごらんください。 

 提案理由でございますが、県道垂水南之郷線

の改良工事に伴い、旧道部分の有効利用を図る

ため、道路法第８条第２項の規定に基づき、新

たに市道認定の議決を受けようとするものでご

ざいます。 

 新たに認定する路線は、路線番号347、路線

名池ノ比良線、起点は大字新御堂字新御堂原

374番１地先、終点は大字新御堂字池ノ比良509

番２地先で、延長は403.6メートルでございま

す。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（池之上誠）  ただいまの説明に対し、

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終わります。 

 お諮りいたします。議案第82号については、

産業厚生委員会に付託の上、審査いたしたいと

思います。これに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  異議なしと認めます。よ

って、議案第82号については、産業厚生委員会

に付託の上、審査することに決定いたしました。 

   △議案第83号上程 

○議長（池之上誠）  日程第20、議案第83号鹿

児島県市町村総合事務組合の共同処理する事務

の変更及び同組合規約の一部変更についてを議

題といたします。 

 説明を求めます。 

○総務課長（中谷大潤）  議案第83号鹿児島県

市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更

及び同組合規約の一部変更について、御説明申

し上げます。 

 提案理由でございますが、この議案は、本市

が加入している鹿児島県市町村総合事務組合の

規約を変更することに伴い、組合からの協議依

頼に基づき上程するものでございます。 

 鹿児島県市町村総合事務組合の規約の変更内

容につきましては、この組合が共同処理する事

務のうち、別表第１、常勤の職員の退職手当の

支給に関する事務に「垂水市」を、また、８及

び９の非常勤職員の災害補償に関する事務に
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「伊佐北姶良火葬場管理組合」を平成28年４月

１日から新たに加えようとするものです。 

 鹿児島県市町村総合事務組合規約の改正には、

同組合を組織する全部の自治体と総合事務組合

との協議が必要となることから、議会の議決を

求めるものでございます。 

 以上で説明を終わりますが、後審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

○議長（池之上誠）  ここで暫時休憩いたしま

す。 

 休憩時間中、全員協議会室におきまして全員

協議会を開きますので、ただいまの議案を持っ

て御参集願います。 

     午前11時14分休憩 

 

     午前11時20分開議 

○議長（池之上誠）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 先ほど議題といたしました議案に対し、これ

から質疑を行います。質疑はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありません

か。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  討論なしと認めます。こ

れで討論を終わります。 

 お諮りいたします。議案第83号について、原

案のとおり決することに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  異議なしと認めます。よ

って、議案第83号は原案のとおり可決されまし

た。 

   △議案第84号上程 

○議長（池之上誠）  日程第21、議案第84号平

成27年度垂水市一般会計補正予算（第９号）案

を議題といたします。 

 説明を求めます。 

○財政課長（野妻正美）  議案第84号平成27年

度垂水市一般会計補正予算（第９号）案を御説

明申し上げます。 

 補正の内容を説明しました参考資料をお配り

しておりますので、あわせてごらんください。 

 今回の主な補正としましては、ふるさと応援

寄附金寄附者の増に伴う、ふるさと納税制度事

業費、利用者の増による障害者自立支援給付費

や種子島周辺漁業対策事業費などを増額補正し、

人事異動による人件費の整理や選挙終了による

各選挙費などを減額補正しようとするものです。 

 今回、歳入歳出とも793万4,000円を増額しま

すので、これによる補正後の歳入歳出予算総額

は91億9,607万9,000円になります。 

 補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並

びに補正後の歳入歳出予算の金額は、２ページ

から４ページまでの第１表歳入歳出予算補正に

掲げてあるとおりでございます。 

 歳出の事項別明細でございますが、主な事務

事業等の補正について御説明いたします。 

 10ページをお開きください。 

 ２款総務費の11目電算費の委託料は、イン

ターネット環境のセキュリティー対策に伴う委

託料で、備品購入費はそれに伴うパソコンの入

れかえ等にかかるものです。 

 同じく18目ふるさと納税制度事業費は、ふる

さと応援寄付者及び金額の増に伴う寄付者への

お礼の特産品等や、ふるさと応援基金への積み

立ての補正でございます。 

 11ページの４項選挙費８目県議会議員選挙費

から、13ページ、12目海区漁業調整委員会委員

選挙費までは、各選挙の終了により減額しよう

とするものです。 

 14ページの下から２行目をごらんください。 

 ３款民生費３目障害者福祉費の扶助費や垂水

市内における勤労施設の新規開設に伴う勤労継

続支援利用者の増によるものです。国の２分の
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１、県４分の１の補助になっています。 

 15ページをごらんください。 

 １番下の表の３款民生費２項児童福祉費１目

児童福祉総務費の扶助費は、乳幼児医療費の増

額の見込みによるもので、２目児童措置費は保

育所や認定こども園及び幼稚園に第３子以降の

子供を入園させる多子世帯の経済的な負担軽減

のために補助金を交付するもので、どちらも県

の２分の１補助となっております。 

 飛びますが、18ページの一番下をごらんくだ

さい。 

 ６款農林水産業費２目水産業振興費の種子島

周辺漁業対策事業費補助金は、垂水漁協の加工

場生産ラインや牛根漁協のフォークリフト購入

への補助でございます。 

 19ページの中ほどをごらんください。 

 ７款商工費３目観光費の積立金は、道の駅た

るみずの納付金を観光振興基金へ積み立てるも

のです。 

 20ページをごらんください。 

 ８款土木費１目道路維持費の委託料は、市道

の除草作業にかかわるもので、同じく工事請負

費は、市道の舗装工事にかかわるものです。 

 以上が、歳出の主なものでございますが、こ

れらに対する歳入は前に戻っていただきまして、

５ページの事項別明細書の総括表及び７ページ

からの歳入明細にお示ししてありますように、

それぞれの事務事業に伴う国・県支出金及び給

付金などの特定財源と一般財源は繰越金を充て

て収支の均衡を図るものでございます。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

○議長（池之上誠）  ただいまの説明に対し、

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本案は各所管常任委員会

に付託の上、審査いたしたいと思います。これ

に御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  異議なしと認めます。よ

って、議案第84号は各所管常任委員会に付託の

上、審査することに決定いたしました。 

   △議案第85号・議案第86号一括上程 

○議長（池之上誠）  日程第22、議案第85号及

び日程第23、議案第86号の議案２件を一括議題

といたします。 

 件名の朗読を省略いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

議案第85号 平成27年度垂水市国民健康保険特

別会計補正予算（第２号） 案 

議案第86号 平成27年度垂水市介護保険特別会

計補正予算（第２号） 案 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（池之上誠）  説明を求めます。 

○市民課長（白木修文）  議案第85号平成27年

度垂水市国民健康保険特別会計補正予算（第２

号）案について、御説明申し上げます。 

 １ページに記載しておりますように、今回の

補正額は、歳入歳出とも1,085万2,000円を追加

し、歳入歳出予算の総額を29億4,202万4,000円

とするものでございます。 

 主な補正の理由でございますが、一般及び退

職被保険者に係る高額療養費の追加補正などで

ございます。 

 それでは、歳入歳出補正予算事項別明細によ

り御説明いたします。 

 なお、金額はお示ししてありますので、省略

させていただきます。 

 歳出から御説明いたします。 

 ７ページをお開きください。 

 ２款保険給付費ですが、２項の高額療養費は、

一般及び退職被保険者等の高額療養費負担金の

増額補正でございます。 

 ８款保健事業費ですが、２項２目の特定健
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診・特定保健指導未受診者等対策費は、１月に

実施する複合健診に係る役務費でございます。 

 次に、歳入について御説明いたします。 

 ６ページをお開きください。 

 ４款国庫支出金は、療養給付費等負担金の増

額補正でございます。 

 ５款療養給付費交付金は、退職者医療交付金

の増額補正でございます。 

 ７款県支出金は、歳出の保健事業費の増額に

伴う特別県調整交付金の増額補正でございます。 

 以上で、議案第85号平成27年度垂水市国民健

康保険特別会計補正予算（第２号）案の説明を

終わりますが、御審議のほどよろしくお願い申

し上げます。 

○保健福祉課長（篠原輝義）  議案第86号平成

27年度垂水市介護保険特別会計補正予算（第２

号）案について、御説明申し上げます。 

 今回の補正は、低所得者対策として実施され

ている保険料軽減に伴う国庫負担金等の繰り入

れと給付見込み額に過不足を生じることが見込

まれる費目につきまして、補正をするものでご

ざいます。 

 歳出について御説明いたします。 

 ８ページのほうをお開きください。 

 ２款保険給付費１項サービス等諸費１目サー

ビス給付費は、給付見込み額により減額し、２

目サービス計画給付費は財源組み替え、３目地

域密着型介護サービス給付費は、給付見込み額

により増額を行うものです。 

 次に、２項介護予防サービス等諸費１目介護

予防サービス給付費、２目介護予防サービス計

画給付費、３目地域密着型介護予防サービス給

付費は、介護予防サービス給付費見込み額によ

り増減を行うものでございます。 

 次に、３項高額介護サービス等費１目高額介

護サービス費並びに５項特定入所者介護サービ

ス等費１目特定入所者介護サービス費、２目特

定入所者介護予防サービス費は、給付見込み額

により増額を行うものでございます。 

 最後に、６項高額医療合算介護サービス等費

１目高額医療合算介護サービス費は、財源組み

替えを行うものでございます。 

 次に、歳入について御説明いたします。 

 ６ページをお開きください。 

 １款保険料から７款繰入金１項一般会計繰入

金１目介護給付費繰入金までは、今後の給付見

込み額による減額でございます。 

 ５目低所得者保険料繰入金は、保険料の第１

段階の保険料軽減に対する国庫負担金等の繰入

金でございます。 

 ２項基金繰入金１目介護給付費準備基金繰入

金は、組み替え補正でございます。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（池之上誠）  ただいまの説明に対し、

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終わります。 

 お諮りいたします。議案第85号及び議案第86

号の議案２件については、いずれも所管の各常

任委員会にそれぞれ付託の上、審査いたしたい

と思います。これに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  異議なしと認めます。よ

って、議案第85号については総務文教委員会に、

議案第86号については産業厚生委員会へそれぞ

れ付託の上、審査することに決定いたしました。 

 本日の日程は、以上で全部終了いたしました。 

   △日程報告 

○議長（池之上誠）  明28日から12月７日まで

は、議事の都合により休会といたします。 

 次の本会議は、12月８日及び９日の午前９時

30分から開き、一般質問を行います。 

 質問者は会議規則第62条第２項の規定により、

12月１日の正午までに質問事項を具体的に文書
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で議会事務局へ提出願います。 

   △散  会 

○議長（池之上誠）  本日はこれにて散会いた

します。 

     午前11時34分散会
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平成27年12月８日午前９時30分開議 

 

 

   △開  議 

○議長（池之上誠）  定刻、定足数に達してお

りますのでただいまから休会明けの本日の会議

を開きます。 

 本日は、水之上小学校の６年生18名の皆さん

が、社会科学習の一環として一般質問の傍聴に

いらっしゃっております。 

 次代の垂水市を担う方々に見守られながらの

本会議となりますので、模範となる質問、答弁

をよろしくお願い申し上げます。 

 それでは、これより議事に入ります。 

 本日議事日程は、お手元に配付いたしたとお

りであります。 

   △一般質問 

○議長（池之上誠）  日程第１、これより一般

質問を行います。 

 質問者は、１回目は登壇して行い、再質問は

質問席からお願いいたします。 

 本日の質問時間は、答弁時間を含めて１時間

以内といたします。 

 また、質問回数については４回までといたし

ますが、一問一答方式を選択した場合は、１回

目は一括で行い、２回目の質問から１項目につ

き３回までといたします。 

 なお、いずれも初回の発言時間を20分以内に

制限しますので、御協力をお願いをいたします。 

 それでは、通告に従って順次質問を許可いた

します。 

 最初に、３番、堀内貴志議員の質問を許可い

たします。 

   ［堀内貴志議員登壇］ 

○堀内貴志議員  おはようございます。本日ト

ップバッターで登壇しました、キャッチフレー

ズ垂水の実り生む風の堀内貴志でございます。 

 今回の一般質問は、私にとりまして、２期５

年目の19回目となりますが、本日は、議長から

も紹介がありました。傍聴席には、水之上小学

校６年生の児童と先生方が来てくれました。将

来の垂水を担う子供たちです。 

 きょうは、垂水の行政についてしっかりと勉

強していただいて、そして垂水のまちづくりに

関して、これからもいろいろな発想で新しい提

案をしていただければと思っております。どう

かきょうは、よろしくお願いいたします。 

 さて先日、日本自動車連盟（ＪＡＦ）九州本

部が、この夏行った「あなたのイチオシ道の駅

ランキング」を発表しました。それによります

と、第２位に「たるみず道の駅湯っ足り館」が

選ばれました。昨年13位から大きく飛躍したこ

とになります。 

 ことしは、６月から７月にかけて牛根地区で

発生した深港川土砂災害による国道の通行どめ、

さらに８月には、桜島の噴火警戒レベル４への

引き上げなど、次々に全国ニュースで災害のま

ち垂水市という悪いイメージを植えつけるよう

な報道がされたことにより、特に道の駅たるみ

ずを含め、牛根地区は観光面に大きな打撃を受

けました。 

 そんな中での道の駅たるみずの「あなたのイ

チオシ道の駅ランキング」第２位の発表でした。

先月末には、桜島噴火警戒レベルも５年ぶりに

噴火警戒レベルがさらに引き下げられ、レベル

２になりました。これからが観光面、観光客を

取り戻す最大のチャンス、再生の好機が訪れて

いるということを訴えて、早速質問に入らせて

いただきます。 

 まず大きな一つ目は、ふるさと納税額をアッ

プするための方策について質問をいたします。 

 ふるさと納税とは、皆様御存じのとおり、地

域間格差や過疎化等による税収の減少に悩む自

治体に対して、2008年、第１次安倍内閣のとき

に創設された新しい制度であります。いわゆる

自治体への国民からの寄附金であり、このふる
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さと納税の寄附を多く集めることによって、そ

の自治体の収入増につながり、ひいては、地域

活性化のために活用できるということにつなが

ります。 

 また、寄附した人は、金額に応じて住民税が

控除されるということと、お礼として寄附額に

応じて寄附した自治体から特産品などが送られ

るというメリットがあります。 

 これまでは単純に自分たちのふるさとを応援

するという目的で寄附していた人たちから、現

在では税金の控除とお礼の品物に期待をして寄

附する人が多くなってきている状況が見られま

す。 

 このことは、寄附することによって選べるお

礼の特産品などをテレビなどで特集として紹介

したり、またインターネット上のふるさとチョ

イスというホームページなどで、各自治体のお

礼の品物を比較して紹介していますので、ふる

さと納税する側も、自分たちにとって、よりい

い自治体を選んで寄附するようになってきてい

るのだと思います。 

 多くの自治体では、ふるさと納税額をアップ

させるために、寄附者への還元率をアップした

り、またお礼の商品の品ぞろえを多くしたり、

さまざまな創意工夫を凝らしながら実績を積み

上げた自治体もあります。寄附額だけで評価す

るわけではありませんが、昨年の寄附額の第１

位は、長崎県平戸市ですが、１年間で14億

6,272万6,582円を集めました。 

 トップ10の中に九州地区から第１位のこの長

崎県平戸市を筆頭に、第２位は佐賀県玄海町、

第４位は宮崎県綾町、第８位は佐賀県小城市、

第９位は、宮崎県都城市の合わせて５自治体が

ランクインしています。 

 このトップ10の中に入っている第２位の佐賀

県玄海町は、人口は約5,900人で約10億6,000万、

第４位の宮崎県綾町は、人口約7,200で９億

4,300万を集めました。失礼な言い方かもしれ

ませんが、垂水市よりも人口の少ない小さな田

舎町が、頑張りによっては全国でトップ10に入

るほどの寄附金を集めることができたというこ

とになります。 

 隣接の鹿屋市は、ことし上半期で既に昨年１

年間との比較で、約６倍となるふるさと納税の

寄附金を集めたそうです。残りの下半期を含め

ますと、とてつもない寄附額になる見込みであ

り、恐らくことしのトップ10入りに限りなく近

づいているのではないかと思います。 

 このように実績を伸ばしている自治体、特に

身近な隣接自治体が急激な実績を伸ばしている

状況がありますので、これらの自治体に学ぶこ

とによって、垂水市のふるさと納税額もさらに

アップさせることはできないのかという意味合

いを込めて質問させてもらいました。 

 決して、垂水市が努力していないと言ってい

るわけではありません。垂水市もそれなりに担

当者を中心に一生懸命に頑張っていただいた成

果が出ておりまして、私の調べでは、昨年は約

2,800万円の寄附を集めております。これもす

ばらしい実績だと思います。しかしながら、も

っと創意工夫を凝らせれば垂水市には集められ

る要素がたくさんあると思っていますし、また

全国でトップ10に入る可能性も十分に持ち合わ

せているものだと思います。 

 このふるさと納税の寄附額の増加を図ること

によって、税収の増額につながることはもとよ

り、寄附者にお礼として送られる地元の特産品

などもたくさん売れるということですから、垂

水市の経済が回るということにもつながり、ひ

いては垂水活性化に大きく貢献するものだと思

っております。 

 だからこそ、もっとさらなる創意工夫と努力、

そして積極的な攻めの姿勢をとることによって、

寄附額の増額を図れるのではないかと思います

ので、このたび質問をさせていただきました。 

 まずは、ふるさと納税の実績について、過去
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５年間の比較で説明をお願いします。 

 また、年間の目標設定はその都度されており、

さらなる積極的な攻めがなされているのか、さ

らにふるさと納税のアップを図る目的で毎年商

品の開発はされているのか否か、これまでの還

元率は、どの程度の比率で寄附者に還元してい

るのかなどについて、お尋ねします。 

 大きな２つ目は、子育て支援の充実、「日本

一の子育て村」を目指す島根県邑南町の取り組

みと比較して質問をさせていただきます。 

 先月、総務文教委員会の所管事項調査で広島

県と島根県に行ってまいりました。そのうちの

島根県邑南町では、子育て支援の充実について

研修を受けてきました。この島根県邑南町は、

島根県の中部の山間部、広島県境に位置し、人

口は１万1,000人足らずのまちです。主な産業

としては、農業と林業であり、垂水と一緒で自

然豊かなまちでした。 

 平成16年に２町１村が合併して邑南町は誕生

し、それから10年、18歳以下の人口をいかにふ

やすか。福祉・保健・医療に的を絞り、子育て

するなら邑南町でと誰もが思うような施策を各

課で話し合い、「日本一子育ての村」を目指し

て、さまざまな取り組みを実現をしてきました。

その成果が３年前の平成24年からあらわれるよ

うになったようです。 

 これまでの社会動態の推移、つまり転入と転

出の比較で、転出が多くマイナスだった数値が

プラスに転じるようになった。つまりまちに転

入する人の数が転出する人の数よりも多くなっ

てきたということです。それにあわせて結婚率

も上がり出生率も上がってきた。 

 平成24年出生率でいうと、全国平均が1.41に

対して、島根県は1.65、この邑南町は2.65です。

ちなみに鹿児島県の場合は、1.64に対して、こ

の垂水市は1.50です。 

 安倍首相は、ことし９月の記者会見で、政府

として戦後初めて出生率の目標を公式に掲げ、

希望出生率1.8の実現を目指すと明言されまし

た。既に邑南町は、政府の目標を大幅に上回っ

ていることになります。 

 このことは、多くのマスコミ関係、テレビ、

ラジオ、新聞、週刊誌などで特集を組み全国報

道されました。そのかいがあって、最近では、

まちを視察する自治体や関係機関が多いという

ことで、我々もその合い間を縫って無理を承知

で研修させていただきました。研修を受けて感

じたことは、さまざまな取り組みもされている。

これもやってある。あれもやってある。ここま

でやっているのかと強く感じたところでした。 

 そして、役場の職員や住民の方々、一人一人

が日本一の子育て村を目指すという目標に向か

って、何事にも積極的に活動されていることが

ひしひしと伝わってきたように思いました。 

 これを見てください。これは、出生届を役場

に出した際に、通常であれば届け出を出すだけ

で、届け出者には何も残らないものですが、役

場の方で出生届をコピーして、この冊子に挟ん

でプレゼントするそうです。 

 また、地域では、防災無線で、○○さんのと

ころに長男が産まれたと広報をして、地域全体

でお祝いをするそうです。こういうところにも

地域の温かみを感じました。 

 また、こんなステッカーも販売していました。

車に張るシールです。「子どもを乗せていま

す」、裏は「孫を乗せています」と一目でわか

るようなまちのマスコットキャラクターを活用

してつくっていました。 

 さらに、マスコットキャラクターを利用して、

切手シートも役場限定で販売しているというこ

とで、あらゆるところに子育てを応援する姿勢

が強く見受けられました。だからこそ邑南町に、

邑南町を訪れた方々のほとんどがまちの温かさ

を感じて住んでみたいと思うようになり、定住

に結びつくのだと思いました。 

 そこで、「日本一の子育て村」を目指し、現
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実に実績を伸ばしている邑南町のさまざまな取

り組みの中で、垂水と比較してどうなのか、数

点だけ絞った上で質問をさせていただきます。 

 まず一つ目は、今後の垂水市は、子育て支援

に対して、今後どのような取り組み、方向性で

いくのか、お尋ねします。 

 二つ目は、子育て世代の定住相談、定住後の

支援についてお尋ねします。 

 邑南町の場合は、定住促進課という所属があ

り、専門員が定住相談を受けて、定住後もしっ

かりとアドバイスを行っているようです。その

結果、定住後の転出も抑制されているというこ

とでした。垂水市の場合、特に子育て支援に対

する定住相談、定住の支援体制について、お尋

ねします。 

 三つ目は、不妊治療の助成についてお尋ねし

ます。 

 邑南町の場合は、島根県の助成にプラスして、

まち単独で助成を行っています。垂水市では、

残念ながらまだ実施されていない状況ですが、

ぜひとも早急に実施してほしいと願っています。 

 この問題については、ことし第３回定例会で

も、持留議員が不妊治療費の必要性について訴

えていましたが、そのときの回答は、県内で43

市町村のうち、21市町村で、市町村単独の助成

制度を行っている。経済的な負担を軽減するた

めにも必要であると認識している。また市長自

身も本市として早急に早期に取り組む必要性を

感じている。前向きに検討すると答弁されてい

ますが、いまだ具体性が見えてこない状況です。

その後の進捗状況についてお尋ねします。 

 四つ目は、保育料の負担軽減についてお尋ね

します。 

 子育て世代には、子供を２子、３子と産み育

ててほしいと思いながら、この保育料の負担と

いうものは経済上の大きな問題点の一つです。 

 邑南町は、第２子から全額無料を実施してい

ます。垂水市の場合はどうなのか、教えてくだ

さい。 

 大きな３つ目は、医師・医療福祉従事者奨学

金貸与制度の設置についてお尋ねします。 

 この制度の詳細については、議論を深めて詰

めなければなりませんが、基本的には、この奨

学金制度を利用した人で、地元に戻ってきた、

いわゆる地元に就職した場合、貸与した年数の

倍の年数を地元の施設で働くことによって免除

の対象になるという制度です。このような制度

にすることによって、一旦は学校入学のために

市外へ転出した人でも、卒業後に必ず地元に戻

ってくることにつながると思います。 

 邑南町では、実際にこの制度を活用した人の

大半がまちに戻ってきているようです。さらに

邑南町では、医療体制が充実しており、人口１

万1,000人足らずのまちですが、公立病院では

11名の常勤医師の体制があり、その中に小児科、

産婦人科の専門医もいるということです。きっ

とこうした事業の継続が、小児科、産婦人科の

医師の常勤にも結びついたように感じます。 

 垂水市の場合を見ると、医療・介護・福祉施

設で従事する医師をもって、市外の学校に入学

した人のほとんどが、卒業後に垂水市内で就職

することなく、市外の施設で働いている事実が

あります。垂水市の医療・介護・福祉施設に従

事する人材確保と、市外への人材流出を防止す

る上においても、医師・医療福祉従事者奨学金

貸与制度を新設してはどうかと思いますが、垂

水市の実情とあわせてその考えをお聞きいたし

ます。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

○企画政策課長（角野 毅）  堀内議員のふる

さと納税制度に関する１回目の御質問にお答え

をいたします。 

 まず、本市における過去５年間のふるさと納

税制度の実績を申し上げます。 

 平成22年度、制度開始により、寄附件数173

件、寄附金額789万7,000円、平成23年度寄附件
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数291件、寄附金額901万3,000円、平成24年度

寄附件数280件、寄附金額746万4,000円、平成

25年度寄附件数409件、寄附金額1,136万3,000

円、平成26年度寄附件数877件、寄附金額2,816

万5,000円となっております。 

 本年度は、11月末現在で、寄附件数690件、

寄附金額2,491万4,000円となっております。こ

れは、昨年度同時期と比較いたしますと、寄附

件数が151件増の1.28倍、寄附金額が697万

9,000円増の1.38倍となっており、寄附件数、

寄附金額とも微増の傾向となっております。 

 次に、年次目標の設定についての御質問でご

ざいますが、平成20年度の制度開始以来、本市

はふるさと納税本来の趣旨に沿って、寄附者の

利便性の向上やミスのないスピーディーな事務

処理、寄附金の使途などを掲載いたしました報

告書の送付を行うなど、垂水市のファンをふや

し、毎年継続して寄附していただけるよう寄附

者とつながりを大切にすることを目標として取

り組んでまいりました。その積み重ねが現在の

寄附者の増加につながっているものと考えてお

ります。 

 しかしながら、行政評価の観点から数値目標

を設定し取り組んでいく必要もあることなど、

平成28年度は、需要と供給の予測を立て、具体

的な数値目標を取り定めて取り組んでまいりた

いと考えております。 

 次に、商品開発の状況でございますが、これ

まで新規商品の開拓や寄附金額に応じて選べる

コース制度の導入を行ってまいりました。引き

続き、より魅力的な返礼品をそろえるため、利

用者ニーズの把握と各事業者に対する積極的な

営業活動等を行っていく予定でございます。 

 最後に、還元率でございますが、本市では、

寄附金額に応じて選べるコース制度を採用して

おります。コース制度はコースごとに返礼品の

上限額を設定し、その枠内で各事業者からの魅

力的な商品パッケージを提供いただいているも

のでございます。現在、３つのコースと高額納

税者向けのプレミアムコースを設定しておりま

すが、現制度の検証を行いながら、納税者の

方々の意向に沿った制度となるよう努めてまい

りたいと考えております。 

○保健福祉課長（篠原輝義）  おはようござい

ます。 

 それでは、子育て支援についての垂水市の今

後の取り組みについて、お答えをいたします。 

 急速に少子高齢化・人口減少が進行する中、

御承知のとおり、本市におきましても、子ど

も・子育て支援法に基づき、子育て支援策の総

合的な計画書として、垂水市子ども・子育て支

援事業計画を策定したところでございます。 

 平成27年度から５カ年計画であり、また、本

市の実情に合った子育て支援策を展開していく

必要性があることから、平成25年11月から12月

にかけて、子育て世帯を対象に日常生活の実態、

子育てに関するニーズ調査を実施してきており

ます。 

 計画書に記載しております子育て支援策を今

後計画的に推進していくことになりますが、具

体的には、平成26年６月にリニューアルオープ

ンしました子育て支援センターにおいて、施設

面はほぼ整備されてきましたので、今後、各種

子育て講座の開催、子育て用品レンタル事業、

高齢者ふれあい活動等を実施するなど事業内容

の充実に努めてまいります。 

 また、垂水市社会福祉協議会に業務委託して

実施しております利用者支援事業においては、

子育てサロンや子育てボランティア等の地域に

ある子育て資源の育成、子育て関係者と地域の

子育てに関する課題、情報を共有するための子

育てネットワーク体制を構築することで、地域

社会全体で子育てを支援する仕組みづくりに取

り組んでまいります。 

 垂水放課後児童クラブの実施場所の増設や試

行的に行うファミリーサポートセンター事業に
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ついても、平成28年度実施に向けて取り組んで

いるところでございまして、乳児家庭全戸訪問

事業、延長保育事業、一時預かり事業等につき

ましても、今後も実施してまいります。 

 また、安心して子供を産み育てるためには、

経済的な支援が不可欠なことでありますことか

ら、平成26年度から中学卒業までの子ども医療

費の完全無料化、小学６年生までを対象とした

インフルエンザ予防接種助成を行いましたけれ

ども、今後も引き続き実施していく予定でござ

います。 

 次に、定住相談、定住後の支援についてでご

ざいますが、出産・子育てに関して実施してい

る子育て支援策につきましては、本市のホーム

ページに掲載、子育てパンフレット「たるファ

ミ」を配付するなどして、事業内容、手続等の

情報提供に努めているところでございます。 

 また、定住希望者から出産・子育てに関する

相談があれば、保健福祉課の職員で対応してお

りまして、その後の支援につきましても、相談、

必要に応じた支援を実施してきております。 

 子育て支援センターでは、子育て親子の総合

交流の場所として開設し、子育てについての相

談、情報の提供、支援を行っているところでご

ざいます。 

 ３番目の不妊治療費の助成についてでござい

ますが、不妊治療費の助成については、子育て

支援の一環とし、医療保険が適用されず、高額

の医療費がかかる不妊治療に対し、助成事業を

平成28年度導入に向けて取り組んでおります。 

 この不妊治療費自己負担分の助成事業につき

ましては、県内43市町村のうち、21市町村が既

に独自の助成を行い、また助成を行っていない

離島においては、旅費の助成を設けているとこ

ろが16市町村、事業の検討中が３市町と40市町

村が何らかの助成や検討を行っております。 

 本市においては、今後、県の不妊治療助成事

業に準じ、１夫婦当たり39歳以下については、

通算６回、40歳から42歳については、通算３回

の助成を考えており、不妊に悩む御夫婦の精神

的負担と経済的負担の軽減を図るため、早期に

取り組みたいと考えております。 

 ４番目の保育料の負担軽減についてでござい

ますが、保育料の保護者負担金につきましては、

近隣市町と比較しまして若干高めであるという

ことで、平成25年度に負担軽減を実施しており、

全体で260万円程度の歳入減額になっておりま

す。 

 また、平成27年度から子ども・子育て新制度

が施行されたことに伴い、保育料の算出方法が

従来の所得税額を基準に定めていたものが、市

民税額へ変更となったことで、国の制度上の移

行により、結果的に保育料負担が軽減された形

になっております。 

 18歳未満の児童が３人以上いる多子世帯につ

きましては、第３子以降に当たる児童の保育料

の３分の１から２分の１を助成する多子世帯保

育所保育料軽減事業がございます。県の補助事

業であり200万円程度の助成を行います。 

 保育料のさらなる負担軽減につきましては、

子育て世帯におきまして、経済的な支援は不可

欠なものであると認識しておりますが、財政的

な負担を伴いますことから、今後検討していき

たいと考えております。 

 次に、大きな３番目の医師・医療従事者奨学

金貸与制度の設置についての１番目の垂水市の

医療・福祉の従事者の雇用の実態についてでご

ざいます。 

 垂水市におきましては、在宅サービスを提供

する事業所が社会福祉協議会以下７事業所あり、

また施設サービスを提供する事業所が特別養護

老人ホーム「恵光園」以下３施設、住み慣れた

地域を離れずに生活を続けられるように提供さ

れる地域密着型サービス事業を提供する事業所

が10カ所の合計22カ所あり、380名程度の方が

働いておられます。 
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 このうち、地域密着型サービスを提供する11

事業所について、昨年７月に介護労働者実態調

査を行っておりますので、現況について申し上

げます。 

 この11事業所は、グループホーム６カ所、小

規模多機能ホーム５カ所でございますが、総従

業員数127名で、うち非正規職員が40名いらっ

しゃいます。正規・非正規比率が、全国平均は

５・５に対して、垂水市は７対３であります。 

 男女比率は、３対７でほぼ国と同程度となっ

ており、全従業者のうち、約28％が市外からの

通勤となっています。 

 次に、年齢構成は、国の平均年齢44歳に対し、

垂水市は46歳で50歳以上が34％に達しており、

介護職の高齢化が進んでおります。 

 次に、離職者についてでございますが、正

規・非正規あわせて過去１年間に20名の方が離

職されており、このうち11名の方が１年以内の

離職者となっております。 

 なお、同時期に27名が採用されております。

職員募集方法については、ハローワーク、職

員・知人の紹介、折り込みチラシの順となって

おります。 

 次に、中央病院につきましては、現在の職員

数は240人で、１年前より26人の減となってお

ります。 

 終わります。 

○堀内貴志議員  それでは、ふるさと納税額を

アップさせるための方策について、一問一答方

式でこれからは質問をさせていただきます。 

 まず、ふるさと納税の垂水の過去５年の実績

を聞きました。市長が在任して、下がっておっ

たやつが一旦上がった。そしてその後また下が

って、その後徐々に上昇しているということで

すけれども、ほかの自治体と比較しますと、ま

だほかの自治体は上昇率が高いところがありま

す。比べればいろんなところがありますので、

ぜひとも創意工夫を担っていただきたいと。 

 このふるさと納税をくどく言いますけど、ア

ップさせることによって、垂水市への寄附額も

増加する。つまり歳入が増加するんだと。そし

てさらに納税者に対する還元で垂水市の食産物、

産物が売れることになる。つまり商品の販売で

経済が流通するんだと、経済が潤うんだという

ことなんです。いわゆるふるさと納税を上げる

ことは、垂水市の経済が盛んになる、豊かにな

るということですので、これが前提になると思

うんです。 

 ならば、もっとふるさと納税を上げる必要が

あるんだということです。ワンパターンの取り

組みでは、他の自治体にこのふるさと納税を取

られている、現実に取られている事実がある。 

 そこで、現在この他の自治体がやってみて実

績を伸ばしている事業については、まねるとい

う言い方は語弊があるかもしれませんけれども、

やってみるということが大切なのではないかな

と思いますし、またどこの自治体もやっていな

いことをやることが、さらなるふるさと納税の

アップにもつながるのではないかなと思います。 

 そこで、まず１回目の質問でお願いしておき

たいのは、数値目標をこれから設定されるとお

っしゃいました。必ずその件数もありますけれ

ども、金額の数値も目標設定していただきたい

ということです。 

 それと、商品開発はされているということで

すけれども、営業活動もしっかりとしていただ

いて、積極的な攻めでどんどん納税率をアップ

していただきたいということです。この点は、

お願い、要望ということでしておきます。 

 そこで、このふるさと納税、アップするため

に、私のほうで３点ほどちょっと提案したいと

いうことがあります。 

 まず一つ目、ふるさと納税のポイント制の導

入についてです。このポイント制にして、ため

たポイントを使うことで商品と交換するシステ

ムです。 
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 昨年、寄附のランキング第１位の長崎県平戸

市、第９位の宮崎県の都城市、ともにこのポイ

ント制を導入しています。システムの構築に多

少の費用はかかるかもしれませんが、利用者に

は優しく利用しやすいシステムになるものと思

います。 

 そして、このポイント制でためたポイントで、

好きな商品を選択できるシステムづくり、例え

ば多額の寄附をして、一度に肉をたくさんもら

ってその保管に困るという方もおられると思い

ます。その方のためにも、このポイントを使っ

て好きな時期に、好きな商品を、好きな分量だ

め小分けして手に入るシステムが必要になって

くるというふうに思います。要するに寄附者が

受け取りやすい方法も検討しなければならない

システムだと私は思います。 

 まず二つ目、ふるさと納税旅行クーポン、ふ

るさと宿泊クーポンの新設についてです。 

 ふるさとチョイスのランキングで一番人気が

あるのは牛肉です。２番目に人気があるのは米

です。３番目に人気があるのは旅行です。この

旅行にターゲットを狙うということです。 

 このふるさと納税の旅行クーポン、既にやっ

ている自治体があります。ＪＴＢを利用したふ

るさと納税旅行クーポンです。この大手がやっ

とる、この大手に登録することによって、ふる

さと納税したまちに宿泊の旅行ができる。当然

その往復も、その旅行会社のパッケージに入り

ますので、購入できると、交換できるというシ

ステムです。 

 だから、先ほどのポイント制と一緒に合わせ

ると、ためたポイントを使って旅行できるとい

うシステムになります。ふるさと納税する人、

特にこの３番目に旅行が希望ですので、この希

望をかなえることができるということになりま

す。 

 これをふるさと納税の旅行クーポン、これを

行うに当たって大手にもうけさせている、要は

この大手は手数料をとることによって自分のと

ころの売り上げにしているということですから、

大手にもうけさせる必要もないんじゃないかな

ということで、地元の旅行社を使った旅行クー

ポン券、これは開発できないものだろうかと。

地元の旅行社で垂水の宿泊パッケージ、旅行パ

ッケージを企画する取り組み。当然往復の交通

費もパッケージの中に入ると。大阪、名古屋、

東京等々全国から垂水市に旅行で来てもらうシ

ステムづくりです。ふるさと納税のこのポイン

トを使ってですね、そういうシステムづくり。 

 もう一つは、垂水の宿泊社が独自に行うクー

ポン券、旅行までの交通費は、皆さん車で行か

れるのでそんなにかからない。だから宿泊だけ

をその旅行者、宿泊施設がクーポン券を出すと

いうこと。この３点、旅行に使える、新しく使

えるのではないかなというふうに思いますので、

ぜひとも検討していただきたい。 

 それで、もう一つは、ふるさと納税の還元率

の見直しです。 

 この還元率をアップすることによって、つま

りたくさんの商品が売れるということになる。

そうすると、垂水の経済が回るということにつ

ながると。要は垂水の経済を潤うということに

つながるわけです。 

 今、何割か知りませんけれども、それを例え

ば５割に、還元率を50％にした場合に、今まで

以上の消費が垂水で実現できるんだと。1,000

万円を集めれば、500万円が市の産物として市

の産物が売れる。１億集めれば5,000万円が消

費できると。いわゆる垂水の経済が回るという

ことにつながるということです。 

 このふるさと納税する側というのは、少しで

もお得なお礼の商品をもらいたいというのは、

いまや自然の流れです。ならば還元率をアップ

することで納税者をふやすことができるんでは

ないかと。現にこの還元率をアップしてふえた

自治体もあります。すぐ近くの鹿屋市でありま
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す。 

 鹿屋市では、ことしになって還元率をアップ

した。そうしたら、この上半期だけで昨年１年

間の約６倍もふるさと納税がアップしたと。ま

た、この下半期、10月分一月だけで１億500万

円、11月に１億5,000万円集めていると聞いて

います。年間にすると、驚異的な納税額になる

と思っています。この12月になってもこれはや

まない。さらに集まっている情報が入ってきて

おります。 

 ですから、この以上３点、ぜひともこのふる

さと納税をアップするために検討していただき

たい事項ですけれども、市の考えをお聞きしま

す。 

○企画政策課長（角野 毅）  堀内議員のふる

さと納税制度についての２回目の御質問にお答

えをいたします。 

 まず、寄附額に応じたポイントを付与し、そ

のポイントの範囲内において、返礼品をお選び

いただけるポイント制の導入ということでござ

いますけれども、ポイント制のメリットは、ポ

イントを翌年度へ繰り越すことを可能とするこ

とで、寄附者は複数回、または年をまたいで継

続的に寄附を行うことができ、リピーターの拡

大や新たな寄附者獲得につながると考えており

ます。 

 一方で、デメリットといたしましては、寄附

者のポイントを複数年継続して管理することか

ら、確実な管理を行うことのできるシステムの

構築が必要となります。 

 現在、本市では、ポイント制を導入している

先進地事例を調査をいたしております。また、

必要な情報を収集し、導入について検討を行っ

ているところでもございます。 

 次に、御提案をいただいているふるさと納税

における新しい返礼品といたしまして、旅行

クーポン及びふるさと宿泊割引でございますけ

れども、これらは、ふるさとへの帰省や交流人

口の増加につながる魅力的な返礼品であると思

われますので、新たな返礼品の開発という観点

から、対応可能な事業者と商品開発を検討して

まいりたいと考えております。 

 最後に、還元率の見直しでございますが、近

年、高い還元率を設定する自治体事例がござい

ますことから、総務省よりふるさと納税の趣旨

に反するような還元率の高い返礼品の自粛とい

うものが求められております。ただ、寄附者が

ふるさと納税の自治体を選ぶ指標といたしまし

て、還元率の高さということ、また一方で還元

率に依存していない寄附者の思いというものが

ございます。後者につきましては、本年11月７

日に大阪にて開催されました「たるみず大使意

見交換会」においても、同様の意見を多数いた

だいたところでございます。 

 また、還元率を上げると返礼品の必要数量が

増加いたしますので、現在、返礼品取扱事業者

に対しまして、年間を通じて供給できる供給量

調査を行っております。 

 この結果を踏まえた上で、返礼品の需要と供

給のバランスを取りつつ、魅力的な商品開発に

力を注ぎ、本市の実情を考慮いたしました垂水

らしいふるさと納税の体制づくりといったもの

について展開をしていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○堀内貴志議員  ポイント制の導入を検討して

いただけると。そして旅行クーポンも今後検討

していただけるということで、ありがたいお言

葉だと思います。問題は還元率の見直しです。

これについて過度な還元率を私は要求していま

せん。 

 隣接の鹿屋市が50％にして、すごい勢いで実

績を伸ばしている。このふるさとチョイスを見

ますと、還元率でいくと、課長がおっしゃられ

たのはこのことだと思うんですね。その商品の

価値に応じて、要は還元率を見ると、一番多い

ところで120％という還元率があります。これ



－33－ 

はその肉ですね。第１位は都城の都城市ですよ。

このデータによると還元率は160％。要はその

いい豚肉をセットで出しているよと。私はここ

まで要求していないです。第２位なんかが同じ

く宮崎県綾町、これは還元率120％です。そん

な100％を超えるような還元率を私は要求して

いません。少なくとも鹿屋と同等レベル、隣接

の鹿屋が実績を伸ばしているその鹿屋を見習っ

て、50％ぐらいの還元率にしたらということな

んです。 

 そうすることによって、送る側、寄附する側

はしっかり見ていますよ。このふるさとチョイ

スというホームページ、しっかり見ています。

それを見た上で一番いいところにふるさと納税

するわけですから、ましてや隣接で実績を伸ば

しているところがあれば、それを見習ってやる。

これは大切なことだと思います。その点につい

て、再度もう一回、お聞きいたします。 

 それとあわせて、あとふるさと納税の使い方

です。これはいいです。とりあえずその還元率、

それについてどのような考えなのか、再度お聞

きします。 

○企画政策課長（角野 毅）  ３回目の御質問

でございますけれども、平成27年度地方税制改

正、地方税務の行政の運営に当たっての留意事

項等についてということで、総務省自治税務局

よりの通知の中で、その寄附に対する経済利益

の無償の提供であるこの制度を踏まえまして、

募集に際して返礼品のものにつきましても、

パーセンテージであるとか、そういったものが

なかなか表示できないことになっておりますの

で、ただ適正な還元率の設定というのは、非常

に重要であると考える方向性で今前向きに調整

をしているところでございます。 

○堀内貴志議員  その適正な還元率というのが

伝わってこないんですけれども、多分その鹿屋

に匹敵するような還元率でしていただけるとい

うことでよろしいんでしょうかね。それは、質

問の回数に含まれますので聞きませんけれども、

ぜひその鹿屋に匹敵するような還元率で対応し

ていただきたい。 

 ちなみに、紹介しておきます。先ほど、第２

位が120％、第３位が長野県です。これは米を

進呈しています。還元率は90％ということです。

ここまで要求していません。50％でいいんです。

鹿屋と同じぐらいのレベルで、ぜひとも、それ

も早い時期に、できればこの12月にやっていた

だきたい。 

 というのは、要は12月は税金の見直しの時期

じゃないですか。見直しちゅうか、控除の時期

じゃないですか。最後に残っているこのお金を

どう使うか。税控除に使いたいという方もたく

さんおられると思います。今からでは遅いかも

しれませんけど、こういうことも考えて、先々

を考えて、もっと前の段階でそこまで検討して

いただかなければなと思います。 

 確実に、少なくとも来年実施方向で検討を進

めていただきたいなと。前向きということです

ね。やるということではないんですか。ぜひと

もよろしくお願いしたいと思います。 

 最後に質問というか、要望も含めてお願いい

たします。この使い道です。ふるさと納税の使

い方、これについて私も見させていただきまし

た。この過去のことにとやかく言うつもりはあ

りません。ただ、もうちょっと各課が目的に応

じてもっともっと垂水市の知名度をアップする。

垂水市が活性化をするための提案をしていただ

きたいということです。 

 例えば交流人口の増加、経済効果につながる

事業についても助成していただきたい。これに

ついては、垂水市が主催する事業には、毎年出

資されているようです。民間が行う事業につい

ては、助成していない。その効果をよく検証し

た上で、効果のある事業については、市が主催

しようが、民間がしようが、助成するという方

向づけも必要になってくるのではないかなと思



－34－ 

います。 

 そして、きょう、水之上小学校の子供たちが

来ていました。この子たちのためにも、未来あ

る子供たちのためにも、教育関係についても使

っていただきたい。 

 この平戸市は、ベスト10入りに入っていたか

な。離島の子供たちに情報手段の地域間格差を

なくすためにアイパッドを各学校に配っている

そうです。垂水市においても、一般予算からの

出費にはそぐわない事業があります。教育の一

環として必要な備品購入もあると思います。そ

んなところまで、その教育関係、検討していた

だいて出していただきたい。これは要望として

おきます。 

 あと最後、基金残高、私の調べでは、26年度

末で6,800万ですけれども、最後、この27年11

月末現在はどのぐらい残っているのか、それを

お聞きして、最後、市長、このふるさと納税に

対する思いがあれば、お話、願いたいと思いま

す。 

○企画政策課長（角野 毅）  ふるさと納税の

残高ということでございますけれども、本年度、

現在、使途選定委員会を設定しまして、28年度

の事業につきまして、今選定を行って大体内定

を出したところでございます。 

 現在、まだ最終的な基金の額というものは出

ておりませんけれども、一番直近で残っている

のは、4,000万という数字でございます。あと

積み上げを行いますので、本年度末には6,000

万台の金額になるものと想定をしております。 

○市長（尾脇雅弥）  おはようございます。 

 私も小学生がいるうちにお答えをしたかった

かなと思っておりましたけれども、帰ってしま

いましたので、ただ御質問でありますふるさと

納税に対して、どうしていくのかというお話で

あります。 

 基本的には、我々も堀内議員も考え方は同じ

であります。これまで垂水市としましては、趣

旨を大事にしながらやってきた、先進的にやっ

てきたことは間違いない。ただいろいろ時代の

流れの中で、それだけではいけないということ

もあります。経済的な要素というのもございま

すので、大事なことは、その出口ニーズを捉え

て、ふるさと納税をされる方々の思い、どうい

う思いで選択をしていくのかということをしっ

かり捉えて、納税額がふえるということはもう

大変結構なことでありますので、そのための努

力、先ほどお答えがありましたポイント制、あ

るいは還元率、新たな商品開発等々をしっかり

対応して、早い時期に、年内に方向性をしっか

りとお示しをして新しい年からできるような形

で、ほかのところが頑張っておりますので、う

ちもそういう形で皆さんに納税をしていただけ

るような制度というのを、できるだけ早く確立

をして対応してまいりたいというふうに考えて

いるところです。 

○堀内貴志議員  ありがとうございます。ぜひ

とも早い段階で対応していただきたいなと要望

しておきます。 

 ２問目、子育て支援の充実、「日本一の子育

て村」を目指す島根県邑南町と比較して、この

ことについて２回目の質問をいたします。 

 子育て支援の充実、言いたいことは、どこの

自治体もやっている子育て支援の充実について

は、垂水市も今おくれながらもやりつつありま

す。医療費の中学生まで無料化もされた。市長

になられてからですね。子育て支援センターの

充実もどんどんやってきた。これは当然のこと

だと思うんです。 

 要は、どこの自治体よりも、要はさらに上を

いかなければいけないんだと。子育て世帯の人

たちというのはよく見ています。どこの自治体

に行けばどういう支援が受けられるのか。だか

ら支援の受けやすい、受けるメリットの多いと

ころに選ぶ人たちもおります。だからどこより

も、どこの自治体よりも垂水市は子育てしやす
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いんだということを印象づけることが一番大切

ではないかなと思いますので、それでもしっか

りとやっていただきたいというふうに思います。 

 あと、子育て世代の定住相談、定住後の支援

について、この邑南町の場合は、定住促進課と

いう所属をつくって、そこに担当の職員を配置

しています。その職員が待っとるだけじゃなく

て攻めていくんですよ。攻めて相談にいく。攻

めて定住をお願いをする。そうすることによっ

て転入がふえてきているんだと。 

 今、垂水市の状況を見ると、待ちの姿勢です

よ。来る人に相談をする。こっちから積極的に

攻めていない。定住、住んだとしても、もう終

わり。その後こっちから攻めていって何か困っ

たことがありますかと、次の攻めがない。そう

いうところを私は望んでいるわけです。 

 だから、できればこの専門員の相談員をつく

る必要があるんではないか。特に子育て支援の

充実、せっかく子育てセンターが充実されてき

ている。そこに専門員を配置して、その専門員

が積極的に相談に乗る、そのシステムづくり、

これが大切ではないかなと思っています。 

 それで、不妊治療の助成についてです。 

 今回の行政視察、邑南町のほかにも、広島県

の三次市にも行きました。この三次市は、県の

助成にプラスして、あと全額を、全かかったお

金を市が負担すると。だから不妊治療費は無料

ということです。 

 ここまで垂水市はできるかというと厳しい問

題がありますけれども、財政的に。ここまです

ると何らかのそれなりの転入もあるんではない

かなと思いますけれども、少なくとも今、垂水

市ができることは、県の助成プラス、市の助成

を早急に実施する。28年度実施するということ

ですけれども、これを再度確認します。28年度

実施する方向でよろしいのかどうか、それをお

聞きいたします。 

 そして、保育料の負担軽減ですけれども、県

の助成で18歳未満の子が３人以上いる家庭で、

第３子から無料、もしくは２人以上が保育園に

入る条件で、２人目が半額、３人目が無料とい

う県の助成、国の助成があると思います。 

 この邑南町の場合は、何でも邑南町と比べま

すけれども、ここは実績を伸ばしているんです

よ。現実に転入がふえておるんです。転出が抑

制されておるんです。だから研修に行ったばっ

かりですから、記憶に新しいものですから皆さ

んに訴えますけれども、この第２子から完全無

料、これも大きな魅力です。 

 私は、この第３子から無料というふうには言

いません。この県の助成、国の助成でカバーで

きない人、要は18歳未満の子が３人ですよ。こ

れを撤廃する。３人以上の子供がいる家庭の、

これは18歳になっても19歳になっても一緒です。

18歳、子供が３人いる家庭の第３子から保育料

の無料、これは検討できないか。この２点、ち

ょっとお聞きします。 

○保健福祉課長（篠原輝義）  不妊治療費の助

成についてでございますが、これについては、

先ほどもお答えしましたように、28年度に向け

て取り組んでいるところでございます。 

 それから、保育料の軽減について、３人目の

医療の無料化ということにつきまして、これに

ついては、先ほど申し上げました多子世帯の保

育料の軽減事業、こういったものを利用しなが

らやっていきたいと思います。 

 ただ、３人医療を無料というふうになります

と、また財政的な負担ということも伴いますの

で、今後検討することになろうかというふうに

思います。 

○堀内貴志議員  財政的な負担、これはいつも

回答の中にありますけれども、確かに財政的な

負担はあると思います。財政的な負担があるけ

れども、転入してくる数にも反映されるんだと

いうことです。 

 私は、やはり子育て世代を重点に訴えていま
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すけれども、第３子に優しいまちづくりをした

いと思っています。 

 以前、給食費について、第３子から無料にで

きんかということも質問させていただきました。

これについても、今後また機会を見て再度質問

をするつもりでおりますけれども、第３子から

優遇するまちづくり、これが垂水のこの大きな

ＰＲにもなるんではないかなと思います。人口

がふえることによって、それなりのメリットは

あると思いますので、財政的な負担もあります

けれども、ぜひとも検討していただきたいとい

うふうに思います。 

 それで、市長、質問をしますけれども、私、

この邑南町に行ってきて大変勉強になりました。

いろんな意味で大変勉強になりました。 

 そういった意味で、各自治体もいろんなとこ

ろが、この邑南町に視察に来ているようです。

市長も一度、邑南町で行かれる、もしくは職員

を邑南町に研修視察に行かれると、そういう予

定は立ててもらえないかどうか、その点だけお

聞きいたします。 

○市長（尾脇雅弥）  いろんなところが先進地

としてございます。皆さんが実際現場に足を運

ばれて、結果としてよかったということであり

ますので、私もできるだけ機会を捉えて、邑南

町かどうかわかりませんけれども、いろんな現

場を見ていきたいというふうに考えております。 

○堀内貴志議員  時間も少なくなりましたので、

第３問目、医師・医療福祉従事者奨学金貸与制

度の設置について質問をします。 

 邑南町のことばっかり言っていますけどね。

この医療の関係ですごいここ充実しているんで

すよ。特に医者を目指す人に対して手厚い。国

立の医者を目指す学校に行く人は15万円。月で

すよ。私立で20万円。これ奨学金制度があるん

ですよ。それ以外にもこの短大とか医療福祉の

関係に従事するにしても、金額を落として奨学

金制度をしているということです。 

 垂水市のドクター、もしくは医療関係で住み

たいという方もおみえになる。特に医師を目指

す人、学校でも多額のお金をかかるもんですか

ら諦める人もたくさん、能力があるにもかかわ

らず諦める方もおみえになるということです。 

 この県内で調べてみました。出水市でこの医

師修学資金貸与制度というのを採用しています

ね。出水市で医療に従事する方に対して、医師

を養成するために貸与制度があるんだと。薩摩

川内市は、甑島に限定して支援をしているよう

です。 

 だから、垂水市も、まだ県内でこの薩摩川内

と出水を含めれば、３カ所目になりますけど、

垂水市でこれを検討する必要があると私は思っ

ていますけれども、どうでしょうか。再度お聞

きします。 

○保健福祉課長（篠原輝義）  垂水市におきま

しては、中央病院で看護師の奨学制度というの

を設けております。この中で平成20年度から始

まったものでございまして、今現在６名が貸与

を受けており、来年４月には４名が修業予定と

なっております。貸与年数は２年から５年であ

りまして、奨学金の貸与期間、医療業務に従事

した場合は、その返還を免除する規定となって

おります。 

 これまで修業の辞退者はないとのことでござ

います。期間満了後は、ただ次の施設を選択す

るといったような看護師もいるとのことでござ

います。 

 また一方、産科医の不足の問題というのは、

今いろいろと言われているわけですけれども、

大隅地域におきまして、産科医不足が深刻化し

まして、地域住民への医療に、産科医の医療の

提供に重大な支障を来たしているということで、

地域住民の出産を守れない事態となる可能性が

あるというようなことから、大隅４市５町から

なる保健医療推進協議会というのが、平成26年

７月に発足をしております。 
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 先般、この協議会で産科医の確保を図るため

の民間医療機関への補助金の助成や助産師を希

望し、助産師養成施設等に在学する学生の奨学

金、貸与等におきまして決定したところであり

まして、これを踏まえまして、新年度予算のま

たお願いをしようとするものでございます。 

 市としましては、今そのような形で産科医の

確保とか、そういったものについては取り組ん

でいるところでございます。 

○堀内貴志議員  大隅全域よりも垂水市で私は

考えていただきたいと。特に中央病院ですよ。

私、この前、息子が骨折しました。中央病院に

行きました。そこでは手当てできないというこ

とで、おぐら病院にその日のうちに行きました。 

 中央病院整形のドクターも不在なんじゃない

でしょうか。産科、婦人科もそうですけれども、

整形も不在と。こういう制度をつくることによ

って医師免許をとった人が、もしかしたら帰っ

てきて中央病院で働く可能性も出てくるんだと

いうふうにも思いますので、ぜひともこれは前

向きに検討していただきたいと。垂水市独自で

検討していただきたいということをお願いしま

して、本日の質問を終わらせていただきます。

きょうは、どうもありがとうございました。 

○議長（池之上誠）  ここで暫時休憩いたしま

す。 

 次は10時45分から再開いたします。 

     午前10時33分休憩 

 

     午前10時45分開議 

○議長（池之上誠）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 ４番、川越信男議員の質問を許可いたします。 

   ［川越信男議員登壇］ 

○川越信男議員  おはようございます。12月に

入り、千本イチョウも色づき、来客も多くなっ

てきているようでございます。先日、行ってき

ましたが、夜はライトアップされ、非常にきれ

いでございました。 

 ことし１年をふり返ってみますと、１月の市

長選、４月の県議選、市議選と選挙でスタート

し、６月の長雨、深港地区の災害による国道

220号の通行どめ、片側通行、桜島の噴火警戒

レベル４への引き上げ、猛暑、異常な台風の発

生、秋を忘れたかのような温暖な気候など、気

象の変化、異常さを感じさせるような１年であ

ったかと思いますが、大きな被害等も少なく安

堵しているところであります。 

 12月に入り、寒くなってきましたが、身の引

き締まる思いで議長の許可をいただきましたの

で、執行部の明解な答弁お願いいたしまして質

問いたします。 

 まず、最初に国民文化祭について伺います。 

 10月31日から11月15日の16日間にわたり、第

30回国民文化祭かごしま2015として、県内全て

の市町村において開催され、垂水市でもさまざ

まな取り組みをされ、にぎやかな中に関係者、

関係団体の御努力に敬意を表したいと思います。

各市町村でも地域の文化や伝統芸能などの特色

を生かし、誘客を行い、経済効果もあったかと

推察いたします。 

 垂水市でも３つの主催事業として和田英作・

和田香苗記念全国絵画コンクール、大隅歴史街

道における加来耕三記念講演や大隅半島をめぐ

るバスツアー、そして、文化会館を満杯にして

おりました海援隊のふるさとの恵み、食のトー

クショー＆ライブ、同時に私も孫たちと抽選会

や特産品を購入のため、参加させていただきま

した、きららドームでの秋の産業祭など、大変

なにぎわいでした。 

 また、応援事業としまして、垂水市民文化祭

が開催されて、体育館には精魂込められた作品

が展示されてありました。チェスト行け！提案

事業では、ＹＯＳＡＫＯＩ九州中国祭りｉｎた

るみずを開催され、各県から踊り子の方々が来

られて、さまざまなパフォーマンスを繰り広げ
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ておられ、地元小中高生も参加されておられま

した。 

 このように、一、二年前から準備、計画され

ておられました国民文化祭事業における取り組

みの総括について、まずお聞きいたします。 

 次に、学校教育への取り組みの評価と今後の

考え方を伺います。 

 教育長が就任されて３年が経過いたしますが、

本市の児童生徒に生きる力を育てるためにいろ

いろな新しい施策を導入されていると思います。

私は人口減少の中、児童生徒は本市の将来を担

う宝であると思っております。 

 そこで、わくわくどきどき！夢教室を開催し、

本物のバレエやオペラを全小中学生に観賞させ

る事業や夏休みには小学生を対象にした、あつ

まれわんぱく！夏の勉強会と題して、小学校高

学年の子供たちの学習会を市内の教職員の協力

を得ながら開催されていらっしゃいます。この

ような取り組みや子供たちにも保護者を学校関

係者にも好評ですばらしい取り組みだと伺って

おりますが、教育長のこれからの取り組みに対

する思いや事業の２年目に改善されたことなど

をお聞きいたします。 

 最後に南の拠点整備について伺います。 

 南の拠点整備については、さきの９月議会で

も質問いたしましたが、場所も含め、私の議員

活動の最重点項目であり、積極的な推薦をいた

だきたいと思っております。そこで、地方創生

等特別委員会で南の拠点整備構想について説明

がありました。現時点で整備構想の進捗状況を

お聞きいたしまして、１回目の質問といたしま

す。 

○社会教育課長（森山博之）  それでは、川越

議員の国民文化祭について、本市の取り組みの

総括についての御質問にお答えをしたします。 

 御質問にありましたとおり、10月31日から11

月15日までの16日間、鹿児島県におきまして、

国民文化祭が開催をされました。 

 本市におきましても、御承知のとおり、３つ

の主催事業を開催をいたしました。 

 まず、和田英作・和田香苗記念全国絵画コン

クールでは、全国から洋画油彩、洋画水彩、日

本画をあわせまして213点の応募がございまし

た。その中から、各部門の文部科学大臣賞を初

めとする64名の受賞者が決定し、10月31日の表

彰式には茨城県や神奈川県の遠方からおいでい

ただいた方々を含め、52名が出席をしてくださ

いました。また、幼稚園・保育園児を対象とい

たしました、ぐりぶ一部門では県内63の園から

2,426点ももの応募がありました。これらの作

品は中央運動公園体育館を初め垂水市市民館、

森の駅たるみず、垂水市文化会館の４会場で展

示を行い、延べ3,121名の方々にごらんいただ

きました。 

 ２つ目に、大隅歴史街道では、加来耕三先生

によります講演会を実施いたしましたが、450

名の方々に御来場いただき、垂水市の歴史の裏

側や大隅半島の歴史に触れることができ、改め

て我がふるさと垂水を認識し直したところでご

ざいます。なお、講演会終了後には、歴史探訪

バスツアーも実施し、76名の方々に参加いただ

き本市を含みます大隅半島の史跡を巡っていた

だきました。 

 ３つ目は、海援隊によりますふるさとの恵

み・食のトークショー＆ライブを開催いたしま

した。入場券を1,040枚準備しておりましたが、

開場と同時に配布し終わるほどの盛況で、特に

食のトークショーでは、本市の特産品でありま

すブリやカンパチ、温泉水、焼酎などのすばら

しさを情報発信することができました。早速そ

のときの様子は、制作会社のホームページに写

真とともに、おいしく試食させていただきまし

たとの海援隊のコメントとともに掲載していた

だきました。 

 また、国民文化祭を開催するに当たりまして、

市内はもとより県内外から多くの来場者の皆様
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に対しまして、最高のおもてなしをするために

結成いたしました垂水おもてなし少女・少年隊

の隊員たちが総合案内やイベントの司会進行な

どに携わったことに加えまして、教職員ボラン

ティアの先生方も展示会場での受け付け業務な

どに従事し、陰で支えていただきました。 

 また、市内小中学校におきまして、花を育成

していただき、文化会館を初めといたします会

場の環境美化の一翼も担っていただいたところ

でございます。 

 チェスト行け！提案事業では、第14回ＹＯＳ

ＡＫＯＩ九州中国祭りｉｎたるみずが開催され、

島根県を初め、九州各県から78チーム、約

1,000人の踊り子たちが垂水市に集結し、運動

公園多目的広場のほか４会場で熱い踊りを披露

していただき、来場者からは心に響き元気をも

らいましたとの感想を伺いました。 

 そして、本市事業の最終日であります11月８

日には応援事業として、第39回垂水市民文化祭

が開催され、バンド演奏や三味線、舞踊などが

披露され、加えましてお茶会や文化協会員、小

中学生によります作品展示も行われ、国民文化

祭のフィナーレを飾っていただきました。 

 鹿児島県での国民文化祭開催が決定し、平成

24年１月に各市町村へ県から内定通知が送付さ

れましてから開催に至るまでの間、３つの主催

事業ごとに企画委員会を設置し、幾度となく内

容の検討と見直しをくり返してまいりました。 

 このような状況下で、各企画委員の皆様方を

初め、文化協会員、垂水・牛根の両漁協を初め

といたします各企業の方々、並びにボランティ

アに従事していただいた皆様方のお力添えによ

りまして、予想を上回ります来場者がありまし

たことを感謝いたしております。 

 今後は、この国家イベント開催で得ました成

果を生かし、各種事業の充実を図ってまいりた

いと考えております。 

 以上です。 

○教育長（長濱重光）  学校教育関係の施策に

対する思いと改善点についての御質問にお答え

いたします。 

 本市の教育長として、この３年間、垂水市の

子供たちに夢を持たせ、チャレンジする意欲を

高め、確かな学力をつけてもらいたいという思

いから、さまざまな施策を立案し、実施してま

いりました。 

 具体的には一流のものを見たり、聞いたり、

触れる機会が少ない本市の子供たちにバレエや

オペラなど国や県で活躍されている方々の芸術、

いわゆる本物を見せるわくわくどきどき！夢教

室は豊かな情操を涵養し、自分も本物の力を身

につけたいという夢を持たせるとともに、その

ためには人一倍努力することが大切であること

を学ばせたいとの思いから取り組んでまいりま

した。 

 また、子供たちが学習するきっかけをつくり、

勉強への不安を取り除くとともに、確かな学力

の定着及び向上を目指して小学生を対象に、あ

つまれわんぱく！夏の勉強会を開催しておりま

す。 

 議員が御指摘のとおり、事業は常に見直し、

よりよいものに変えていくことが必要だと考え

ております。 

 このあつまれわんぱく！夏の勉強会につきま

しては、一、二年目の反省を生かし、本年度は

実施日数を１日から２日にいたしました。そし

て、実施教科につきましても算数の１教科のみ

の実施から国語、算数、理科、社会の４教科に

拡充をいたしました。 

 さらに、学習する楽しさを味あわせるために、

中学校の理科の先生によります、おもしろ理科

実験教室を開催したところでございます。 

 これらの改善の結果、平成27年度は市内小学

校４年生から６年生の参加者が107人、指導者

として市内小中学校の教職員35人の協力をいた

だき、実施したところでございます。 
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 以上でございます。 

○企画政策課長（角野 毅）  川越議員の南の

拠点整備についての１回目の御質問でございま

す、現在の進捗状況についてお答えいたします。 

 南の拠点整備につきましては、これまで御説

明をしてきましたとおり、地方創生における雇

用対策、経済対策の重点事業として位置づけて

おり、現在、その基本計画を取りまとめるため、

南の拠点整備構想策定業務を口福ラボに委託を

いたしております。 

 この構想により、拠点のコンセプトや機能を

示すことになりますが、まずは、策定に当たり

垂水市総合戦略はもとより、住民や関係団体等

のニーズの把握を行い、構想に反映していくこ

とが大変重要と認識しております。 

 こういったことから、11月30日と12月１日の

２日間にかけまして、委託事業者の口福ラボ代

表の菅慎太郎氏ほか、プロモーションの専門家

や建築士のチームが来垂し、経済産業界、女性

グループ、高校生、金融機関等を対象にニーズ

ヒアリング調査を実施いたしました。 

 今後、これらの情報をしっかりと分析した後、

新たな拠点のあり方や管理運営方針、具体的な

エリアイメージなどが取りまとめられました構

想案が年明け１月中には提出される予定でござ

います。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  ありがとうございます。これ

からは一問一答方式でお願いいたします。 

 まず、国民文化祭事業の本市の取り組みの総

括についてお聞きいたしました。３つの主催事

業並びに講演事業並びにチェスト行け！提案事

業等について、連携を図られ多くの来場者があ

り、また特産品や歴史、文化歴史、観光情報な

どが発信されたことは大変評価をいたしますが、

大切なのはこうした取り組みが国民文化祭の事

業として終わるのではなく、リピーターとして

再度垂水市を訪れていただき、初めてその効果

があるものと考えます。今後も、関係課と連携

を密にして引き続きさまざまな情報を発信して

いただきたいと思います。 

 また、国民文化祭に子供たちが陰で支えてお

りました垂水おもてなし少女・少年隊の活動は

大変大きかったとの答弁がありましたが、結成

からさまざまな活動を展開されたと思いますが、

今回のこの取り組みにおいて、どのような教育

効果があったと考えておられるか教育長に伺い

ます。 

○教育長（長濱重光）  垂水おもてなし少女・

少年隊活動の教育効果についてお答えいたしま

す。 

 垂水おもてなし少女・少年隊は、国民文化祭

に来場していただきました皆様方へ、最高のお

もてなしをするとともに、イベントの補助等を

行うことを目的として結成いたしました。 

 隊員は、垂水市内の小学校４年生から高校３

年生までの53名で結成し、昨年の10月18日に結

団式を行いました。組織は、３つの班に分かれ

ておりまして、１つ目の班は、総合案内や高齢

者、体の不自由な方々の支援を主に行います、

おもてなし班、それから、２つ目の班は多くの

来場者にお越しいただくための方法の検討や来

場者の実態を把握するためのアンケート作成な

どを行います、研究・分析班、最後に３つの主

催事業を全国に向けてインターネット等を活用

し、情報発信するためのＣＭ番組の制作や県内

各報道番組に出演してＰＲ活動などを行います

ＣＭ班の３つから構成されたところであります。 

 それぞれの班は、主体的に自分たちで企画立

案し、活動することを基本として、土曜日、日

曜日、祝日に集まり取り組んでまいりました。 

 具体的な成果といたしましては、県主催の国

民文化祭作文コンクールにおきまして、中央中

学校１年生と新城小学校５年生２人の隊員が最

優秀賞の県知事賞並びに優秀賞を受賞いたしま

した。その作文の内容は、自分にとってのおも
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てなしとは何か、また、ふるさと垂水をどのよ

うにすれば皆さんに知っていただけるのかとい

った視点に立って書かれており、国民文化祭の

成功はもとより、隊員たちがふるさとたるみず

のすばらしさを再認識するよい機会になったも

のと考えております。 

 また、当日会場に設置いたしました総合案内

におきまして、事業だけではなく市内の観光名

所や史跡、特産品などを来場者の皆様方に自信

を持ってＰＲできるように、たるみず検定を受

験し、隊員たちは本市の伝統文化や基幹産業に

ついて学び、理解を深めることができたと考え

ております。 

 加えまして、本市出身者であります、ＭＢＣ

南日本放送美坂理恵アナウンサーを招聘いたし

まして、司会進行のための発声の仕方や人との

接し方などについて学習をいたしました。この

結果、開会式や絵画コンクールでの司会進行の

大役を担った隊員は、その役割を立派に果たし

てくれました。 

 こうした１年間の取り組みを通して、おもて

なしの心を学び、ふるさと垂水のよさを自信を

持って語れる人材の育成を図ることができたと

考えております。同時に、子供たちの成長した

姿を見ることができ、教育長として大きな喜び

を感じているところでございます。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  国民文化祭事業の最後ですが、

これまでの答弁をお聞きしますと市内の教職員

や垂水おもてなし少女・少年隊のボランティア

活動がこれまでにない画期的なことであり、そ

の存在は大きかったのだと改めて感じたところ

であります。 

 そこで、この教職員が国民文化祭のボランテ

ィア活動に参加するに至った経緯と教育長とし

まして、今回の参加についてどのように評価さ

れておられるか伺います。 

 また、教職員やおもてなし隊の取り組みや今

後につなげていくことも大切なことではないか

と思いますが、今後の取り組みについてお考え

があればお聞かせください。 

○教育長（長濱重光）  教職員のボランティア

活動の評価と教職員やおもてなし隊の今後の取

り組みについてお答えいたします。 

 教職員ボランティアにつきましては、これま

で特定のイベントの開催に伴います先生方への

ボランティア活動は依頼はしておりませんでし

た。 

 しかしながら、この国家イベントの国民文化

祭の開催に当たり、教職員の中には、我々教職

員も垂水市の大イベントの一翼を担いたいとの

声や強い思いを持った職員がいたと伺っており

ます。このようなことから、市の校長協会のバ

ックアップのもと、教頭会が中心となってボラ

ンティア団体が組織され自主的に協力を申し出

ていただいた教職員44名が展示会場の受付や文

化会館内の警備などに従事していただいたとこ

ろでございます。 

 参加された先生方からは、来場された皆さん

からいろいろな質問があり、戸惑いもありまし

たが楽しく、とても貴重な体験ができた、また、

普段経験することができない接客業務をするこ

とができ、よい職場研修ができたとの声が寄せ

られるなど、教職員にとりましては、とても有

意義なボランティア活動になったものと考えて

おります。 

 また、保護者や市民の皆様にもいきいきとし

た教職員の姿を見ていただいたものと考えてお

ります。さらに、子供たちにとりましても先生

方の頑張っている姿を見て、自分たちもこれか

ら頑張ろうとか、何か人のために役に立ちたい

とか、そのような心を育ませることができたの

ではないかと感じております。 

 今回の取り組みには、日ごろから校長並びに

教頭、教職員同士の相互理解が図られているこ

とや、学校間の交流も円滑に行われていること
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が、今回の結成に大きな力となったものと考え

ております。 

 教育委員会といたしましては、今回の国民文

化祭により結成されました組織ではございます

が、今後も引き続き機会がありましたら取り組

んでまいりたいと考えております。 

 また、垂水おもてなし少女・少年隊につきま

しては、主催事業の補助というだけではなく、

豊かな感性や社会性を身につけ、また教育委員

会が基本理念として掲げております、ふるさと

垂水を愛し、誇りにする子供の育成の観点から、

来年度も引き続き新たに結成し、活動ができる

ように手立てを講じてまいりたいと考えており

ます。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  本当に教職員や他の関係者の

御努力には大変感銘を受けた次第であり、垂水

市民の頑張りを感じた次第でありました。御苦

労さまでございました。 

 それでは、次に、教育行政についてでありま

すが、学校教育への取り組みの評価等をお聞き

いたしました中で、小学校のあつまれわんぱ

く！夏の勉強会などの新しい取り組みに対する

教育長の思いや工夫、改善をされながら事業を

進めておられることがよくわかりましたが、こ

の取り組みによる成果をどのように捉えておる

か、お聞かせください。 

○教育長（長濱重光）  あつまれわんぱく！夏

の勉強会によります成果についての御質問にお

答えいたします。 

 参加した子供たちからは、勉強は苦手だと思

っていたけれど好きになれた、また、いろいろ

な解き方がわかり勉強が楽しくなった、さらに

は、ほかの学校の先生とも一緒に勉強ができて

楽しかった、来年もぜひ参加したいなどの感想

を話してくれております。 

 また、参加させた保護者からは、子供が楽し

く学習できる場があってありがたかった、家に

帰って来て勉強会の様子を楽しそうに話してく

れた、また、勉強の楽しさを実感できてよかっ

た、もっと勉強するようになってもらいたい、

さらには、来年も実施してほしいなどの声が聞

かれました。 

 さらに、指導してくださった市内小中学校の

先生方からは、わかったときの喜ぶ顔を見てい

ると子供のために頑張らなければと感じたとか、

他校の先生と勉強する機会は子供にとってもよ

い学びの機会になるなどの感想が寄せられてお

ります。 

 保護者や先生方も、子供たちの学習する姿に

さらに子供の力を伸ばしていきたいという願い

を強くしていただいたものと確信しているとこ

ろでございます。このようなことから、子供た

ちはこれまでできなかった問題をマンツーマン

で指導してもらい、できるようになることで、

学習の楽しさを改めて感じ、学習への不安が取

り除かれ、学習意欲が高まっていくものと期待

をしております。 

 また、垂水中央中学校を会場として、他校の

子供たちと学習したり、中学校の先生に教えて

いただいたりする経験は、中学校入学後の中一

ギャップの解消にもよい影響を与えるものと考

えているところでございます。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  ありがとうございます。 

 次に、垂水高等学校への取り組みについてお

伺いいたします。 

 存続のため、これまでさまざまな支援事業に

加えて、新たに東進ハイスクールとの連携によ

り、２学期からインターネットによる通信講座

を受講できるようになりました。垂水高校が発

行するフリーマガジン、たるたまにも新たな挑

戦として掲載されておりました。これも載って

おります。垂水市出身の永瀬社長の御協力によ

るものですが、現在の受講状況や生徒、先生方

等の感想はどんなものかお聞かせください。 
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○教育総務課長（保久上光昭）  川越議員の垂

水高校への取り組みについての御質問にお答え

をします。 

 垂水高等学校振興支援計画書に基づく、これ

までの振興支援策に加えて、新たに東進ハイス

クール様の御協力により、インターネット回線

を利用した通信講座が受講できることとなり、

平成27年10月13日からスタートをいたしました。 

 現在、１年生、２年生を中心に普通科18人、

生活デザイン科６人の計24人が受講しておりま

す。 

 受講に当たりましては、まず学力診断テスト

を受け、その結果をもとに先生とも相談しなが

ら、苦手教科の克服や学力向上を図るため、受

講生一人一人に合った講座を選択し、受講して

おります。また、１講座90分を20回受講します

が、毎回、受講の最後に確認テストを受け、合

格しなければ次の段階に進めない仕組みとなっ

ておりますから、合格するまで繰り返し学習す

ることにより、復習の習慣化が図られ、習った

ことが確実に理解できるようなシステムとなっ

ております。さらに、平日の放課後に学校のパ

ソコン室での受講を基本としつつ、土曜日や日

曜日に集中して受講できるとともに、自宅でも

受講することもできますことから、自分のペー

スで学習することができて、部活動との両立も

可能になっております。 

 また、毎週金曜日には４人から６人に分かれ

て30分程度のグループミーティングが実施され、

それぞれの進捗状況と次週の受講予約の確認と

あわせて、学習面の悩みなどについても同席し

ている先生に相談に乗っていただくなど、みん

なで励まし合いながら、モチベーションが高め

られる受講体制ができているところでございま

す。 

 受講生からは、理解しやすい、確認テストに

合格するとうれしく達成感がある。また、先生

方からは、テスト期間中も受講するなど、意欲

的に取り組む生徒が出てきた、生徒同士の連帯

感がいい効果を生んでいるなど、学習意欲の高

まりを物語る感想が多く聞かれております。先

生方には、生徒の頑張りに応えて熱心に応援し

ていただいておりますので、まずは順調なス

タートが切れたものと考えております。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  ぜひとも、垂水高等学校への

受験生がふえていくことを期待したいと思いま

す。 

 最後に、これまでの教育長の答弁から、本市

の子供たちの豊かな成長のためにさまざまな事

業が展開され、年々充実しつつあると考えます。

今後は、小学生への取り組みに加えて、中学生

に焦点を当てた取り組みを立ち上げ支援してい

くことも重要ではないかと考えますが、教育長

としてどのように考えておられるのか伺います。 

○教育長（長濱重光）  中学生に焦点を当てた

学習支援策の方向性についての御質問にお答え

いたします。 

 現在、垂水中央中学校では、退職校長先生な

ど学校応援団の方々に放課後や夏季休業中にお

いて、生徒に対し学習指導をしていただいてい

るところでございます。 

 先般、策定されました、垂水市まち・ひと・

しごと創生総合戦略におきましても、学習意欲

の向上に向けた小・中学生への教育環境の充実

を位置づけたところであります。 

 このことから教育委員会といたしましても、

中学生を対象とした学習支援策をさらに拡充し

てまいりたいと考えており、今後、さらに学習

したい、学力を向上させたいという学習意欲の

ある生徒に応えるため、また、学習意欲と学力

向上のための生徒の願いに応えるため、具体的

な手立てを講じてまいりと考えております。 

 そうすることが、本市の教育理念であります、

あしたをひらく心豊かでたくましい人づくりに

つながるものであると考えております。 
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 以上でございます。 

○川越信男議員  ありがとうございました。 

 任期１期目ではありますが、教育長の新たな

取り組みと考えをお聞きいたしました。ぜひと

も、２期、３期と承認を受けて頑張ってくださ

い。 

 それでは、最後の南の拠点整備事業について

でありますが、エリアが広く、事業費が大きく

なっていると思います。９月議会の質問で、整

備手法はＰＦＩを検討してきているとのことで

ありますが、先日も説明を受けましたけれども、

概算事業費、また事業費の財源についてはどう

考えているかお聞きいたします。 

○企画政策課長（角野 毅）  川越議員の２回

目の御質問にお答えをいたします。 

 概算事業費とその財源でございますが、概算

事業費については、現在、基本構想の策定中で

あり、特に施設等の仕様や事業手法によりまし

て事業費は大きく変わることから、もうしばら

くお待ちいただきたいと考えております。 

 財源等の基本的な考え方でございます。公的

機能を持つエリアについては、国や県の事業の

中から本事業に最適な支援策について活用の検

討を行い、ＰＦＩによる整備も含めまして、民

間活力を十分に生かせるよう取り組みをし、財

政負担をより軽減できるよう工夫してまいりた

いと考えております。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  ありがとうございます。南の

拠点整備に関しての質問の中や私たち議員への

説明等で出てきますＰＦＩを内閣府ホームペー

ジで検索してみました。公共施設等の建設、維

持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技

術的能力を活用して行う新しい手法であり、国

や地方公共団体等が直接実施するよりも効率的

かつ効果的に公共サービスを提供できる事業に

ついてＰＦＩ手法で実施するとありました。 

 また、お隣の鹿屋市では、仮称でありますが、

桜ヶ丘子育て支援住宅整備ＰＦＩ事業を特定事

業として選定したとのことであるようです。大

崎町も公営住宅整備にも採用されるなど、非常

に魅力的で新しい手法であることは十分理解を

しております。 

 具体的に本市のＰＦＩへの取り組みはどうな

るのか伺います。 

○企画政策課長（角野 毅）  川越議員の３回

目の御質問にお答えいたします。 

 ＰＦＩに対する市の取り組みということでご

ざいますが、ＰＦＩは国が進める地方創生にお

いても民間活力という視点から強く推進してい

るところでございます。 

 議員御指摘のとおり、鹿屋市の公営住宅整備

で採用されるなど県内においても少しずつＰＦ

Ｉの導入実績がふえているようでございます。 

 一般的にＰＦＩは公的施設の整備に当たり、

民間のアイデアを活用することでさらなる整備

成果の向上が期待できまた、民間資金を活用す

ることで自治体の財政負担が平準化されるとい

うメリットがございます。一方で、官民の役割

や責任の分担を示す必要があるなど事務量の増

加はもとより、高い専門性が求められます。 

 こういったことから、まずはＰＦＩ制度の理

解を深めることが、私どももそうでございます

が、地元事業者も必要かと考えております。 

 そこでＮＰＯ法人全国地域ＰＦＩ協会を初め、

包括連携協定を締結しております鹿児島銀行に

ＰＰＰ／ＰＦＩプラットフォームというＰＦＩ

の窓口もできたそうでございますことから、今

後は、両機関と連携をとり、勉強会を開催する

などＰＦＩ制度の理解を深めてまいりたいと考

えております。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  ありがとうございます。この

南の拠点整備事業は、本市の観光のあり方、地

域経済の発展に寄与する取り組みであるである

上に、新たな手法の取り組み、整備後の運営方



－45－ 

法など非常に注目される事業であると思われま

す。私も議員の皆様もこれからの推進事業に対

して注視しながら勉強もしてまいりますので、

情報の提供及び勉強会等を検討していただくこ

とを要望とします。 

○議長（池之上誠）  答弁が要りますか。 

○川越信男議員  答弁があれば。 

○議長（池之上誠）  ４回。 

○企画政策課長（角野 毅）  非常にありがた

いお言葉をいただきました。 

 全国地域ＰＦＩ協会の情報ではございますが、

議会への説明会等の実施も可能であるというふ

うにお聞きをしております。議会事務局と御相

談をしながら対応をさせていただきたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

○川越信男議員  ありがとうございました。 

 これで質問を終わります。 

○議長（池之上誠）  次に、10番、北方貞明議

員の質問を許可いたします。 

   ［北方貞明議員登壇］ 

○北方貞明議員  それでは、早速質問に入りま

す。 

 平成26年度の財政状況が市報の12月号で公表

されました。平成26年度の歳入総額は107億

5,774万円に対して、歳出額が104億5,240万円

で、形式収支は３億530万円となり、平成27年

に繰り越すべき財源1,326万を差し引いた実質

収支は２億9,208万円の黒字と公表されました。 

 その中で、財政調整基金と総基金積立につい

て質問いたします。 

 垂水市の貯金が平成26年度で、総額27億

7,847万円で、市民１人当たり17万1,850円とな

っています。財政調整基金は、14億3,131万円

で市民１人当たり８万8,512円と平成26年度の

決算が公表されました。 

 第２次財政改革プログラム計画では、平成26

年度まで財政調整基金の目標額は７億であった

と思いますが、既に目標の２倍を超えています。

国の指摘によると本市の財政規模では、月収倍

率の３カ月分が妥当とされ、本市に当てはめれ

ば基金全体で20億円以上が必要であるとのこと

でした。既に、27億円にも達しています。今後、

全ての基金の目標額は、また財政調整基金目標

額はどれほど積み立てるのかお聞かせください。 

 財政調整基金の積み立ては、県内19市では17

番目の位置と聞いております。市民１人当たり

の積立金は県内19市で何番目かお聞かせくださ

い。 

 次に、一般会計からの繰入金について、12月

議会初日の報告で、決算特別委員会の川菷委員

長からの報告の要望の事項で「各特別会計の事

業運営に関して、一般会計からの繰入金が散見

されるが、行政サービスの公平さを保つことか

ら、恒常的な一般会計からの繰入金によらず、

また負担を将来に先送りすることなく、会計内

で収支の均衡を特段に努力をされたい」という

要望がありました。 

 このような要望は、毎年指摘されているよう

であります。平成26年度で一般会計から繰出金

総額は幾らかお聞かせください。 

 垂水地区公民館建設について。 

 現在、垂水地区公民館におきましては、地域

振興計画の策定に着手し、垂水校区はこうあり

たいという思いや考え方を公民館を中心に意見

を集約し、第１回垂水づくり計画策定員会の意

見として10項目中に要望された垂水地区の公民

館建設が望ましいということでありました。 

 既に、皆様方は御承知と思いますが、旧地区

公民館の中で唯一公民館の館を持っていないの

が垂水校区であります。また、議会報告の中で

も建設を望む意見が上がっていました。これま

で、垂水地区公民館については、平成26年３月

議会で宮迫泰倫議員が質問しておられますが、

教育委員会としての考えをもう一度お聞かせく

ださい。 

 地域包括ケアセンターについて。 
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 地域包括センター建設は、これからの高齢化

社会に対し、医療、介護のケアを従事するため

の建設計画であったと思います。当初の基本計

画では、垂水病院敷地内に新しく建設する計画

でありましたが、事業費が大幅に膨らむため、

コスモス苑内のホールを有効に活用することで

変更されましたが、その変更に至った経緯を教

えてください。また、計画変更により、当初の

理念、目的は計画どおり進んでいるのかお聞か

せください。 

 財政問題、地域包括ケアセンターについては

市長に、公民館については教育長の答弁をよろ

しくお願いいたします。 

○議長（池之上誠）  市長、答弁できますか。

市長、お願いします。 

○市長（尾脇雅弥）  私のほうに通告はいただ

いていないみたいなんですが、まずは担当課長

から答えさせていただきます。 

○北方貞明議員  通告を見てないんじゃないか

ということです。通告はちゃんと市長のほうに

僕はして…… 

○議長（池之上誠）  市長、答弁をできればし

ていただければ。 

○北方貞明議員  １回でもいいですから。頭だ

けでもいいですから。 

○市長（尾脇雅弥）  地域包括ケアですか。 

○北方貞明議員  市の、やはりこの問題はトッ

プが考えるべき問題だからと思って市長にお願

いしたいです。 

○市長（尾脇雅弥）  それでは、後ほど詳細は

担当課長から答えさせていただくことになると

思いますけれども、財政的な考え、これまで何

回も説明をさせていただいておりますけれども、

十数年前に財政的なことも一つの理由として合

併を離脱ということがございました。それから

約10年、行財政改革を中心にいろんなことを進

めてまいりまして、その中で職員の皆さんや議

会の皆さん、市民の皆さんの理解をいただきな

がら庁内においては10年で約50名ということで

職員の削減、あるいは給与のカットということ

をやってまいりました。そして、市民の皆様に

もいろんな御負担をお願いをしながら、正確な

数字ではあるかどうかはわかりませんが、合併

前に約４億円という財政調整基金、さらには

130億円近い借金があった中で、先ほど北方議

員がおっしゃったような数字のところまで改善

をしてまいりました。私が就任をしたときも、

その行革の大きな流れの中でございましたので、

まずはしっかりと借金を減らし貯金をふやしな

がらという中で財調も担当課の努力もあって積

み立ててこれたのだというふうに理解をしてい

るところでございます。 

 それで、当初７億円ということの目的は達成

をしているということでございまして、ほかの

いろいろなものと合わせまして、約28億円とい

うことの数字が積み上がっているのだと思いま

す。九州財務局の指導によりますと、基本的に

３倍ということでありますから、その差額とい

うことで先ほどの数字が出てきたというふうに

思います。 

 これから少子高齢化、あるいはいろんな施設

等の老朽化も含めて支出がいろんなものが出て

まいりますので、そこの部分も考慮しながら、

さらには使うべきところにはしっかりと使って

いくということを考えているところでございま

す。基本的には、そういうことでございます。 

 後は、担当課のほうで補足をさせていただき

ます。 

○財政課長（野妻正美）  まず最初に、財政調

整基金の目標額についてお答えいたします。 

 財政調整基金は、経済事情の著しい変動等に

よる財源不足や災害により生じた経費の財源な

ど、各年度間における財源の調整を図るために、

地方財政法により設置を義務づけられている重

要な基金でございます。 

 本市の平成26年度末の財政調整基金は、平成
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25年度末から4,366万円増加し、14億3,131万

1,000円となっております。これは市民や議員

の皆様の御協力により、これまでの行財政改革

の成果や平成22年度以降の地方交付税の回復に

より、順調に積み立てができてきたところでご

ざいます。 

 第２次財政改革プログラムにおける財政調整

基金の目標額につきましては、平成20年度の県

内各市の積立額を参考に７億円としたところで

ございます。７億円という目標については、ま

だ積みたいとの考えから、それ以上の高い目標

設定としたかったものの、４億5,000万円しか

なかった当時においては、現実的な目標の設定

であったと考えております。 

 過去の答弁でも申し上げてまいりましたが、

本市の起債の借入先である財務省の九州財務局

の財務診断により、財務指標の一つである積立

金等月収倍率が目安として、月収倍率の３カ月

分が最低ラインとされております。 

 平成26年度末の財政調整基金を含む全部の基

金の合計額は27億7,800万円余りで、積立金等

月収倍率は３カ月分を超えましたので、最低限

の目安は達成したと考えております。 

 議員御質問であります、今後の財政調整基金

の目標積立額についてでございますが、国の財

政改革方針で、地方交付時の削減案等も出てお

ります。また、平成27年度に実施されました国

勢調査人口により、人口減に伴う普通交付税の

大幅な減額が予想されます。そのため、歳入不

足等が今後予想されることから、財政課としま

しては、平成28年度以降は、財政調整基金の積

み増しは厳しいもの想定しており、現状維持を

今後の目標と考えております。 

 次に、県内の順位と市民１人当たりの順位は

という御質問にお答えします。 

 県内の他団体との比較では、平成26年度末の

財政調整基金の積立額は県内19市では17位、全

43団体中では24位、肝属管内では６団体中５位

となっております。 

 平成26年度決算統計によります市民１人当た

りの財政調整基金積立額は約８万円となり、こ

の８万円というのは平成22年度国税調査人口に

より算出された額でございます、県内19市では

６位、全43団体中では25位、肝属管内では６団

体中５位となっております。ちなみに、鹿児島

市は財政調整基金を112億円程度持っており、

１人当たりに換算しますと１万8,000円程度で

県内43市町村中43番目で一番低く、一番高いの

が三島村で基金を８億5,000万円持っており、

１人当たりの基金額は200万を超えております。 

 先ほど答弁しましたとおり、積立金等月収倍

率は３カ月分を超え、最低限の目安は達成した

と考えておりますが、財務指標の一つである積

立金等月収倍率は直近データによりますと県内

平均、類似団体平均とも６カ月を超えており、

本市が必要以上に積み立てができている状況で

はないものと財政課では考えております。 

 次に、平成26年度決算での特別会計への繰出

金の額でございます。 

 現在、本市には、一般会計とは別に２つの企

業会計と８つの特別会計があり、それぞれの会

計で運営をしております。そのうち、一般会計

から繰出金等を支出しておりますのは、地方公

営企業法に基づく水道事業会計、病院事業会計

の２つの企業会計と地方公営企業法に基づく漁

業集落排水処理施設、簡易水道事業の２つの特

別会計、そのほかに国民健康保険、後期高齢者

医療、介護保険、老人保健施設の４つの特別会

計でございます。 

 地方公営企業法に基づく企業会計や特別会計

は、その経営に要する経費は経営に伴う収入を

もって充てる独立採算制が原則とされておりま

す。しかしながら、その性質上収入をもって充

てることが適当でない経費や性質上効率的な運

営を行っても収入のみをもって充てることが困

難であると認められる経費等については、一般
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会計等が負担するものとされており、この経費

負担の区分ルールについては、毎年度、繰出基

準として総務省より各地方公共団体に通知され

ております。このルールに基づく繰出金を法定

内繰出金、それ以外がいわゆる法定外繰出金と

いわれるものでございます。 

 なお、法定内繰出金については、経費負担区

分により、一般会計等において負担すべきこと

とされた経費の財源について、原則として公営

企業繰出金として地方財政計画に計上され、地

方交付税の基準財政需要額への参入または特別

交付税を通じて財源措置が行われております。 

 また、国民健康保険特別会計や後期高齢者医

療特別会計などにつきましても、独立採算制が

原則とされ、先ほどと同様に総務省から通知が

されており、この通知による繰出金を法定内繰

出金として支出しているところでございます。 

 議員御質問である、平成26年度決算での特別

会計への繰出金でございますが、平成26年度決

算における一般会計からの支出は、病院事業会

計、水道事業会計への２企業会計へ１億6,015

万7,000円、国民健康保険特別会計ほか５特別

会計へ７億2,226万4,000円、合計で８億8,242

万1,000円を支出しております。 

 そのうち、いわゆる法定外は、２億8,433万

4,000円となっております。 

 以上でございます。 

○教育長（長濱重光）  垂水地区公民館建設に

ついてお答えをいたします。 

 垂水地区公民館は、御指摘のとおり昭和52年

市民館建設と同時に、それまでありました垂水

小学校敷地内から現在の場所に移転をしており

ます。 

 ９地区公民館で唯一館がなく、部屋の利用に

際し他の団体と重複しないよう会議や公民館講

座などの日程を調整しながら利用していただい

ているのが現状でございます。 

 しかしながら、市民館の各施設を最大限に利

用していただくことによりまして、地区公民館

としての機能は果たしているものと考えており

ます。 

 先ほどもございましたけれども、平成26年３

月議会におきまして、宮迫議員の質問でも答弁

させていただいておりますが、新たに公民館建

設となりますと多額の費用を要することとなり

ます。また、財源確保の観点から国の補助にお

きましても、平成20年度には公民館建設に伴い

ます事業も既に廃止されておりますことから、

現状におきまして地区の皆様方が利用しやすい

ように手立てを講じてまいりたいと考えており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（池之上誠）  次、３番目の答え、答弁

は。北方議員、３番目は市長ですか、最初は。 

○北方貞明議員  市長に。 

○議長（池之上誠）  市長、答えられる範囲で。 

○市長（尾脇雅弥）  それでは、私のほうで答

えたいと思います。 

 地域包括ケアシステムに関しましては、これ

まで何回もお話はしてはおりますけども、少子

高齢化、過疎化が進む中でどういう形が垂水の

医療、介護に必要であるかという視点に立って

進めてまいりました。 

 その中で、高齢者実態アンケート調査という

のを以前行いまして、そのうち８割以上の方々

が例え高齢になって介護が必要になってもでき

るだけ住みなれた家や地域で暮らし続けたいと

いうことがございます。まずは、これを具現化

したいというのが１番目でございます。 

 一方で、当時の数字ですけれども、一般、特

別会計あわせた数字の約半数を超える額を医療、

介護、福祉に使っておりまして、右肩上がりの

傾向である、そういう中でどういう方策が一番

いいのかという中で出てきたのが、この地域包

括ケアのシステムということになろうかと思い

ます。そういった中で関係者と協議をしながら、
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当初案としては新設の病院の駐車場の敷地あた

りに３階建てくらいのものを計画をしておった

んですけれども、県や国のいろんな補助事業、

これはやっぱりそのときのキャパとか何とかの

状況で変化していくものですから、その辺も含

めて県もこのことは高い評価をしていただいて

おりましたし、国においても厚労省の幹部の

方々とお会いして、趣旨よくわかるし賛同だと

いうようなお話もいただきながら調整を進めて

まいったわけですけれども、いろいろ資材の高

騰とか、さまざまな状況があって当初計画より

もかなり膨れ上がったというのが現状でありま

す。その中で、やっぱり病院側と協議をする中

で、池田誠肝属医師会長のほうからコスモス苑

の有効活用という点もございまして、我々も現

地を見に行っていろんな話をさせていただく中

で必要最低限の部分は担保できる、ただ当初の

目的でありました幾つかの問題がございますの

で、その辺をしっかりと協議しながらやってい

くという体制をつくっていかなきゃいけないと

いうのが現状でございます。いずれにいたしま

しても、地域包括ケアシステムの趣旨というの

は変わらず、後はどれだけハード、ソフトの中

で具体的にできていくのかというのがこれから

の課題であると思いますので、またいろんな形

で議会の先生方にも御説明をしながら具現化に

向けて取り組んでいきたいというふうに考えて

いるところです。 

○議長（池之上誠）  課長から何か補足はあり

ますか。補足があれば。 

○保健福祉課長（篠原輝義）  先ほど、市長の

ほうから答弁がありまして、大体、私のほうで

重複しますけれども、少し経緯等について詳し

く御説明をしたいと思います。 

 先ほど、市長のほうで基本理念等もいろいろ

話もございましたけれども、垂水市が求める基

本理念ということにつきまして、例え障害があ

ってもなくても、住みなれた地域で尊厳を持っ

て安心していつまでも、自分の生き方は自分で

決め、自分の体は自分で守り、自分の人生を楽

しみ、いきいきと元気で暮らせるまちを実現を

するということでございます。 

 そのため、基本目標としまして介護、予防、

医療、生活支援、住まいが一体的に提供される

地域包括ケアシステムの構築を目指すこととし

ました。 

 この地域包括ケアシステムは、高齢者に限定

されたものではなくて、障害者や子供を含め、

地域の全ての市民にとっての仕組みであります。

専門職、介護事業者、それから行政だけでなく、

本人、家族、町内会等の住民組織、コンビニや

商店、郵便局など全ての住民が関わりをつくり

上げていくものございます。 

 この地域包括ケアシステムでは、高齢者のプ

ライバシーと尊厳が十分に守られた住環境があ

り、そこで生活を支える生活支援が確保される

ことが前提でありまして、その後、状況にあわ

せて専門職による介護、予防、医療が提供され

るシステムということでございます。 

 この専門職による在宅医療・介護は、それぞ

れの機関が密接に連携して提供することが重要

でありまして、仮称地域包括ケアセンターは、

医療から介護、介護から医療への橋渡しをする、

なくてはならないものであります。 

 議員御承知のとおり、この地域包括ケアセン

ターは、数カ所の候補地を検討する中で、垂水

中央病院敷地内に新設する方向で基本設計を進

めておりましたけれども、ほぼ基本設計が終わ

った平成27年３月の段階で当初見込んでおりま

した事業費が約1.5倍の４億3,000万円になり、

２分の１以上を見込んでいた補助金が４分の１

程度の１億円しか確保できないことが判明をし

たわけでございます。 

 そうした中で、市側と垂水中央病院との調整

会議が開かれ、介護老人保健施設コスモス苑の

北側ホールの有効利用を図るため、現在進行し
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ております地域包括ケアセンターへ活用しては

との案が会議終了間際にございまして、肝属郡

医師会の池田会長から市長のほうに話がありま

して、その後、財源確保及び事業費の高騰に苦

慮していた市としましては、急遽可能性の調査

を行い、必要最小限の機能を有することしかで

きないが、費用対効果を考えたときにコスモス

苑改修案で行く方向が決定をされたところでご

ざいます。 

 したがいまして、当初計画案では地域包括ケ

アシステムの予防事業ができるスペース、総合

医研修医の宿泊スペースなどは減らしましたけ

れども、代案を考えながら実施してまいります

ので、当初の理念、目的は変わっておりません。 

 改修案では、おくれている最重要課題である

医療と介護の連携拠点整備の迅速化が図れるこ

とから計画の見直しは起こったもののスピード

アップが図れるメリットがあると思っておりま

す。 

 以上でございます。 

○北方貞明議員  そしたら、財政課に伺います

けども、一問一答でお願いします。 

 財政調整基金、それはもう現状維持でやって

いくというような答弁でしたけども、だから、

もう既に我が垂水市の財政は前みたいにお金が

ないというのは脱したと思ってよろしいんです

ね。私はもうそう捉えたんですけれども、もう

27億円もたまったんだからというふうに受け取

ります。そして、財政調整基金は横ばいでこの

維持で、これからは公共物の老朽化が進んでい

るからそっちのほうに積み立てをするというよ

うなふうに僕は受けとったわけです。 

 その中で、今まで市のほうが言われてきたの

は、いつもお金がないという言葉と、基金は19

市のうちで17番目、これをかなり強調されてこ

られました。きょう、聞きますと19市のうちで

６番目というふうになっております。なぜこの

ようないい数字が出ておるのに何で、１人当た

りが19市で６番目という位置にきておるのに、

なぜお金がない、お金がないと言われるのか、

私はこれがちょっと不思議でなりません。市民

は、そのお金がないということのマインドコン

トロールされて、市に要望したいのも遠慮して

おるのが多々あります。財政課としては、１円

でも行政サービスを市民に多くするのが市の行

政の務めであり、また財政課長はそれにつぎ込

んでいくように方法は一番私は垂水の運営にい

いと思いますけれども、そういう中で、これか

らは市長、堂々と１人当たり19市の中で６番目

だ、これだけお金がたまったよと胸を張って言

っていただけるようによろしくお願いいたしま

す。 

 そういうことで、この思いは一言、市長、い

い機会ですから。 

○市長（尾脇雅弥）  正確な数字はちょっとわ

からないんですが、先ほどありました１人当た

りの平均というのは６番目、恐らくこれを比べ

ると前回も順番もちょっと違ってくるんだろう

というふうに思います。 

 それで、貯金は財調を初め、少しふえたんだ

という話があって、一方でやっぱり借金もある

わけです。100億円近い借金がやっぱりあるの

も事実でありますから、以前130億ぐらいあり

ましたから、それから比較しますと大分改善は

されたというのはそのとおりですけれども、一

般家庭に例えるならば27万ぐらい貯金があって、

100万近く借金があるとか、そういうようなこ

とでもございますので、この辺のバランスは見

ながら、先ほど財政課長も申し上げましたけれ

ども、基金としては本来ならば財調という部分

ではもうちょっと積み立てなければいけないの

かもしれないんですが、当面の現状を維持しな

がら使うべきところに使っていくということは

そうでありますけれども、ただそこはやっぱり

しっかりと中身を見ながら先ほど申し上げまし

たいろんな関係の予想外の支出もそうなんです
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けども、社会保障の関係も含めて少子高齢化、

いろんなものもございますので、北方議員のお

っしゃる市民ニーズというのは、誰よりも私も

いっぱいそれを受けておりますので、何とか具

現化はしたいというふうに思いっておりますけ

れども、そこはやっぱり数字の世界でもござい

ますから、しっかりと歳出と歳入のバランスと

いうのも考えながら効果的に市民の幸福のため

に使っていきたいというふうに考えております。 

○北方貞明議員  市長、本当、行政もですけど

も、市民も議会も努力してここまで貯金もでき、

また借金も減ったということは、大変私も喜ん

でおるところです。その中で、やはり先ほども

言ったように市民ニーズに合わせて１円でも多

く市民のほうに還元されるように使っていただ

けるようによろしくお願いいたします。これは

もうそれで終わっておきます。 

 次、繰出金についてですが、法定内だから問

題ないというようなことなんですけれども、や

はり税の公平さ、公正さという点から法定内だ

からいいというわけじゃないと私は思うんです

けれども、これもやはり今後注意をしていただ

きたいと思います。 

 そしてまた、法定外はやってはいけない、あ

るべき姿じゃないと私は思っています。だから、

このようなあるべき姿じゃない繰出金が出てお

るけれども、財政課としてはどのように今後、

繰り出し先に努力をされるような注意とかそう

いうような方法は、どのような考えをされてお

りますか。 

○財政課長（野妻正美）  北方議員の２回目の

御質問にお答えします。 

 先ほどの答弁のとおり、特別会計等は公共の

福祉の増進を経営の基本原則とするものであり、

また、独立採算制が原則とされております。適

正な運営について努力していただくようお願い

しているところでございます。 

 しかしながら、その性質上、経営が困難であ

ると認められる経費等については、それぞれの

制度等を堅持するためにも法定外繰出金を含め

た一般会計からの支出はやむを得ないものと考

えております。 

 今後も、独立採算制の原則に基づき、むやみ

に法定外繰出金がふえることのないような事業

計画を立て、市民に不利益をもたらすことがな

いよう注視しながら適正な運営についてお願い

してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○北方貞明議員  適正な指導をしていくという

ことで、それしかできないのかなと私も思って

おります。そして、その中で法定外をいただい

ている国民健康保険なんですけども、どのよう

な事業努力をされているのか。また、今後どの

ような予想があるのか。わかる範囲でいいです

から、課長、教えてください。 

○市民課長（白木修文）  北方議員の３回目の

御質問にお答えします。 

 国保特別会計は、平成20年度以降、医療費の

高騰などで繰越金や基金繰り入れを除いた単年

度収支が赤字の状態が続いていましたが、基金

が枯渇した平成24年度からは、３年連続で一般

会計から法定外繰り入れを受けて赤字補痾を行

っております。 

 特に、平成26年度につきましては、保険給付

費は、被保険者の減少などで前年度比9,200万

円の減だったものの、主な歳入である前期高齢

者交付金が、平成24年度分の過大交付の精算と

して、平成26年度交付額から１億3,800万円余

りを差し引かれたため大幅な歳入欠陥が生じ、

１億2,500万円の法定外繰り入れを余儀なくさ

れたところです。 

 国保財政は、このように厳しい状況にありま

すが、会計内で収支の均衡を図るために行って

いる努力についてお答えいたします。 

 まず、国保財政の収支は、医療費の動向に大

きく左右されますので、医療費適正化対策が最
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も重要になります。本市では、これまでもレセ

プト点検の強化やジェネリック医薬品の利用促

進などに取り組んでまいりましたが、特に、平

成26年度から、特定健診の未受診者対策として

嘱託の保健師を雇用するなど、保健事業の推進

に努めております。受診率の向上等の結果も出

ていますので、今後、生活習慣病の重症化予防

に効果があるものと期待しております。 

 次に、財源確保対策としまして、平成25年度

には８年ぶりに国保税の税率改定を行い、平成

9.63％引き上げております。 

 また、税務課では、平成25年度以降、納期内

納付の徹底や差し押さえの実施など、徴収体制

の強化に取り組んでおり、平成26年度現年度分

の徴収率は前年度比1.65％アップの95.21％と

なりましたが、これは県内19市中５番目に高い

徴収率でございます。 

 このほか、被保険者資格の適用の適正化や保

険給付の適正化などにも努めておりますが、国

保事業全般に係る経営努力についての評価で、

平成26年度は県が推薦する15団体に10数年ぶり

に選定され、国から1,000万円の特別調整交付

金の交付を受けております。 

 これら、税収増を含めた財源確保対策の平成

26年度における効果額は、総額で5,500万円余

りにのぼるものと試算しています。 

 次に、国の財政支援では、国保制度の安定化

のために平成27年度に1,700億円の国費を追加

支援し、さらに平成29年度からは合計3,400億

円の支援を追加することになっております。ち

なみに本市の影響額は、平成27年度で約2,200

万円の歳入増となるようでございます。 

 しかしながら、これらの経営努力や国の追加

支援などによっても、国保制度の抱える構造的

な問題の解決には限界がございますので、今年

度以降も会計内での収支の均衡は非常に難しい

のではないかと考えております。 

 なお、国保制度の厳しい現状から、医療制度

改革関連法がことし５月に公布、施行されてお

り、平成30年度には県が国保財政に責任を持ち、

市町村と共同で国保を運営する新しい国保制度

に変更されることになっております。 

 以上です。 

○北方貞明議員  今、市民課長が努力されてい

ることは十分伝わってきました。平成24年度か

ら３年連続赤字であった。その中で、前期高齢

者交付金が24年度もらい過ぎたということです

よね、それでもらい過ぎたためにそれを返した

ということで、１億幾らの法定外から繰り入れ

たということですね。わかりました。 

 そういう中、努力された点としまして、医薬

品のジェネリック医薬品、そういう利用促進と

か、また特定健診の取り組みとか、そして一番

関心の持てる税収率の向上、本当に努力されて

いることは十分わかりました、これで。 

 その中で、国保事業の経営努力といいますか、

そういう形で国から1,000万の特別交付金を受

けれたということも本当一番法定外繰入金をも

らう、国民保険をこれだけ国から特別金として

もらえるぐらい頑張ってこられたということも、

これも評価いたします。 

 そういう中、これから国の方針で国保税のあ

り方も変わってくると思いますけれども、なお

一層努力していただいて、できるだけこの法定

外を少なくしていただくように、なお一層の努

力をお願いしておきます。 

 つけ加えますけれども、法定外をもらってい

る団体は国民保険が一番大きいですけど、他に

もありますけど、なお一層、努力してください。

よろしくお願いします。 

 次に、公民館ですけども、公民館は財政的に

建てるのは無理ということは十分わかったとい

うよりも、なぜここまでできなくなるまで我が

垂水校区は放ったらかされておったのかと思え

ばちょっと残念であります。これは、昭和52年、

約半世紀前からの問題であると思うんですが、
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その市民館ができたときは、私は今ここにその

設計図を見ておるんですけども、今、公民館が

あるところは、だからもう半世紀ほど前から今

のところに事務所を設けておるわけですけども、

そして、社会教育課が使われるところと教育課、

総務課が使っているところは他の施設に予定さ

れておりましたんですね、今この設計図を見れ

ば。総務課と教育課は図書館が最初はあそこに

入っておったというふうに聞いております。そ

して、社会教育課のところは他の事務所の館長

室だったということで、そういう中で教育課は

こっちへ移っていいところに入られたでしょう

けども、公民館は依然として同じ位置で事務所

を設けておるわけなんですけれども、この事務

所が手狭ということで、今、先ほど１回の質問

でも言いましたように議会報告会の中でも要望

があったわけなんです。これをなんとか空き家

利用とか空き室利用とかいうふうな形でスペー

スを確保するような考えはないのか、お聞かせ

ください。 

○教育長（長濱重光）  ２回目の答弁を行いま

す前に、１回目の答弁で誤った箇所がございま

したので、お詫びして修正をさせていただきた

いと思います。 

 先ほど、公民館建設の国庫の補助につきまし

て、10年度に廃止されているという答弁すべき

ところを20年度と答弁いたしました。申しわけ

ございませんでした。 

 ２回目の御質問にお答えいたします。 

 空き家活用の考えはないかということでござ

いますけれども、空き家活用の手段につきまし

ては、有効な手段であると考えております。 

 垂水地区は、振興会の会員数も多く、ほかの

地区公民館と比較いたしましても、会議室の数

や広さも必要であり、また調理室並びに駐車場

スペースの確保等も考慮しなければなりません。

これらの用途を満たす相応の建物がございまし

たら、検討することは可能ではないかと考えて

おります。 

 以上でございます。 

○北方貞明議員  今答弁いただきました空き家

の相応の物件があれば、検討していただくとい

うような前向きな答弁ありがとうございます。 

 だけど、いつと断言はまだされませんけれど

も、私も空き家隊の提案といいますか、そうい

う形で述べさせていただければ、先ほども言い

ましたように、現在、公民館長が使っている事

務所、あそこは本当に手狭なことは皆さんも御

承知のとおりと私は思っていますが、あそこは

事務所であり会議室であり倉庫でもあります。

本当に狭いです。 

 それで、先ほど相応な物件があったら検討す

るようにいただきましたんですけれども、提案

といいますか、今社会教育課のあるところのス

ペースと館長室はあるわけなんですけれども、

そこはかなり広いですよね。だから、今の公民

館の事務所と入れかわることはできないのかと

いうふうに私は思うんですけれども、その場合、

仕事の支障に教育委員会等くるんでしょうか。

その点をちょっと教えてください。 

○教育長（長濱重光）  今、北方議員のほうか

ら新たな御提案がありましたけれども、社会教

育課、それから館長室があそこにできた経緯は

実際のところ承知しておりませんけれども、市

民館はいわゆる中央公民館としての機能も備え

ておりまして、そしてまた、市民の方々の生涯

学習講座等も年間を通して多くの講座等にも取

り組んでいるところでございます。そういう中

で、やはり社会教育課がありますあそこがなぜ

あの場所にできたかといいますと、やはり来館

者の方々の窓口であるということが第一ではな

いかというふうに思っております。 

 そしてまた、御案内のとおり、夜間につきま

しては、10時まで守衛さんをお願いをして、あ

そこでいろんな来場者の出入り等につきまして

もチェックをしながら管理をしていただいてい
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るところでございます。 

 したがいまして、私といたしましては、やは

り社会教育課がそういう観点に立ちましたとき

に、入ってすぐ右側の今の現在の場所が私は最

適であろうというふうに考えております。 

 それから、館長室につきましては、議員も御

存じのとおり、市民館ができましたときはそう

いう組織の中で館長がいらっしゃいましたし、

そういう中で館長室というものがどうしても必

要だったのではないかと考えております。 

 そういう中で、今、あそこの利用につきまし

ては、私ども社会教育課のほうに児童生徒のい

わゆるその生徒指導員といいますか、そういう

方を１人、配置をしておりますが、そうした中

で市民の方々、それから保護者等がいろんな生

徒指導の問題、相談にお出でになりましたとき

に館長室を利用して、あそこで相談体制を行っ

ているところでございます。そういうようなこ

とで、現在のところは、今の市民館における活

用方法というのは、私自身は今の方法しかない

のかなと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○北方貞明議員  私は館長室がそういうふうな

利用をされているとは知らなかったわけなんで

すけれども、だけど、その相談室は別のところ

に設置してもいいんじゃないかと思いますが、

だから、あの館長室と今の社会教育課、公民館

のほうに使用していただければかなりのスペー

スになり、事務所また会議室もできると思うん

です、会議もできると思いますので。そのよう

に、もうちょっと前向きに考えていただきたい

と思います。 

 苦情なんですけれども、皆さん方は狭いとい

うことを認識していながら、今まで改善しても

らえなかったということです。これに対して、

本当に私は同じ校区民として残念に思うわけな

んですけども、常日ごろから市長筆頭に地域の

発展は公民活動を中心になって取り組まなけり

ゃいけないというふうなことを常日ごろ言って

おられます。また市民も「住んでよかった町づ

くり」とそういう形で校区民は一生懸命取り組

んでおります。だから、公民館活動をなお一層

温かい目で見ていただき、垂水公民館が充実す

る活動ができるように、そういう施設とか、そ

ういうことも考えていただきたいと思っており

ます。 

 だから、とりあえず、事務所の中をもう一遍

見ていただけないでしょうか。物が散乱してま

す。倉庫がない関係上、校区の運動会の行事、

そういう全てのものが置かれています。それで

私たちもときたま事務所に伺うわけなんですけ

れども、もうそこで会議されておったら、その

自分の用件を達しられないときもあります。だ

から、やはり事務所と会議室のスペースがある

ような施設を一日も早く考えていただきたいと

思いますけども、教育長、一言お願いします。 

○教育長（長濱重光）  垂水地区公民館は、本

市の中核を形成し振興会数も他の地区と比較い

たしましても大変多く、また、さまざまな事業

や公民館講座等に取り組んでいただいておりま

す。 

 これらの状況から、関係書類や校区の運動会

等を始めといたします道具や備品、消耗品等も

数多くあり、それら全てを収納しておりますこ

とから、執務室が狭い状況であることは認識を

いたしております。 

 改善の方法につきましては、現在、垂水地区

公民館が収納しております、関係書類や各種行

事、公民館講座、イベント等で使用いたします

機材並びに備品等を別途保管する方法はないか

検討してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○北方貞明議員  ケアセンターについてお伺い

いたします。 

 １回目の質問で事業費が膨らんだからやむを

得ずコスモス苑の一部をそういうふうにもって
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いく計画の変更になったということはわかりま

した。 

 そして、コスモス苑の一部を使用するに当た

りまして、コスモス苑は補助事業等でできてお

ると私は思っているんですけれども、その借り

ることに対して法的な問題は発生しないのか。

また、今、事業の見直しで研修医の宿泊施設等

は削減されて、だけども運営には影響はないと

いうようなことでしたけども、ちょっとこれは

僕は言い訳みたいな気がしてならないんですけ

ども、まず、研修医が来て削減して運営費に影

響がないって、もうちょっとここは詳しく教え

てください。何故影響がないのか。 

○保健福祉課長（篠原輝義）  まず、このコス

モス苑についての補助事業等で建設していると

いう、そのこと。それから、運営についてのこ

とで、この地域包括ケアセンター、仮称でござ

いますが、これは現在、保健福祉課内に設置し

ております地域包括支援センター及び垂水中央

病院の在宅療養支援部、新設されます訪問看護

ステーションで構成される予定でございます。 

 地域包括ケアセンターの専用部分につきまし

ては、この補助事業とか起債借り入れを活用し

ておりますので、これの財産処分の手続を行い

まして、行政財産として再登録を行った後に市

の直営施設として管理を行うこととしておりま

す。 

 なお、建物の維持経費につきましては、現在

の粗い試算でございますが、年間200万円程度

を予定をしております。 

 また、施設内に設置します地域包括支援セン

ターは、これまでどおり市の直営とし、在宅療

養支援部は医師会の直営としますが、訪問看護

ステーションの運営については、市の直営にな

るか医師会の直営になるかはまだ未定となって

おります。 

 いずれにしましても、組織としましては市の

組織と医師会の組織が混在をすることとなりま

して、医療介護の連携が図られ、地域包括ケア

システムの拠点となる施設運営ができるように

なると確信しております。 

○北方貞明議員  １つあれを言わにゃ、研修医

の施設の影響はないか、これ聞いたはずですが、

答えられたかな。 

○保健福祉課長（篠原輝義）  総合研修医のこ

とですか。この当初の計画で病院の敷地内に設

置する当初の計画では、予定としましては総合

研修医の施設というものを考えておりましたけ

れども、規模が縮小になったためにその部分に

ついてはできないということになりました。 

○北方貞明議員  運営面で影響はないのか。 

○保健福祉課長（篠原輝義）  運営については、

先ほど申しました医療介護の連携ということに

ついては、運営については影響はないというこ

とでございます。 

○北方貞明議員  影響がなければそれに越した

ことはありません。ありがとうございました。 

 最後になりますけども、私は市長に伺います。

この問題で、私たちに聞こえたことなんですけ

ども、今、行政側とこの問題に対して肝属医師

会と連携が余りうまくいっていないんじゃない

かというふうな声が聞こえてきましたんですけ

れども、それが事実かどうかわかりません。そ

れで、もしそういう問題があれば市長みずから

が行って、トップ交渉をされると思うんですけ

れども、これまで病院側でトップ交渉というか、

そういうのは何回ほどやられて、どういう状況

まで市長が行って改善されたとか、よくなった

とかもしそういう点があれば教えていただけれ

ば。 

 聞こえてくるのが、うまくいっていないんじ

ゃないか、歯車がかみ合ってないよというのが

聞こえてきたものですからこういう質問をする

わけですけれども、よろしくお願いいたします。 

○市長（尾脇雅弥）  どういう声が聞こえてき

ているかはわかりませんけれども、スタート当
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初は公設民営という形でスタートしたわけです

けれども、社会状況の中で変化をしてきており

ます。現状でいいますと、いろいろ定期的に医

師会の皆さん方と意見交換をするわけですけれ

ども、正確な日付は忘れましたけれども、安部

院長のほうから２つの要望がある。１点は、病

院側として考えておりますのが経営と医療とい

うことです。医療という観点から考えますと本

来やるべきもの、ただ経営ということを考える

と必要以上にやっていかなきゃいけない部分も

あるのではないかというようなお話がありまし

て、この経営の部分に関して、赤字が出たら垂

水のほうで、市のほうで負担をしていただけな

いかというようなお話がありました。背景にあ

りますのは、本当これも少子高齢化、過疎化の

中で度重なる医療法の改正というのがございま

すので、そういう絶対背景が違う中で当然その

ある面順調に運営が進んでいればお互いにいい

わけですけれども、やはりそういう誰がどうい

う赤字運営になっていくかということになりま

すと財源の問題も含めて協議をせざるを得ない、

その中の一環として地域包括も出てきた話であ

りますので、大前提にありますのは先ほど申し

上げました、できるだけ住みなれた家や地域で

暮らし続けたいという方々の垂水市民のニーズ

を具現化するために、また一方で少子高齢化の

中で財源が伴ってまいりますからそれを…… 

○議長（池之上誠）  市長、時間が来ましたの

で。 

○市長（尾脇雅弥）  済みません、そういう形

でいわゆる方向ということでありますので、い

ろいろな協議をしておりますけれども、決して

もめているということではないというふうに思

っております。 

○議長（池之上誠）  ここで暫時休憩いたしま

す。 

 次は１時30分から再開いたします。 

     午後０時28分休憩 

 

     午後１時29分開議 

○議長（池之上誠）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 ９番、池山節夫議員の質問を許可いたします。 

   ［池山節夫議員登壇］ 

○池山節夫議員  それでは、議長に発言の許可

をいただきましたので、さきの通告順に質問を

してまいります。市長、教育長並びに関係課長

の御答弁をよろしくお願いいたします。 

 市政について、来年度予算編成に当たって、

まず、子育て支援策の充実について伺います。 

 ６月議会で要望をしたのですが、現在の出産

一時金に加えて垂水市独自の出産祝い金制度を

新設をしていただきたい。このことが子育て世

代への市内への定住を促し、出生率を押し上げ、

人口減少に歯どめをかけることになります。見

解を伺います。 

 高齢者への生活支援について、こもんそ商品

券を配布できないかとお願いをいたしましたが、

このことにつきましても垂水市独自の高齢者福

祉政策の一環として実現をしていただきたいと

考えますが、見解を伺います。 

 ６次産業化につきましては、今回は水産商工

観光課長に伺います。 

 先日、垂水市まちづくり委員会に出席をいた

しまして発言をしたことですが、垂水にはとん

とこ漁があり、この漁で取れるエビは、主にナ

ミクダヒゲエビ、ヒメアマエビ、そしてクシタ

カエビがあるようです。このクシタカエビはま

だ市場での認知度が低く余り高値では取引され

ていないようです。私は、このクシタカエビこ

そ６次産業化の切り札になるのではないかと考

えております。何とか漁業者と行政が一体とな

ってこのクシタカエビを使って、例えばふりか

け、粉末のだし、つくだ煮などに加工して特産

品を開発をしていただきたいと思いますが、考

えをお聞かせください。 
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 ふるさと納税について、午前中に堀内議員の

質問にありましたが、ふるさと納税については、

全国の自治体が貴重な財源として取り組んでお

ります。ふるさと納税に対する今後の対応につ

いて伺います。 

 教育行政について、いじめを定義してその防

止に向けて国や自治体、あるいは学校などの責

務も明確化した法律であるいじめ防止対策推進

法が施行されてから２年が経過いたしますが、

いじめ防止対策推進法施行後の垂水市の対応に

ついて、またいじめ防止基本方針について、い

じめ対策組織について教えてください。 

 以上で、１回目の質問を終わります。 

○保健福祉課長（篠原輝義）  池山議員のほう

からは、６月議会でも出産祝い金ということに

ついて御質問をいただきました。そのときに第

３子以降ということでいただきました。それに

つきまして、答弁いたします。 

 まず、本市における出生の動向についてでご

ざいますが、出生数の状況を人口1,000人当た

りに換算して、全国と比較した出生率は低い水

準が続いております。これは、本市は生産年齢

人口の比率が低いことが影響しているものでご

ざいます。また、一方、１人の女性が生涯に産

む子供の数を示す合計特殊出生率は、全国より

も、ここ数年高く推移しておりまして、第３子

以上の出産割合も25％程度で、微弱ながら増加

傾向にあります。 

 このように第３子以上の子供を持つ家庭はそ

れほど少なくはないわけでありまして、確かに、

第３子以降の出産祝い金は少子化対策、子育て

支援の一助になると思いますが、他市の状況や

財政負担等を考慮し慎重な検討が必要だと考え

ております。 

 本市におきましては、医療費の完全無料化、

児童手当の受給を中学校修了まで実施し、また、

第３子以上の多子世帯には、保育料の軽減、児

童手当額の加算等の特段の経済的な支援も行っ

ております。 

 子育てを安心してできるような保護者の精神

的なサポート事業として、子育て支援センター

の施設面や活動内容の改善、乳幼児健診、乳児

家庭全戸訪問事業等の拡充にも努めているとこ

ろでございます。 

 今後も、充実した子育て支援を実施している

先進地の情報収集を図り、本市の実情に合った

子育て支援の推進に努めてまいりたいと思って

おります。 

 続きまして、高齢者への生活支援についての

御質問でございますが、平成27年度の高齢者へ

の支援策としまして、日常生活を営むのに支障

のある方を対象とした食事支援として訪問給食

事業を実施しており月170人程度が利用してお

ります。 

 また、在宅福祉の増進と寝たきり老人等のい

らっしゃる家庭の経済的軽減を図る紙おむつ給

付事業を実施し、約250名程度が利用をされて

おります。 

 さらに、二次予防対象者へ掃除・ごみ出し・

食事・買い物支援等を提供する生活支援型ホー

ムヘルプ事業を実施しており、１時間当たり

1,500円の利用料に対して自己負担は200円とな

っております。 

 次に、慢性疾患を有する非課税対象者の緊急

時の適切な対応を行う在宅高齢者等緊急連絡体

制整備事業を実施し、９名利用があります。 

 家庭において常時家族の看護を行っている方

への介護手当事業を行っており、およそ120名

支給しております。 

 以上の事業は、平成28年度も引き続き実施予

定でございます。 

 以上でございます。 

○水産商工観光課長（髙田 総）  池山議員の

６次産業化についての質問にお答えいたします。 

 まず、来年度予算編成に当たってということ

で、まず平成28年度の新年度予算におきまして、
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本市の独自の取り組みを御紹介したいと思いま

す。 

 水産物の新商品開発等を行う漁協及び水産業

に対し、専属人を雇用し、消費者動向やマーケ

ットニーズに的確に対応した付加価値の高い商

品づくりを行うことで、国内外での販路拡大、

または開拓を図ることを目的とした新たな事業、

垂水市水産業新商品開発・専属人材雇用支援事

業による補助金を検討しているところでござい

ます。 

 また、６次産業化で開発されました販路拡大

の取り組みも重要であると考えますことから、

今年度は７月に東京で物産展を開催いたしまし

たが、今回は違った形での実施を検討している

ところでございます。 

 続きまして、とんとこ漁でとれるエビについ

て、活きエビでの販売、また、利用価値の少な

いエビ、議員が言われるクシタカエビや現在破

棄している部位の加工品としての商品化でござ

いますが、これにつきましては、今年度の地域

振興事業の修学旅行受入体制整備事業において、

関連のある施設整備を行う予定としております

ので、その事業と連携して進めていきたいと考

えております。 

 その修学旅行受入体制整備事業の取り組みで

ございますが、現在垂水市漁協が新たなメニ

ューといたしまして、一本釣り組合やとんとこ

漁の方々の協力をいただき、漁業体験を追加し

て、生徒が釣った魚やとんとこでとったエビを

とんとこ館で活魚として販売するために、水槽

２台、冷却装置、冷凍庫、ブロアー等を購入、

また、新たなメニューとして追加しましたエビ

のせいんべいづくり体験で使用する機械を購入

するなど施設整備を行う予定としているところ

でございます。 

 この事業によりまして、６次産業化に向けた

ハード面についての整備も進んでまいりますこ

とから、エビの頭や殻を利用した商品化など新

たな取り組みを検討してまいりたいと考えてい

るところでございます。ただ、この取り組みに

つきましては、とんとこ漁の方々や垂水市漁協

の協力が不可欠であります。今後協議が必要と

なってくると考えているところでございます。 

 また、薩摩川内市の甑島がシバエビ等の殻を

利用したふりかけを商品化していることも承知

しておりますので、とんとこ漁において、利用

価値の少ないエビの利用につきましては、甑島

の取り組みも参考にしてまいりたいと考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○企画政策課長（角野 毅）  池山議員のふる

さと納税についての今後の取り組みということ

でございますが、本市といたしましては、先ほ

ども堀内議員の御質問でお答えいたしました大

きく３つの課題というふうに捉えております。 

 まず商品開発についてですけれども、この商

品開発については、もう既に現状で動き出して

はおりますけれども、来週に還元率の見直し等

で活用をする供給量調査の数字が出ますので、

これをもって各事業者等持ち回り聞き取り調査

を実施したいというふうに考えておりますので、

これについては随時今後も継続的に進めていく

つもりでございます。 

 それから、還元率の見直しについてですが、

これにつきましても既に供給量調査等を実施し

ておりますので、１月をめどに方向性を決定し

ていくということにいたしております。 

 それから、ポイント制の導入についてという

ことでございますが、３番目のこのポイント制

につきましてはシステムの導入という大きな作

業を抱えております。登録したデータ、いろん

なものの管理といったようなものが今後複雑に

絡み合うシステムでもございますので、１月か

ら準備を始めて４月の導入をめどにポイント制

導入に向けた取り組みを前向きに推進していき

たいと考えております。 
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 以上でございます。 

○学校教育課長（下江嘉誉）  池山議員のいじ

め防止対策推進法についての御質問にお答えい

たします。 

 平成25年９月にいじめ防止対策推進法が施行

され、いじめ防止等のための対策に関し、基本

理念を定め、国及び地方公共団体の責務を明ら

かにし、いじめ防止等のための対策を総合的か

つ効果的に推進することになりました。このこ

とを受け、本市といたしましてもいじめ防止等

のための対策に関する基本的な方針の策定に努

めてまいりました。 

 具体的には、国、県のいじめ防止対策基本方

針を十分に踏まえながら、いじめ防止対策の基

本理念、定義、基本的な考え方、委員会として

の施策、学校が実施すべき施策等を盛り込んだ

「垂水市いじめ防止基本方針」を平成26年８月

に策定したところでございます。 

 また、市内の全小・中学校におきましても、

平成26年度中に本市の基本方針に基づき「学校

いじめ防止基本方針」策定し、いじめは、「ど

の学校でも、どの子供にも起こり得る」「まだ

気付いていないいじめがある」「１件でも多く

発見し、１件でも多く解決する」との基本認識

のもと、校内いじめ問題対策委員会を設置し、

早期発見のために年間３回以上のアンケート調

査を実施したり、ささいな兆候であっても発見

された場合は、早期に組織的な対応を図ったり

するなど、いじめ問題に対して積極的に取り組

んでいるところでございます。 

 続きまして、いじめ対策組織についてお答え

いたします。 

 本市におきましては、いじめの防止等に関係

する関係機関及び団体との連携を図り、対策を

総合的に推進するために、平成26年９月に「垂

水市いじめ問題対策連絡協議会」を設置し、今

年６月に第１回目を開催いたしました。 

 委員として法務局、市ＰＴＡ連合協議会、学

校関係の代表及び保健福祉や教育行政代表の10

名を委嘱したところです。この協議会では、主

に市内小・中学校の児童生徒の実態把握に関す

る事項、関係部署との連携による協力体制に関

する事項等について年２回協議することにして

おります。 

 また、教育委員会に重大事態の調査を行う必

要が生じた場合は、垂水市いじめ問題調査委員

会設置条例に基づき、教育委員会の付属機関と

して同問題調査委員会を新たに設置し、対処し

てまいりたいと考えております。 

 この委員会の委員といたしましては、弁護士、

医師、精神保健福祉士、臨床心理士、学識経験

者など５名を委嘱することとしております。 

 以上でございます。 

○池山節夫議員  では、２回目、一括で伺いま

す。 

 市長、この子育て支援策の一環として出産祝

い金を第３子から目玉になるぐらいつけられな

いかっちゅうことを６月議会で質問をしている

わけです。課長の答弁としては、ああいうふう

で理解します。ただ、市長、そのときも言った

んですけど、先ほど北方議員の質問にもあって、

ほんで答えられたんですけど、あれを見ると１

期目は借金を減らしてほんで財調もふえてきた

と。先ほどから財政課長の答弁もありましたけ

ど、二十何億で鹿児島県内でもちょっとよくな

ったと。ここまでは市長、本当に１期目大変だ

ったと思いますよ。それはそれでいいと思いま

す。現副市長が財政課長であられたときに、財

政調整基金をわずか２億円ぐらいしかなくて、

そのとき私たしか質問したのかなあ。そしたら、

答弁としては、財政課としてはインフルエンザ

が一回流行したらもう２億円っていうのは吹っ

飛ぶ金額なんですと。本当に何も使えませんち

ゅうような答弁だったと思うんですよ。本当に

インフルエンザ１回垂水市内で流行したら２億

円が吹っ飛んで、もう財調なんて垂水市にはな
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いと。もう本当にすってんてんになるっちゅう

ようなことで大変だなという、その時の財政課

長の心境をおもんばかったわけですよ、私は。

それからすると、現財政課長は、あなたは本当

にいいときに財政課長になられたんじゃないか

と私は思うわけですよね。ですから、ここは市

長も２期目は政策を実現していただきたい。１

期目はあれでいいでしょう。２期目は自分の思

いを市民の皆さんに、自分の思いを還元して、

実現して、２期目もこの人に託してよかったな

と。先ほど垂水づくりの委員会の話がちょっと

最初でしたんですけど、そこでもその資料を読

むと、市民の皆さんからのアンケートに答えて

いろんなのがあったんですけど、その中にも、

もう尾脇市長にお任せしますとアンケートの答

えもいっぱいあるんですよ。あなたに全て託す

と、垂水市民の皆さんがもうあなたにこの私の

福祉は託すということで、アンケートに答えら

れておられるのも結構ありました。ですから、

２期目は、確かに今ある財調を減らすとそれな

りの反発もあるでしょう。しかしながら、ここ

は思い切って決断をして、先ほど言いましたよ

うな出産、一時金を第３子からでもやって、ニ

ュースになるような金額でやる。あるいは、高

齢者への福祉の一環としてこもんそ商品券でも、

それに限らずでもいいですよ。今、自民党安倍

政権は何をやろうとしているか。65歳以上の高

齢者に対して３万円やろうと。それはもう安倍

総理の実行力、決断力でやっていこうと。これ

は何を意味するかっちゅうと、やっぱり野党か

らばらまきだと言われますけど、それはそれな

りの政策なんだから、うん。だから、やはり国

民が喜ぶことをやりながら、片一方ではその芽

の財源をどこからか見つけてやっていく、それ

が堀内議員が言われて、私も質問をしているふ

るさと納税になるのかどうか、そういうことで

いいと思います。だから、２期目はぜひこのこ

ういうことを実現して、市民の負託に答えてい

ただきたい。まずこのことについて答弁をお願

いします。 

 ６次産業化について、私は本当にこのクシタ

カというエビは、先ほど活きエビでっちゅうの

があったですけど、これは漁業者の皆さんがと

ったのをまだ結構元気で生きているから、もう

加工するところの横にちょっと水槽を置いて生

きたものをそこに入れておいて、てんや釣りを

する生餌として売ってくれるところがあれば、

本当に買いやすくて、例えば500円、300円、そ

んな金額で何時間か、二、三時間釣れればいい

わけですよ。ほれで３時間ばっか釣るのにそん

な1,000円も買う必要もないわけだから、そう

いうふうに売ってくれれば本当にありがたいと

私はいつも思ってるんだけどなかなかない。垂

水には都城からとかいろんな船を持っている人

があちこちつないでてその人たちが来る。だか

ら、活きエビもみんなで協力して売る。で、エ

ビをクシタカかなんかは、これははっきりしま

せんけど、あるところで、垂水づくりの中で奥

さんが言われたのは、何かフェリーの天ぷらそ

ばの天ぷらをどんどんエビはクシタカを使って

いるみたいですよと。だから、そういうふうに

使えるわけですよ。だから、もっとヒメアマエ

ビも頭をちぎって後ろの方だけ並べて商品化す

る、じゃあ余ったエビの頭はどうしてるんだと

聞くと、もうどんどん捨ててるらしい。我々商

売人からすると、本当に金になるのになあとい

う思いが強いんですよ。だからそういうものを、

漁業者の皆さんが皆で語る。その中に行政が

リードしながら何とかこのエビを６次産業化を

していただきたい。そのことを市長、ちょっと

答えられたら答えていただけませんか。 

 ふるさと納税については、応援を何とか、先

ほどからの堀内議員の勧告にも応援をしたくて

お願いしているんです。いっぱいふやして還元

率をふやすといっぱい来ると。そうすると商品

発送がすごくなって、そのことで垂水の中に商
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品がそれだけあるんだろうかと。例えば、曽於

市にはナンチクがあってナンチクのそういうも

ので対応できると。幾ら来ても。志布志も海産

物があると。鹿屋も鹿屋で対応できるんだろう

と。垂水も対応できます。できると思いますよ、

私幾らふえても。まず基本的に水の業者の方が

十何社おられるわけだから、まず基本的に水を

お返ししようと。水も何種類もありますから、

20リッターの箱があって、そのほかにペットボ

トルが何種類もある。それを積み重ねていきな

がら、今度は豚肉だ、今のエビだ、そういうも

のをその金額に合わせて載せていくと。そうい

うことで量がふえても対応はできるんじゃない

かと思いますよ。ですからその辺のことを考え

ていただきたい。その辺のことについて答弁で

きたらお願いします。 

 あと、２番目に入りますけど、教育長、先ほ

ど答弁の中に重大事態っちゅうのがあったんで

すけど、これいじめやいじめによる自殺や不登

校などの疑いがある、いじめによって自殺した

り不登校する疑いがあるっちゅうこと、これを

重大事態というらしいんですけど、これが今全

国で、去年かな、156件あったと。このことが

垂水市であったのかどうか。あとは、先ほどか

らのこのいじめ対策とかいうことに関して、教

育長の私見を伺いたい。これでお願いします。 

○市長（尾脇雅弥）  私のほうで幾つか答えさ

せていただきます。また答弁漏れがあったら教

えていただきたいと思います。 

 基本的な財政の使い方の考え方っていうのは、

これまでそういう、同様に答弁をしているとお

りであります。１期目の４年間っていうのは行

財政改革の道半ばでございましたので、貯金を

ふやし借金を減らすということを目標にして、

先ほど北方議員の答弁でもお答えしたように、

思いのほか皆さんの御理解、御協力のおかげで

一定の財務を蓄えられましたし、借金も返した

と。ただ、借金が依然としていっぱいあること

は事実でありますし、これまでと比べてという

ことでありますので、そこはもちろん頭に入れ

ながらということになりますけれども、やっぱ

り行財革をやっていく中でどうしていくかって

いうのは、市民のニーズにできるだけ答えてい

くということだと思います。垂水市の発展、市

民の幸福のためにやっていくと。ただ、その中

でやっぱり大事なのは、効率的にやっていくと

いうことも一つでありますで、子育て支援の充

実というのは、垂水市の現状を考えたときに少

子高齢化、特にこの少子化っていうのが課題で

ありますから、子育て世代の充実ということで、

これに支援を打っていくというのは全くそのと

おり。この第３子にいろんな手当てをふやせば

ということの御提案で、前回６月ですね、あり

ましたので、担当課にも検討をさせましたけれ

ども、意外と第３子の割合っていうのは、垂水

においては高くて、また他市町村で池山議員が

おっしゃるような政策を打っているところも、

出生率というのが思いのほか伸びていないとい

うことがありますので、前回もお答えをいたし

ましたけれども、それ以外にないのかっていう

ことは重要なことでありますから、子育て支援

に、この政策としてはなかなか難しいと思いま

すけれども、池山議員がおっしゃるのはそれぐ

らいの大胆な施策を講じよということだと理解

をしておりますので、子育て支援に関してはそ

のように対応させていただきたいと思っており

ます。 

 また、高齢者対策に対しても同様であります。

今、政府のほうで、私のほうでなかなかばらま

きということは申し上げられませんけれども、

安倍総理の決断で３万円というような形でやっ

ていこうという方向が出ております。そういっ

た中で我々もいろんな場面において、現段階に

おいては次に即そういうような政策ということ

ではないんですけども、今後いろいろ医療、介

護の場面で、消費税の問題もありますけれども、
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そういう市単独の施策を講じなきゃいけない場

面が出てくると思いますので、そのときに皆様

に御理解をいただきながらそういう施策を講じ

ていきたいというふうに考えております。平成

28年度に関しては、子育て支援の一環として、

先ほども少し答弁をいたしましたけれども、不

妊治療への助成とか大きく目立つということで

ありませんけれども、現行大変遅れている部分、

やらなければいけない部分を確実に実行しなが

ら、タイミングを見て大胆な政策を講じていき

たいというふうに思っておりますので、全体的

にはそのように御理解いただければというふう

に思っております。 

○企画政策課長（角野 毅）  池山議員の２回

目のふるさと納税に対する御質問にお答えいた

します。 

 ふるさと納税につきましては、納税者が返戻

品について選択をされて、我々はそれを送封す

るという形を取ります関係上、例えば、確かに

言われるように、水につきましては、供給量に

ついては十分に担保できるというような調査結

果も出ております。ただし、その水に対する選

択というものが進まなければ、なかなかそのも

のを送ることができません。現状でも肉といっ

たようなものに非常に需要が集まってくるとい

うような実情もございます。ですので、先ほど

も申しましたけれども、魅力ある商品の構築と

いったようなものを高めていきながら、また池

山議員の御質問が我々に対する納税額のアップ

ということでのエールというふうにありがたく

考えておりますので、いろいろな意味での、例

えば還元率であったり制度であったりといった

ようなものにつきまして、最終的な決定時期と

いうのを定めまして、前向きに協議、調整を進

めてまいります。 

○教育長（長濱重光）  いじめに関します重大

事態が発生した場合の対応、並びに本市におけ

るこのような重大事態が発生したことはあるの

かという御質問にお答えいたします。 

 いじめ防止対策推進法によります重大事態と

は、いじめによる当該学校に在籍する児童等の

生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑

いが認められるとき、またいじめにより当該学

校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席す

ることを余儀なくされている疑いがあると認め

られるときとなっております。 

 本市の小・中学校におきましては、からかい

とか仲間はずれとか金銭トラブル等はこれまで

も数件ございますが、いじめにより重大事態に

発展した事例は、これまでございません。いじ

めは、いつでも、どこでも、誰でも起こり得る

ものであるとの考えに立って、学校への指導を

繰り返し徹底しているところでございます。 

 全国的なニュースでいじめが原因によりみず

から命を絶つ事案が報道されるたびに、本市で

も起こり得ることと危機感を常日ごろから持っ

ているところでございます。そのような事案が

発生しないように取り組んでおりますが、万が

一、本市でそのような重大事態が発生した場合

には、児童生徒や保護者、地域にも不安や動揺

が広がったり、時には事実に基づかない風評等

が流れたりすることが懸念されます。 

 そこで教育委員会としましては、学校と教育

委員会で早急に対応するとともに、先ほど学校

教育課長の答弁にもありましたとおり、市の条

例に基づく外部委員をメーンによりますいじめ

問題調査委員会を開催し、原因究明と調査に基

づく結果報告を速やかに行い、児童生徒や保護

者への心のケア等一刻も早く落ち着いた学校生

活を取り戻すために、全力で対処したいと考え

ております。 

 以上でございます。 

○池山節夫議員  市長、第３子が垂水市は結構

多いということであれば、私の提案を一歩後退

して第４子に出産祝い金を増額していっぱいつ

けろということで、これ要望しておきます。 
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 それから教育長、いじめも小学校で全国で12

万2,721件と相当ふえてます。よろしく対処し

て垂水市の教育に尽くしていただきたいという

ことをもちまして、12月議会の私の質問を終わ

らせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（池之上誠）  次に、14番、川畑三郎議

員の質問を許可いたします。 

   ［川畑三郎議員登壇］ 

○川畑三郎議員  ことしの秋は幸運と雨が続き、

垂水特産のキヌサヤ、インゲンを初めとする農

作物に大きな影響を与えました。値段は下落し、

農家の皆さんは大変な状況でありましたが、一

つ救われることは、桜島の降灰がないことであ

ります。８月に噴火警報、レベル４に引き上が

ったものの、その後レベル３になり、現在はレ

ベル２になっています。３カ月近くも爆発はな

く、噴煙を上げることがありません。このまま

活動がやんでくれればと、垂水市民の皆さんが

思われていることと思います。 

 それでは、先日通告しておりました案件につ

いて、質問いたします。 

 まず最初に、防災営農対策について。この事

業は垂水市にとって農業を守るための大きな事

業の一つであります。今年度もそれぞれの分野

の予算化され実施されていると思いますが、今

年度の実施状況などについてお伺いいたします。 

 続いて、ふるさと納税制度事業について。午

前中堀内議員と、先ほど池山議員が質問されま

した。垂水市は、この事業に積極的に取り組み

多くのふるさと応援資金として寄附金をいただ

いております。これまでの状況をお知らせくだ

さい。 

 観光施設整備について。しおかぜ街道整備事

業で協和地区も海潟漁港付近を初め脇登地区ま

での海岸線の一部が整備されております。脇登

集落、迫田集落の整備について進めるよう県の

説明が数年前にありました。現在、脇登地区の

護岸の改修工事が進められています。しおかぜ

街道の事業であるのか、今後の計画をお知らせ

ください。 

 市道の整備について、先日海潟・脇登振興会

長を初めとする数名の人が、しおかぜ街道事業

でサクラの食事や休憩を椅子を設置していただ

き、危険防止の策も取りつけていただきありが

たいという話の中で、もう少し危険防止の柵を

続けてもらいたいとの話がありました。現地を

見て地域の方々とも話をしていただきたいと思

いますが、これで１回目の質問を終わります。 

○農林課長（川畑千歳）  川畑議員の防災営農

対策事業の今年度の実施状況についての質問に

お答えいたします。 

 防災営農対策事業の事業種目は、土壌改良資

材の投入助成を行う降灰地域土壌等矯正事業や、

降灰被害を防止するビニールハウス施設整備助

成を行う野菜安定対策事業、果樹安定対策事業

などがありますが、本年度は、土壌等矯正事業

と野菜安定対策事業を実施しているところでご

ざいます。 

 土壌等矯正事業につきましては、鹿児島きも

つき農業協同組合が事業実施主体となり、降灰

被害による農地の酸度矯正等を目的に、苦土石

灰やバーク堆肥を103戸に配付したもので、受

益面積は約57ヘクタール、総事業費は91万

8,484円でございます。 

 また、野菜安定対策事業につきましては、１

法人がトンネルハウス事業を実施中で、受益面

積は3,180平方メートル、総事業費は486万円で

ございます。 

 以上で答弁を終わります。 

○企画政策課長（角野 毅）  川畑議員のふる

さと納税制度に関する１回目の御質問にお答え

をいたします。 

 これまでの状況につきまして、ふるさと納税

における本市の取り組みは、平成20年度の制度

開始時から他の自治体に先立ってスタートをし

ております。制度開始時は、関東・関西垂水会
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など本市出身者への会への呼びかけや、紹介者

カードによる寄附者の紹介制度によって寄附者

の掘り起こしを行いました。 

 そして、市ホームページ・インターネット

ポータルサイト・情報誌等を活用した情報発信

や、毎年度実績報告書を作成し、寄附者全員へ

送付することで、いただいた寄附金の活用状況

報告と継続的な寄附へのお願いを行ってまいり

ました。 

 その後、平成23年ごろから各種メディア等で

ふるさと納税が頻繁に取り上げられるようにな

り、寄附者獲得のための自治体間競争が過熱す

る中、本市においても、魅力ある返戻品の品ぞ

ろえを見直し、平成26年度は100万円以上の高

額寄附者へ美湯豚２頭分の豪華特産品の贈呈や、

１万円以上の寄附者を対象に年間５名の方に森

伊蔵が当たるＷチャンス抽選を実施するなど、

他自治体では見られない取り組みを行うことで、

他市町と比べて低い還元率の中ではございます

が、寄附者の増を図りました。他自治体と比較

すると、本市は高額寄附者も多く、寄附者１人

当たりの単価が高いことからも有効な取り組み

であると考えております。 

 また、平成27年６月からは、国の税制改正の

後押しを受けまして、インターネットのふるさ

と納税紹介サイト“ふるさとチョイス”へ登録

を行い、申し込み用の入力フォームとクレジッ

トカード決済等を導入することで、寄附者の利

便性をさらに強化いたしました。 

 また、寄附に対するお礼と地元産業の活性化

を目的に１万円以上の寄附をいただいた方へお

送りしております返戻品につきましても、豚

肉・海産物・果物・焼酎・温泉水等、合計31種

類を用意し、寄附金額に応じて選んでいただけ

るコース制度という形で寄附者へのお届けをい

たしております。 

 これらの取り組みによりまして、先ほど堀内

議員の質問の中でもお答えをいたしましたとお

り、本市における寄附件数・寄付金額は微増傾

向ということになっております。 

 以上のように毎年、継続的に利用者の利便性

に配慮した制度の改善に努めながら、併せて、

魅力ある商品開発やＰＲに努めているところで

ございます。 

○水産商工観光課長（髙田 総）  川畑議員の

観光施設整備において、県の魅力ある観光地づ

くり事業でございますしおかぜ街道景観整備事

業の状況についての質問にお答えいたします。 

 本市における海岸道路につきましてはサイク

リングロード等の整備といたしまして、県のし

おかぜ街道景観整備事業を活用し、整備を進め

てきたところでございます。現在の進捗状況で

ございますが、整備延長が465メートルで、内

訳といたしまして、海潟地区の東和田振興会付

近の海岸部分の延長が395メートル、脇登振興

会付近の海岸部分の延長が70メートルでござい

ます。 

 迫田振興会付近の海岸部分につきましては、

県の事業でございます海潟漁港広域漁港整備事

業において、高潮対策の防波堤の整備工事が実

施されており、完成までまだ数年がかかるよう

でございます。県の計画では、防波堤を70セン

チほど嵩上げし、護岸幅を前方へ50センチほど

広げ、前面に４トンの消波ブロックを設置、ま

た、背後地の護岸道路部分はサイクリングが可

能な平均で幅員1.5メートルほどの道路を全長

約570メートル整備する予定となっているよう

でございます。市といたしましては、この事業

の完成を待って、今後の海潟地区におけるしお

かぜ街道景観整備事業につきまして、県の観光

課と協議をしながら進めてまいりたいと考えて

おります。 

 以上でございます。 

○土木課長（宮迫章二）  市道小浜大浜線脇登

地区の危険箇所の転落防止柵の設置についての

御質問にお答えいたします。 
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 御質問の路線は、海岸線と平行に走る市道で、

道路沿いには地元でも桜を植えられ、目の前に

は、江ノ島や雄大な桜島がそびえ立ち風光明美

な箇所でもございます。 

 さらに当地区は、平成22年度に県の観光部局

によります「垂水しおかぜ街道景観整備事業」

で、サクラ、芝の植栽やガードレール、ベンチ

等を設置していただき新たな景勝地に生まれ変

わりました。 

 地区住民の方々は、この道路を日常的に散歩

で利用されており、また、自然の良好な釣り場

があるため釣り客も多いところでございます。 

 このような景勝地ではございますが。路肩部

のブロック積擁壁から海岸まで、かなりの高さ

があることから、御指摘の箇所もガードレール

設置の計画がございました。 

 工事発注後、現場の再調査を実施したところ、

その箇所には釣り客が車を駐車し、釣り場への

降り口があったため、ガードレールの設置はせ

ずに車の転落防止のために置き石を設置し、注

意喚起を行ったところでございます。 

 しかしながら、整備後さらに散歩やウオーキ

ングを楽しまれる方が多くなり、転落防止柵が

必要ではないかとの御指摘があったとのことで

ございますので、現場を再確認し、交通安全対

策交付金で設置ができないか、地元と調整を図

りながら検討したいと考えているところでござ

います。 

 以上でございます。 

○川畑三郎議員  それでは、１問１答方式でお

願いいたしたいと思います。 

 まず最初に、防災の対策事業について、今年

度の実施状況を教えていただきました。ありが

とうございます。一番僕は大事に思っているの

は、この負担金についてであります。これにつ

いては、議員の方が何回となく質問されて、負

担金の軽減ですか、自己負担金の軽減をお願い

されております。前は国が50％、県が25％、そ

して自己負担が15％で市が10％持ってた時期が

あったわけですけれども、財政が苦しいという

ことで市は負担金、補助金を出せないという状

況にありまして現在まで来ているわけですけれ

ども、これまでの議員の質問の中で幾分前向き

な答弁があったというような状況でありました

けれども、再度私のほうでこの負担金の軽減に

ついてできないかということを質問いたします。

いかがでしょうか。 

○農林課長（川畑千歳）  川畑議員の防災営農

対策事業についての中の負担金についてお答え

いたします。 

 防災営農事業に係る事業費負担割合は、現在

国庫補助が50％、県補助が25％、農家負担が

25％となっております。 

 平成15年度までは、垂水市も補助を10％して

おり、農家負担は15％でありましたけれども、

平成16年度からの行財政改革により、市の10％

補助は廃止となったところでございます。 

 議員御指摘の補助率の改善につきましては、

垂水市としましても、農業後継者確保の観点か

ら、新規就農者に対する支援策として、現在、

制度設計中であり、平成28年度予算編成に向け

て、財政課等と協議をしてまいります。 

 以上であります。 

○川畑三郎議員  新規就農者について言及があ

りましたけれども、垂水市も農業の後継者は少

ないわけであります。後継者の育成に相当努力

しなければ垂水市の農業も難しい状況にあると

思いますので、今答弁された件について援助を

していただくということで、前向きだというこ

とですのでよろしくお願いします。これはやっ

ぱり市長もお答えになったとは思うんですけど

も、そういうことで、次年度でも前向きに取り

組んでいただきたいということをお願いしてお

きます。 

 次に、ふるさと納税制度事業費について、こ

れは午前中堀内議員のほうでいろいろ質問され
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まして、答弁されました。先ほども池山議員に

ついて３点ほどの件について協議しているとい

うようなことで、今まで垂水市もこの制度につ

いては取り組みも早くからやっていらっしゃっ

て、それ相応の応援資金をいただいている状況

にはありましたけれども、現在は商品の返還と、

そういうことで結構金額が納税、応援資金が集

まっている状況が各地区で発表されたり、報道

でもそういうこと、状況であります。ですから、

垂水市も今までのとおりで頑張ってはきていま

すけれども、午前中の堀内議員、そして池山議

員に対する答弁のように、今後これから商品の

開発をするということでもあり、また還元率の

見直しとかポイント制とかということも言われ

ましたので、ここで再度取り組みをもしありま

したら御答弁いただきたいと思いますけど。 

○企画政策課長（角野 毅）  川畑議員のふる

さと納税制度についての２回目の御質問にお答

えをいたします。 

 これからの取り組みということでございます

が、先ほど堀内議員、それから池山議員の御質

問の中でもお答えをいたしましたけれども、昨

今のふるさと納税の流れが、地元産業の活性化

でありますとか地域資源の発信といったような

効果も求められるようになりました。このよう

な流れも十分に受けとめまして、ポイント制導

入の検討でありますとか、魅力ある返戻品の掘

り起こし、還元率の見直し等を行いまして、こ

の制度にかかわる全ての人が喜び、そして、垂

水のファンが拡大していくように垂水市らしい

ふるさと納税制度を構築してまいたいと考えて

おります。 

 以上でございます。 

○川畑三郎議員  そういうことで、垂水らしい

そういうことを構築していただきたいというこ

とで、次年度からでも少しずつ改善しながらや

っていっていただきたい。一番僕は思うのは、

その返戻品、それは寄附金をいただいて返戻す

るわけですが、その商品がどんだけ送れるのか

ということも大事だと思いますので、そこら辺

をしっかりと把握して、それにつなげて、まあ

頑張って少しでももらえるように、納税が来る

ようにひとつ、これは期待しておりますのでよ

ろしくお願いします。 

 それでは、次に行きます。観光施設の整備に

ついてです。 

 今水産課長のほうで説明がございました。今

の脇登地区で事業しているのは、海潟漁港の整

備事業の一環ということで、これ高潮対策です

ね。大掛かりな僕は事業だなと思って、これが

しおかぜ街道の事業とまた一致するのかなとは

思ってはおりましたけれども、今のところは、

ということは、しおかぜ街道事業はストップし

ているとい状況ですよね。さっきの話では、こ

の防波堤の整備が進んだ後にしおかぜ街道につ

いてまた県と協議するということですよね。前、

垂水市漁協の２階のほうで迫田集落、脇登集落

の皆さんとしおかぜ街道について説明がありま

した。そのときの水産課長もいらっしゃったり

してお話がありましたけど、今考えてみますと、

その防波堤の今の護岸の前に防波堤をつくると

いう状況に進んでいって、その後に新しくしお

かぜ街道の協議をするということに、それでい

いですね。であれば、相当のちょっと期間があ

るのかなと僕は、事業が、思うんですけども、

なるべくそこら辺もまたいろんな話があったと

きはそうして地域の人にも説明していただくと

いうことでよろしく、これはお願いしておきま

す。 

 それと、それに続いて、これは村山議員もち

ょっと質問、質問じゃなくてお話されたのかな、

前回の議会で。映画「ホタル」のコーヒー飲み

場ですね。あれは夫婦のテーブルというんです

かね、僕はあそこは大変気に入りまして、桜島

が見えてあそこで何回となく記念写真を撮った

りしておりますけれども、あそこ行ってみます
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ともう施設が壊れていますね。ですから、あそ

こ相当私は、今度高倉健さんが亡くなったりし

て、ファンの方が何回もお見えになったと聞い

ております。あれをあのまま置いていいものか

なと。そのしおかぜ街道でまた進めるとしても

相当時間がかかるような気がしますので、ここ

ら辺をもう少しお金を入れて、相当なお金じゃ

ないと思うんですよ。そこら辺をちょっと、ど

うですか、もう一度考えてできないものか、そ

この状況をどうでしょうか。 

○水産商工観光課長（髙田 総）  川畑議員の

２回目の質問、映画「ホタル」の看板等につい

てお答えいたします。 

 まず、本市の映画「ホタル」に対する取り組

みについてでございますが、平成13年度に垂水

市地域おこし協議会で設立され、映画公開から

５年が経過した平成18年度にはその活動が休止

され、現在に至っているところでございます。

映画「ホタル」の撮影現場付近の夫婦のテーブ

ル等の整備につきましては、先ほど議員が言わ

れましたように、６月議会において、村山議員

が質問されておりますが、先ほどお答えいたし

ました海潟漁港広域漁港整備事業における高潮

対策の防波堤の整備工事との関連もございます

ので、県及び関係課と協議して前向きに検討し

てまいりたいと思います。また、看板の整備に

つきましても、看板が設置されている部分に一

部民有地が入っていますので、しおかぜ街道景

観整備事業を利用した整備は難しいと考えてい

るところでございます。こちらも、関係課と協

議してまいります。 

 以上でございます。 

○川畑三郎議員  それでは、このしおかぜ街道

についても、映画「ホタル」、この夫婦のテー

ブル、これはしおかぜ街道については今後時間

かかると思うんですけれども、しっかりと協議

して後に譲っていただくと。もう数年かかりま

すので、ここで切れるんじゃなくてそういう協

議をしていますよということで進めてください。

この映画「ホタル」、これですね、これはそう

たくさんいらないです。財政課長も済みません

けど、あったらちょっと貸してくれてちょうだ

いよ。そういうことでちょっと協議をして、な

るべく観光施設ですので、それはいいとこだと

思うんですよ。あそこで写真を撮ったりすれば、

ですからそこら辺の看板等もしっかりとした施

設でしていただきたいと思います。よろしくお

願いします。 

 それから市道の整備について、脇登の地区な

んですけど、市道としたんですけれども、あそ

こ本当きれいにしていただいておりますけれど

も、これも地域の方々からお話があって、話を

聞いて現場を僕も見させていただいたんですけ

れども、そのとき土木課のほうにも電話をした

りしました。やけど、一応振興会長さんのほう

に行政連絡会、語る会の中で出してくださいよ

ということでお願いしておきましたけれども、

なかなかそれが進んでいなかったので、きょう

ちょっと済みませんけど出しましたけど、また

課長、そういうことで地域の振興会長さんとお

話をして、現場をみて対処していただきますい

うことで、できるようであればよろしくお願い

します。 

 それともう一つ、今まで海潟の旧道なんです

けど、あれは大浜小浜線ですかね、あそこの市

道をきれいにしてもらっております。今大体迫

田の集落まで大浜から終わっているんですけど、

あとは人家が少しずつしかないところで残って

いるんですけど、あそこの市道の今年は事業は

どんなふうになっているのか、済みませんけど、

お願いします。 

○土木課長（宮迫章二）  市道小浜大浜線の側

溝改修工事でございますが、これは平成22年度

から交付金や単独費で年次的に蓋付側溝への改

修を実施しております。 

 現在、計画延長約１キロメートルのうち、
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600メートル程度完成しております。 

 残り400メートルのうち本年度分の計画が、

前年度やった残りのところが既設側溝が入って

おりますので、それから先のほうにする予定で

あります。災害の関係で発注が大変遅れており

ましたが、設計書もできておりまして、約100

メーター分を今年度、年内には発注する予定で

あります。 

 以上でございます。 

○川畑三郎議員  海潟のところなんですけど、

海潟だけ言いましたけれども、そういうしなく

てはならないところは各地にたくさんあると思

いますので、年次計画で一緒にする、すぐする、

全部をするということじゃなくて、今のみたい

に年次計画で僕は分配してやっていただきたい

ということですので。今、桜島がおとなしいか

ら灰が降らないけど、普通であれはもう、海潟

は今桜島の降灰では灰まみれになるんですけれ

ども、今状況がいいようですけれども、どうか

その事業も年度内に発注するということですの

でよろしくお願いします。 

 これで終わります。 

○議長（池之上誠）  ここで暫時休憩します。 

 次は、２時40分から再開します。 

     午後２時29分休憩 

 

     午後２時40分開議 

○議長（池之上誠）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 ２番、梅木勇議員の質問を許可いたします。 

   ［梅木 勇議員登壇］ 

○梅木 勇議員  お疲れさまです。師走となり、

ことしも残り二十数日となりましたが、恒例と

なってまいりました大野原の大野原いきいき祭

りに先日の日曜日、途中千本イチョウを見なが

ら行ってみました。あいにくの雨で来場者はど

うだろうかと思いながら行くと、駐車場は入場

待ちのなっており、20分ほど待ち、入場できま

した。会場は多くの来場者でにぎわい、地域で

栽培されたお目当てのつらさげイモや野菜など

が売られて活気づいており、大野原の元気さを

じかに感じたことでした。 

 ただいま川畑議員も申されましたが、９月17

日以降桜島は噴石や基準値以上の空心を伴う爆

発はなく、警戒レベルを入山規制の３から２の

火口周辺規制に引き下げたと11月26日の新聞報

道がありましたが、きょうまで静穏な状態であ

ります。例年であれば11月下旬あたりから北西

の風に乗り降灰は降り注ぎますが、降灰のない

現在、山々、畑など自然が地域、街が、非常に

すがすがしくきれいであります。警戒レベルが

２になったのは５年ぶりだそうであります。い

つまでも平穏な桜島でありますようにと願わざ

るを得ません。このように思っているのは、私

だけではなくみんなの思いではないでしょうか。 

 それでは、議長の許可をいただきましたので、

先の通告順に質問してまいりますので、御答弁

をよろしくお願いいたします。 

 まず１問目、防災についてでございますが、

ことしは梅雨に入ってから雨が降り続き、６月

は晴れの日がわずか数日でありました。梅雨前

線の活動に伴う大雨、深港川では６月24日から

７月28日までに３回もの土砂崩れによる土石流

が発生し氾濫、深港橋の橋げたにはいくつもの

巨石が流れ溜まり、流域の宅地、畑等には泥流

が浸水し、地域の方々は身近な現実の災害に避

難を余儀なくされ、不安なときを過ごされまし

た。また、８月には台風15号が接近し熊本県に

上陸しましたが、これら大雨や土砂災害、台風

と一般災害に対する対策、対応についてお伺い

いたします。また、自主避難所の開設箇所と回

数、避難状況をお聞かせください。 

 次に、文化施設等について質問いたします。 

 垂水市出身の偉人として世界三大マーチの一

つとして名高い軍艦マーチや愛国行進曲などを

作曲し、行進曲の父と言われる瀬戸口藤吉と、
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バラや富士山等多くの絵画を描き日本洋画壇の

巨匠と評されている和田英作がいます。２人を

顕彰するために瀬戸口藤吉翁については、音楽、

文化の向上と日本の吹奏楽発展を目的に、瀬戸

口藤吉翁記念行進曲コンクールを平成11年度か

ら毎年文化会館で開催され、ことしで17回目と

なり、また海上自衛隊音楽隊による演奏会も開

催され、市民に親しまれているところです。和

田英作画伯についても、芸術文化の向上と新た

な芸術家を輩出し文化交流の輪を広げることを

目的に、弟の和田香苗とともに、和田英作・和

田香苗記念絵画コンクールを平成25年度より開

催され、特にことしは国民文化祭にマッチング

して全国から日本の山河を描いた絵画作品や鹿

児島県から幼稚園児、保育園児の図画作品を募

り、多くの作品が市民館、市体育館、森の駅た

るみず等で展示されました。このように、郷土

の偉人を顕彰し、吹奏楽、絵画の技術向上や文

化の発展と市民が親しみ、交流の輪が広がれば、

地域の活性化にもつながるものと思うところで

ございます。このような文化イベントの成果は

何か、また課題はないかお伺いいたします。 

 以上で、１点目の質問を終わります。 

○総務課長（中谷大潤）  それでは、防災につ

いてお答えいたします。 

 まず、これまでの防災対策対応についてです

が、ことし災害警戒本部を深港川の土石流災害

に関しまして、６月24日から７月17日までの間

で５回、７月28日から８月３日までの間で２回

招集いたしました。 

 また６月17日と25日の大雨警報、５月11日の

台風６号、７月24日の台風12号、８月24日の台

風15号の接近時、８月15日の桜島噴火警戒レベ

ル引き上げ時において計12回ほど災害警戒本部

を招集いたしました。 

 その他、各種警報発令や台風発生時など、そ

の都度危機管理官を中心に安心安全係で迅速な

情報収集・分析に努め、災害警戒本部員へ情報

の共有を図っております。 

 次に、自主避難所の開設状況等につきまして

は垂水市市民館、南地区憩いの家、牛根地区公

民館の３カ所を指定していますが、６月17日の

大雨警報時には市民館へ４世帯６名、牛根公民

館へ４世帯５名、南地区憩いの家へ４世帯５名

の12世帯16名の方が自主避難されました。 

 ６月24日の深港川土石流発生により深港振興

会41世帯75名に対し避難勧告を発令したところ、

最大で９世帯10名の方が７月３日まで約10日間

牛根地区公民館へ避難されました。 

 翌25日の大雨警報発令時は市民館へ４世帯４

名、牛根公民館へ９世帯10名、道の駅へ３世帯

３名、境小体育館へ３世帯３名の19世帯20名の

方が自主避難されました。このときは深港川土

石流の発生を受けて国道の夜間通行規制があり

ましたので、道の駅と境小体育館も自主避難所

として開設いたしました。 

 ７月28日深港川の土石流が再度発生して、５

世帯７名の方が８月３日まで約１週間牛根地区

公民館へ避難されました。 

 ８月24日の台風15号接近時には、市民館へ24

世帯32名、牛根公民館へ２世帯３名、南地区憩

いの家へ４世帯４名の30世帯39名の方が自主避

難されました。 

 以上でございます。 

○社会教育課長（森山博之）  梅木議員の瀬戸

口藤吉翁記念行進曲コンクール並びに和田英

作・和田香苗記念絵画コンクール事業の成果と

課題についての御質問にお答えいたします。 

 瀬戸口藤吉翁記念行進曲コンクールは、本市

の音楽文化の向上を図るともに、故きを温ね新

しきを創る「温故創新」の意識を持ち、郷土の

先人であります瀬戸口藤吉翁を顕彰し、文化交

流人口の増加と地域の活性化を図ることを目的

として、平成11年度から実施しており今年度で

17回目を開催したところでございます。 

 御承知のとおり、世界に類を見ない日本国内
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で唯一の行進曲のみを対象としましたコンクー

ルでございます。 

 市内の垂水中央中学校は、当時垂水中学校で

ございましたが第１回大会から出場しており、

垂水小学校金管バンドにおきましては、第３回

から出場しております。 

 当初は、思うような成績を上げることはでき

ませんでしたが、垂水中央中学校は、平成19年

度の９回大会から平成21年度の11回大会までは

最優秀賞を受賞し、第13回大会では見事グラン

プリ賞を受賞いたしております。 

 垂水小学校金管バンドでは、これまで４回の

金賞を受賞するなど演奏技術の向上をしており

ます。 

 また、教育委員会としましては、本市の児

童・生徒において、演奏技術だけではなく、他

の団体と接する態度や礼儀などを高く評価して

いるところでございます。 

 一方、和田英作・和田香苗記念絵画コンクー

ルは、本市が誇ります、洋画界の２人の偉人の

功績を顕彰し、芸術文化の向上と新たな芸術家

を輩出する一助として、平成25年度から実施し、

今年度の国民文化祭と合わせまして３回を数え

たところでございます。 

 第１回目は、市内の小・中学校を初め一般の

方々に応募いただきましたが、第２回目は熊本

県並びに宮崎県からも応募をいただき、文化交

流の輪が広がっております。 

 審査員の先生方からは、徐々にではあります

が児童・生徒の絵画技術の成長が見られ、特に

中学生におきましては優秀な作品が出展されて

いるとの高い評価をいただいております。 

 併せて作品を応募することは、もちろん大切

でありますが、子供たちが優秀な作品を見て学

ぶことも重要であることを強調されたところで

あります。 

 この絵画コンクールは、行進曲コンクールを

中心に取組んできました音楽分野に比べまして、

遅れての実施ではありますが、今後も継続する

ことによりまして、文化交流を拡充し、絵画技

術の向上が図られるものと考えております。 

 また、これらの成果がある反面、２つの事業

の実施に際しましては財源が伴いますが、特に

瀬戸口藤吉翁記念行進曲コンクールにおきまし

ては、これまで市の補助金に加え、協賛基金や

ふるさと応援基金などを活用し、実施してまい

りました。 

 また、昨年度は市の財源に加えまして一部企

業からの協賛金をいただき実施した経緯がござ

います。 

 教育委員会といたしましては、心豊かな子供

たちを育成する観点や本市の文化向上に寄与す

る意味からも、多大な効果があると考えますこ

とから、主催事業であることを踏まえ、今後も

引き続き実施できるよう努めてまいります。 

 以上でございます。 

○梅木 勇議員  一問一答方式でお願いいたし

ます。 

 防災について。防災について、対応と自主避

難の開設箇所と回数をお聞きしましたが、開設

箇所は新城南地区憩いの家と垂水市民館、牛根

地区公民館の３カ所であります。 

 回数と利用については、大雨の状況や台風の

大きさにもよるものと思われますが、土砂崩れ

など災害の発生しやすい箇所は、市内至る所に

あります。特に、山が迫り土砂災害警戒区域に

住まわれている方々は、大雨や台風のときには

不安な気持ちで過ごされています。指定自主避

難所は３カ所だけということですけれども、た

だ、今、深港川の関係で、牛根では道の駅たる

みずも開設したというような話もございました

けども、基本的にはどうしてこの３カ所だけし

か指定されないのか。勉強不足で誠に申しわけ

ございませんが、そのわけと根拠をお聞かせい

ただいたらと思っております。 

 また、自主避難所の次の段階として一時避難
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所が開設されます。地域防災計画に市長の避難

措置は、原則として避難準備、避難勧告、避難

指示の３段階に分けて実施するが、状況により

段階を経ず直ちに避難勧告、避難指示を行うと

ありますが、どのような状況になったときに一

時避難所は開設されるのかお尋ねします。 

○総務課長（中谷大潤）  それでは、先に自主

避難所についてお答えいたします。 

 垂水市では、構造や立地条件等安全性と利便

性を配慮して、災害発生後、被災者を一時的に

滞在させるため、災害の種類ごとに、災害の危

険から緊急に逃れるための施設・場所を地域防

災計画により３種類に分類して指定しておりま

す。 

 自主避難とは、行政が避難勧告や避難指示な

どを発令する前に、自分の判断で避難すること

です。垂水市では大雨警報発令時や台風接近時

の際など、災害の発生が懸念される場合などに、

事前に避難を希望される方、みずからの判断で

自主的に避難される方を対象として、一時的に

開設する自主避難所を垂水市市民館、南地区憩

いの家、牛根地区公民館の３カ所を指定してい

ますが、開設する以前に自主的に避難すること

もできます。 

 自主避難所は、原則、飲用水・食料品・常備

薬・寝具等は各自の判断で最低限の必要品を用

意して避難することとなります。避難した場合

は、「避難者名簿」へ登録して、避難所から退

避する際もその旨を伝え、職員の指示に従い、

ごみなどが自分で持ち帰っていただきます。 

 次に、第一次避難所の基準について御説明い

たします。第一次避難所とは、災害により被害

を受け、または受ける恐れのある方を収容し、

生活の救済を図る応急の場所として、自主避難

所３カ所のほか各地区公民館などの公共施設等

12カ所を指定しているところでございます。 

 つけ加えるならば、さらに、災害の状況等に

より、第一次避難所だけでは対応できない場合、

または第一次避難所の一部が使用できない場合

などに備え、各学校体育館など10カ所を予備避

難所として指定しているところでございます。 

 以上でございます。 

○梅木 勇議員  先ほど、土砂災害警戒区域は

市内至るところにあると言いましたが、このよ

うなところの皆さんは、大雨や台風のときはい

つも土砂災害の不安がよぎります。事が起こら

ない前にいち早く安全なうちに避難する、特に

要配慮者や車を運転できない高齢者の方々のた

めにも、自主避難所を地域の事情や距離などを

考慮し、最低でも校区単位ごとに見直しをする

必要があるのではないかと考えます。特に、牛

根境地区についての指定自主避難所は二川の牛

根地区公民館が一番近い避難所となり、境地区

の方々が自主避難される場合、避難経路は国道

220号線のみであります。ことし６月24日から

８月初めまで深港川の土石流氾濫により、国道

は交通止めなど交通規制が長期間に及び地域の

方々が不便を強いられ、児童生徒は一時漁船を

使って登校する措置がとられました。道の駅も

来客が激減したと聞いております。もし、この

間に再び大雨や台風が来たら、深港川より北側

に住む人々や境地区の人々に対して自主避難の

対応はどのようになされたのだろうかと思うと

ころでございます。境地区では、遠い二川まで

行かなくても高齢者が歩いて行ける境地区内に

自主避難所を開設できないかということなので

す。とりわけ、皆さんと話をすると、境地区で

一番安全なところは、構造的にも小学校が一番

だと言われております。諸事情を考慮し、ぜひ

境地区の皆さんが希望される自主避難所を設け

ることはできないか伺います。 

○総務課長（中谷大潤）  それでは、まず自主

避難所を校区ごとに設置すべきではないかと、

いわゆる今自主避難所を３カ所市は指定してお

りますが、この３カ所の設置箇所数が適正かと

いうことになろうかと思いますが、このことに
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ついてお答えしたいと思います。 

 まず市が発令する避難勧告、避難指示などに

よるものではなく、自分の判断で避難すること

を自主避難と言います。 

 自主避難場所について、指定場所をふやすよ

りも、自助、共助の観点から、知人や親類の家、

地域の公共施設などの安全な場所を自分や地域

で確保することや意識づけも大切ですので、今

のところは適正な箇所数であると判断している

ところでございます。 

 次に、一時避難所としまして、境小学校体育

館、道の駅たるみず、柊原地区公民館の３カ所

が土砂災害警戒区域にあります。災害発生の恐

れがある場合は、収集した情報や気象庁の土砂

災害警報情報などを分析して避難所開設や避難

勧告等の発令を検討するわけですが、土砂災害

警戒区域内に避難所を開設した場合は、状況を

判断してさらに安全な避難所へ移動していただ

くことも検討しながら適切な対処を心がけてお

ります。 

 境地区の避難所としましては、境小学校体育

館が第一次避難所と指定していされていますが、

境地区はほとんどの地域が土砂災害警戒区域に

指定されていて、過去においても災害が発生し

た地域であることから、一般災害対応での自主

避難所と指定することは、住民の安全が担保さ

れないため困難であると考えます。 

 このようなことから、境地区の移動手段を持

たない住民が牛根地区公民館へ自主的に避難さ

れるようであれば、乗り合わせを依頼したり、

公用車等による、搬送体制で対応いたします。 

 また、避難所まで移動することが危険だと判

断されるような場合は、近隣のより安全な場所

や建物へ移動したり、立ち退き避難が困難だと

判断される場合は屋内でも上の階の谷側に待避

するなど、日ごろから自分が住んでいるところ

がどのような地域なのか、防災講話や自主防災

組織訓練、広報誌などを通じて、地域の危険箇

所や安全箇所などの現状を御理解していただく

ことが大切であると考えているところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○梅木 勇議員  ただいまの答弁なんですけれ

ども、一時避難所の開設は牛根・境地区を初め、

自主避難の３カ所よりも大幅にふえて各方向ご

とにいろんな公共施設が指定されてきますけれ

ども、一時避難所というのを、私が先ほどお聞

きしました、一次避難所がどういうような状況

になったときに開設されるのかとお聞きしまし

たけれども、災害の発生が予想される、そうい

う段階からでも開設ができるというようなこと

なんですけれども、非常に私が先ほども申しま

した、特にこの境地区については、避難する場

合は、自主避難の場合は国道220号線のみだと、

一応そういうふうに思っているところでござい

ます。それで、ことしは特別にそういう深港川

のそういうような事例がありましたので、そう

いうのを考慮すれば、何とか考えていただきた

いと。 

 それで、私が身勝手にちょっと判断と申しま

すか、この地域防災計画の一般災害対策の第１

章災害予防のところで、指定緊急避難場所とい

うところの項目がありますけれども、ここの場

合ちょっと読ませていただければ。「市は、災

害が想定されない安全区域内に立地する施設等、

または安全区域外に立地するが、災害に対して

安全な構造を有し、想定される洪水等の水位以

上の高さに避難の受け入れ部分及び当該部分へ

の避難経路を有する施設であって、災害発生時

に迅速に避難場所の開設を行うことが可能な管

理体制を有するものを指定する」というような

ふうになっておりますけれども、ここあたりを

何とか、何と申しますか、拡大解釈と申します

か、何とかそこあたりをしていただいて、最初

からの、一時避難所の場合、境小の体育館を開

設するということになっておりますので、そこ
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辺りを何とか拡大というか、こっちの方からの、

住民側からの希望としては、そういうようなふ

うにして何とか開設できないかというようなこ

とを考えるところでございます。 

 それと、一方では地域の皆さんとちょっとお

話をしたんですけれども、自主防災組織のこと

もちょっと検討をしているところであるという

ようなことでございますけれども、高齢者や災

害弱者と言われる方々にも優しく思いやりを示

すためにも、市の責任のもとに地域の声を実現

されるよう要望いたしますが、市長に答弁を求

めてこの件については終わりたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

○市長（尾脇雅弥）  境地区のことで、地形的

なこともございまして、現状において今担当課

長が答弁したようなルールということになりま

すけれども、今梅木議員御指摘のとおり、私も

思っているのは、一番大事なのはやっぱり生命、

財産を守る、特に生命をしっかり守るというこ

とが最重要だと思ってますから、どういう方法

があるのか、今地元の自主防災組織も交えて協

議をしているようであります。これがまたいろ

んな意見がございまして、Ａがいいという人も

いればＢがいいという人たちもおられて、ただ

やっぱり根本にあるのはそういう形で生命を守

るための対応を導いていくということでござい

ますので、梅雨時期までにしっかりとそのこと

を打ち合わせをして、しかるべき方向性を出し

ていきたいというふうに思っております。 

○梅木 勇議員  ありがとうございます。 

 次に、文化施設等についてでありますが、先

ほどの社会教育課長の答弁から、本市児童生徒

の演奏技術の向上、他の団体に接する態度、礼

儀などが評価されること、和田コンについても

回数は浅いが、中学生に優秀な作品が見られる

ようになったことや、他の作品を見て学ぶこと

も重要であること、応募範囲も拡大し交流の輪

が広がりつつある。成果があるようであります。

これからも地域活性化のためにも市長も今回の

和田コン冊子の挨拶で、来年度以降も文化事業

として開催する予定ですと述べられております

ので、両イベントが完全な主催事業としてます

ます発展、継続されるよう努めていただきたい

と思います。お２人の顕彰については、お互い

に鹿児島神社内に顕彰碑が建立されております。 

 また、和田英作画伯につきましては、晩年を

過ごした静岡県清水市にあったアトリエを市民

館駐車場東側一角に移築されております。顕彰

碑を訪れる見学者はどのような状況か、またア

トリエについても室内見学ができるようになっ

ていますが、和田コンが始まってからの見学者

数をお伺いいたします。 

○社会教育課長（森山博之）  梅木議員２回目

の和田画伯アトリエ及び顕彰碑見学者について

の御質問にお答えいたします。 

 垂水市市民館東側にあります、和田英作画伯

のアトリエにつきましては、画伯の芸術を後世

に伝えるため、遺族から譲渡していただき、静

岡県三保から昭和37年10月に移設したものでご

ざいます。 

 また、鹿児島神社に建立されております、和

田英作画伯並びに瀬戸口藤吉翁の顕彰碑につき

ましては、偉大な２人の偉人の功績を称え、昭

和41年４月３日に建てられたものでございます。 

 和田画伯のアトリエにつきましては、来場者

記録では平成23年から平成26年度までに16名の

方々が見学をされており、市外からの問い合わ

せ等もありますが、来場者数は年々減少してお

ります。 

 また、和田英作画伯並びに瀬戸口藤吉翁の顕

彰碑につきましては、瀬戸口藤吉翁偲ぶ演奏会

に伴います、海上自衛隊の表敬演奏時に、来場

していただいております約200名のほか、正月

の参拝者や六月灯で訪れます方々の目に触れて

いるのが、現状であると認識をしております。 

 以上でございます。 
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○梅木 勇議員  両イベントがますます発展し

ていくことを期待いたしますが、イベントが開

催されるたびに市内外から関係者や見学者が訪

れます。 

 ただいまの答弁では、鹿児島神社にある顕彰

碑を訪れたりアトリエの見学者は少ないとのこ

とですが、よほど関心がなければ顕彰碑のある

所やアトリエまでは足が向かないようでありま

す。ただ今社会教育課長も申されましたけれど

も、鹿児島神社の顕彰碑につきましては、どち

らも昭和41年４月３日に同時に建立されており

ます。現在では、物静かな人目に触れにくいひ

っそりとした場所になっております。アトリエ

については、昭和37年10月遺族より譲り受け移

転されています。これも市民館正面から入ると

よほど気をつけなければ分かりづらい東側一角

にあります。郷土の誇りであります２人の偉人

をもっと広く多くの人々に知ってもらい、その

功績等も認識してもらうためにも、多くの人々

がふれあい集う場に移設が望ましいと考えます。

文化の館である文化会館は、いろんな催し事が

行われ、市内外から来られる機会が多く、最も

ふさわしい適切な場所と思われますが、移設は

できないかお伺いいたします。 

○社会教育課長（森山博之）  梅木議員の３回

目の質問にお答えをいたします。 

 ２人の偉大な偉人を検証してそれぞれのコン

クールを開催し成果を上げております中、和田

画伯のアトリエ並びに顕彰碑につきましては、

見学者の数が年々減少しているのが現状でござ

います。 

 議員御指摘のように、２人の功績を後世に伝

えることを目的として建立されておりますこと

から、多くの市民の皆様方に見ていただける環

境を整え直すべきとの課題意識を持っていると

ころでございます。 

 以上でございます。 

○梅木 勇議員  両イベントなどのために来訪

された方々が、ただイベントに参加され見学だ

けで終わるより、２人をもっと知り豊かな心と

なれるよう、おもてなしという面からも、交流

を広げる意味からも、また観光的にも移設が望

ましいと思われますので、ぜひ検討をいただき

たいと思いますが、一言教育長にお願いして、

この件についても終わりたいと思います。 

○教育長（長濱重光）  ただいまの御質問につ

きまして、梅木議員から御質問いただきまして、

私も改めて鹿児島神社内に建立されております、

本市が産んだ偉人お２人の顕彰碑の建立された

経緯を少し調べてみました。 

 その調べる方法として、当時の市報しか残っ

ていないわけですけれども、あれを見てみまし

たところ、昭和38年10月にその顕彰会の建立に

向けての事業が始まっております。それを受け

まして、当時の奥市長さんがその顕彰会の会長

を担われて、約３年半月余りいろんな寄附活動

を行っていらっしゃって、そして41年４月に建

立されたという経緯があるようでございます、

当時はその一般市民の有志のみならず文科省、

防衛省、消防長、郵政省、そしてまた鹿児島大

学の音楽関係者を含め多くの方々の寄附をいた

だいたというふうに記載がしてございました。

そしてまたその顕彰碑の当日は、東京海上音楽

隊約40名の方々も来られまして、表敬演奏され

たというふうに記載がしてございました。その

後、その当時は文化会館はまだ当然建設されて

いないわけでございますけれども、平成５年で

すか、文化会館が建てられました。その当時、

少し移設の話も出たかやにはお聞きしておりま

すけれども、そこまで至らなかったという経緯

も少しお聞きいたしました。やはりああいう顕

彰碑につきましては、やはりその当時あそこに

建てられました方々の思いとか気持ちとかそう

いったことも踏まえて検討を進める必要がある

のではないかということを、私自身は感じてお

ります。 
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 それから、アトリエにつきましては、私自身

もあそこの市民館の中でいつも仕事をしており

ますが、同じような感じを持つこともございま

す。当時建てられた方々を何も批判する気持ち

もございませんけれども、もう少しこの国道を

通行される皆さんからあの建物がもうちょっと

何だということはわかるような工夫とか、そし

てまた国道から直接入ることができるようなア

クセス、そしてまたあれ専用の駐車場を国道側

から設けるとか、何かそういったこともできな

いかなという課題意識は常々持っているところ

でございます。しかしながら、37年に静岡県か

ら移転されましてから五十数年かかっておりま

す。あれを今後将来的に文化会館のほうに移設

なるとするとしますと、老朽化も進んでおりま

すことから、それに耐え得るだけのものがある

かどうか、またその辺の課題もあるというふう

に考えております。議員もおっしゃいましたよ

うに、今後課題意識を持っておりますので、観

光等を絡めて何かいい方法がないか模索をして

まいりたいというふうに考えているところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○梅木 勇議員  ありがとうございました。終

わります。 

○議長（池之上誠）  次に、11番、森正勝議員

の質問を許可いたします。 

   ［森 正勝議員登壇］ 

○森 正勝議員  皆さん、お疲れさまです。去

る11月13日、日本時間14日の明朝フランスのパ

リとサン＝ドニにおいて銃撃戦と爆発が同時多

発的に発生し、少なくとも132人が死亡し300人

以上が負傷というテロ事件が起こりました。犯

人は、ベルギー人のアブデルハミド・アバウド

を首謀者とする８名でＩＳＩＬ内組織「預言者

の剣」を名乗っております。死亡された皆さん

に心から哀悼の意と、負傷された皆さんにお見

舞いの気持ちを表したいと思います。 

 ところで、前アメリカＣＩＡ長官のジェーム

ズウールジー氏が、今すぐテロリストはパリと

同じような事件を起こしてもおかしくない。年

内にアメリカでテロ計画は実行されても私は驚

きませんと語られております。テロリストがア

メリカにツーリストとして入国しているそうで

す。 

 一方、日本でも、日本はイスラム国がターゲ

ットとする優先順位リストに入ってなかったが、

晋三・安倍の愚かさによって全ての日本人はど

こに居ようと今やターゲットであると、イスラ

ム国が発行している機関紙ＤＡＢＩＱ（ダービ

ック）が語っているようです。日本人もテロリ

ストに狙われてもおかしくないと受けとめなけ

ればならない、日本でテロの危険性は非常に高

まっていると安部川日大教授も語っておられま

す。日本も十分テロに対する備えが必要なので

はないでしょうか。 

 それでは、早速質問に入ります。 

 まず、マイナンバー制度についてでございま

すけれども、10月初めに通知カードの発送が開

始されました、総務省は5,500万世帯の５％に

当たる275万世帯が受取人不在、届かない可能

性があると言っております。11月25日現在、鹿

児島県の配達率は36％だそうです。垂水市の配

達率は幾らか。また未達の世帯はないのかお聞

きいたします。 

 さらに、観光行政についてお聞きします。昨

年12月に東九州自動車道及び大隅縦貫道が開通

いたしました。観光への影響及びその対策につ

いてお聞きします。利用状況と変化の特徴、そ

の効果はどうだったのか。またメリット、デメ

リットはどうなのか教えてください。 

 ３つ目の質問は、学校の安全対策についてお

聞きます。学校遊具の不具合及び火災警報器設

置についてを質問いたします。各学校の遊具の

不具合はどのくらいあるのか。 

 以上で最初の質問を終わります。 
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○市民課長（白木修文）  森議員の御質問にお

答えします。 

 個人番号をお知らせする通知カードにつきま

しては、垂水市が、鹿児島県内では１番目に簡

易書留郵便で配達されました。 

 配達率につきましては、11月25日現在で

100％を達成しております。また、不在のため

郵便局に１週間補完後、市の方へ返還された分

が、約800世帯あります。 

 以上です。 

○水産商工観光課長（髙田 総）  森議員の東

九州自動車道及大隅縦貫道開通による影響及び

対策において、利用状況と変化の特徴・効果、

また、そのメリット・デメリットについての質

問にお答えいたします。 

 東九州自動車道・大隅縦貫道につきましては、

一日平均約8,000台の通行量があることが報告

されており、一般車両はもとより、鹿屋市を含

めた周辺の物流関係を担う大型車両の利用がふ

えているようでございます。その要因といたし

ましては、鹿児島空港を初め熊本、福岡など県

外に向かう車両の所要時間が短縮され、ドライ

バーの負担が減ったことや、事業所等において

は、物流の効率化によるコストの削減などが挙

げられているようでございます。 

 本市へのメリットでございますが、利便性を

含め、目に見えた形では表れていないと思われ

ます。しかしながら、デメリットにつきまして

は、重要な基幹道路であり、生活道路である国

道220号線の通行料の減少という形で影響があ

ったと考えられ、それに加えて先の深港川の通

行止めや桜島の噴火レベル４発令の影響もあり、

現在においても、大型車両や観光バス等を初め

とした通行料が回復しておらず、その多くが東

九州自動車道・大隅縦貫道に流れているのでは

ないかと懸念しているところでございます。 

 今後も、入込客数を含めた本市の観光経済へ

の影響を注視していかなければならないと考え

ているところでございます。 

 以上でございます。 

○教育総務課長（保久上光昭）  森議員の学校

遊具の点検、整備についての御質問にお答えし

ます。 

 これまで本市における学校遊具の点検、整備

につきましては、毎年、各小・中学校長に安全

点検の実施を周知し、必要な修繕等を随時行っ

てきておりました。 

 その一方で、平成20年8月に国土交通省にお

いて「都市公園の遊具における安全確保に関す

る指針」の改定がなされ、また、遊具メーカー

で構成されている一般社団法人日本公園施設業

協会により「遊具の安全に関する基準」が策定

されました。 

 そこで、本市においても、この指針・基準に

基づく専門業者による安全点検を平成24年７月

に実施をし、その点検結果に基づき、平成24年

度からの５カ年計画の学校遊具整備企画を策定

し、修繕または撤去を要する49施設の整備を順

次行ってきております。 

 その結果、今年度末までに580万円余りを投

じ、46施設の整備を終え、進捗率93.9％となる

見込みでございます。 

 なお、残る新城小学校、柊原小学校、協和小

学校の３つの登り棒についても、平成28年度に

は修繕を終え、当初の計画通り完了する見込み

であります。 

 今後も安全点検に努め、修繕等を要する遊具

ついては必要な修繕または撤去を行い、児童の

安全確保を図ってまいります。 

 以上でございます。 

○森 正勝議員  マイナンバー制度につきまし

ては、配達率が100％ということですけれども、

各世帯については100％ですけれども、個人個

人については漏れがあるんじゃないかと、私は

そういうふうに考えております。100％という

ことで一応理解はいたします。 
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 次に、厚生労働省は介護保険の各種手続の場

合、個人番号の記載や確認を求めることを全国

の事業者に通知していますが、これはどのよう

なふうに考えるのか、これについてお答えをお

願いいたします。１問1答方式でお願いします。 

○保健福祉課長（篠原輝義）  厚生労働省の通

知でございます。 

 厚生労働省は、介護保険について平成27年９

月29日付の老健局長通知で様式変更を求める省

令を交付しております。 

 したがいまして、介護保険の取り扱いとしま

しては、今後記載の必要があるとの判断でござ

いました。 

 しかしながら、同じ厚労省内でもその他の福

祉部局の取り扱いがばらばらであるのが実情で

ございます。 

 また、一部新聞報道等で「マイナンバー記載

がないことを理由とする申請書の不受理は行わ

ない。」との厚労省老健局の回答が記載されて

おります。 

 したがいまして、保健福祉課としましては、

国及び県から取り扱いについての事務通知が出

されることから、これを待っての対応とし、間

に合わない場合は、従来どおりの申請書の受理

を行っていきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○森 正勝議員  基本的には個人番号が必要な

部分もあるということで、なくても申請はでき

るというふうに理解をいたしたいと思います。 

 介護サービスの利用者は、2014年度で588万

人いるそうです。日々膨大な量の申請の書類の

取り扱い量を考えますと、やはり垂水市でも個

人ナンバーの漏えいということが考えられるの

ではないかと思いますので、十分注意していた

だきたいというふうに思います。 

 次に、サラリーマンは今年度の年末調整の時

期に、老人ホームなどの介護施設の利用者も年

内にマイナンバーの提示を求められているそう

でございます。今年度の確定申告の場合、マイ

ナンバーを記載しなければならないのかどうか

お聞きいたします。 

○税務課長（池松 烈）  森議員のマイナン

バー制度、確定申告の場合にマイナンバーを記

載しなければならないかということにつきまし

て、御質問にお答えさせていただきます。 

 所得税につきましては、記載対象となります

のが、平成28年1月１日の属する年分以降の申

告書からになりますので、平成28年分の場合が

再来年、平成29年２月以降の確定申告からにな

りますので、年が明けましての確定申告には必

要ありません。 

 以上でございます。 

○森 正勝議員  今年度の申告の場合にはマイ

ナンバーは要らないということで理解したいと

思います。 

 先日の南日本新聞に、国は運用を急がず周知

徹底に努めるべきだという記事がございました。

マイナンバーカードの申請は、2017年以降健康

保険証と一体化で義務化されるというときがあ

るそうでございますので、私はやっぱりそのと

きで、申請するのはそのときでいいのじゃない

かというふうに考えているんですが、マイナン

バーカードの申請をパスするといいますか、ス

ルーする人が多いのではないかと思います。日

本医師会も猛反発しているそうです。政府が、

住基カード普及率５％の失敗を取り戻すためだ

とも言われております。これについて何か所見

があれば所見をお願いします。 

○市民課長（白木修文）  森議員の御質問にお

答えします。 

 マイナンバーカードの申請につきましては、

12桁の個人番号をお知らせするために今回送付

されてきました「通知カード」に、「個人番号

カード申請書」が同封されております。 

 この個人番号カードは、ＩＣチップのついた

カードで表面には、氏名、住所、生年月日、性
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別が記載され、裏面に12桁の個人番号が記載さ

れております。 

 この「個人番号カード」は、本人確認のため

の公的な身分証明書として利用できるほか、図

書館カードや印鑑登録証など自治体等が条例で

定めるサービスに利用でき、またｅ癩Ｔａｘ等

の電子申請等が行える電子証明書も標準搭載さ

れております。 

 この個人番号カードにつきましては、市とし

ましては、このカードの利便性等を説明して、

カードの取得を市民にはお願いはしていますが、

申請は個人の自由ですので、それに任せている

状況です。 

○森 正勝議員  申請は個人の自由ということ

でございますので、されない方もいらっしゃる

のじゃないかというふうに思います。 

 次に、観光行政について質問いたします。 

 垂水フェリーや道の駅及び他の市内施設への

影響はどうだったのか、わかる範囲で説明をお

願いします。 

○水産商工観光課長（髙田 総）  森議員の２

回目の質問、垂水フェリーや道の駅及び市内施

設への影響についてお答えいたします。 

 垂水フェリーにおきましては、月によりばら

つきがございますが、開通後の５カ月間におい

て、利用車両が月約4,000台から8,000代の幅で

減少、旅客が月3,700から8,900人の幅で減少し、

現在もその状況が継続しているようでございま

す。また、垂水市の観光拠点施設であります道

の駅たるみずにおきましては、深港川の通行止

めや桜島の噴火警戒レベルの影響がないと考え

られる本年５月の来館者数を前年と比較します

と、約２割に相当する約１万8,000人が減少し

ているようでございます。その一方で、森の駅

たるみずや猿ヶ城渓谷の入込客数につきまして

は、東九州自動車道、大隅縦貫道の開通による

大きな影響はないようでございます。 

 以上でございます。 

○森 正勝議員  森の駅や猿ヶ城渓谷について

は、余り影響はなかったということで理解をい

たします。 

 道の駅でございますけれども、５月の平均が

２割減ということでございますけれども、これ

は６月議会で村山議員も申しましたけれども、

私どもが毎日あそこを通ってみてますと、やは

り観光バスの入込が少ないんじゃないかと私は

いつも感じるんですけれども、温泉の再稼働と

いうことが言われますけれども、この観光バス

の入込数を何とかふやすということが大事じゃ

ないかと思うんですが、その辺について何かい

い策はないかお聞きいたします。 

○水産商工観光課長（髙田 総）  森議員の３

回目の質問、観光バスの誘致等、旅行業者との

タイアップについての質問にお答えいたします。 

 道の駅たるみずの来館者数につきましては、

東九州自動車道、大隅縦貫道の開通や桜島の噴

火活動等さまざまな要因による影響が考えられ

ます。その中で、多くの来館者を伴いますバス

ツアーなどを企画される旅行代理店の方々は、

噴火活動や降灰の影響により、リスク回避対策

を取らざるを得ない状況もあると聞いておると

ころでございます。現在は、降灰の影響もなく、

噴火活動レベルも２に引き下げられております

ことから、道の駅の指定管理者であります芙蓉

商事様と連携して、県内外の旅行業関係先に誘

致活動を展開し、来館者増に向けた取り組みを

進めてまいりたいと考えているところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○森 正勝議員  観光バスの取り込みというの

は非常に大事だと思いますので、ぜひ頑張って

いただきたいというふうに思います。 

 ４回目の質問をいたします。 

 鹿屋商工会議所の坪水会頭が、南日本新聞に

「車や人の流れは変わったが、経済効果は余り

見えていない。人及び買い物客を含め、地元の
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人が流出しないような工夫を行政や事業者が連

携して考える必要がある」と語っておられます

が、これについてはどのように考えますか。 

 それと、これに対する今後の課題は何かない

のか、あればおっしゃってください。 

○水産商工観光課長（髙田 総）  森議員の４

回目の質問、南日本新聞に掲載された鹿屋商工

会議所坪水会頭の記事並びに今後の課題や対策

についての質問にお答えいたします。 

 交通インフラ等の整備におきましては、利便

性が向上することで、地域によっては通過点と

なる危険性があり、より利便性の高い周辺部へ、

人や物が流出する傾向があると考えられます。

特に、本市は、通勤・通学を初め買い物等にお

いて周辺自治体への依存度が顕著であり、経済

的な流出も大きいと考えているところでござい

ます。その対策として、本市におきましては、

少しでも長く市内に滞在していただき、地域経

済に少しでも多くの効果をもたらしていただけ

るよう、県の観光課やマスコミ等と連携した垂

水市の特集番組の設定や観光拠点施設の整備、

並びに体験メニューの提供やイベントの開催等、

交流人口拡大に向けた取り組みを行っていると

ころでございます。 

 今後も、周辺の商工業事業者等、関係者の皆

様と連携し、県内外からのお客様へのサービス

を充実することで、垂水市内に長く滞在してい

ただけるような環境づくりに取り組んでまいり

たいと考えております。 

 以上でございます。 

○森 正勝議員  ぜひ観光対策については頑張

っていただきたいというふうに思います。 

 次に、学校の安全対策についてでございます。

遊具につきましては、28年度までに完了する見

込みでありますと課長言われましたけれども、

私としては28年度までにぜひ整備を終わってい

ただきたいと思いますので、財政課長、ぜひ御

協力をいただいて、28年度までにぜひ完了して

いただきたいというふうに思います。 

 それから、火災警報器ですか、報知器と言い

ますかね、どっちだかわかりませんけれども、

火災警報器の設置状況を教えていただきたいと

思います。 

○教育総務課長（保久上光昭）  森議員の学校

の火災警報器の設置状況についての御質問にお

答えをいたします。 

 本市に所在する８小学校、１中学校における

自動火災報知設備の設置状況は、垂水小学校を

含む４小学校と垂水中央中学校は設置済みでご

ざいますが、新城小学校、柊原小学校、協和小

学校及び牛根小学校の４小学校については、未

設置となっております。 

 以上でございます。 

○森 正勝議員  未設置のところがあるようで

ございます。これに対して設置義務はあるのか、

法的な縛りはあるのか、それについてもお聞き

いたします。 

○教育総務課長（保久上光昭）  学校の火災警

報器の設置義務についての御質問にお答えをい

たします。 

 学校施設への児童火災報知設備につきまして

は、消防法第17条に、「学校には、消防の用に

供する設備、消防用水及び消火活動用必要な施

設について、消火、避難その他の消防の活動の

ために必要とされる性能を有することと規定さ

れております。 

 また、消防法施行令第21条に規定する、自動

火災報知設備の設置基準において、学校は対象

施設に含まれますことから、自動火災報知設備

の設置が義務づけられております。 

 以上です。 

○森 正勝議員  消防法で設置義務があるとい

うことでございます。不設置校は早急に設置す

べきではないかと思いますけれども、これにつ

いてのお答えをお願いいたします。 

○教育総務課長（保久上光昭）  未設置校への
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火災警報器の設置を急ぐべきではとの御質問に

お答えをいたします。 

 未設置の４小学校については、消防法第４条

の規定による本市消防本部の立ち入り検査によ

り、速やかに改善するよう、平成27年10月に文

書による改善指導を受けておりますことから、

今後、設置のための調査を実施し、計画を策定

の上、取り組んでまいりたいと存じます。 

 以上でございます。 

○森 正勝議員  早急に設置をお願いします。 

 終わります。 

○議長（池之上誠）  ここで暫時休憩いたしま

す。 

 次は、３時55分から再開いたします。 

     午後３時41分休憩 

 

     午後３時55分開議 

○議長（池之上誠）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 １番、村山芳秀議員の質問を許可いたします。 

   ［村山芳秀議員登壇］ 

○村山芳秀議員  本日最後の登板となるか、わ

かりませんけど、よろしくお願い申し上げます。 

 ９月議会終了後、初めての議会報告や、けさ

ほどの堀内議員からもありましたように、広島

市や三次市、邑南町への常任委員会視察など経

験させていただきました。また、10月末に新た

に策定されました人口ビジョンや総合戦略を踏

まえて、さきに通告していました案件について

御質問を申し上げます。 

 １番目の人口ビジョンと人口減少対策プロジ

ェクトの整合性について、お尋ねします。 

 ６月議会の私の初質問の際、10年後の人口設

定について企画政策課長から、「総合計画の範

囲内であるから、１万8,000人で問題はない」

と回答をいただきました。まずは、昨年度から

始まった人口減少対策プログラム、２年目を迎

え、これまでの進捗状況と来年度へ向けた取り

組みについて、来年の２月ごろにはことしの10

月に実施されました国勢調査の速報値も出され

ると思いますが、来年度の計画について大まか

な方向性や新たに検討していることがあれば、

お尋ねをします。 

 次に、今回の人口ビジョンの中身を詳しく見

てみますと、人口減少対策プログラムの策定時

に調査したデータをかなり使用されております

が、同じデータを使って目標人口にかなりの開

きがあります。人口減少対策プログラムは８年

後の平成35年に１万8,000人、今回の人口ビジ

ョンは10年後に１万3,270人に設定をされてお

ります。今回、人口ビジョンの策定に当たって

修正をしたと報告がありましたけど、２つの目

標人口設定に整合性があるかをお尋ねをします。 

 ２番目に、公民館と自治組織の地域づくりの

あり方についてです。 

 今年度策定中であります垂水校区の地域振興

計画で、市内の９つの全ての地域の10年計画が

でき上がります。地域の思いが詰められている

ものでございます。これまででき上がった計画

書を見ますと、それぞれに特色のある地域づく

りを考えておられます。22年度にでき上がった

大野地区につきましては、先行して５年が過ぎ

ようとして、ことしは地域づくりの表彰も受け

ておられます。 

 これまで垂水市の公民館活動は県下でも名が

知られ、これまでも、かつて文部大臣賞を受賞

した新城や、中央公民館、大野、水之上といっ

た伝統的な活動が盛んで、昨年からことしにか

けても受賞するなど、先進的なところがありま

す。 

 ただ、これらの地域につきましては、長年、

農村振興運動や村づくり運動など、農林課を中

心とした生産面の基盤整備を含めて、地域全体

の振興計画をつくり上げてきて、その伝統を受

け継いでこられたところが大きいと思います。

もちろん地区公民館を核とした人づくり、生涯
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学習といった面でも功績は大きいと、改めて思

う次第でございます。これまで、先輩方が振興

会活動もあわせまして、しっかりと村を守って

こられました。 

 しかしながら、急速な少子高齢化、低迷する

本市の経済情勢、地域社会の活力低下、空き家、

空き地、耕作放棄地あるいは高齢者福祉、地域

福祉、集落の維持管理など、地域課題を解決す

る力がだんだん減少し、大きくのしかかってき

ております。 

 垂水市は、第４次総合計画の中で基本理念の

１番目に、市民と協働のまちづくりが定義づけ

られております。そして、住民による住民のた

めのまちをつくると定義し、９つの地域特性を

生かした自立したまちづくりを進めるため、主

体的な行動が行える仕組みづくりを進めるとい

うことをうたっております。 

 今後、今年度でき上がります垂水校区を含め

て、新たな地域づくりのあり方が問われている

と思いますが、まずは今後10年間どう進められ

ているか、お尋ねします。 

 これに関連しまして、地域担当職員のサポー

ト体制についても経緯と現状について、お聞か

せください。 

 ３番目の森の駅たるみずの今後についてでご

ざいますが、10月号の市報で指定管理者の募集

記事が出ておりました。民間で行えるところは

民間に委託するというような流れにつきまして

は、もちろん異論はないんですが、当分の間は

市の直営で行くという方針から、今回の指定管

理者募集に至った経緯と、あそこで活動する生

活改善グループ、今、山岳会が行っております

キャニオニング、それから９月議会でも取り上

げられましたけど、安全対策など、今後これら

がどのような方向に向かうのか、お考えをお聞

かせください。 

 最後はふるさと納税についてですが、午前中

から先輩議員の皆様から質問があり、取り組み

については理解したところですが、答弁になか

った大隅半島の直近の状況、また現在、書店に

はふるさと納税関係のさまざまな本が出版され

店頭に並んでおります。インターネットを使っ

た地域間競争の時代に入ったと言えましょう。

また、来年度からは税制改正で企業版のふるさ

と納税制度も今検討されております。 

 ことし６月号の市報でふるさと納税を特集さ

れておりますが、商品の多さや還元率だけでは

なく、ふるさとチョイスを初め、やはりメディ

ア戦略も重要な部分でございます。メディアの

活用方法について思い切った策はお考えでない

か、お聞かせください。 

 以上で第１回目の質問を終わります。 

○企画政策課長（角野 毅）  村山議員の人口

ビジョンと人口減少対策プログラムの整合性に

ついての御質問にお答えをいたします。 

 人口減少対策プログラムは、早急な人口減少

対策を行うため、第４次垂水市総合計画後期基

本計画に位置づけし、垂水市人口減少対策本部

を設置いたしまして、平成25年度に策定をした

ものでございます。プログラム策定後の平成26

年度、27年度は、本プログラムに基づき、住環

境整備と子育て支援の充実を中心に事業を展開

してきたところでございます。 

 このように他の市町村に先駆けて人口減少対

策に取り組んでまいりましたが、議員も御承知

のとおり、国も昨年、人口減少対策のため地方

創生という考え方を示し、全国の自治体に、長

期の人口見通しを示す人口ビジョンと地方版総

合戦略の策定を要請をいたしました。 

 本市においても、このような国の動向と足並

みをそろえ対応していく必要があると判断し、

昨年12月、人口減少対策本部を廃止し、垂水市

まち・ひと・しごと創生総合戦略本部を設置い

たしました。その後、審議会や地方創生等特別

委員会等で審議をいただきまして、本年10月29

日、垂水市人口ビジョン及び垂水市まち・ひ
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と・しごと創生総合戦略を決定いたしました。 

 以上の経緯も含め、人口ビジョン及び総合戦

略それぞれの計画書冒頭に、人口減少対策プロ

グラムにかわる新たな計画としたことをお示し

しておりますので、御理解をいただきたいと考

えております。 

 続きまして、村山議員の公民館と自治組織の

地域づくりのあり方についての第１回目、地域

振興計画の持続的推進に当たっての公民館と振

興連の組織づくりについての御質問について、

お答えをいたします。 

 本市における地域づくりに関しましては、第

４次垂水市総合計画の基本構想におきまして、

公民館を拠点として活動していくことが望まし

いとし、地域づくりの拠点を９つの地区として

おります。現在、８地区で策定を終え、地域振

興計画によるまちづくりが推進されております。

当計画は、各地区における地域づくりの考え方

や地域の将来像を盛り込んだ10年計画であり、

策定から行動計画による地区の特性を生かした

まちづくりに至るまで、行政主導ではなく、地

区住民の手により実行されております。 

 現在、８地区で策定済みの地域振興計画であ

りますが、地区公民館を中心とした活発な地域

づくりに対しまして高い評価を受けております。

大野地区が平成25年度に県知事賞と大隅地域振

興局長賞を受賞しました。今年度は全国過疎地

域自立促進連盟会長賞を受賞いたしました。そ

のほか、新城地区が平成25年度に農林水産大臣

賞を、水之上地区が平成26年度に優秀賞をそれ

ぞれ受賞いたしております。 

 また、計画策定済みの８地区全てにおきまし

て、総務省事業の採択を受けましたことは、地

域振興計画におけるまちづくりが推進され、各

地区の取り組みが国からも高く評価されている

ということでございます。公民館を中心とした

まちづくりが持続的に推進されていることから、

今後も公民館を中心としたまちづくりを推進し

ていきたいと考えております。 

○社会教育課長（森山博之）  村山議員の公民

館と自治組織の地域づくりのあり方について、

公民館を所管いたします観点でお答えをいたし

ます。 

 御承知のとおり、社会教育法では公民館は、

市町村その他一定区域の住民のために、実際生

活に即する教育、学術及び文化に関する各種の

事業を行い、住民の教養の向上、健康の増進、

情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉

の増進に寄与することを目的とすると定められ

ております。 

 近年、過疎化や少子高齢化が進み、家族形態

の変容や価値観の多様化などにより、地域社会

の人間関係が希薄化しております。 

 加えまして、ひとり世帯がふえ独立化し、地

域の課題も多様化しておりますことから、解決

に向けて校区住民が協力し合い一体となって取

り組むことが必要であると考えております。 

 このことから、社会教育法の趣旨を踏まえ、

９地区公民館では、地域活動の拠点として、さ

まざまな事業を展開しております。 

 地域振興計画の策定に当りましては、自分た

ちの地区のあるべき姿を目指し、地区住民みず

からビジョンを提案し、計画策定後は、計画の

実現に向けて事業を展開し、設備や機材の整備

も図られ、これまで以上に充実した取り組みが

行われております。 

 先ほど企画政策課長の答弁にもありましたが、

大野地区公民館を初め新城地区公民館、水之上

地区公民館などが、こうした活発な活動が高く

評価され、表彰されております。 

 平成26年度に本県で開催されました九州地区

公民館研究大会では、大野地区公民館の伝統芸

能であります棒踊りを県代表として披露され、

今年度、長崎県で開催されました九州地区公民

館研究大会では、同じく鹿児島県を代表いたし

まして新城地区公民館が活動事例の発表を行い、
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脚光を浴びたところであります。 

 これらの実績につきましては、これまでの活

動が高く評価され、他の県の公民館活動にとり

ましてもモデルとなり、大いに参考となり得る

ものであります。 

 さらには、今年度、第35回を迎えました垂水

市地区公民館経営研究会を去る11月29日に開催

し、約160名の参加があり、境、協和、水之上

の３つの地区公民館がそれぞれのテーマに沿っ

て活動事例の発表を行いました。その後、分科

会に分かれて地域の特性を生かした公民館活動

などについて意見交換や協議がなされ、これか

らの公民館経営に大いに生かされるものであり

ました。 

 また、県社会教育課より専門委員をお招きし、

指導、助言をいただきましたが、他の自治体で

はこのように多くの方々が参加し開催される事

例は余りなく、本市の公民館の活発な取り組み

は、県内でも高く評価されているということで

あります。 

 教育委員会といたしましても、このような公

民館の取り組みから、それぞれの地域にとって

公民館はなくてはならない存在であり、引き続

き地域振興計画の策定内容に基づき、連携を緊

密にして公民館の目的を果たしてまいりたいと

考えております。 

 以上でございます。 

○市民課長（白木修文）  村山議員の地域担当

職員の地域サポート体制についての御質問にお

答えいたします。 

 これまでの経緯と現状についてですが、地域

担当職員制度とは、市町村が、住民自治の確立

と住民自治のニーズを把握するために、中学校

区、小学校区、振興会単位で地域を区切って、

その区切った地域を職員が通常の業務とは別に、

地域の担当者として、行政の立場から地域にか

かわっていく制度です。 

 本市では、平成18年９月より、当時の市長の

命を受け、ワーキンググループで地域担当職員

について調査検討を始め、平成20年４月１日よ

り、ボランティアでの活動として市内を15地区

に分け、この制度はスタートしております。 

 地域担当職員の活動内容といたしましては、

市からの情報提供、まちづくりへの提言やアイ

デアなどを市の政策に反映、生活に密着した地

域の課題等について地域の皆さんとともに解決

するための話し合いに参加し、地域の運営及び

活動への参加や支援を行うこととなっておりま

す。 

 平成26年度での活動実績ですが、回数で40回、

活動時間で83時間15分、延べ参加人員77名とな

っております。 

 以上でございます。 

○水産商工観光課長（髙田 総）  村山議員の

森の駅たるみずが指定管理者募集に至った経緯

についての質問にお答えいたします。 

 森の駅たるみずは、平成22年４月に開設され、

６年が経過しようとしておりますが、近年にお

きましては、周辺施設との連携や交流人口拡大

に向けた取り組みにより、施設の利用者も年々

増加している状況であるものの、毎年300万円

程度の赤字が発生しており、光熱水費等の維持

経費に基金を充当しているのが実情でございま

す。 

 また、議会や産業厚生委員会におきましても、

指定管理者制度導入の時期について質問や御意

見をいただき、その移行に向けての準備を進め

る旨の答弁を行った経緯もありますことから、

指定管理者制度の導入により、民間の活力を最

大限に活用して、施設の充実や、猿ヶ城地域一

帯の観光資源の活性化と振興を図るために、本

年10月１日付で、広報誌やホームページ等で広

く指定管理者の公募を行ったところでございま

す。 

 続きまして、生活改善グループ、キャニオニ

ング、安全対策の基本的方向性についての質問
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にお答えいたします。 

 生活改善グループにつきましては、現在、生

活研究グループという名称になっているようで

ございます。今回は、指定管理者制度導入に関

する質問と理解しておりますので、生活研究グ

ループにつきましても、私のほうからお答えさ

せていただきます。 

 なお、今回の答弁につきましては、指定管理

者制度が導入されたものと仮定してお答えさせ

ていただきますので、御了承ください。 

 まず、生活研究グループの利用でございます

が、今回の指定管理者制度導入におきましては、

活性化施設内の農産加工室は対象外としており

ますことから、農産加工室の利用につきまして

は、現状どおり、農林課へ申請書を提出して利

用していただくことになりますので、生活研究

グループの皆様の利用につきましては、影響は

ないと考えております。 

 続きまして、キャニオニング等の川遊びにつ

きましては、猿ヶ城渓谷における重要な体験メ

ニューの一つでございます。地域の観光入り込

み客をふやし、地域の振興を図ることを目的と

して応募された指定管理者候補者であると理解

しておりますので、山岳会との連携において継

続していただけると思っているところでござい

ます。また、本市といたしましても、継続を強

く要望してまいります。 

 続きまして、安全対策でございますが、これ

までの取り組みといたしまして、10月に専用の

緊急電話を設置、また本年中にＫＤＤＩのアン

テナ設置が実現するよう協議や事務を進めてい

ることから、これまで以上に安全対策に対する

環境の改善が期待できると考えているところで

ございます。 

 今後の方向性でございますが、新たな指定管

理者に対しまして、防災マニュアルや安全マニ

ュアル等の作成、緊急連絡体制の確立並びに関

係機関と連携した防災訓練や普通救命講習の実

施について、協議、指導してまいりたいと考え

ております。 

 以上でございます。 

○企画政策課長（角野 毅）  村山議員のふる

さと納税に関する質問にお答えをいたします。 

 本年度の大隅地域におけるふるさと納税の実

績でございますが、現在、まだ年度途中で最終

集計が出ておりませんけれども、その中で、曽

於市、志布志市、大崎町、鹿屋市におきまして

は、億を超えたということで情報が入ってきて

おる状態でございます。 

 また、本市のふるさと納税に対する広報戦略

につきましてでございますが、寄附者獲得のた

めの自治体間競争が過熱する中で、他自治体と

の差別化を図る、メディア、インターネット、

情報誌などを有効活用し、情報発信を行ってま

いりました。 

 まず、メディアの活用策でございますが、先

ほど川畑議員の御質問でも御紹介をいたしまし

た、100万円以上の高額寄附者に対する豪華特

産品の贈呈式や、年間５人の方に森伊蔵が当た

るダブルチャンス抽選会をプレスリリースし、

メディアを有効に活用した情報発信に努めてま

いりました。 

 次に、インターネットの活用策でございます

が、平成27年４月から、本市のホームページリ

ニューアルに伴い、ふるさと納税専用ページを

設けました。 

 また、ふるさと納税ポータルサイトである

「ふるさとチョイス」に情報を掲載することで、

情報発信を行いました。このふるさとチョイス

は、ことしの寄附者申し込みの約７割強、正式

には74.4％が申し込みをされておりますので、

今後もふるさとチョイスを有効に活用して情報

発信を行ってまいりたいと考えております。 

 最後に、情報誌の活用策でございますが、現

在、全国のふるさと納税返礼品の紹介をする情

報誌が多数出版されております。その中でも本
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市の返礼品や制度が取り上げられて、情報誌を

見られての問い合わせも多数いただいていると

ころでございます。 

 以上のように、メディアの活用や、インター

ネットや情報誌への掲載は重要であると考えら

れますので、積極的な情報発信と取り上げてい

ただけるような工夫に努めてまいりたいと考え

ております。 

 以上でございます。 

○村山芳秀議員  それぞれ丁寧な御答弁ありが

とうございました。それでは、一問一答方式で

お願い申し上げます。 

 ２回目の質問に移ります。確かにこの人口減

少対策プログラム、私どもの垂水を取り巻く利

便性のある都市を考えると、なかなか難しさが

ございます。それゆえに、内発型の産業おこし、

観光、それから地域づくりといったものが非常

に大事になってきております。 

 人口減少対策が一挙に進むとは考えておりま

せん。ただ、今回の人口ビジョンが本来の人口

構成に近い目標値で、ここからこれからのまち

づくりを始めるということで理解をしてよろし

いんですね。 

 人口ビジョンでは、2030年、今から15年後に

は転入、転出が同数になって、人口移動が均等

になるというような目標を掲げております。こ

れは現在ずっと続いております社会減がなくな

るということですけど、垂水市の高校生の卒業

生とかいう人口構成を勘案すると、なかなか難

しい部分もあるのかなという気もします。 

 また、出生、死亡につきましても、自然減は

当分続くのではないかというふうに思われます。 

 さらに、人口ビジョンは、合計特殊出生率を

1.8というのを目指すとしておりますけど、こ

れは人口がふえも減りもしない、人口置換水準

にはやはり足りなくて、市としても、この先ほ

どの自然減というのも2030年以降も続くという

ことを認めているということになります。 

 現在、市民の皆さんには、昨年５月に市報で

大々的に特集を組みました１万8,000人という

人口目標の人口減少対策プログラムが対外的に

は生きているような状態でございます。この説

明をどう取り扱っていくのか、また人口ビジョ

ンの市民への説明、今後どうされるのか、再度

質問いたしたいと思います。 

 これに関連して、市長にちょっとお尋ねをし

たいんですが、これまで２年間にわたってやっ

てきた人口減少対策プログラムの目標１万

8,000人というのはもう引っ込めるのか、現在

そういう、これまでは本気で達成する気があっ

たのか、達成させようという、今度は目標を変

えるということなんですけど、この辺のお気持

ちを聞かせていただければ、ありがたいです。 

○企画政策課長（角野 毅）  村山議員の２回

目の御質問にお答えいたします。 

 市民への周知策ということでございますが、

これまで計画策定状況の取り組みは広報たるみ

ずでお知らせをしてまいりました。しかしなが

ら、総合戦略に限らず、地方創生全般の情報が

市民に十分浸透してないということは、私ども

も認識しているところでございます。 

 このため、垂水市人口ビジョンと垂水市ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略を初め、平成28

年度以降に本格的に取り組んでいくこととなる

新規事業等についても、わかりやすい説明を心

がけ、情報が十分浸透していくように広報に努

めてまいりたいと考えております。 

○市長（尾脇雅弥）  これまでの人口減少対策

プログラムの経緯に関しては、村山議員も庁内

の一課長として参加をしておられますし、今は

議会の一人として参加もしておられますので、

プロセスは今担当課長がお話をしたような状況

でございます。 

 後期基本計画に位置づけして、減少対策本部

を設置して策定をしました。26年、27年度に関

しては、主に住環境整備と子育て支援の充実と
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いうことで取り組みをしてきたわけですけれど

も、先ほどもお話をしましたように、地方創生

の人口ビジョンと地方版総合戦略の策定の要請

の中で、昨年12月に人口減少対策本部を廃止を

して、垂水市まち・ひと・しごと創生総合戦略

本部を設置をしたということでございますので、

人口減少対策プログラムにかわる新たな計画と

いうことで、この数字の目標で努力をしていく

ということになろうかと思います。 

○村山芳秀議員  ということは、この１万

8,000人というのは何だったのかという部分も

やはり出てきます。ちょうど昨年５月の南中の

売却問題等もあったころの発表だったんですけ

ど、やはり一旦そういう目標を決めて、10年計

画であったわけでございます。そういう部分で

いけば、もっともっと市長の強い決意というか、

そういう部分も欲しかった部分ではございます。 

 ３回目にしまして、この今回策定された人口

ビジョンでは、８年後ですか、８年後の癩癩10

年後の平成37年に１万3,270人、この計画とい

うのは、再来年、第５次総合計画を策定される

と思いますけど、ここにつながっていくのか。

つながっていくと思いますけど、そこ辺は企画

課長はどのようにお考えか。 

○企画政策課長（角野 毅）  当然つながって

いくものというか、最上位計画でございますの

で、十分加味した計画になっていくというふう

に認識しております。 

○村山芳秀議員  今回、この人口ビジョンの関

係、人口減少対策プログラムの再策定をという

ことで、牛根境の森さんという方がちょっと電

話をいただきました。チラシをつくって、立派

なチラシでした、配布をされております。かな

り経費もかかってやったことだと思われます。

何か一部には新聞折り込みも入れたというよう

なことでございます。まとまったら議会のほう

へ請願を行いたいという協力依頼でございまし

たけど、今議会には出ておりませんが、森さん

は、計画策定における市民と行政の信頼関係と

いうのを求めていらっしゃって、さらには人口

減少に対する真摯な対応ということで望んでお

られます。 

 こういう形で、市民の方々、さまざまな思い

を持っていらっしゃる方もいらっしゃいますの

で、この人口目標が変わったということをぜひ

また市報等でも、人口ビジョン、こういうふう

になりましたというような形で広報していただ

ければと思います。 

 以上で人口ビジョンについては終わります。 

 次に、公民館と自治組織の地域づくりのあり

方でございます。公民館を核としてやられるこ

と、これにつきましては、何ら異議を申し上げ

るわけでもございません。ただ、教育委員会所

管の公民館長を中心として、今、地域課題に全

力で当たっていらっしゃいます市長部局、地域

づくり、それから、さまざまな問題、地域の実

情がございます。 

 この政策を進める上で、新たに、今ある公民

館の組織の中でどうしても、先ほど出ましたよ

うに、社会教育法、それから公民館設置条例等

の制約というか、そういう部分では自由な活動

というか、そういう部分、今、まちづくり交付

金にしましても地区公民館が出すという形をと

っていらっしゃいます。片や一方では、地域の

ことでは振興会組織がございます。そういった

地域の体制づくりを一本化したような任意の組

織、これは10年前に合併をした市町村におきま

しては、コミュニティ協議会とか、地域づくり

協議会とか、そういう形で成功しているところ

もあれば、失敗しているところもあるわけなん

ですけど。 

 要は行政がリーダーシップをとっていただい

て、地域課題に一丸となって推進するようなシ

ステム、例えば民間に任せる、市民に任せると

ころは任せていくという仕組みづくりを、公民

館という枠ではなくて、もっとその公民館の組



－87－ 

織を生かしてつくれないかという思いでござい

ます。 

 ２つ目の質問としましては、私どもの牛根麓

振興会、３つを合併して、旧振興会を班のよう

な、分会みたいな形にして、行政のいろんなも

のをする仕組みをつくりました。後でまた質問

させていただきますけど、今回、垂水校区のま

ちづくりを進める上で、やはり大きなブロック

である程度考えたような組織づくりは必要なの

ではないか。それは振興会組織も含めてなんで

すが、浜平地区、市木とか元垂水、振興会が今

の状況のままで推移しいていくと、どうしても

公民館との部分で弱い部分があるのではないか

と考えるところです。 

 特に、中心部、垂水校区につきましては

8,000人、垂水の人口の６割弱ですか、次、協

和がありますけど、2,000人ぐらい、その４倍

もいらっしゃるところに、けさほどありました

けど、地区公民館がない、一室を借りてるとい

う状況で、これからまちづくりを進めるという

点では、なかなかやっぱり厳しい状況があるの

ではないかと思っております。 

 それで、こういう今使っているような財源を

使って、地域の独立、自治組織の独立、独立と

いうか、権限と、それから財源を移譲するよう

な形で今後進める気はないか、そこを企画課長

にちょっとお尋ねします。 

○企画政策課長（角野 毅）  答弁が正しいの

かどうかわかりませんけれども、今現状でござ

います公民館組織の中でのまちづくり、地域づ

くりというものについて、我々は非常にスムー

ズに、非常にいい形で進行しているものという

ふうに認識をしております。 

 村山議員のお考えをされている組織づくりと

いうのも、ひとつコミュニティーという形では

成功事例、それから、もとに戻した事例、いろ

いろございますけれども、ただ、自治組織、公

民館という組織の中で、振興会という組織のあ

り方までを含めて考えるということになります

と、非常に長いスパンを要するものだろうと考

えております。 

 垂水校区の地域振興計画につきましては、そ

のような長いスパンをかけながら、振興会の統

廃合であるとか、統合といったような問題を解

決しながら進めていくには、いささか次元の違

う世界になってしまうのではないかと思われて

おりますので、現状の中では、現体制下のもと

で地域振興計画、垂水づくりは進めていかなけ

ればならないのではないかというふうに考えて

おります。 

○村山芳秀議員  現体制で進めていくというこ

とで、やっぱり、先ほど私は最初の質問でしま

したように、これまでの本当に実績、長年、40

年、50年かけてつくったところ、村づくり、そ

れから農村振興運動、基盤整備、いろんな意味

で、地域では、中心部は別としまして、地域で

はそういうのが伝統的に、特に垂水のよさでも

ございます。それを何ら否定するものではござ

いません。これからやっていく垂水校区、やは

りその中心部が栄えるということ、それは非常

に今後のまちづくりに大きな影響を及ぼしてい

くというふうに考えております。 

 この体制で地域づくりを進めなさいと、権限

も、そういう体制もできなくてやるちゅうのは、

非常にやっぱり無理があるというふうに考えて

おります。どうしても公民館というのは、先ほ

どもありますように、社会教育法という設置条

例の部分で活動は制限されます。 

 それと、これは副市長、社会教育課長を２年

担当していらっしゃったので、ちょっとお尋ね

したいと思うんですが、かつて民間の方の中央

公民館長、それから運動公園長、それから文化

会館長という形で民間の方なんかが、以前です

けど、それがだんだんだんだん行革等が行われ

まして、今、社会教育課長はこれにプラス図書

館長という４つをからっていらっしゃいます。 
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 特に、中央公民館長というのは社会教育課長

でございます。８つの地区公民館長を束ねると

いう組織図になっているわけですね。その中で

地区公民館長、それで中央公民館がございます、

今の市民館。そういう組織の中でまちづくりを、

公民館の中で、公民館というか、教育委員会サ

イドの中のまちづくりを進めるのには、何かや

っぱり無理があるんじゃないかというふうに考

えるわけでございます。 

 それで、社会教育課長には悪いんですけど、

その４つの館長と本来の社会教育行政を管理、

指揮監督しているわけです。ただ、今言いまし

たように、中央公民館長というのは、市民の方

には、垂水地区の公民館長は兼ねてるんだとい

う考えでいらっしゃる人も大勢いらっしゃいま

す。地区公民館長が中央公民館長を兼ねている

と、実際は社会教育課長がやっていると。 

 こういう組織の中でまちづくりを、今後６割

近い方々のをやると、やっていくというのにつ

いて、副市長、幾つかの兼務でやっていらっし

ゃると思いましたけど、そこ辺の見解があれば、

お答えいただければと思います。 

○副市長（岩元 明）  流暢な質問をやや居眠

りしながら聞いておりまして、舟がどこに着く

のかと思っておりましたら、私のところに着い

てしまいましたので、お答えさせていただきた

いと思うんですが。 

 確かに社会教育課長には、中央公民館長、そ

れから図書館長、文化会館長、それから運動公

園長ですか、こういったものを兼務させており

ます。やはりこういったことまで兼務させるに

は、相当優秀な人材を選ばなければならなかっ

たわけですけれども、私の時代は体育保健課と

いうのがございまして、体育保健課の中に運動

公園長がありましたので、いささか今の時点よ

りは任務がちょっと軽目でございました。 

 御指摘のそのことが中央地区の、いや、垂水

地区と言わなければ非常に紛らわしいんですが、

垂水校区の振興計画づくりにどう、おっしゃる

ような困難さとかやりにくさというのが伴って

いるのではないかという御指摘だろうと思うん

ですが、確かにほかの校区の振興計画とは違っ

た難しさはあると思います。 

 ですけれども、ほかの地区の進め方でかなり

成功してきておりますので、垂水校区にもその

手法を用いたんだと思いますけれども、そこの

ノウハウの蓄積というのがございますので、こ

れを何とか生かして垂水校区にも振興計画づく

りを取り組ませていただきたいと思っておりま

す。 

 そして、社会教育課にはできるだけ御迷惑を

かけない形で、今、企画のほうで頑張ってもら

っておりますので、その辺のところも御了解い

ただきたいと思っております。 

 済みません。居眠りで聞いていたちゅうのは

撤回させていただきます。（笑声） 

○村山芳秀議員  もう４回目になりますけど、

教育委員会の皆様には本当に失礼に当たるかも

しれませんけど、中央公民館のあり方、この中

央公民館を中央公民館としての能力を発揮する

ために、以前はここの近くに、３階フロアに教

育委員会がございました。社会教育課があった

わけですけど、教育委員会自体を例えば文化会

館、体育館あるいはここから50メートル下の旧

朝日生命ビル、関屋氏が所有している、ああい

うところに移って、その中央公民館がやってい

る市民講座とか貸し館事業、そういうのも地区

公民館じゃなくて、そういう組織に移譲すると

か、いろんな方法でこの中央地区のまちづくり

ができるような体制をとっていただきたいとい

うのを切にお願いして、この部分は終了します。 

 それから、地域担当職員、かなり弱い部分が

あると思います。リーダー、サブリーダー、そ

れから地域にそのまま活躍していらっしゃる人

もいっぱいいらっしゃいます。こういう部分を

含めて、私としては、３人から５人ぐらい、ぜ
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ひ市長が辞令を出して、その地域を応援する体

制をもっと確立していただきたい。これは要望

にかえておきます。 

 それから、森の駅たるみずの今後についてと

いうことで、今、御説明いただきました、指定

管理者に至った経緯をいただきましたけど、猿

ヶ城という部分で、その背後には自然休養林と

しての魅力、それから高隈山の照葉樹林、登山

道としての魅力がございます。これも要望にか

えておきますが、時間の関係でかえておきます

けど、もしそういう指定管理者というふうにな

れば、総合的な部分を含めて行政も一体となっ

て、ここの部分の魅力の再発見を含めて取り組

んでいっていただきたいというふうに思います。 

 それから、ふるさと納税です。これはちょっ

と御質問させていただきますが、今、数字が上

がってこなかったもんですから、ふるさとチョ

イスに載っている数字でいえば、大崎町が半年

間で２億5,700万。ということは、これは５億

を超える部分もございます。曽於市が２億

3,700万、半年間、鹿屋市が１億6,200万。件数

はもう省きます。それから、志布志市が１億

2,800万、肝付町3,500万、そして垂水市が

1,458万という状況でございます。27年の上半

期、９月30日まで。 

 来年度からは企業版のふるさと納税も出ます。

これはけさほどからありますように、還元率の

問題やら、いろいろな状況があると思います。

この品数。隣の鹿屋市さん、12月１日から、ぱ

っと開けば財宝さんの品物がばーっと出てきま

す。財宝さんにしても、ジャパンファームさん、

こうして固有名詞を上げるのがいいのかどうか、

ちょっとわかりませんけど、山田水産、例えば

カンコー学生服の尾崎アパレルさん、廣八堂さ

んとか、市内の水業者の方々がつくっていらっ

しゃる焼酎とか、いろんな、ここまで、垂水人

形とか、いろんな工芸品を含めて、もちろん肉

はありますけど、やはりそういうアイテムをふ

やしていく部分、そういうところをどんどんど

んどん研究していただいて、昨年までトップを

走ってたわけですので、優秀な職員の皆さんで

ぜひ盛り返していただきたいというふうに思い

ます。 

 このふるさと納税制度、今はもう地域間の競

争の時代に入っております。今はもう本当に自

治体に対する通信簿みたいな形になってきてい

ます。このふるさと納税が地域おこしのきっか

けになって、全国ではいろいろな展開がされて

いると。自治体がやはりそういう地元の中小企

業や生産者を後ろから後押しをしていくという

体制ができて、地域活性化の起爆剤になってお

ります。 

 鹿屋が、けさほどもありましたけど、50％と

いう還元率、ぜひこれは近づけていただいて、

聞くところによれば、ビワが相当やっぱりリク

エストがあったというようなことも聞いており

ます。そういう、何が全国の人たちは欲しいか

という部分も、今後のやっぱりそういう戦略に

もなっていきます。もう10年たったら、牛根も

ビワの産地ではなくなるかもしれません。 

 そういう戦略も含めて、ぜひこのふるさと納

税、ここに力を入れていただいて、日本全国の

垂水ファンというのをつくっていただいて、先

ほどの振興会制度の改革もなんですけど、もっ

と市民の方々に財源と権限を確保することで、

垂水の創生という、そういうのを図っていただ

きたいというふうに思います。 

 このふるさと納税というのが、これからの地

域振興計画にも深くかかわっていくことと思い

ます。ぜひ企画政策課長、頑張っていただいて、

来年度またお聞きするかもしれませんので、ぜ

ひこのほうに力を入れて地域の活性化に努めて

いただきたいと要望いたしまして、私の質問を

終わります。ありがとうございました。 

○議長（池之上誠）  本日は以上で終了いたし

ます。 
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   △日程報告 

○議長（池之上誠）  次は明日午前９時30分か

ら本会議を開き、一般質問を続行いたします。 

   △散  会 

○議長（池之上誠）  本日はこれをもちまして

散会いたします。 

     午後４時52分散会
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平成27年12月９日午前９時30分開議 

 

 

   △開  議 

○議長（池之上誠）  定刻、定足数に達してお

りますので、ただいまから本日の会議を開きま

す。 

 本日の議事日程は、お手元に配付いたしたと

おりであります。 

   △一般質問 

○議長（池之上誠）  日程第１、これよりきの

うに引き続き一般質問を行います。 

 それでは、通告に従って順次質問を許可いた

します。 

 最初に、12番川㞍達志議員の質問を許可いた

します。 

   ［川㞍達志議員登壇］ 

○川㞍達志議員  おはようございます。先般執

りおり行われました国文祭、それに伴う、ＹＯ

ＳＡＫＯＩソーランですか、市外からたくさん

の人が見えられて成功裏に終わったと、非常に

ありがたいことだなと、関係者に心から御苦労

さまと感謝の念を伝えたいと思います。そして、

そのとき見えられた方がリピーターとして帰っ

てこられるまでが今回の国文祭とＹＯＳＡＫＯ

Ｉソーランだろうと思います。ぜひ、これで終

わりじゃなく、そういう方々がまた垂水に来て

くださること御尽力をお願いしたいと思います。

改めて関係者の皆様方に感謝を申し上げます。 

 ここで本来ならば、質問に入るべきなんでし

ょうけれども、実はきのう一般質問を１日聞い

ておりまして、あれっと思うようなことがあり

ました。というのが、私のほうから見ますと、

こっち側の方々にいっぱい質問が集中してる。

答弁も当然そうなります。いろいろ事情はある

んですけれども、きのう一般質問の中で出てき

たこと、新しく、新規の事業が非常に多くなっ

てます。まず、ふるさと納税、６次産業、それ

から南の拠点の話、それから、出ませんでした

けれども、今抱えている事業でも人口減のプロ

グラムがあります。それから、森の駅、道の駅、

それからプレミアムクーポン券とか、千本イチ

ョウの話、さらには、桜勘祭、それから保健福

祉課は地域包括センターとか、子育て支援とか、

さまざまな問題が出ております。これが一部の

課に集中しているような気がします。これが世

の流れとおっしゃれば、そのとおりかもしれま

せん。そういったことに一所懸命対応されてる

課長さん方、そしてまた職員の皆さん方には敬

意を表するわけですけれども、私が心配するの

は、これだけの新規事業をいっぱい抱えて、ま

た近い将来、来年度ですか、地方創生もこれま

た乗っかっていく。そうしたときに私が心配す

る労働荷重の話なんです。残業の話。有給休暇

の処理はできるのか。果たして、土日に出るこ

とも多いでしょう。代休はしっかりとれてるの

か。なぜ、こういうことを言うかといいますと、

本市でも起きてるんですが、定年前の優秀な職

員が途中でリタイアをしている。さらには新し

く入った希望を持って役所に就職した若い人た

ちが挫折をしてやめていく。職員の中には心の

病で休んでる方もいるやに聞いています。事業

をするのはいいこと、当たり前のことですけれ

ども、そこに労働荷重があったらいけないなと

いう思いがきのうしたということであります。

ぜひ、ここらについても、また後での質問の中

で触れられたら、ちょっと少しだけ触れてみた

いと思います。 

 それでは６次産業ですけれども、まず、この

制度がスタートしてから、４、５年にはなるん

でしょうか。政府が言い始めてから。その間、

尾脇市長もしっかりとこのことを取り組まれて、

垂水の将来あるべき姿ということで話をされて

おります。特に１年前の市長選挙では、垂水の

養殖業５、６百億の潜在価値があるという話で

した。垂水市の予算の５、６年分の、その話を



－93－ 

聞いて、なるほどなって、こういう考え方もあ

るんだということで、ショックを受けたことを

覚えておりますが、きのう池山議員もおっしゃ

いましたけれども、そろそろ具体的にしていか

ないと、金を使いながら、いけないんじゃない

かとそのように思います。 

 そこで、まず、この件については、それぞれ

担当課があると思うんですが、それぞれの担当

課がこれまでの経過と考え方、進め方、もう、

ぼちぼち具体的に出てこないと、なかなか、ほ

かのところには負けていくんだろうと思います。

と申し上げますのも、実は私ども産業委員会で

宮城県の登米市というとこに行ってきました。

これが登米の資料ですけれども、具体的なこと

は差し控えますけれども、重要な点が二、三あ

ります。具体的な話をします。ある畜産会社が

自分の牛を最後まで、ステーキ肉、焼き肉まで

してと食べさせてやる。こういった確実に、大

きいことじゃなく、それぞれの業者ができる範

囲でやっていく。例えば、農家が自分たちでつ

くった野菜をカットして、宮城県ですから仙台

あたりで売ってると。全国展開ということじゃ

なくて、確実に進めているということを聞きま

して、なるほどなって思いました。そういった

こともあって、本市の６次産業について質問い

たしました。 

 それから南の拠点ですけれども、これもいろ

いろと課題があるにしても進めていかなければ

ならないという市長の方針ですので、あえて反

対は申し上げませんけれども、これについて、

私ども思いで一番心配なのは法定外からの繰り

入れの話であります。きのう北方議員も質問さ

れましたけれども、国保とか、老健とか、そう

いうのは将来みんなが使う可能性があるのでや

むなしと、税収が少ない中で、と思うのですが、

私が心配するのはただ一つ、これまでも言って

きましたけれども、境の漁集、それから、段・

小谷の簡易水道を繰り出しをしております。こ

れは税の公平の使い方という観点から非常に問

題がある。これを認めた我々にも責任の一端が

あることも事実です。ですから、こういうこと

が繰り返されないように、南の拠点について、

いろいろと心配してることを申し上げたいと思

います。まず、財政課長、法定外の繰り入れの

危うさについて、どう考えるか。 

 それから、この南の拠点の話が出たのは水迫

市長時代の話だったと記憶をしております。そ

の当時と今と比べて、大隅半島の人口はかなり

減っております。これからも減ります。加えて

東回りの縦貫道ができました。きのうの質問の

中で垂水フェリーも、月だったですか、4,000

台から8,000台減っておりました。ここいらは

わかりました。桜島フェリーもかなり減ってる

んだろうと思います。そして、なぜ、大型バス

の話も出ましたけれども、大型バスは何で通ら

ないか。これから、まだまだ通らなくなります。

多分大型バスが通るのは内之浦であり、佐多岬

であり、垂水が目的でありません。そうしたと

きに、これは必ず東回り縦貫道を通ります。と

思ったほうがいいでしょう。全部否定はしませ

んけども。そういったことで、そこいらの調査

状況、通行量の調査状況はどうなってるのかと

いうことであります。 

 それから、多分、道の駅と同じ魚ですか、カ

ンパチであり、ブリであり、それから豚肉であ

り、鶏であり、ほとんど同じ、そういうことに

なっていくんだろうと思います。そうしたとき

に、道の駅と南の拠点で同じ出荷者が出た場合

に売れる方向に流れるおそれもある。そういっ

た具体的な心配ですけれども、そこいらについ

てはどう考えていらっしゃるのか。要するに出

荷組合が両方とも一緒なのかということ。 

 それと、あと先ほど触れたんですけれども、

南の拠点ができたときに、垂水市役所として、

どこが窓口になるのか。ここも大きな問題です。

なぜならば、過去にも道の駅は企画がして、商
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工観光がです。森の駅も、今度、農林課だった

ですか。農林課いろいろ問題があったんですよ

ね。補助金を受ける中で商工観光課で対応でき

るのかと。でも、何とか、商工観光が受けたか

ら出来たと。そういった中で、先ほど言いまし

たけれども、一部に負担が行き過ぎるのかなと

いう思いも持っております。まず、施設の管理

運営はどうなっていくのかということ。まず４

点をお伺いをしたいと思います。 

 それから、教育力の向上なんですけれども、

これについては、きのうも東進ハイスクールの

話が出ました。これは垂水高校の定員をふやそ

うという策でありまして、私が今これから申し

上げることは、教育というのは、教育力という

のは、小学校の３年生まででほとんどが形成さ

れる。90％以上が。数学で言えば、足し算、引

き算、掛け算、割り算、小数点、分数、それか

ら国語で言えば、読み書き、社会で言えば、地

図を見て、川の名前を覚えたり、土地の名前を

覚えたり、それから理科は天文の話、それから

動物があり、虫であり、そういったことを小学

校の３年生までやります。私もそういった意味

では皆さん方と違って落ちこぼれた口です。１

年から３年の間に。当然そういったことは学校

教育課長御承知のとおりだと思うんですが、そ

ういったことを前提に立って、今回土曜授業が

久しぶりに再開をされました。まず、なぜ再開

に至ったのか。もともと私もこれが廃止になる

ときに労働運動をしとったはずです。そのとき

に時間短縮を盛んに言う時代でした。日本が 

２千2～300時間、ドイツが1,600時間というこ

と、何とか覚えてますけども、そういう時代の

話で、先生たちも労働者であるということも大

きな土曜授業を廃止するに行ったファクターの

一つだったと思うんですが、今なぜ、この問題

が復活してきたのか。それとまた導入をして間

もないんですけれども、子供たちであり、学校

であり、それから保護者の反応はどうだったの

かということを１回目お聞きしたいと思います。 

○農林課長（川畑千歳）  皆さん、おはようご

ざいます。川菷議員の６次産業化についての質

問で、まず初めに、これまでの経過についてお

答えいたします。 

 農業の６次産業化とは何なのかと、その方面

の図書をひもといてみますと、農家の所得をふ

やし、農村に就業の機会をふやそうと生産から

加工、そして流通、販売までを手がけることと、

農業経済学者であります東京大学の今村奈良臣

名誉教授が提唱されたとあります。20年以上も

前に今村先生は「梅栗植えてハワイに行こ

う！」のキャッチフレーズで一躍有名になりま

した大分県大山町で村づくりの指導中に発想・

提案をされ、その後取り組みが広がっていった

そうです。 

 全国でその動きが活発化してきた平成25年度

に農業を成長産業と位置づけた国は、農政の展

開方向として、今後10年程度を見据えた農林水

産政策の指針である農林水産業・地域の活力創

造プランを発表、その中で、農林水産物の付加

価値向上策として、６次産業化の推進を掲げま

した。 

 農林業の振興を図るために、新規就農者の確

保や担い手農家の育成・支援に取り組むととも

に、農業経営の多角化を図り、農業所得の向上

を目指そうと本市は、平成26年度に農家と行政

が一緒に農産物の生産加工や企業型農業経営の

先進地視察を実施いたしました。また、農業経

営者が地元で生産された農産物を原料とし、新

商品等の事業化の取り組みに必要となる機械や

施設等の整備に係る費用に対して助成する市単

独事業６次産業化推進整備事業補助金を創設を

いたしました。同制度で、平成26年度にはビワ

の加工に係る補助金を１件交付し、本年度は、

大野のつらさ下げ芋の加工に係る補助金を１件

交付することになっております。 

 まずは、個々の農家の６次産業化から始めよ
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うと、今申し上げました市単独事業を創設した

ところでございます。 

 立派な農産物を生産すると同時に付加価値を

つけて所得をふやしていただきたい。また、形

状に難があるなどで出荷をためらうような農産

物を加工し、姿を変えた商品で販売すれば、そ

の分所得がふえるわけです。よい例が特産のサ

ヤインゲンを加工商品化したポタージュスープ

やドレッシングを全国に向けて販売している地

元の民間企業でございます。これから加工を始

めようとする方には、ことし４月に鹿屋市串良

町に開設をされた加工事業者等による加工品の

試作・研究・開発や販路拡大等を支援する県の

施設、鹿児島県大隅加工技術研究センターを有

効活用していく方法もあります。 

 では、販売はどうするのかということでござ

いますが、農産物販売所、道の駅、インターネ

ット、ふるさと納税の御礼の品を手始めに、国

の外郭団体が運営している展示ブースや東京有

楽町にあります、かごしま遊楽館の活用、こと

しの夏に東京で開催しました鹿児島たるみず物

産展などの開催、農家レストランなど、販売チ

ャンネルは数多く考えられます。 

 事業の展開についてですが、個々の農家が、

また農家がグループをつくって、さらには農業

法人が生産から加工、そして流通・販売までを

手がける本来の６次産業化に加えて、地元企業

や市外の企業が農産物の加工・販売を手がける

方法も水産業で先例がありますように農業でも

考えられます。当然、地元の農家が育てた農産

物を使って加工・販売をしてもらいますので、

農産物の販路拡大にも貢献をすることになりま

す。農業参入企業であれば、まさに農業の６次

産業化そのものであります。条件が整えば、企

業等立地促進補助金を活用してスムーズに事業

展開ができますし、垂水市にとっても雇用の創

出とあわせて、法人・個人市民税、固定資産税

が期待をできるわけです。 

 そのようなわけで、今後、農業の６次産業化

に取り組んでまいります。基本は農産物の生産

でありますことから、現在就農されている農家

の経営環境の整備はもとより、新規就農者の確

保や担い手農家の育成・支援に取り組んで、本

市農業の振興を図ってまいります。 

 以上です。 

○水産商工観光課長（髙田 総）  水産業にお

ける６次産業化のこれまでの経過と今後の考え

方、進めた方でございますが、基本的な方針と

いたしましては、先ほども言われました、現在

150億円と言われる水産業の生産高に６次産業

化により上積みされる国内外の500億円相当の

マーケットの一角を確保すべく、商談会の開催

やトップセールス等により支援を行っていると

ころでございます。 

 水産業関係におきましては、垂水市漁協やさ

と丸水産、森山水産、小浜水産を始めとした６

次産業化への取り組みによる加工品が多数商品

化されているところでございます。 

 具体的には、さと丸水産におきましては、カ

ンパチやタイ、ヒラメを使った加工品等を、森

山水産におきましてはブリの加工品を、また小

浜水産におきましては、カンパチを６キロ前後

まで成長させたビッグカンパチを利用した加工

品を開発し、それぞれが雇用創出並びに販路拡

大の事業も行っているところでございます。 

 また、地方創生事業を活用した取り組みとい

たしまして、７月に情報発信の中心であります

東京都内で鹿児島たるみず観光物産展を開催し、

６次産業化で開発された加工品を中心に認知度

を高め、ふるさと納税の獲得を図るとともに販

路拡大を支援してきたところでございます。今

回の観光物産展におきましては、バイヤーや物

流担当者の方々と商談を行っていただき、その

結果において、商談成立の報告も受けている事

例もある中、全国規模のロット注文数に対応で

きないなど、課題も見えてきたところでござい
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ます。 

 次に、今後の考え方、進め方でございますが、

水産業における６次産業化につきましては、一

般的には、漁業者が水産加工品の製造・販売や

水産物の直接販売といった生産・加工・流通を

一体化させた取り組みを行うことで付加価値を

高めるものと理解しておりますが、本市が積極

的に取り組んでおります観光漁業や漁家民泊と

の融合による新たな取り組みなど、さまざまな

形態があると思っております。 

 国におきましても、このような取り組みを新

たな動きとして捉えているようでございます。

その中で、漁業者が加工業者等とタイアップ、

業務提携をして事業を進めていく形態、例えば、

現在牛根漁協が進めておりますグローバル・

オーシャン・ワークス様と連携していくような

取り組みも一つの形態と考えてみてはどうかと

思っているところでございます。このような取

り組みを行うことで、全国規模のロット注文数

への対応が可能となるなど、将来的に漁業者の

経営安定につながっていくと考えているところ

でございます。 

 また、本市の水産加工品につきましては、一

本釣りで取れるタチウオや、アジ、とんとこ漁

や底引きで取れるナミクダヒゲエビやヒメアマ

エビ、メバチ類も視野に入れた新たな取り組み

を進めていく必要があると考えているところで

ございます。 

 今後も新たな商品の開発や商品の販路拡大並

びに民泊など、他の取り組みと融合した６次産

業化に向けた取り組みを行ってまいります。 

 以上でございます。 

○財政課長（野妻正美）  北方議員の法定外繰

出金に対する財政課の考え方についてお答えい

たします。（発言する者あり）川菷議員の、失

礼しました。川菷議員の法定外繰出金の財政課

の考え方についてお答えいたします。 

 きのう北方議員の答弁でも申し上げましたが、

平成26年度決算における一般会計からの繰出金

は全部で、８億8,242万1,000円を支出しており

ます。そのうち、いわゆる法定外繰出金は２億

8,433万4,000円でございます。この繰出金は毎

年増えてきているところでございます。財政課

としましては、独立採算制の原則を遵守してい

ただきたいと考えております。しかしながら、

その性質上、経営が困難であると認められる経

費等につきましては、それぞれの特別会計の制

度等を堅持するためにも法定外繰出金を含めた

一般会計からの支出はやむを得ないものと考え

ております。 

 以上です。 

○企画政策課長（角野 毅）  川菷議員の御質

問にお答えをいたします。 

 まず初めに、南の拠点整備における、大隅半

島における人口減少や東九州自動車道の一部開

通などによる社会情勢の変化について、どのよ

うに対応するかということでございますが、議

員御指摘のとおり、以前と比較し交通体系が変

化するなど、社会情勢は大きく変化しておりま

すので、必要なデータを分析するなどの対応を

行いながら、時代に合った計画づくりに努めて

まいりたいと考えております。 

 過去における南の拠点整備構想は地域振興を

目的としたものでありましたが、現在進めてお

ります南の拠点整備構想は、地方創生総合戦略

の魅力的な観光資源を生かした多様な交流の促

進に位置づけられておりまして、雇用創出や交

流人口対策を目的に地域資源の高付加価値化支

援、また情報発信などによります流通の支援、

人材育成支援などの機能を持たせ、また、ＤＭ

Ｏによる経営主体の経営を行う構想でございま

す。この構想の実現によりまして、垂水市全体

の発展、成長が期待できるものでありますこと

から、市民の理解を得ながら事業展開していき

たいと考えております。 

 続きまして、道の駅たるみずと南の拠点の地
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元産品の出荷等につきましてでございますが、

南の拠点のコンセプトは現在整備構想を策定し

ている最中であり、来月にはコンセプトが示さ

れる予定ではございますが、当然ながら、道の

駅たるみずと競合するのではなく、道の駅たる

みずや森の駅、その他市内観光施設に対しまし

ても、南の拠点を交通結節点として、観光メニ

ューの開発を推進するなど、相乗効果が得られ

るようなコンセプトによる拠点にしたいという

ふうに考えております。 

 道の駅たるみずは、垂水市道の駅出荷者協議

会により地元産品を取り扱っておりますが、南

の拠点における地元産品の取り扱いは、現在検

討段階でございます。ただし、南の拠点におい

ては、例えば６次産業化による新たに開発をさ

れました商品をテストする売り場とするなど、

高付加価値化支援や流通支援の機能を持たせ、

道の駅たるみずとの差別化を図りたいというふ

うに考えております。 

 最後になりますけれども、南の拠点の施設の

管理運営についての考え方でございます。 

 現在、南の拠点整備構想を策定している最中

でございますので、現時点における市の考え方

を御説明をさせていただきます。 

 施設の管理運営は指定管理制度による運営を

想定しておりまして、指定管理先はＤＭＯ、い

わゆる民間の経営感覚を生かした観光協会等に

よる法人格を持たせた組織による運営を考えて

いるところでございます。 

 このＤＭＯは、現在、内閣府、国土交通省、

観光庁による日本版ＤＭＯ形成・確立に係る手

引きが11月に発表されるなど、国においても非

常に力を入れております。このような先進的な

事例に対応するため、本市としても国家公務員

などを派遣する地方創生人材支援制度の申請を

行っているところでございます。 

 一方で、庁内体制等でございますけれども、

現在南の拠点整備構想は企画政策課が主管とし

て作業を行っており、今後施設等のインフラ整

備等を初めＤＭＯ設立等の事務がございますが、

本事業は、総合戦略の重点事業として、全庁的

取り組みとして進めてまいりたいと考えており

ます。また水産商工観光課については、観光分

野及び経済対策分野において密接な関係がござ

います。ＤＭＯが設立された後は、行政として

の役割、ＤＭＯとしての役割を明確にする必要

が生じます。したがいまして、１課に負担が集

中することがないよう事前にこういった運営に

関するシステムづくりを行い、対応してまいり

たいと考えております。 

○学校教育課長（下江嘉誉）  川菷議員の御質

問にお答えいたします。 

 土曜授業が始まった意図や趣旨についてでご

ざいますが、平成14年度から完全学校週５日制

が導入され、豊かな体験活動を基盤としながら、

子供たち一人一人に生きる力を育成するために、

さまざまな教育活動が展開され、一定の効果が

あったものと考えております。しかし、一方で

学力の問題や子供たちの土曜日の過ごし方に課

題が見られたのも事実でございます。 

 これらの状況を踏まえた上で、平成25年11月

29日に公布・施行された学校教育法施行規則の

一部改正により、公立学校において当該学校を

設置する地方公共団体の教育委員会が必要と認

める場合には土曜授業の実施が可能になりまし

た。このことを受け、本市においても土曜日に

おける子供たちの過ごし方の状況や学力の状況

等に鑑み、学力向上を初めとする教育課題に対

応し、一人一人の生きる力の育成を目指すため

に、８月と３月を除く原則第２土曜日を授業日

として設定したものでございます。 

 次に、学校、保護者、子供はどう感じている

かということについてでございますが、本市に

おきましては、本年10月10日より、全小・中学

校で土曜授業を開始いたしました。 

 土曜授業日に学校訪問をしてみますと、地域
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の方々と一緒に体験活動をしたり、いつもと違

った雰囲気で多くの先生方と教科学習を進める

中で、基礎的・基本的な内容など、子供一人一

人に合った内容の学習を行ったりするなど、各

学校で工夫しながら、学習が展開されておりま

した。 

 先生方に話を伺いますと、「補充指導や個別

指導の時間を確保することができ、一人一人に

合った指導が充実できる」、「学校行事を土曜

日に開催することで、保護者や地域の出席者が

ふえた」などの感想が聞かれました。また保護

者からは、「月１回であっても学校がある日が

ふえることはありがたい」、「学校行事に参加

しやすくなった」などの感想が寄せられている

ようです。そして子供たちからは、「土曜日に

友だちと過ごせることは楽しい」、「いつもと

違って、いろいろな先生から教えてもらうのが

うれしい」などの感想もあると伺っております。 

 以上でございます。 

○川萇達志議員  懇切丁寧にありがとうござい

ました。時間が大分過ぎました。私も端的に質

問します。ぜひ答弁を端的にして終わるよう、

45分ぐらいで終わるとなってますけども、ひと

つ御協力をお願いをしたいと思います。 

 まず、６次産業ですけれども、これには事業

をして、あと一番大事なことは雇用を生むとい

うことなんだろうと思います。つら下げ芋の話

とそれからインゲンのポタージュの話出ました

けれども、それはそれで否定はしませんけれど

も、やはり垂水市として取り組む以上はしっか

りと雇用を生む、企業がもうける、そういった

ことを大胆にやっていかなきゃならないと思う

んだけれども、これからやっていくに当たって、

そういう施設に対するハード、これは誰でもで

きるんです。国が補助をしてくれる。要するに

どうやって売るかということについて、しっか

りと研究をしていただきたい。売らないことに

はつくってもしょうがないんです。一番の課題

はここです。私どもが行ったところは自分たち

で探してる。自分で店をつくって、牛をこしら

えて、それを提供する６次産業。そこに金を出

す。カット野菜にしてもそうなんです。ぜひと

も、そこいらについて端的に答弁をいただきた

いということと、それと水産課、ちょっと気に

なったんだけれども、グローバルの６次産業と

いう話したんだけれども、ここにもあるんだけ

れども、６次産業というのは基準があるんです

ね。農林漁業者がみずから策定して、国に提出

して認可を受ける。これが６次産業なんです。

ところが、グローバルさんの場合は全部自分で

自腹でほとんどやってるわけです。垂水が補助

あるとするならば、これは企業への優遇措置、

これは当然やっていかなきゃならない。ここは

やっぱり行政は法律で決められた以上のことを

しちゃいけん、言っちゃいけないと思う。グ

ローバルは絶対６次はあり得ないんです。何で

か、自分でつくってないから。やはり、こうい

ったことを行政が曖昧にしていくと、学校教育

にも影響出てきます。厳しい法律に基づいてや

っていかないと。軽々にグローバルさん、グ

ローバルに対しても失礼ですよ。ぜひ、ここい

らについては、今後言葉の取り扱いについては

慎重を期していただきたい。そうしないと、な

あなあになってしまう。みずからはしっかりと

律して、自分たちの要望はこうなんだ。その中

で最大限の努力をしていかれるべきだと思いま

すが、誰でもいい、これについては確認をとっ

ておきたいと思います。 

 とりあえず時間もないんで、答弁をお願いし

ます。 

○農林課長（川畑千歳）  農業の６次産業化に

つきましては、先ほど御紹介いたしましたとお

り、まだ緒についたばかりでございます。議員

御指摘の販売のほうが、売ることが大事だと、

しっかり研究をするようにとございました。こ

れまで水産業が先行して６次産業化を進めてま
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いりました。農業のほうも先ほど申し上げまし

たとおり６次産業化に取り組んでいくというこ

とで、水産商工観光課と連携をしながら、垂水

市一体となった取り組みができるように、今後

調査研究をしてまいりたいと思います。 

 そうした中で、先ほど串良町の加工センター

の話をいたしましたけれども、あそこの施設は、

議員も御承知かと思いますけれども、加工をす

るばかりじゃなくて、販売をするに当たっての

マッチング、それから販売先との商談、その辺

も面倒いただけるということでお聞きしており

ますので、その辺等も連携をしながら幅広く情

報収集をして取り組んでまいりたいと思います。 

 以上です。（発言する者あり） 

○水産商工観光課長（髙田 総）  先ほどのグ

ローバル・オーシャン様との提携という形でご

ざいますが、一つの形態と考えてみてはどうか

と、提案というか、そういう形だったんですが、

現在国においてもいろいろな取り組みと融合す

る形もあります。先ほど言われたように、最終

的には雇用を生んで、しっかりと企業がもうけ

ていただける、それが最終の形だと考えており

ますので、その６次産業であるなし、そういう

補助金の関係も出てくるかもしれませんが、い

ろいろな形として捉えていければなと考えてい

るところでございます。 

○川萇達志議員  今、緒についただけという感

じじゃいけないと思う。何でかというと、市長

がこのことを打ち出されて、もう１年もたって

る。もう、ぼちぼち具体的に焦点を絞っていか

ないと。１年前なら、まだそれで十分納得でき

るの。そのグローバルの話も一つの形態として

とありましたけれども、こういった曖昧な言い

方はやめたほうがいいんじゃないの。ここらに

ついては、両方とも、市長、ひとつ答弁をお願

いします。 

○市長（尾脇雅弥）  農業と水産の分野という

ことで、きょうは少しちょっと風邪ぎみで声が

悪いのをお許しいただきたいと思いますけれど

も、もともとのまちづくりの考え方が経済政策

として６次産業化と観光振興ということをずっ

と掲げております。６次産業化の考え方という

のは、垂水の一次産品の宝をしっかりと確保し

て、もうかる仕組みをつくって、国内はもちろ

んですけども、海外へ向かって発信をしていく

と。私は多分、就任１年のときに、例えばグ

ローバル・オーシャンのようなという話をして

いると思います。垂水版という話をしましたけ

れども、やっぱり垂水の魚をしっかりと生産を

していただく。あと、加工と販売。特に一番大

事なことはいい物をつくるということだと思う

んですけど、一番難しいのは販売なんですね。

川菷さんがおっしゃったとおり。ですので、こ

れまで、物をつくるということに力が入ってお

りまして、それはそれで大事なんですけど、な

かなか、もうかるというところにまで行ってな

いというところの例として、グローバル・オー

シャンさんが、例えば、４年、５年前ですか、

立地をされて、当然一から始まったわけですけ

ど、今、社員寮も堀添議員の目の前に立地をさ

れ、あるいは町の中に立地をされ、今度は会社

の前に女子寮もつくるということで、約90名ぐ

らいの雇用ということで、生産高もそれに近い

額という形で聞いておりますので、垂水の産業

の生きる道というのはそういう方向性だろうと

いうことを申し上げているところでございます。 

 ただ、そうはいっても、今、具体的に課題に

なってるのは、生産でありますと、人口種苗の

問題しっかりと確立して、先ほど言いました

（発言する者あり）はい。そういうことでござ

い……。（発言する者あり） 

○川萇達志議員  質問というのは、具体的に動

きがすべきじゃないかいうことと、グローバル

を一つの形態、垂水版とおっしゃった。本当に

これで行かれるのかと、この２点だけです。手

短に。 



－100－ 

○市長（尾脇雅弥）  実際に垂水漁協に関して

も海外の販路が４倍にふえてるということです

し、ブリの切り身の７割方は牛根産ということ

でありますから、こういった方向性でしっかり

とやっていくということであります。 

○川萇達志議員  グローバルの形態と、今後も

使っていかれるのかちゅうんです。 

○市長（尾脇雅弥）  これまでも、厳密に言う

と、さっき言いました辞書でいうところで言い

ますと、生産者が加工品なんかをつくって、自

分から売っていくというのが６次産業の言葉だ

ということは、私も十分認識しております。た

だ、これまでもいろんな方々から同様の質問が

ある中で、そういうような話をしておりますの

で、一番そういう形態を使いながら、しっかり

と生産者がもうかる仕組みをつくるということ

が大事だというふうに思っておりますので、そ

ういった意味合いで６次産業化という言葉は使

っているつもりでございます。 

○川萇達志議員  前段はそれでいいでしょう。

ただし、６次産業化、これちゃんと法的に書い

てあることはしっかり守っていただかないと、

こういう取り組みについて私は賛成はできない。

入り口が間違ってる。しっかりとここいら踏ま

えていかないと、補助金との絡みがある。要す

るにこういう事業ちゅうのは、予算の裏づけが

あって、それから人の裏づけもないとできない

の。まず入り口のここ、あやふやじゃあ、なか

なか、後に行ってからまた苦労するのは皆さん

方ですよ。きちっとした基準に、法律に従って

やっていかないと。このことは、まだ納得はし

ておりませんけれども次に移ります。 

 それから南の拠点なんですけれども、いろい

ろお話がありました。もう１回再質問ですけれ

ども、桜島のフェリーの関係については調査は

されてなかったの。報告なかったようだけれど。

それと私が一番心配してるの、全庁的な取り組

みをということだけれども、果たして、そうい

う取り組みができるの。窓口として。南の拠点

ですよ。何かここいらも曖昧で。最初から、こ

こいらはきちんとしていかないといけないんじ

ゃない。関係課であれば、ほかの関係課に入っ

てもらって、今から協議をしていく。全庁的な

ことをおっしゃって、後からそういうというこ

とじゃない。はっきり企画でやりますとかいう

ことをしていかないと、もし、これが水産商工

に行ったときに、また余計な仕事を抱える。さ

っき言ったように心の病気が私心配だ。課長、

水産商工観光課長、今、あなたのところで、わ

かってる範囲でいい。有給休暇の消化状況とか、

それから代休の処理の方法、まず残業でも、

サービス残業はないのかと。そういったところ、

ちょっと話をしてくれませんか。わかる範囲で

いいですよ。 

○議長（池之上誠）  今の質問は水産商工観光

課だけですか。 

○川萇達志議員  はい。 

○議長（池之上誠）  だけ。 

○水産商工観光課長（髙田 総）  急な話で、

正確な数値はちょっと把握してないんですが、

今、水産商工観光課におきましては、平日休み

をいただく場合には、土日出勤の代休で、課ほ

とんどの職員が処理をしていると認識している

ところです。（発言する者あり） 

○総務課長（中谷大潤）  年休の消化につきま

しては、総務課のほうで一応把握しております

ので、私のほうでお答えさせていただきます。 

 水産商工観光課の件をお尋ねですが、水産商

工観光課につきましては、平成26年度で申しま

すと、年休の消化率はゼロ％でございます。と

いうのも、今、課長が申し上げましたように、

水産商工観光課はゴールデンウィークを始め土

日に出るイベント業務が大変多ございまして、

今の市役所のほうは、土曜日、日曜日に出勤し

た場合は、平日の年休を使わずにその振りかえ

で今使わせておりますので、年休と振りかえが



－101－ 

ありましたら、振りかえのほうを優先さすよう

に指導していることもあって、この振りかえを

履行してるということで、年休の消化率はゼ

ロ％となっておりますが、そのかわり、いろん

なイベントも、ゴールデンウィークとか、夏と

か、ある程度時期が集中しますので、その合間、

暇な時期を見て、また何人かいるので、３人で

回すのを２人で回すようなというふうに工夫し

ながら振りかえを使うようにこちらも指導して

るので、そのようにしていると認識していると

ころでございます。 

○川萇達志議員  まだ、ほかにもいっぱい聞き

たいことがあったんですけれども時間が迫って

きたようですので、ちょっと年休の消化率がゼ

ロと、ほとんど使われていない。ここは非常に

私、大きな問題と。ほかの課の消化はどうなの。

ということ。同じ垂水の職員として、少々ので

こぼこはあっても、ここは人事管理上、大きな

問題が今発言だったと思うんで、市長でも副市

長でも、副市長、このことについて、無茶振り

をしてるんじゃないんですよ。もし、これが南

の拠点が商工観光課に仮に行くとするならば、

ここは大きな機構改革をしないと、とてもじゃ

ないが、この事業について、私は賛成すること

ができないぐらいの気持ちで。心の病気をつく

っちゃいかん。せっかく入った垂水市役所で、

そういったことでやめていったり、悩んだりし

てる、そういう意味での質問ですので、将来に

向けて、このことについて、副市長、市長はあ

れでしょうから、副市長、ぜひ。 

○副市長（岩元 明）  先ほどの全庁的な取り

組みというのは意気込みを示したわけでござい

まして、当面は企画政策課が進めてまいります。

その後において、先ほどの答弁にもありました

ように民間活力を導入するのかどうかというよ

うなことが出てきますので、そういう御理解で

お願いしておきたいと思うんですけれども、お

っしゃるような職場環境の大切さというのは、

私も十分認識しております。と申しますのは、

私、学校に行く子供の時分には、勉強は嫌いで

ありましたけれども、学校が好きというタイプ

でございまして、長じて大人になってからも、

仕事は大して好きではなかったんですが、職場

が好きということで、今これまで持ってきたよ

うなところがありますので、人より以上に職場

環境の大切さというのは認識しているつもりで

ございます。おっしゃるような大変役所の職場

環境が厳しくなっていることは十分承知してお

ります。この要因としましては、定員適正化計

画によります10年間で50人削減というしわ寄せ。

それから先ほどから御指摘のように、政策的な

事務事業量が増大していることなどが要因だと

考えております。その対策としましては、いつ

までも職員の個々の能力、モチベーションを高

く持てというようなことで維持推進できること

ではないというふうに考えておりますので、対

策としましては、職員の採用を平準化していき

たいということ。それから組織、おっしゃるよ

うな組織再編ということも、もう１回視野に入

れて検討していかなけりゃならないだろうと。

それから適正な配置等を心がけねばならない。

もう１点は民間委託と、指定管理等も含めて民

間委託等というのも検討していかなけりゃなら

ないだろうと、こういった対策を考えるのが私

たち上司の務めだというふうに考えております

ので、十分御意見は承りましたので、適切に対

処していきたいと考えております。 

○川萇達志議員  企画課長、桜島のフェリーの

実績状況調べてある。ある。なかったら、いい

んだ。要するに垂水フェリーはきのうあったで

しょう。月ごと。そういうこと、桜島フェリー

は調べてあるのという、具体的に。 

○企画政策課長（角野 毅）  具体的な数字と

してはありません。 

○川萇達志議員  わかりました。 

○議長（池之上誠）  川菷議員、質問か、どう
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かははっきりしてください。 

○川萇達志議員  わかりました。確認です。 

○議長（池之上誠）  はい。 

○川萇達志議員  なきゃ、ないでいいんですよ。

してない。でも、これは確実に調べてください

よ。調べた上で、そういう例えば大隅半島の人

口はどんどん減っていく中で、まだ減るはずな

んだ。そういった要因を、外的な要因が新しい

南の拠点に与える影響を調べてからつくってい

かないと後悔すると思うんで言ってるだけの話

です。 

 それから副市長、もうこれ以上言いませんけ

れども、ぜひ、そういうことがないようにして

いただきたい。総務課長、ぜひ職員を大事に使

いながら。幾らいい事業をしようと、職員がそ

うやって潰れて、意味がない。戦い終わって振

り返ったら、焼け野原だった。１人勝ってもし

ょうがない。みんな勝っていかないと。ぜひ、

そういうことを市長にもあえて、わかっていら

っしゃるでしょうから、これだけ言えば。ぜひ

お願いをしたいと思います。 

 それから、また、このことについては、また

緒についたばかりです。６次産業については。

これからもしっかりとまた御意見を伺いながら、

両方ともいい形で進んでいくように、私も努力

をしてまいりたいと思います。 

 教育問題ですけれども、確かにそういう背景

の中で進んで、今わからないんだけれども、土

曜授業の中で１年生から３年生までのここいら

の、６年生までですが、しっかりと繰り返し繰

り返し、反復練習をしながら、基礎をしっかり

教え込む土曜の時間にしていただきたいんです

よ。私のお願いは。そのうちなら、小学校まで

は、まだ何とか間に合うんでしょう。確かにい

ろんな地域との交わりも必要なん、ただ、やは

り底入れをしていかないと、垂水高校で今現在

起きてる、なかなか入り手がいない。出口がお

かしいからです。垂水高校で東進ハイスクール

のお世話にならなくても、できる基礎学力を持

った子供たちをつくるために土曜授業をしっか

りしていただきたいということであります。こ

れは私が言わなくても、多分、その方向で考え

ていらっしゃるんだろうと推測をいたします。 

 それで前も聞いたことあるんですけど、最後

に１点だけ。国も学習テスト、学テの公開の話

なんじゃけど、まだ、ごたごたごたとしてるよ

うな。鹿児島県はこれはもう絶対に順番をつけ

ないというようなことで進んでいるようだけれ

ども、このこと本当にこれでいいのかというこ

とをお伺いをしたいと思います。 

○学校教育課長（下江嘉誉）  全国学力学習状

況調査の結果の公表についての御質問でござい

ますが、これにつきまして、本市としましては、

昨年度から、全国、県及び市の平均正答率を公

表することとしております。これにつきまして

は、本年11月の市報たるみずに数値として示し

てございます。 

 また、各学校の公表結果につきましては、比

較的児童生徒数が多い垂水小学校、協和小学校、

垂水中央中学校につきましては、国・県・市の

平均に加えて、各学校の平均まで学校だより等

で公表してございます。 

 その他の小規模校５校につきましては、受験

人数が１名から６名となっておりますので、結

果は平均の数値としては公表せず、課題とその

対応等について周知しているところでございま

す。今後とも一人一人の結果を十分に分析した

上で、土曜授業も含めて通常の授業はもちろん、

議員がおっしゃいますように徹底した指導を充

実してまいりたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○川萇達志議員  門外漢の私が教育のこといろ

いろ申し上げるんですけれども、ただ一つのい

い子供たちをつくらないかんという思いです。

そして、このことが皆さん方の大きな仕事であ

ります。仕事は成果が上がって初めて仕事であ
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り、ぜひ、よろしくお願いします。 

 それから、今年１年本当に皆さん御苦労さま

でした。それぞれがそれぞれの想いの中で質問

させていただきましたし、それぞれ答弁いただ

きました。市のためと思いを述べる年の暮れ。 

 以上で終わります。 

○議長（池之上誠）  ここで暫時休憩いたしま

す。 

 次は10時40分から再開いたします。 

     午前10時28分休憩 

 

     午前10時40分開議 

○議長（池之上誠）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 ８番持留良一議員の質問を許可いたします。 

   ［持留良一議員登壇］ 

○持留良一議員  それでは、12月議会の一般質

問を行っていきたいと思います。 

 まず最初、冒頭に、昨日は12月８日、太平洋

戦争が開始された日でもありました。今、戦争

法が成立した後、まだまだ多くの国民の皆さん

がこの法律に対して反対の声を上げています。

ましてや、憲法違反である、この法律が実施さ

れないように、私たちは今後さらに国民の皆さ

んとともに廃止へ向けて頑張っていく決意であ

ります。 

 まず、そのことを冒頭に述べまして、質問に

入っていきたいと思います。 

 最初の質問は、先般、大筋合意した環太平洋

連携協定、いわゆるＴＰＰ問題です。日本共産

党は、地域経済・雇用、農業、医療・保険、食

品安全、知的財産権などの国民生活・営業に密

接にかかわる分野で国民の利益と経済主権をア

メリカや多国籍企業に売り渡すものであり、断

じて容認できないと抗議し、調印を中止された

意図の国民的な戦いを呼びかけています。今、

ＴＰＰ問題については、市民の中からも不安と

批判が広がっています。それはとりわけ焦点と

なった農林水産物の分野で大幅に譲歩し、国会

の決議に違反し、国益を踏みにじったことがい

よいよ明らかになってきてるからであります。 

 そこで、以下の４点について質問いたします。

簡潔な答弁を求めます。 

 １点目は、大筋合意について、国会決議に反

するとの認識はあるのか。２点目は、情報公開

と徹底的な審議と経済や国民の生活への影響の

検証を行うべきだと考えますが、３点目は、垂

水の農業への影響について、現段階での認識に

ついて伺います。 

 全国町村会大会では、農村漁村に深刻な打撃

を与えるということで、対策を求め、決議も上

げています。また開会中の県議会でも、特に畜

産農家への影響を懸念する答弁がされていまし

た。私は、日本の農業、垂水の農業を守り発展

させていくためには、大筋合意の撤回、ＴＰＰ

協定に反対していくことだと考えます。 

 そこで４点目として、垂水の農業を守り発展

させるためには、いつも指摘していますが、多

様な担い手の生産継続が可能になり、後継者青

年や新規就農が農業で暮らしが成り立つように

援助することだと思います。そのためには、関

税の撤廃、引き下げを撤回するだけでなく、国

による価格保障、所得補償が不可欠ですけども、

この点についての見解を伺います。 

 次に、高齢者対策について質問いたします。 

 厚労省が発表した国民生活基礎調査では、年

間所得が下落し、貧困率も最悪となるなど、国

民生活が苦しくなってることが明らかになりま

した。可処分所得の中央値の半分を下回る世帯

の割合を示す相対的貧困率が16.1％になり、

1985年以来の調査開始以来最高になりました。

生活意識では、大変苦しい、やや苦しいが

50.9％に上り、貯蓄の状況では貯蓄が減ったと

も、高いですと答えたのは高齢者になっていま

す。 

 さらに、高齢者世帯では、老老介護の世帯の
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割合は51.2％で過半数となり、過去最高です。

これは今の政治が医療、介護の負担増や年金切

り下げを容赦なく続ける、高齢者の生活を破壊

していくその実態のあらわれであるというふう

に思います。まさに、下流老人、老後破産等々

の言葉が飛び交う事態にもなってきてます。長

年必死に働いた人たちが老後になってまともに

暮らすことができず、場合によっては、孤独死、

孤立死に至る社会をこれ以上放置することは許

されない問題だというふうに考えます。高齢者

を冷たく扱う政治に未来はありません。高齢者

の生存と尊厳の保障の政治がもっと必要ではな

いでしょうか。これをしっかりと進めていくた

めに本市でももっと取り組むべき生活支援はあ

ると考えますが、この事態の認識と救済対策の

必要性について、見解を伺います。 

 次に、介護保険の問題について、３つの点か

ら質問いたします。 

 １点目は、総合支援事業への移行が2017年度

から問題なくスタートできるのかという質問で

あります。要支援１、２の人が受ける通所介護、

訪問介護は、2017年以降は介護保険から外され、

ボランティアなどを活用して市町村が責任を負

う新総合事業と呼ばれる安上がりサービスに置

きかえられることになってます。厚労省は11月

に移行先と位置づけと呼ばれる市町村の新総合

事業の実施状況を明らかにしました。この結果

からは、移行期限の2017年が966に上がり、未

定も92もあり、多くの自治体で移行が混乱にな

ってることが示されています。さらに、事業費

は厳しい上限が設けられており、民間事業者も

やらないし、ボランティアもいない。これまで

のサービスができる状態が悪化するなどの声が

利用者や自治体からも上がっています。 

 そこで、１つ目は、取り組みの現状と課題及

び対策はどうなってるのか。２つ目は、市が責

任を持って総合事業に移行できるのか、伺いま

す。 

 ２点目は、介護保険料、利用料の対策につい

てです。 

 厚労省の調べで、2013年度介護保険料の滞納

のペナルティを受けた高齢者が１万2,849人と

わかりました。保険料が払えず、介護サービス

が制限されるなど、生活困窮、貧困が命を脅か

す事態の広がりを示すものです。高齢者の生活

困窮者対策として、何回も負担の軽減を求めて

きました。改めて今日の状況から負担の軽減を

求めたいと思います。 

 そこで、介護保険料の滞納状況、滞納者数と

ペナルティ者数は、また境界層措置者数は、そ

して支援ということで、任意事業、成年後見者

支援の取り組みはどうなってるのか、伺います。 

 次に、子供の貧困対策について質問いたしま

す。 

 １点目は、基本的な姿勢について、市長と教

育長に伺います。ここでは、１点目と２点目の

ところであります。 

 ３年ごとに発表される日本の子供の貧困率が

過去最高の16.3％になりました。日本の子供の

貧困率はＯＥＣＤ加盟国34カ国中ワースト10の

深刻さになっています。中でも深刻なのはひと

り親家庭で、その相対的貧困率は54.6％にまで

及びます。これは大半を占める母子世帯が低所

得者にあることを示しています。生活意識では

84％が苦しいと答えてます。貧困率が急増する

背景には、雇用や福祉、社会保障の切り捨てに

よる貧困と格差の拡大があります。そんな中、

子供の貧困解決に社会的全体で取り組む大綱と

して、2013年６月国会で子供の貧困対策推進に

関する法律が全会一致で成立しました。その後、

貧困法の課題や目標を示した子供の貧困大綱が

決定され、親から子への貧困の連鎖を断ち切る

ことをうたい、教育支援、生活支援、保護者に

対する支援、経済支援の４項目で40項目の課題

が掲げられました。しかし、実効性ある施策は

乏しく間接的な支援ばかりです。貧困法には自
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治体の責務も第４条で示されていて、基本例に

のっとり国と協力しつつ、当該地域の状況に応

じた施策を策定し及び実施する責務を有すると

しています。そこで、それぞれの立場で、市長、

教育長に１点目、２点目を伺います。 

 １点目は、子供の貧困率が過去最高を更新す

る中、市としての対策は十分と言えるのか伺い

ます。さらに、現状からどのような対策がさら

に必要だという認識があるのか伺います。子供

がどんな環境に生まれても、生活や学習が保障

され、未来に希望が持てる社会にするため、行

政の姿勢がいま一層問われてきています。 

 貧困の問題２点目として、教育長に伺います。 

 １つは、就学援助制度の問題であります。以

前にも同様の質問いたしました。しかし、子供

たちをめぐる環境は、先ほど述べたように、貧

困と格差が拡大し、どんな環境に生まれても生

活や学習が保障される就学制度の必要度はさら

に増してきてます。平成10年度は全国的には

10％近くあったのが、平成20年の調査では16％

まで広がってきています。そんな中、制度の重

要性とともに運用面での改善も進んでます。国

の財源のあり方は課題を残していますが、新た

に３つの項目もふやしました。さらに自治体で

は、入学準備のために生活困窮者への支援と子

供たちが安心して入学または新学期の準備がで

きる入学前の支給も多くの自治体で生まれてき

てます。そこで、このような背景も考慮しなが

ら、就学援助制度の入学準備金の前出し支給の

考えはないのか、改めて伺います。 

 もう１つは、そういう中、就学援助制度利用

の近年動向と特徴、この点についてお答えいた

だき、また今、私たちまた議員の中にも要望が

あるかと思いますけども、入学準備でお金を工

面するのが大変だ。そういう意味での入学準備

金の必要性の声が寄せられていますが、これら

に応えていくのが貧困法、目的、体制への第一

歩ではないかと思いますけども、見解を伺いま

す。 

 ２つ目は、学校給食費への支援の問題です。

この問題を考えるとき、３つの視点が大切と考

えます。１つは貧困対策の面、２点目は少子化、

人口対策の面、３点目は義務教育は無料という、

この３点であります。この点から全国的にも軽

減削減の取り組みがさまざまな地域の実態を考

慮して取り組まれています。 

 そこでお聞きしますけども、国は学校給食費

への補助をどのように認めているのか、伺いま

す。さらに、貧困対策や経済的支援など、３つ

の面から補助の考えあるのか、伺います。 

 最後の質問は、小規模事業者対策と地域経済

の活性化について質問いたします。 

 先般、商工会より来年度の予算編成に対する

要望書が提出され、議会にも案内が来ました。

そこで、平成28年度補助金等に関する商工会の

要望の考えはどうなってるのか、お聞きします。 

 １つは、補助金の増額と助成制度の考え、２

は他の自治体との補助金の状況はどうなってる

のか、伺います。 

 次に、小規模事業者対策と地域経済の活性化

のために保障していく制度として、垂水市も小

規模企業振興条例が必要になってきてることを

実態も踏まえて提案をしてまいりました。今回

の商工会の要望書の文面からも条例化が必要と

さらに認識を増しているところであります。そ

こで、以前の議会の質問や、質問でのその後の

分析や商工会とも協議していくと、そういう回

答がされましたが、その後の取り組みについて

伺います。 

 要望を具体化するには、条例の制定をしてい

くことがその保証になると考えますが、見解を

伺います。 

 また、条例制定によって、地域経済の活性化、

いわゆる持続可能な地域経済に貢献していくも

のと考えますが、改めて見解を伺います。 

 以上で質問を終わります。 
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 再質問は保留をさせていただきます。 

○市長（尾脇雅弥）  持留議員の質問にお答え

をいたします。 

 まず１点目、ＴＰＰ問題について、大筋合意

についての認識は、につきましては、大隅総合

開発期成会で、本年７月にＴＰＰ交渉に対する

適切な対応について、地域の重要な農産物にか

かわる衆参農林水産委員会決議を実行するよう

国等に対して要望活動を行っております。 

 ＴＰＰ交渉では、米などの農産物重要５項目

の関税維持を求めた国会決議に対して、米では

これまでの基本的な輸入の枠組みは変更せず、

関税撤廃の例外や現行の国家貿易制度の維持な

ど多くの例外措置を獲得、牛肉や豚肉では、関

税撤廃を回避し、長期の関税削減期間を確保ま

たは確保するとともに、セーフガード措置など

が合意内容として公表されました。衆議院と参

議院のＴＰＰ協定交渉参加に関する決議に対し

て、相当な努力がなされたものであると考えて

おります。 

 ２番目の今必要なものは情報公開と徹底審議

と経済や生活への影響の検証では、にお答えを

いたします。 

 新聞等でも農家の不安の声が報道され、垂水

市内でも耳にしております。そのような中、農

協の上部組織であるＪＡ県中央会は、11月30日

に鹿児島市でＪＡ県大会を開催をし、ＴＰＰ合

意内容の検証を国に求め、農業・農村を守る運

動を継続・強化していくとの特別決議を採択し

たと新聞で報道されていました。このように、

農業関係者にはＴＰＰ合意への不安があること

は事実であります。しかしながら、ＴＰＰ協定

は国と国との交渉により合意された内容であり、

議会承認などの国内手続を完了した60日後に発

行するものであります。冒頭に申し上げました

ように、地方自治としては、地域の実情を訴え

ながら対応を国に要望することが重要であると

考えております。今後は、年明けに開会予定の

通常国会などで、審議、検証がなされるものと

考えております。 

 ３点目の垂水の農業への影響についてでござ

いますけれども、垂水市の平成25年度農産物生

産額は約101億円であり、そのうち畜産部門は

75億円と大きな比率を占めております。 

 肉用牛は約６億1,000万円、豚は約21億6,000

万円の生産額があり、ＴＰＰ交渉における農産

物重要５項目の一つであることから、影響が懸

念をされているところです。 

 本市で飼育されている肉用牛は黒毛和牛であ

り、品質・価格面で輸入牛肉と差別化されてお

り、競合の度合いは小さいのではないかと見込

まれます。他方、長期的には、輸入牛と競合す

る乳用種を中心に国産牛肉全体の価格の下落も

懸念をされます。生産コストの削減や品質向上

など体質強化対策に加え、経営の継続・発展の

ための環境整備を検討することが必要と農林水

産省は分析をしております。 

 豚については、けさの新聞報道にもありまし

たように、我が国以外の豚肉需要が急激に伸び

る中、他の豚肉輸入国との買い付け競争が激し

くなる可能性があります。他方、長期的には、

低価格部位の輸入増の可能性が否定できず、国

産豚肉の価格の下落も懸念をされます。牛肉同

様に体質強化対策を検討することが必要と農林

水産省は分析をしております。 

 一方、水稲や野菜などの耕種部門の生産額は

約26億円であり、主な作物はインゲンが約13億

円、水稲が約２億4,000万円、次いで、キヌサ

ヤエンドウが約２億円となっております。 

 米も重要５項目の一つであり、無関税の輸入

枠が新設されたものの関税は維持されたことや、

本市の米は地産地消を中心に栽培されているこ

となどから、ＴＰＰ協定発行後の影響は大きく

ないものと考えます。 

 サヤインゲンは２種類の関税率が適用されて

おり、そのうちの一つが即時関税撤廃されます。
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農林水産省では、残る関税率が維持されること

から、特段の影響は見込みがたいが、さらなる

競争力の強化が必要と分析をしております。 

 以上のことから、経営安定策をしっかりと実

施する必要があるというふうに考えております。 

 ４点目、垂水の農業発展のために取り組むべ

きは何かにつきましては、本市の農業を取り巻

く環境は、農業従事者の高齢化や後継者不足、

耕作放棄地の増加など農業生産構造の脆弱化が

顕著にあらわれていることから、新規就農しよ

うとする、特に若い世代を中心に、関係者の協

力をいただきながら施策を推進していくことが

重要であると認識をしております。 

 畜産部門については、総合的なＴＰＰ関連政

策大綱の農林水産分野の中に措置された、生産

者の赤字補痾制度の充実と法制化など国の施策

を有効に活用するとともに、子牛の商品性を向

上させ、生産基盤の維持拡大を図るための高齢

繁殖牛の淘汰更新事業など市単独事業を制度設

計していくとともに、農家の生産コスト削減や

経営基盤強化への取り組みを支援してまいりま

す。 

 耕種部門につきましては、今後、予算措置さ

れる予定の国・県の施策を有効に活用するとと

もに、農業従事者の高齢化や後継者不足への対

応策として、防災営農対策事業の継ぎ足し単独

事業などの新規就農者支援策を制度設計して農

家を支援してまいります。 

 以上でございます。 

○保健福祉課長（篠原輝義）  ２番目の高齢者

対策についての御質問にお答えいたします。 

 高齢者の生活実態への認識があるかとの御質

問ですが、議員御指摘のとおり、医療や介護の

負担増、年金の切り下げ、消費税の増税問題等、

高齢者を取り巻く環境は年々厳しくなっており、

健康問題を抱える高齢者はさらに深刻で、今後

医療や介護サービスを受けられなくなる高齢者

も増えてくるのではと思われます。老老介護、

下流老人、老後破産等は、社会問題にもなって

おり、高齢者施策を行う保健福祉課としまして

も深刻な問題であると認識をしております。こ

れらは即座に解決できる問題ではありませんが、

高齢者ができる限り住みなれた地域で暮らし続

けられるよう、以下の事業を実施しております。 

 昨日の池山議員の御質問でも申し上げました

が、高齢者への支援策としまして、日常生活を

営むのに支障のある方を対象とした食事支援と

して訪問給食事業を実施しております。 

 また、在宅福祉の増進と寝たきり老人等のい

らっしゃる家庭の経済的軽減を図る紙おむつ給

付事業、二次予防対象者への掃除・ごみ出し・

食事、買い物支援等を提供する生活支援型ホー

ムヘルプ事業、さらに慢性疾患を有する非課税

対象者の緊急時の適切な対応を行う在宅高齢者

等緊急連絡体制整備事業を実施しております。

そのほか、家庭において常時家族の看護を行っ

ている方への介護手当事業も行っております。 

 以上の事業は、平成28年度も引き続き実施予

定でございます。 

 地域福祉コーディネーターについては、平成

26年度までは社会福祉協議会に県の100％事業

として２年間配置され、モデル地区として新城、

協和、牛根境地区のコミュニティネットワーク

づくりを支援してまいりました。 

 今後は、介護保険の中の地域支援事業として、

生活支援コーディネーターを配置しております

ので、事業を引き継いで実施してまいります。 

○税務課長（池松 烈）  持留議員の高齢者対

策、税等の軽減策につきまして、御質問にお答

えさせていただきます。 

 高齢者の暮らしの救済対策としての市税等の

軽減策につきましては、特段市税条例等でも規

定はしておりません。 

 しかしながら、高齢者を対象としたものでは

ありませんが、市税条例の第51条で市民税の減

免を、第71条で固定資産税の減免を規定してお
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りまして、基準につきましては、市税減免の基

準に関する規則の第２条で市民税の減免としま

して、生活保護者、廃業もしくは休業または失

業もしくは疾病等により、当該年中の合計所得

金額の見積額が前年中の合計所得金額の10分の

５以下に減少すると認められる方で、前年中の

合計所得金額が500万円以下であり納税が著し

く困難な方等、第３条で固定資産税の減免とし

まして、貧困により生活のための公私の扶助を

受ける方等を対象としまして、基準を規定して

いるところでございます。 

 税等の軽減策につきましては、国の政策、施

策、また、本市保健福祉課所管の事業など、総

合的な視点の中での整理調整、本市行政全体へ

の影響、その財源を確保するに当たっての担保

財源の確保等、大変難しいものがあると考えて

おります。 

 税務課としましては、税の公正公平の観点も

含めまして、市の基本財源でございます市税及

び国民健康保険税等の徴収に万全を期し、市の

財源確保に今後も努めていきたいと考えており

ます。 

 以上でございます。 

○保健福祉課長（篠原輝義）  ３番目の介護保

険についての御質問にお答えいたします。 

 新総合事業への移行問題についての御質問で

すが、平成29年４月からスタートする新総合事

業へ移行する現行の介護保険で行っている通所

介護・訪問介護サービスは、現通所介護と同様

のサービスを提供することになっており、現在

サービスを提供している通所事業者を再指定す

ることになろうかと思います。したがいまして、

市町村事業となっても何ら変わらない形でス

タートすることとなります。 

 なお、課題としまして、それ以外の多様な

サービスを市町村は実施することとなりますが、

平成29年４月の段階では、緩和した基準による

サービス提供を考えておりまして、そのサービ

スに該当する訪問型サービスとして既存のシル

バー人材センターが活用できないかを検討して

まいります。 

 責任を持って総合事業に移行できるのかとの

御質問ですが、先ほど述べましたとおり、現在

受けているサービス基準は守られますので、移

行はスムーズに進むと思われますが、市町村独

自の多様なサービスが可能な体制づくりを進め

てまいります。 

 ２番目の介護保険料・利用料の対策について

の御質問ですが、まず滞納状況につきましては、

何らかの理由で滞納している方が現在130名で、

うち時効成立により不納欠損となった方が47名

ほどおられます。この47名の方は、ペナルティ

として、今後介護保険を利用する場合、自己負

担が３割となります。 

 次の境界層措置者は現在２名おられます。 

 次に、保険料の独自減免については、これま

で過去の議会でも申し上げてまいりましたが、

制度的に低所得者については２分の１以上の軽

減が行われていること、また本市のような財政

力に乏しい自治体では、一般財源の投入は厳し

いことから、現在のところは考えておりません。 

 次に、成年後見人制度への取り組み状況につ

いては、平成24年度に要綱を定めて、後見人の

報酬助成、経費助成のいずれも予算化を図って

おりますが、利用実績がない状況でございます。 

 この制度を利用するためには家庭裁判所への

申し立てを行い、認められた場合は市が後見人

への報酬等の経費を助成する仕組みとなってお

りますこと、また本市においては、これまで何

とか血縁者等が後見人を見つけて対応している

ことで解決が図られたこと等により実績がない

のではないかと思われます。 

○市長（尾脇雅弥）  それでは、担当課長に答

えさせます。 

○保健福祉課長（篠原輝義）  ４番目の子供の

貧困対策についてでございますが、子供の生育
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する家庭の経済的理由で、生活状況にできるだ

け差異が生じることのないようにするための経

済的支援として、児童手当、中学校卒業までの

医療費の完全無料化、所得に応じた保育料負担

金の軽減等を実施しているところでございます。 

 また、一概には申し上げられませんが、母子

家庭等につきましては、全国的に見て貧困率の

割合が高いことから、児童扶養手当の受給、ひ

とり親家庭等医療費助成、母子福祉資金貸し付

け事業等の経済的支援を行っております。児童

扶養手当は国の制度に基づき実施しております

が、平成26年12月から公的年金との併給が可能

となり、また第２子以降の加算額をふやす方向

で国の調整が進んでいるようでございます。 

 母子家庭等が経済的に自立でき、安定した就

労を目的に、看護師等の専門的な資格を取得す

るための母子家庭等自立支援給付事業や就労支

援のためにハローワークとの連携業務も行って

いるところでございます。 

 また、子供の貧困は、経済的理由による生活

状態だけではなく、精神的な影響も否めないこ

とで、不登校、いじめにつながることもあり、

家庭児童相談員の配置、児童相談所等の関係機

関と連携して対応しているところでございます。 

 子供の貧困対策につきましては、平成25年に

施行されました子供の貧困対策の推進に関する

法律に掲げてありますように、子供の将来がそ

の生まれ育った環境によって左右されることの

ない社会を実現することとなっております。 

 現時点では、特に具体策というものはありま

せんが、子供等に対する経済的支援や生活支援

等では、先ほど述べましたような国の制度であ

ります児童扶養手当等のさらなる拡充や、各種

相談に的確に対応することが必要だと考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○教育長（長濱重光）  就学援助制度について

お答えいたします。 

 本市における近年の就学援助制度の動向と特

徴につきましては、毎年若干ずつではあります

が増加傾向でございます。具体的に、就学援助

者数が全児童・生徒に占める割合を本年12月支

給分で見ますと、小学校20.2％、中学校22.5％、

合計20.9％であり、前年度末より1.5％増加い

たしました。また、３年前の平成24年度末と比

較しますと2.9％の増でございます。このよう

に就学援助の支給率が増加しておりますことは、

経済的理由により就学が困難と認められる児童

生徒が増加していることが原因であると考えて

おります。また、認定の理由といたしましては、

約70％が児童扶養手当の受給であり、また、こ

の割合も年々増加してきております。 

 次に、入学準備金についての御質問ですけれ

ども、現在は就学援助制度におきまして、小学

校、中学校とも新１年生の新入学学用品費を７

月に支給しております。これは新学期の４月に

小・中学校に在学する児童生徒の保護者が対象

でありまして、また認定基準にあります市民税

額の確定が６月でありますことから、現行では

市民税額の確定を待って６月中旬に認定作業を

終え、７月初旬に年度始めの４月から７月分を

第１回として支給しております。このような状

況でありますので、現在の事務の流れにおいて、

支給の時期を早めることは課題があるものと考

えております。 

 また、小学６年生に対し、中学校への入学準

備金を支給する自治体があることは承知してお

りますが、小学６年生の３学期に準備金として

支給することにした場合、支給認定前の年度で

ありますことから、実際の進学先が他市に変わ

った場合の事務手続や既に支給いたしました対

象者が認定されなかった場合の援助費の回収の

方法など、いろいろな課題があるものと考えて

おります。 

 それから学校給食費の補助は認められている

のかという御質問にお答えいたします。 
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 学校給食法及び同法施行令の規定によりまし

て、食材料費の負担は保護者となっております

が、設置者が学校給食費を予算計上し、保護者

に給食費の一部を補助することを禁止するもの

ではないとのことから学校給食費への補助は可

能であると解釈をいたしております。 

 次に、貧困対策や経済的支援の面からの補助

についてでございますが、平成26年度末におけ

る小・中学校の給食費の未納者及び未納額につ

きましては、23人で約63万円となっております。

本市といたしましては、未納者等に対し児童手

当から納付を促すなどの対応を図っております

が、保護者の理解が得られず、未納となってい

るケースがあるのも事実でございます。また経

済的に困難な家庭に対しましては、就学援助に

より給食費の70％を補助しております。教育委

員会といたしましては、今後とも貧困により児

童生徒が不利益をこうむることがないように、

子育て支援の立場から学校や保健福祉課等と連

携を密にし、児童手当や就学援助制度の活用を

推奨するとともに、実情によっては、就学援助

による給食費の補助率の引き上げを検討するな

どの対応を図ってまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○水産商工観光課長（髙田 総）  持留議員の

小規模事業者対策と地域経済の活性化における

平成28年度の補助金に関する商工の要望への考

え方の質問にお答えいたします。 

 まず、垂水市商工会の補助金に関する要望へ

の対応でございますが、ことしの11月に垂水市

商工会より補助金等に関する要望書が提出され、

その対応について、商工会関係者の皆様と協議

を行ったところでございます。その結果を踏ま

えて、平成28年度の新年度予算編成において、

商工会運営事業補助金と婚活イベント助成補助

金の増額、商工会イベント運営補助金の新設、

この３件につきまして、課内で精査し、検討し

てまいりたいと考えているところでございます。 

 また、補助金の制度化についての御質問でご

ざいますが、補助金交付につきましては、補助

金要綱で対応していきたいと考えているところ

でございます。 

 続きまして、他自治体の補助金の状況でござ

いますが、大隅管内の３市５町の商工担当の所

管課に交付状況をお聞きしたところ、商工会運

営補助を目的とした補助金や花火大会等イベン

ト開催についての補助金を３市５町とも予算化

して支援されているとのことでございました。

本市といたしましては、周辺自治体の取り組み

状況を参考にするとともに、本市の財政事情を

考慮しながら、商工会を初めとする関係者の皆

様と意見交換を行うなど、情報を共有をして商

工業活性化の推進に取り組んでまいりたいと考

えております。 

 続きまして、さきの第２回定例市議会でも質

問されました中小規模企業振興条例制定に係る

その後の取り組みと考え方、並びに条例制定が

地域経済の活性化に貢献していくのではないか

との質問においてお答えいたします。 

 現在、県内の自治体におきましては、本年６

月に霧島市が先駆けて、中小零細企業振興条例

を制定しておりますことは承知しております。

また地域経済の活性化を推進する上で、条例等

の制定が行政の積極的な姿勢並びに責任の分担

を商工業者や市民に理解していただく取り組み

となるのではないかとの質問だと理解している

ところでございます。 

 本市の現状でございますが、現在交付してお

ります商工会への補助金以外の商工支援に係る

各種補助金につきましては、国庫補助や県の基

金事業を初め全国商工会連合会の助成事業への

取り組みやあっせんを商工会と連携して、積極

的に導入・支援しているところでございます。 

 また、条例制定につきましては、条例は制定

されたが、厳しい財政事情の中、市独自の補助

金等支援の制度など枠組みが担保されていない
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のであれば、条例制定の必要性自体が問われる

ことになるのではないかと危惧しているところ

でございます。条例の制定につきましては、商

工支援の取り組みであることは十分理解してお

りますので、今後も商工会と連携し、周辺自治

体の取り組みや動向を注視してまいりたいと考

えております。 

 その中で、先ほど申し上げました各種補助事

業や助成事業等の導入や採択に際して、自治体

が創業支援事業計画書を策定し、国の承認を受

けていなければ、先々助成を受けられなくなる

と通達されておりますことから、制定が必要な

地域振興計画や事業計画等の策定を優先的に取

り組んでいるところでございます。 

 今後も引き続き、事業者の方々を始め商店街

の皆様方から御意見を伺い、また商工会や金融

機関など関係機関とも連携を密にして、取り組

んでまいりたいと考えているところでございま

す。 

 以上でございます。 

○持留良一議員  それでは、一問一答で再質問

をさせていただきたいと思います。 

 この最初のＴＰＰ問題ですけども、この大筋

合意は、私たちに何を示したのかというのがあ

ると思うんです。 

 １つは、これ見ていただくと、うそをつかな

い、断固反対、ぶれない、こんな形で、２年前

の選挙で書かれてるんです。うそをつかない、

ＴＰＰ断固反対、ぶれないと。ところが大いに

ぶれまして、180度以上ぶれたのか、わかりま

せんが、今これについては大筋合意ということ

で今来てるわけです。第一、こういう問題が改

めて、私は説明責任も含めてあるのじゃないか

なというふうに一つは思います。 

 ２つ目は、国会決議に反するという問題です。

これは2013年４月に衆参の農林水産委員会で決

議をしました。この中でいわゆる重要５項目に

ついては除外または再協議とし、交渉しないよ

う求めたと。重要５項目の請求を維持できない

ときには交渉から撤退することも辞さないとし

たと、その国会決議に反し、この中身では５項

目の30％の品目の関税の撤廃が約束されてると。

このこと自体がいかに国会決議に反してるかと

いうことは明らかだというふうに思うんです。

そして、けさの先ほど市長が言われたのはこの

ことだと思うんですけども、豚肉の見直しの要

求と。早速アメリカがこんな形で、合意もまだ

してないのにこんなことを、提携されてないの

に合意後にこんなことを進めてくるということ

自体がいかにアメリカ主導で、アメリカの企業

等を守るためのそういう中身であるかと。その

一端を、私は、これはあらわしてるんだという

ふうに思わざる得ません。 

 そういうことを考えると、やはり、情報公開

がまだ十分されていないこのＴＰＰ問題につい

て、きちっと国会で、先ほども言いました国民

の生活の視点とか、それぞれの自治体の影響と

か含めて議論するのが、これはもう当然だろう

というふうに思います。 

 この１点を聞きたいということと、改めて、

こういう問題を含めながら、市長もいろいろ情

報もそれなりに共有されながら、また地方のさ

まざまなところの地域の皆さんとも話をされ、

本当にこれで合意されて締結されていることで、

垂水の農業が守られていくのか、発展していく

のか、その２点についてお聞きしたいと思いま

す。 

○市長（尾脇雅弥）  非常に私の答えられる範

疇にも限界があるというふうに思いますけれど

も、ＴＰＰ交渉の一般的に言われるメリット、

デメリットの中のデメリットが農産物というふ

うに言われておりますから、その中で秘密交渉

でもありましたから、なかなか表に出てこない

中で、けさはどの新聞でも豚肉の関係で、こう

いったことを言ってきたと。ただ、森山農水大

臣がそれはできないというようなことで跳ね返
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したというような記事の中身だったと思います。

大きな川の流れっていうのは、我々にはとめら

れないんですけれども、流れを見極めてしっか

りと対応していくということは大事なことであ

りますので、国と国同士で合意をしたことに、

もちろんいろんな形でチェックをしたり、いろ

んな話もしていくわけですけれども、その流れ

を変えられるかというと、そこは難しいわけで

ありますから、そのことによって起き得るマイ

ナス要因ということをどうやっていくのかとい

うことが大事だというふうに思いますので、先

ほど牛の例で少し申し上げましたけれども、そ

ういうことに対しての淘汰事業とか、若い人た

ちへ投資をしていって、そういったものに耐え

得る体質をつくっていくということが大事だと

いうふうに思っておりますので、今後いろんな

情報が明らかにされて、そして、とるべき対応

というのが求められていくと思いますので、そ

の辺は議会の皆さんに説明をしながら対策を講

じてまいりたいというふうに思っております。 

○持留良一議員  政策大綱も出ました。このこ

と自体が、被害が想定されるということもある

意味であらわしてるんだなというふうに思いま

す。垂水も牛肉の輸入自由化、オレンジの輸入

自由化というのがありました。しかし、さまざ

まな対策をとりましたけども、やはり、そのこ

とは、その実態は明確にあらわしてるというふ

うに思います。だからこそ、今大事なのは、こ

のＴＰＰの徹底した議論となおかつこういう状

況で垂水の農業は守れないというのは明らかだ

というふうに私は思いますので、反対していく。

そういう取り組みが市長の姿勢にも欲しかった

なということを強調して、この問題については

終わっていきたいというように思います。 

 次の問題で、高齢者対策の問題を伺いたいと

いうふうに思います。 

 私は、何をやっているかということではなく

て、認識と救済対策は本当にこれでいいのかと

いうことを問うたわけであります。そして今の

実態なんかも示しながら市長にお聞きもしたん

ですけども、改めてお聞きしますけども、この

高齢者の問題の中で、本当に住みなれた地域で

ということで、今、地域包括ケアということも

ありますけども、そういう負担も含めて今後考

えられます。本当にその人たちがこの包括ケア

を受けられるのかという、さまざまな、まだ喚

起しなきゃならない問題もありますし、制度的

にも人の問題、人の対策をとらないことには、

これは運用はできないわけですけども、本当に

こういう今厳しい高齢者の方々が住みなれた地

域で安心して暮らしていけるふさわしい施策と

いうのは何なのか。このことについて、現状の

認識から、市長が今考えられる点について御回

答をお願いしたいと思います。 

○市長（尾脇雅弥）  私自身もそうですし、議

会の先生方も同じ目的であると思います。そし

て市役所の職員も垂水市の発展、市民の皆さん

の幸福という中でいろんな施策をどういう形に

していくのかという判断をしていただくんだと

思いますけれども、この高齢者の対策にしても、

絶対的な背景で、いつもお話をしておりますけ

ども、少子高齢化、過疎化という中で、きのう

でしたか、地域包括ケア体制を一つの目標とし

ながらやっていくと。その背景には市民ニーズ

があるんだと。できるだけ住みなれた家や地域

で暮らし続けたいと。特に高齢者の皆さんはそ

んな思いがあります。ただ、一方で、医療費の

高騰等も現実的にある。財源の問題があるとい

うことですね。あれもこれもしたいのは、もち

ろん私も福祉の現場で働いておりましたし、高

齢者の皆さんのお世話もしておりましたので、

やっぱり晩年といいますか、手足が不自由にな

って、体が力が落ちてくる中で、いろんな支援

をしたいというのは山々ですけれども、今先ほ

ど申し上げたような財源も含めた体制の中で地

域包括のシステムをとっていくことによって、
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その問題を解消していこうというふうに考えて

おります。ただ、それに関しても全てが整って

るわけではありませんので、それを具体的に垂

水市の中で落とし込んでいくときにいろんな問

題が出てまいりますので、そのことは先ほどの

話じゃありませんけれども、その都度、議会の

先生方にこういう問題がありますけど、こうい

う判断をしたいと思いますけれども、いかがで

しょうかというようなことを問いながら進めて

いきたいというふうに思っております。 

○持留良一議員  先ほど介護の問題のときに、

ペナルティの問題も出ましたですよね。実体的

に数字が多いということも出てまいりました。

そうなってきたときに、きのうの財政問題でい

ろいろ議論もありました。いわゆる財政調整基

金の問題のありようのこともありました。また

今中心的に地方創生がやっている子育て支援、

人口問題対策も含めてさまざまあるとか思いま

す。しかし、そういう中で、高齢者の方々は必

死になって頑張っていらっしゃるわけです。し

かし、そこにも当然のごとく限界があります。

幾ら自己責任とはいえ、限界がある中で生活さ

れてると。こういう中で、じゃあ、こういう高

齢者の皆さんの中でふさわしい政策は何かとい

ったときに、先ほど言いました介護保険では、

そういう独自の負担の軽減、医療料の軽減とか、

さまざまな取り組みが可能だと思うんです。だ

から、それに本当にふさわしい施策というのは

どうあるべきか。これは抽象論的な議論になり

ますけども、そういうところの支援策というの

を市長の中の頭の中に検討するという考えがあ

るのかどうなのか、このことをお聞きしたいと

思います。 

○市長（尾脇雅弥）  そこは繰り返しになりま

す。思いとしては同じだと思いますけれども、

財源の問題がありますから、そことの状況もし

っかりと見ながら適切な対応するということに

なろうかと思います。 

○持留良一議員  じゃあ、その財源的な問題、

昨日もさまざま議論がありましたけども、そこ

のとこ、ぜひ積極的に取り組んでいただいて、

この問題については、ぜひ今後も具体的な提案

もしてまいりますので、ぜひ受けとめていただ

いて、本当に高齢者がふさわしい安心して命の

守れるような、そして老後の尊厳が保たれるよ

うな、そういう生活支援をぜひ取り組んでいた

だきたいというふうに思います。 

 次、介護問題は先ほどさまざま出ました。一

つは、介護保険料の問題については後で言いま

すけども、いわゆる要支援サービスのこの問題

です。一つは、先ほどシルバー人材センターを

活用するということも出てまいりました。これ

はモデルということで、三重県の桑名市がもう

厚生労働省のモデル事業ということでスタート

してます。さまざま問題が起きてきてます。改

めて本当にこういう状況の中で、そういう要支

援者の方々を守っていけるのか、逆に介護度が

重たくなって重度化していくんじゃないかと、

そういう懸念も言われてます。そういう中で一

つの大きな問題は事業費だと思うんです。事業

の上限が設けられてるというふうに思いますが、

この内容についてお聞きしたいと思います。 

○保健福祉課長（篠原輝義）  先ほどシルバー

センターという、例えばということで申し上げ

ましたけれども、シルバーセンターのほうでも、

今県の連合会ですか、それらのほうからいろい

ろおりてきてまして、こんな講習会とか、そう

いったのを今度もまた取り組みをされているよ

うでございます。 

 そういった中で、既存の今までの介護事業所、

そういったところにつきましては、今までやっ

ておられました専門的な部分、それからあと、

そういう例えばシルバー人材センター、そうい

ったところについては、例えば、買い物支援と

か、それから庭の清掃とか、ごみ出しとか、そ

ういったものを担っていただくというようなこ
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とで考えているところでございます。 

○持留良一議員  上限が出ませんでしたけども、

この事業の上限というのは、前年度の介護予防、

訪問介護と介護予防通所介護、介護予防支援に

介護予防事業、総額をベースとする。延べ率は

市の75歳の高齢者の数の伸び率以下というよう

なことで、いわゆる上限が厳しくなってるんで

すよ。だからこそ、そういう形で、シルバーと

か含めてやっていかざるを得ないという中身が

あります。 

 そして、もう一つは、これは県の県議会で出

ましたけども、今回の報酬改定によって、事業

所69％が経営が悪化と、こういう一方での問題

も出てきてるわけです。じゃあ、単純に事業所

が委託をするかというと、やはり、そこには厳

しい状況がある。だからこそ、そういう無資格

で、シルバー人材センターでというような形に

なってくると。そうすると、問題は専門的な内

容が伴わないから、どうしても問題が起きてく

るということが桑名市でも出てきてるわけです。

だからこそ、私、お聞きしますけども、最終的

には、どういう状況があろうと市が責任を持っ

てこれには対応していくと。事業所に頼らず、

しっかりと市が対応していくということが明確

に言えるのか。市長、今の議論を聞いて、市長

のほうに最後は政策判断ですので、お答えくだ

さい。 

○市長（尾脇雅弥）  まず、国の基準という

ルールがございますので、それに従って対応し

ていくとともに、最終的に今おっしゃったよう

な、どうしてもやらなきゃいけない場面が出て

くれば、やらなきゃいけないということになり

ますので、そういうことで御理解いただきたい

と。 

○持留良一議員  市のほうがそれをしっかりと

それについては対策をとっていくということを

確認をしていきたいというふうに思います。 

 貧困問題についてお聞きをしたいというふう

に思います。 

 先ほど市長のほうからも出ましたし、また教

育長のほうからも、これについては、本当は推

進法に対する考えをお聞きを要望してたんです

けども、出てきませんでしたので、改めてこの

問題ついては、またお聞きをする場があるかと

思います。 

 一つは、就学援助制度の問題です。前回も、

３年ぐらい前でしたか、このことを提案をさせ

ていただきました。そして、その後、全国的に

もさまざまな形で、この制度が運用されてます。

いわゆる入学準備金だけを早目に取り組むとか。

入学準備金制度、独自のそういう制度をもって

対応するという自治体も生まれてきてます。だ

から、大事なのはそういうお子さんたちも含め

た保護者の声がどれだけきちっと皆さんが理解

されているのかなというふうに思います。 

 そういう点で、さまざま、私はこれについて

は改善の方策は可能だと。というのは、他の自

治体でも実際上その運用を図っているわけです

から、本市ができないわけはないと思うんです。

そして、あと、本市とそことの差がますます広

がっていくと。いわゆるここでのまた制度的に

自治体が運用する中での格差が広がっていくと。

そのことによって、先ほど貧困層の中にありま

した、どんな状況であろうと、生活や学習が保

障されて、希望の持てる社会にしていくという

視点からも、そういう取り組みは可能じゃない

かというふうに思いますが、この間、どれだけ

議論されてきたのか、その点についてお聞きし

たいと思います。 

○教育長（長濱重光）  就学援助費の中で、今

御質問ございました、特に入学準備金の前年度

支給についてでございますけれども、私どもも、

その栃木県の日光市でありますとか、それから

小松市でありますとか、それから福岡市であり

ますとか、いろいろ前年度の３月の時点で前年

度のいろいろな書類等によって認定がなされ、
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３月中に支給されているということは調査をし、

承知をいたしております。そういう中で、先ほ

ども答弁いたしましたけれども、いろいろと取

り組まれたところの先進的なものもございます

ので、今後課題等について調査をし、また随時

検討を進めてまいりたいというように考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○持留良一議員  あと……。 

○議長（池之上誠）  まだ、あるよ。 

○持留良一議員  この問題はＮＨＫでも一度取

り上げられましたよね。あさイチ放送というの

で取り上げられまして、お母さんが非常に新学

期の準備で、これだけお金がかかるのは大変き

ついと。入学までまとめた費用がかかって、支

給が７月なので、３月末はきついですという声

も出されてます。ぜひ、このことはこういう現

状があって、子供たちの生活を守っていくと。

どういう状況であろうと、それが保障されてい

くということの趣旨もあります。推進、貧困法

にも、そんなことがうたわれてますので、ぜひ

これは研究して、ぜひできるようにしていただ

きたいと思います。 

 あと、給食の問題ですけども、先ほど言いま

したとおり、私は３つの点からも、この問題は

考える重要な意義があるんだということも言い

ました。特に貧困対策の問題も重要な課題であ

ります。ところが先ほど言われたとおり、手当

の問題というのが、これは国のほうで、それを

運用ができるということになって、そんなふう

になったわけですけども、これはそもそも使う

目的が、私は違う問題だというふうに思んです。

子ども手当は子ども手当なんだという現状はあ

ろうかと思います。ぜひ先ほど提案された中身

をいち早く具体化していただいて、もっとその

中身を充実させていただけるよう強くこの件に

ついては要望をしておきたいというふうに思い

ます。 

 教育長は、この間さまざまな教育の内容によ

っては、本当に他の自治体にも勝るような、ま

たモデルになるような取り組みもされてますの

で、今度学力という以外にもそういう経済的な

支援、これは重要な今度の子ども貧困対策推進

法の中身４つの点があったかと思いますけども、

この視点に立ったときにどうしていくのかと、

本当はここを聞きたかったんですけども、今回

回答がありませんでしたので、改めてそのこと

はお聞きしますけれども、その中身でぜひ取り

組んでいただきたいというふうに思います。 

 最後になります。 

 商工会と小規模基本法の問題について、先ほ

ど霧島市が紹介をされました。本当にまだ一歩

だというふうに思いますけども、この条例の中

身というのは、非常に今、垂水の地域経済の商

工、小規模、特に５人以下のところも含めた救

済対策になっていくのではないかなというふう

に思います。特に小規模事業者の配慮、振興会

等々が書かれてます。そして何といっても市の

責務がしっかりと明確にされてますので、ぜひ

垂水の今回の要望書等も含めて、これを実現し

ていき、なおかつ地域経済、商工会、小規模事

業者が活性化していくためにはここの責務、そ

れぞれの責務が明確になって、そして、そうい

う振興会も設定されていくと。本当に今垂水の

この地域経済を考える上で必要な内容だと思い

ますので、ぜひ、これは早期実現に向けてして

いただきたいと思います。これは、私は理念じ

ゃなくて、実態からの中身だというふうに思い

ます。 

 今回はＴＰＰ問題から含めて、大きな問題か

ら含めて、地域の経済問題まで話しましたけど

も、やはり大事なのは住民の声に寄り添って、

そして何よりも住民の幸せをしっかり政治の場

で実現していくんだと、そのことだろうという

ふうに思います。そのことを最後に訴えまして、

私の質問を終わらせていただきます。 
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○議長（池之上誠）  ここで暫時休憩いたしま

す。 

 次は、午後１時から再開いたします。 

     午前11時41分休憩 

 

     午後１時０分開議 

○議長（池之上誠）  引き続き会議を開きます。 

 13番篠原炳則議員の質問を許可いたします。 

   ［篠原炮則議員登壇］ 

○篠原炮則議員  皆さん、お疲れさまでござい

ます。最後になりました。しばらくの間、おつ

き合いいただきたいと思います。 

 先ほども話出ておりましたけれども、今回答

弁がなかった方は大変寂しい思いをしていらっ

しゃるようでございます。次回の議会では、議

員の皆様方に指名をしていただければ、必ず質

問が来ると思いますので、よろしくお願いいた

します。 

 冒頭から要望というのもおかしいかと思いま

すけれども、私、大事なことでございますんで、

一つだけ要望お願いをしておきます。 

 それは垂水南中閉校記念碑でございます。執

行部の皆さん、ぜひ真剣に考えていただきたい

と思っております。まだ、そのままであるよう

でございます。卒業生から大変厳しい御言葉を

いただいております。また執行部の中には南中

の卒業生もいらっしゃるようでございますんで、

ひとつよろしくお願いをいたします。 

 考え方によっては、市で施行されましたです

ね、相手方に代金を要求されるという方法もあ

ると思いますんで、学校が大好きだったとおっ

しゃる副市長よろしくお願いをいたします。 

 それでは、質問通告に従いまして、質問をさ

せていただきます。 

 まず、９月26日付の南日本新聞に鹿児島県農

業開発総合センター果樹部移転が来年度という

ほうに記事が掲載されておりましたが、吹上の

ほうの県農業開発センターへの統合の経緯を課

長のほうでお知らせいただきたいと思います。 

 次に、公用車の納入について質問をさせてい

ただきます。 

 まず１回目は、現在の公用車の状況はどのよ

うになってるんですか。保有台数と車両の経過

年数について、公用車の所管課にお願いをいた

します。 

 それと、高齢者支援について担当課長のほう

に、どういう高齢者に対して支援があるのか、

教えていただきたいと思います。 

 これで１回目の質問を終わります。 

○農林課長（川畑千歳）  篠原議員の質問にお

答えいたします。 

 一般に果樹試験場と呼ばれております農業開

発総合センター果樹部は、昭和２年に県かんき

つ研究所として垂水市に創設をされ、昭和33年

には県果樹試験場として独立、本城・牧の現在

地に移転。平成18年には農業開発総合センター

果樹部として組織改編などを経て現在に至って

おります90年近い歴史を持つ施設であります。 

 薩摩川内市東郷町にあります果樹部北薩分場

とともに、果樹農家の経営安定と特産果樹のブ

ランド産地化を目指した新技術を開発してきて

おります。 

 鹿児島県は、平成８年から17年にかけて吹

上・金峰地区に農業開発総合センターを整備し、

平成18年には谷山地区にあった県農業試験場を

移転しています。その他の研究施設も計画的に

順次移転することとし、今後の財政状況等を踏

まえ、判断するというスタンスでありました。

それ以降、鹿児島県の特段の動きはなく、垂水

市においては跡地の有効活用策として農業公社

の設立を検討しておりましたが、農業関係団体

の参入が得られず、設立を断念しております。

その後、跡地利用についての具体的な計画はご

ざいません。 

 鹿児島県は平成27年第３回県議会の一般質問

で、農業開発総合センター果樹部と果樹部北薩
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分場の２研究施設を、平成28年度に農業開発総

合センターに移転統合することを明らかにしま

した。そして10月には県農政部が果樹部の移転

についての情報提供と情報交換のため、垂水市

役所を訪問しております。その内容は、吹上・

金峰地区への果樹部の移転を進める。平成27年

度は、ハウス、附帯施設、圃場整備の設計等を

実施中、平成28年度は施設等を整備し、同年度

中の移転を予定というものであり、跡地は売却

も含めた有効活用を検討し、今後も情報交換し

ていくとのことでありました。 

 上野台地にあります第２圃場は、農振計画上

の農用地区域内農地であることから、今後の農

業振興のために有効に活用されるよう本市とし

ても注視していく必要があると認識しておりま

す。 

 以上です。 

○財政課長（野妻正美）  公用車納入について

の公用車の保有台数と車両経過年数についての

御質問にお答えいたします。 

 御質問の公用車の保有台数と車両の経過年数

についてですが、本市では平成27年４月１日現

在で、84台の公用車を保有しております。 

 内訳でございますが、一般職員が使用する財

政課管理の共用の公用車が37台、各課で管理す

る公用車が30台、自家用乗り合いバスが２台、

特殊車両が15台となっております。 

 また、車両の経過年数につきましては、一般

車両の平均経過年数が約10年で、うち15年以上

経過した車両が19台、また最も古い車両が23年

経過となっております。 

 以上でございます。 

○保健福祉課長（篠原輝義）  ３番目の高齢者

支援について、垂水市の高齢者をめぐる状況、

介護サービスの内容と利用状況についてお答え

いたします。 

 平成27年度から29年度の３年間を期間としま

す第６期高齢者保健福祉計画及び介護保険事業

計画がスタートしておりますが、この計画は団

塊の世代が75歳以上となる2025年を見据えた計

画でございます。 

 直近の平成27年９月末時点での現状及び利用

状況でございますが、現状は高齢者6,090人で

高齢化率が37.89％でございます。利用状況で

ございますが、要介護認定者は1,187人で、こ

のうち利用者は995人でございました。 

 利用者の介護度別は、要支援者263人、要介

護１、1,210人、要介護２、140人、要介護３、

125人、要介護４、166人、要介護５で91人、

サービス別では、訪問サービス、通所サービス、

住宅改修サービスなどを利用する居宅介護サー

ビス利用者が570人、小規模多機能ホームやグ

ループホームの地域密着型のサービス利用者が

175人、コスモス苑、恵光園などの施設介護

サービス利用者が250人となっております。 

 以上でございます。 

○篠原炮則議員  ありがとうございます。 

 まず、鹿児島県農業開発総合センター、いわ

ゆる果樹試験場ですけれども、今度これについ

て副市長にお尋ねをいたします。 

 果樹試験場は御存じのとおり、本城のほうに

あるわけですけれども、上野台地が大体300町

歩、耕地面積が290町歩ぐらいございますけれ

ども、この一画に約16町歩の試験場がございま

す。庁舎敷地が１町歩ぐらいでございますけれ

ども、そこに職員の方が18人、そしてパートの

方が９人、恐らく職員の方は吹上のほうに移動

をされるとお聞きしております。１人か、２人

は垂水のほうから通勤される方もいらっしゃる

とお聞きしております。２時間ほど片道かかる

そうですけれども、頑張って通勤するという方

もいらっしゃいます。 

 そういう中で、パートの方はどうしてもとり

あえずは仕事がなくなるわけでございます。そ

ういう意味で、副市長、市としてもいろいろと

調査研究をなさっていらっしゃると思いますけ



－118－ 

れども、どういうふうに受けとめていらっしゃ

るのか、また今後どういう考えがおありなのか、

お答えいただけたらありがたいと思います。 

○副市長（岩元 明）  果樹試験場跡地はいわ

ゆるまとまった土地というのが、第１圃場とい

うのか、第２圃場というのか、よく、２つのま

とまった跡地があるようでございます。第２圃

場は図面上で見ましても、ほぼ正方形の形をし

た約10町歩あるようでございます。こんだけの

まとまった土地というのは、なかなか垂水市で

は見つかりませんので、まず私が考えたのは、

工場用地だろうか、住宅団地だろうか、あるい

はレジャー用地だろうかということを考えたん

ですけれども、先ほどの農林課長の答弁にもあ

りましたように、農用地区内の農用地というこ

とで、農地以外には、なかなか利用がかなわな

いようでございます。そうなりますと、農業法

人あたりが何かそういった食指を動かしていた

だければありがたいのですけれども、それも以

前に頓挫したというような話でございますので、

なかなか市として、どういった活用をしていこ

うかという妙案はないわけでございます。ただ、

県のほうの意向としましては、売却のほうに傾

いているのかなという感じは受けております。

ただ、その場合でも第２圃場のほぼ正方形のま

とまった10町歩というのは買い手があるのかも

しれませんけれども、第１圃場の建屋やら、宿

舎跡といったものがあるのに買い手があるのか

どうか、私もいささか疑問に思っておるところ

でございます。今、御提案いただきました宿舎

等を利用するというようなことは、手を加えて

再利用ができるような状況であれば、それは大

変いい御提案だと思っているところでございま

すけれども、ただ、県のほうで、それぞれ第１

圃場、第２圃場、別々に分けて譲ってくれるの

か、どうかがちょっと定かでございません。ど

うも私が感ずるところでは、第２圃場を買って

くれるところに条件をつけて、第１圃場のほう

の便宜を図るんじゃなかろうかと思われる感じ

がしますので、非常にその後の、要するに県が

どうしようとしているのかがまだ見えてきませ

んので、いい御提案だとは思うんですけれども、

もし、垂水市がそういった形で無償提供でも受

けるんであれば、そういった方面も検討してい

かなきゃならないのかなと思うところでござい

ます。 

 以上です。 

○篠原炮則議員  私もこの農家の１人として、

いろいろ関心を持ちまして、大隅振興局はもち

ろん、それから果樹試験場、知り合いを通じて、

いろいろ情報収集したわけですけれども、なか

なか試験場としても、振興局としても、情報が

入ってきていないようでございます。そういう

意味で、市役所として、恐らく本課といろいろ

情報を得るのにかけ合っていらっしゃると思い

ますけれども、その辺がわかっておれば、教え

ていただきたいと思います。 

○副市長（岩元 明）  農林課長の答弁にもあ

ったと思うんですが、１回だけ県のほうからの

説明を受けております。そのときの感触として

は、先ほど申し上げたようなことでございまし

て、それ以上の情報がまだ入ってきておりませ

ん。 

 以上です。 

○篠原炮則議員  希望としましては、水産試験

場ですね、昭和45年に養殖センターとして開設

されておりますけれども、今は、かごしま豊か

な海づくり協会ということで漁業者のために役

立っているようですけれども、農家はもちろん

果樹農家は特に縮小してでも、少しでも残って

いったら、ありがたいなというような希望があ

るようですけれども、これも今から本課のほう

とかけ合っていただきたいと思います。 

 私、縁ありまして、この前の月曜日、45人ぐ

らいでしたか、45人ぐらい、外国人が35人、日

本人の若い農業者が10人ほどで忘年会兼送別会
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に参加させていただきましたけれども、若い農

業者の方々は大変興味を持っていらっしゃいま

して、また聞くところによると本課のほうにも

お伺いしたり、企業の方ももちろんですけれど

も、一農家の方もいろいろお伺いしたりしてい

るようでございます。 

 そこでですけれども、以前10年ほど前まで農

業大学の寮がありまして、それはそのまま置か

れているわけですけれども、その寮は農業大学

２年出て、それから垂水のほうで研究とか、実

習を２年すれば、４年生大学の卒業の証明がも

らえるというようなことだったと思っておりま

す。その若い農家の外国人が研修に来ている方

のお話を聞きますというと、そこの寮は有効利

用ということで、個人ではなかなか買う余裕が

ないと。市で取得していただいて、そういう外

国人の研修生を安く住まわせていただけたらあ

りがたいというようなお話を聞いております。

外国の方も研修という形で農家に入っていらっ

しゃいますけれども、どうしても安い市営住宅

には縛りがあって入れないということで、民間

の住宅とか、または定住住宅に入っていらっし

ゃるようでございます。そういう中で、今先ほ

ど申し上げましたとおり、若い農家のやる気の

ある方たちは今現在外国人を受け入れていらっ

しゃいます。そういう方々の相談といいますか、

農業大学生の寮であったところを市で取得して

いただいて、安くで貸していただけたら、研修

生も、外国人の研修生も大変助かるんだという

ようなお話をなさっておりました。そこらあた

りの、なかなか簡単に行くか行かんか、わかり

ませんけれども、副市長お考えがあったら、一

言御答弁をよろしくお願いいたします。 

○副市長（岩元 明）  私には大変いい御提案

だとお受けしたところでございますけれども、

かなり政策的な要素もございますので、隣に市

長がおるところで、私が先走って余計なことを

言うわけにいきませんけれども、個人としては

大変おもしろい、今まで、そういった先ほどか

ら言いますように、第１圃場の建屋を利用した

形での御提案というのは、私初めて聞きました

ので、非常に検討に値することなんだろうなと

思うところでございます。 

○篠原炮則議員  ありがとうございました。い

ろいろ検討して、市民のためになるように頑張

っていただきたいと思います。 

 次に、公用車について伺いいたします。 

 85台ち、言わったですよね。その車両の相当

が経過年数であるということのようであります

けれども、事故との関連を考えたとき、原因と

して、車が古くなっていることも要因の一つじ

ゃないかと思っております。 

 それで、事故等の件数も多いと思っておりま

すけれども、お聞きしますというと、５年間で

相当のすり傷、そういうのを含めて相当の事故

があるとお聞きしております。どうであるのか、

教えていただきたいと思います。 

○財政課長（野妻正美）  ２回目の御質問にお

答えいたします。 

 御質問の事故の状況でございますが、平成26

年度以前の過去５年間で、36件の事故が発生し

ております。内訳としましては、市に過失責任

がある対物事故が６件、自損事故が25件、相手

に過失責任がある事故が２件、両者に過失責任

がある事故は１件となっております。 

 なお、このうち自損事故の25件につきまして

は、車体をこすった等の軽微な事故も含んでお

ります。また、事故原因の多くは職員の不注意

によるものでございます。 

 事故防止につきましては、財政課からもちろ

んのこと、総務課からも課長会や庁内の電子掲

示板で周知を図っているところでございます。 

 以上です。 

○篠原炮則議員  ありがとうございます。５年

間じゃったっけ、６年間言うちゃったですか、

36件の事故があると、あったということですけ
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れども、これはですよ、皆さんも御存じのとお

り、大分車が古くなってると。特にまた職員の

皆様は、我が家ではすばらしい車に乗っていら

っしゃると。役所に来れば、程度の落ちた車に

乗ると。これも一つの事故の要因じゃなかろう

かと、私は思っております。 

 そういう意味からして、私は、公用車の購入

について、中古は中古ですから、新車は新車だ

け長く持ちすると思いますんで、ぜひ新車の購

入をしていただきたく質問をしたわけでござい

ますけれども、どうお考えか、お聞きいたしま

す。 

○財政課長（野妻正美）  ３回目の新車購入の

計画についてお答えいたします。 

 御質問の公用車の更新と新車購入計画につい

てですが、毎年原則としまして、３台の中古の

軽自動車を購入し、老朽化した車との入れかえ

を行っております。平成28年度はこの３台の更

新とあわせ、小型乗用車の新車を購入予定とし

ております。これは本年６月議会時に御説明し

ましたとおり、ふるさと応援基金により毎年１

台ずつハイブリッドの小型乗用車タイプ購入の

事業採択を受けてのものとなります。 

 以上です。 

○篠原炮則議員  ありがとうございます。新車

購入と中古といいますか、そういうやつと一緒

に購入されるというようなお話でございました

けれども、副市長に、またお尋ねをいたします。 

 副市長、市長優先車は財政課長が発案者であ

りましたようですが、この公用車の新車納入に

ついては、ぜひ副市長が発案者として頑張って

いただきたいと思いますけれども、決意のほど

をお願いいたします。 

○副市長（岩元 明）  中古車を購入すること

になったいきさつは、やはり、行財政改革の一

環であったと記憶しているわけでございますけ

れども、確かに古くなった車両も多いようには

見受けられます。安全整備については、もう十

分な配慮をいたしているはずですけれども、新

車を随時購入するまでに財政力が回復したかど

うかは、まだ、また検証しなければならないの

だろうと思っております。 

 そして、新車を購入するとなりますと、ハイ

ブリッド車みたいな環境に優しい新車の購入と

いうことになりますので、別途財源を使いまし

て、順次新車を購入していきたいというふうに

は考えているところでございます。 

○篠原炮則議員  どうもありがとうございまし

た。ふるさと納税もやがて6,000万円になろう

かというようなお話をきのうお聞きいたしまし

たけれども、ぜひ、ふるさと応援基金の使途選

定委員長として、頑張って、委員の皆さん方と

一緒に検討していただきたいと思います。 

 公用車については終わります。 

 それで、高齢者支援いついてですけれども、

私これ何で聞きますというと、高齢者の家族の

方にお願いされたもんですから、元気な高齢者

のために、要介護、要支援になっていない高齢

者、医療費や介護保険の抑制にも貢献している

し、元気な人も大事にすべきではないかという

ことで、副市長、転ばぬ先のつえではございま

せんけれども、このような元気な高齢者に対し

て、将来できるだけ介護にならないように何か

支援はないものかというようなお願いでござい

ます。 

 といいますのが、90半ばの家族を見るために

関西から引き上げてこられた方が福祉事務所の

ほうに、これははんとけないうちに何か手続し

てもらわないかんというようなことで相談に行

かれたようですけれども、今のところ、そうい

う制度はないというようなことで諦めて帰って

こられたと。どっこでんすればえとよととちゅ

うようなことじゃいけないと思うんですけど、

予算の範囲がありますから、できれば、年に何

件とか、そういう支援はできないものかと思い

まして質問させていただきました。何かお考え
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をよろしくお願いいたします。 

○副市長（岩元 明）  先ほどから通告なしで、

私もしゃべっておりますので、非常に不安にだ

んだんなってくるわけでございますけれども、

ただ、おっしゃいましたような高齢者へ対する

支援というのは、弱者に対する支援というのは

今までそういった視点で行われて参ったわけで

ございますけれども、おっしゃるような元気な

人へのインセンティブというか、御褒美といい

ますか、そういった視点での御提案ちゅうのも、

これまた私も目からうろこの発想ではなかろう

かと思っているところでございます。篠原議員

と私は多分いわゆる団塊の世代の上と下だろう

と思っているところでございますけれども、そ

ういった元気な世代の方への支援、先ほど言い

ましたように、御褒美になるようなものの視点

というのも必要なんだなと今痛感しているとこ

ろではございます。 

○篠原炮則議員  ありがとうございます。今回

は副市長に同じ南中の卒業生として、そしてま

た同じ高齢者として質問をさせていただきまし

た。 

 やっぱり、本当元気な方はうらやましいんで

すよね。うちの集落には、12月確か２日で100

歳になった方がいらっしゃいます。その方は病

院も、役所にも来られまして、定期バスでここ

に、この前もお会いしたんですけれども、市長

室の岩元君には言ったんですよ。お前あんた取

材せえっち。すばらしい元気ですよ。まだ耕運

機も使われます。ビーバーも使われます。100

歳でそういう方いらっしゃらないと思うんです。

だから、そういう方に支援をせえという意味に

聞こえるかもわかりませんけれども、やっぱり

高齢者、元気ちいっても90超えたり、100超え

たりしたら行動にも限度はあると思っておりま

すので、ぜひ市長、何らかの形で、そういう

方々にも大事にしていただきたいと思います。 

 終わります。ありがとうございました。 

○議長（池之上誠）  以上で一般質問を終わり

ます。 

 本日の日程は、以上で全部終了いたしました。 

   △日程報告 

○議長（池之上誠）  明10日から17日までは、

議事の都合により休会といたします。 

 次の本会議は、12月18日午前10時から開きま

す。 

   △散  会 

○議長（池之上誠）  本日はこれをもちまして

散会いたします。 

     午後１時32分散会 
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平成27年12月18日午前10時開議 

 

 

   △開  議 

○議長（池之上誠）  定刻、定足数に達してお

りますので、ただいまから休会明けの本日の会

議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付いたしたと

おりであります。 

   △諸般の報告 

○議長（池之上誠）  日程第１、諸般の報告を

行います。 

 ここで、産業厚生委員会委員長から所管事項

調査の報告の申し出がありますので、これを許

可いたします。 

   ［産業厚生委員長川越信男議員登壇］ 

○産業厚生委員長（川越信男）  おはようござ

います。 

 去る11月11日から11月13日まで、宮城県登米

市同じく栗原市において、私ども産業厚生委員

会の７名及び随行１名は、所管事項調査を実施

しましたので、その結果を御報告申し上げます。 

 初めに、登米市について報告いたします。 

 登米市は、宮城県北部に位置し、人口は約８

万3,000人、面積は538平方キロメートルであり

ます。また、ラムサール条約指定地の伊豆沼・

内沼・北上川・迫川など、水資源が豊富な水の

里であります。 

 登米市では、「６次産業化と地域ブランド

化」について研修してまいりました。 

 登米市は、豊富な水と市の３分の１を占める

田んぼ等を利用して、東北を代表する食料供給

地帯となっております。 

 そのためか、市の農業構造において、米の産

出額が約４割を占めており、東北平均の約３割

よりも米への依存が高くなっている傾向がござ

います。 

 しかしながら、米の消費が減少している昨今、

６次産業を始め、多角的経営の必要性がござい

ました。 

 国の施策では、６次産業化に向けて「総合化

事業計画」を認定する制度があり、登米市にお

いては、東北最多となる15事業所が認定を受け

ております。 

 ただ、この事業は、総合化事業計画を自分た

ちで作成・申請しなければならない上、６次産

業化におけるネットワークを自分たちで構築す

ることも要件であるなど、結果的に大規模な事

業所が対象となることが多いため、登米市では

規模が小さくても生かせる登米市単独事業を実

施しております。 

 最初に、「ビジネスチャンス支援事業」によ

り支援をしており、施設整備のハード面だけで

なく、商品開発や、販路拡大のソフト面でも利

用することができ、事業費上限は1,000万、補

助率は２分の１と規模は小さいものの、国の事

業より補助率も高く、使い勝手がよい事業とな

っております。 

 この事業を使い、登米市では６次産業事業者

が毎年のように生まれており、この中から、

「伊達の純粋赤豚」など地域ブランドの一つと

なるものが出てきているのもございます。 

 次に、起業・創業への支援として、「登米市

ふるさとベンチャー創業支援事業」では、補助

金240万円と融資上限1,000万に、信用保証料を

市が全額負担する事業を全国で初めて農業まで

を対象に広げて実施されております。 

 この事業は、他の起業・創業支援事業では、

利用することができない他業種参入でも、別会

社を立ち上げることによって利用ができるなど、

柔軟性のある事業でもあります。 

 また、この制度は、経済産業省の産業競争力

強化法に認定されております。産業競争力強化

法の認定を受けますと特別交付金の対象となり、

財政的にも有意義な事業と言えます。 

 また、６次産業化では人材育成も必要である
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と考えます。 

 登米市では、この点についても東北大学に協

力をもらい、「登米アグリビジネス起業家育成

塾」を開講しております。 

 この塾では、栽培等の技術ではなく、実際に

農業経営をしていく上で重要なことを学ぶこと

によって、「経営者」を育成しております。 

 開催時期は、田植えが終わった後から稲刈り

までの期間とし、開催時間も夜間とすることに

より、農作業の邪魔にならない時間を設定する

など、受講者への門戸を広げております。 

 事業が開始されてから、毎年15人の定員に対

し20名程度の申し込みがあり、定員を少々超え

ても受け入れが可能ならば受講していただくな

ど、盛況となっております。 

 この事業では、塾生同士の交流により、塾生

同士が触発されあい、切磋琢磨し、あるいは事

業に対する総合理解が深まることから、共同事

業となった事例もあるようです。 

 以上が、登米市において実施している事業で

すが、これらの最大の効果は新しい取り組みに

挑戦する人たちが交流することにより、本当に

支援を必要とする人を効果的に発掘できること

であり、その結果、６次産業化と地域ブランド

の確立への一助となっております。 

 本市においても、多分に活用が考えられる事

業であると実感しております。 

 次に、栗原市でございますが、栗原市は宮城

県の北部に位置し、人口約７万2,000人、面積

が804.97平方キロメートルであります。市内に

東北自動車道インターチェンジと新幹線の駅が

あり、交通の便が良いことから、自動車産業の

誘致を積極的にされております。 

 栗原市では、「子育て支援と出産支援」につ

いて研修してまいりました。これらの支援につ

いては、直接的な資金の助成と環境整備の助成

がございます。 

 直接的な資金の助成として、まず「すこやか

子育て支援金支給事業」で、出産時に第１子、

第２子に２万円、第３子５万円、第４子10万円、

そして、第５子以降に20万円の出産祝金の助成、

第３子以降の子が小学校入学時に入学祝金を助

成しております。 

 この事業は、合併前から各町村で実施されて

おり、そのおかげかわかりませんが、10人以上

の子宝に恵まれた世帯もあるそうでございます。 

 次に、子育て世帯の経済的負担軽減のため、

２人目の保育料を２分の１に軽減する国の制度

がございますが、さらに市単独事業で助成し、

２人目の保育料を無料としております。年間

200人弱が対象となり、今年度からは上の子供

が幼稚園であっても対象となることから、さら

に100人以上が対象となっております。 

 また、保護者の勤務形態の多様化に対応する

ため、保育園の標準時間以外における延長保育

を、一部本人負担ではありますが、一定部分を

市の予算で行っております。 

 ちなみに本市では全額自己負担となっており

ます。 

 昨今の不妊治療に対しても、「特定不妊治療

費助成事業」を県の交付金と合わせて行ってお

り、栗原市独自分として１回の治療で10万円を

限度とし、初年度は３回まで、２年目以降は２

回まで、通算で５年間助成がございます。 

 成果としても、平成25年度の助成では、19名

のうち８名が出生と４割以上の成果も出ており

ます。 

 また、環境整備での助成として、本市でも行

っております新生児訪問では昨年１年間で384

名、延べ487件の訪問を行っており、子供への

虐待予防の第一歩となっております。 

 次に、母子保健健診事業では、妊婦へは健診

14回と歯科検診１回、生まれた子供に対しては

２カ月と８ないし９カ月の２回は健診受診票の

交付をし、３カ月健診、１歳６カ月検診、２歳

歯科検診、２歳６カ月歯科検診、３歳児健診を
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それぞれ行っております。 

 虐待予防対策事業では、相談員が電話や面接

により被虐待児の早期発見に努め、発見された

場合には医師会、歯科医師会、警察や民生委員

等から構成される要保護児童地域協議会で適切

な対応や支援を行っております。電話相談も

2,000件を超えており、重要な施策の一つであ

るとのことでありました。 

 地域子育て支援事業では、子育て支援セン

ターが９カ所あり、平成26年度は延べ１万

4,021名の０歳から未就学児までの子供が利用

しております。 

 また、保育所巡回相談事業では、各施設を月

に２回巡回しておりますが、対象者が保護者で

あることから、園児を迎えに来る午後３時半か

ら午後６時半とするなど、利用促進のために細

やかな工夫をされていました。 

 そのほか、本市で実施していない事業もあり、

「子ども家庭支援員訪問事業」では、子育てに

関する不安や悩みを抱える家庭、もしくは障が

い者がいらっしゃる世帯を対象に、子供家庭支

援員を派遣し、育児の悩み傾聴や育児や家事を

支援することにより、家庭内での孤立感や育児

不安の解消を図っております。 

 また、「ファミリーサポート事業」では、預

かってほしい保護者と預かることができる協力

会員の調整を市が行うことにより、地域ぐるみ

での子育て環境づくりの一助としております。

協力会員には特別な資格は求めませんが、年１

回研修会を行い、質の向上にも努めているそう

です。 

 栗原市での事例は以上でありますが、本市に

比べ、全体的に子育て世帯へのフォローが手厚

く行われている現状でありました。それは、支

給等の経済的な面だけではなく、地域の助けや

保育施設を通じたソフト面でのフォローも行っ

ており、単年度で精査すると成果がないように

見える事業もございました。 

 しかしながら、事業を継続することにより、

10年、20年、それ以上という、長いスパンでの

人口減少対策の一つとして有効だと考えている

とのことでありました。 

 今回の所管事項調査は、垂水市にとって参考

になる事例が非常に多くありましたことを報告

して終わります。 

○議長（池之上誠）  次に、総務文教委員会委

員長から、所管事項調査の報告の申し出があり

ますので、これを許可いたします。 

   ［総務文教委員長堀内貴志議員登壇］ 

○総務文教委員長（堀内貴志）  産業厚生委員

会に続きまして、総務文教委員会も行政視察に

行ってまいりました。 

 去る11月17日から11月19日にかけて、総務文

教委員会７名と随行１名により広島県広島市、

広島県三次市、また、島根県邑南町において所

管事項調査を実施いたしましたので、その結果

を報告申し上げます。 

 調査順に沿って、御報告申し上げます。 

 初めに、広島市についてですが、広島市は人

口129万人で、中国・四国地方第１位の人口規

模を誇る政令指定都市です。今回、昨年８月に

発生した豪雨災害を踏まえた防災対策について、

及び、復興まちづくりビジョンについての２点

を研修してまいりました。 

 災害の概要については、平成26年８月19日か

ら20日未明に発生した断続的な大雨により、複

数の土砂災害が発生し、山麓直下の住宅地をの

み込みました。これにより、災害関連死１名を

含む75名もの尊い命が失われたほか、68名の方

が負傷されました。 

 また、建物被害は全壊179棟を含む合計4,749

棟、さらに道路・橋梁、河川堤防など、公共土

木施設の被害も1,333件と、甚大な被害が発生

しております。 

 なお、調査当日は、最も被害の大きかった安

佐南区八木地区の被災地跡も訪問し、復旧工事
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の進む現地の状況についても視察してまいりま

した。 

 さて、この広島市では、災害後の昨年９月に、

住民代表や有識者等で構成される「避難対策等

検証部会」を設置し、検証されていますが、検

証の結果について浮かび上がった課題や導き出

された今後の対応として、次のようなことを挙

げられました。 

 まず、全庁的な指導、調整機能を強化するた

め、それまで消防局にあった危機管理部門を市

長事務部局に移管し、本市と同様に危機管理室

を新設されております。 

 次に、災害発生時、広島地方気象台から発表

された情報をリアルタイムに確認できていなか

ったことや、避難勧告発令時に避難所の開設が

できなかったことなど、現行の地域防災計画ど

おりに行えていなかったことから、災害応急組

織体制の強化策として、大雨注意報や大雨警報

発令時において、それぞれ、「注意体制」、

「警戒体制」を新設し、市及び市内各区で職員

が情報収集にあたることと改正されております。 

 あわせて、県や関係機関との連携を図るため

の防災情報共有システムの新たな構築、さらに

県と連携して危険度を５キロメートル四方に区

切って表示するメッシュ情報を活用し、市民に

より細かな注意喚起や避難準備情報の発信を行

うものとされております。 

 自主防災組織については、災害寄附金を活用

して、新たに「防災まちづくり基金」を設置し、

市内1,900の町内会単位において、防災マップ

の作成や防災リーダーの養成等を支援する新た

な事業を本年９月以降に実施されています。 

 「復興まちづくりビジョン」は、被害を受け

た市内５つの地区を対象としたおおむね10年間

の計画です。このビジョンで被災家屋等の再建

支援や防災・減災のための基盤施設等の整備を

集中的に進めるものとなっております。 

 また、ハード面だけでなく、断続的な地域の

防災力向上を目的として、先ほど申し上げた

「防災まちづくり事業」を活用し、市民と行政

との連携・協働により、防災・減災に取り組む

こととされており、市民一人一人が災害の教訓

を忘れることなく、居住地域の危険性を認識し、

常に意識・知識を高めるというソフト面の取り

組みの推進についても重視されておりました。 

 本市において、災害警戒時の情報の発信と共

有という面では、直近のものとして防災ラジオ

の活用を図る取り組みを評価しておりますが、

この取り組みを市民に一層普及・定着させ、防

災・減災の情報共有を図り、平時から防災意識

を高めておくことこそ重要であると考えたとこ

ろです。 

 次に、島根県邑南町について報告いたします。 

 邑南町は、島根県の中部、広島県との県境に

位置し、人口１万1,000人の町です。今回の調

査では、町が５年前から取り組みを開始した

「日本一の子育て村構想」と、その核となる定

住促進策の内容や成果について研修を受けてま

いりました。 

 定住促進のための子育て支援策としては、公

立病院の産婦人科・小児科専門医が常勤の上、

24時間365日の緊急受付体制を確立しているこ

とを初め、子育て費用の負担軽減や一般不妊治

療費の３年間助成など、本当に多くの支援を行

っておられます。 

 就労面でも、農林商工機関との連携により、

「食と農に関する起業家」の支援、また、「医

療福祉従事者確保奨学金制度」により、制度を

利用した町民に対する償還免除制度などがあり

ます。 

 さらに、移住・定住の関係では、「定住支援

コーディネーター」の配置や、地域の町民に

「定住促進支援員」を委嘱し、徹底した移住者

ケアを行っておられます。 

 こうした各種施策が奏功し、減少を続けてい

た人口は、社会動態が平成25年、26年度の２年
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連続で増加し、町の合計特殊出生率は平成24年

までの５年平均で2.15という高水準にまで達し

ています。 

 全ての施策が定住促進という町の願いにつな

がっており、特に子育て世代にとって邑南町が

魅力的に映るのもうなづけました。 

 また、行政だけにとどまらず、地域とともに

子育てに取り組もうとする町全体の姿を垣間見

えることもできました。 

 これは、町が住民にも希望の見える構想を打

ち出し、推進しているからであろうと思います。

大事なことは自治体の規模ではなく姿勢である

ことを実感した次第です。 

 なお、財源につきましては過疎対策事業債の

ソフト事業を活用しており過疎法終了後の事業

継続や新規事業のための基金を造成、平成24年

度末現在で３億円余りを積み立てられている状

況です。これも思い切った戦略のひとつであり

大変参考になりました。 

 次に、広島県三次市について報告いたします。 

 三次市は、広島県の内陸中央部に位置し、人

口約５万5,000人の都市です。三次市では、市

の自治基本条例である「三次市まち・ゆめ基本

条例」及び「地域まちづくりビジョンに基づく

施策の推進について」の２点を研修してまいり

ました。 

 三次市は、平成16年の市町村合併を機に、既

存の「公民館」と呼ばれる29の活動拠点を整備

し、コミュニティセンターに移設されました。 

 また、新たに19の住民自治組織を立ち上げる

ことにより、「ひとづくり」と「まちづくり」

の一体的推進を図っておられます。 

 「三次市まち・ゆめ基本条例」は合併から２

年後の平成18年に施行されており、市民と行政

の協働のまちづくりに取り組むための「三次市

の憲法」という位置づけで、まちづくりの基本

理念や仕組み等を定めております。 

 「地域まちづくりビジョン」については、そ

の基本条例に基づき、地域の夢や将来像などを、

10年の計画期間をもって地域住民が自ら考え、

地域内合意により策定された指針で、19の地区

ごとに策定されており、本市の総合計画に基づ

く「地域振興計画」と考え方が共通しておりま

す。 

 ビジョンに基づくまちづくりの展開も多岐に

わたっておりますが、それぞれの地域の特性を

生かした住民主導の事業により、定住促進や企

業家の支援による雇用の創出など多くの実践例

があり、実効的な取り組みが行われていると感

心したところです。 

 また、「地域まちづくりビジョン」について

は、各地区による策定からおおよそ10年が経過

し、想定以上に社会情勢の変化もあることから、

自主的に計画の見直しを行っている地区もある

とのことです。 

 研修を通じ、地域の目指す姿を住民自らが考

え、実現可能なプランとして策定し、地域資源

を生かしながら、具体的に実行・展開していく

ことの必要性を改めて感じた次第です。 

 なお、偶然でございますが、今年、本市大野

地区が受賞した全国過疎地域自立促進連盟会長

賞をこの三次市田幸地区の「田幸ふるさとラン

チグループ」も同時に受賞されており、委員長

として「つらさげ芋」の紹介等をしっかりと行

ってまいりました。 

 今回の視察が、がんばる過疎地域間の交流の

きっかけになればありがたいと願っているとこ

ろであります。 

 以上で、総務文教委員会所管事項調査の報告

を終わります。 

○議長（池之上誠）  以上で諸般の報告を終わ

ります。 

   △地方創生等特別委員会の廃止について 

○議長（池之上誠）  日程第２、地方創生等特

別委員会の廃止についてを議題といたします。 

 本年５月の第２回定例会（初日）において設
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置されました地方創生等特別委員会から、その

審査が終了した旨の報告がありましたので、そ

の審査の経過及び結果等について委員長の報告

を求めます。 

   ［地方創生等特別委員長北方貞明議員登壇］ 

○地方創生等特別委員長（北方貞明）  皆さん、

おはようございます。 

 地方創生等特別委員会審査結果を報告いたし

ます。 

 去る５月22日の平成27年第２回定例会におい

て設置された地方創生等特別委員会を８月28日

及び10月27日並びに12月９日に開き、審査をい

たしましたので、その経過と結果を報告いたし

ます。 

 第１回の委員会では、「垂水市人口ビジョ

ン」及び「垂水市まち・ひと・しごと創生総合

戦略」の両「素案」の審議を行い、第２回目の

委員会では、その後検討・協議が加えられ、さ

らに外部の意見等を反映させた「原案」につい

て担当の課の企画政策課より報告と説明を受け

ました。 

 第１目の委員会以降の経過については、両素

案のパブリックコメントの実施を初め、地元金

融機関４行合同の意見交換や、鹿屋公共職業安

定所、報道機関との意見交換を行い、多くの意

見が寄せられたことを報告しました。 

 あわせて、町内においても、検討・協議が重

ねられ、素案に追加や修正が加えられることに

よって原案をつくり上げており、さらに、修正

後の原案は、外部審査会である「垂水市、ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略審議会」におけ

る承認を得たものであると説明がありました。 

 また、10月中に両原案が庁内機関会議で最終

決定され、本市にとって正式に策定することに

より、地方創生にかかる取り組みとして、一部

は平成27年度中の実施計画もありますが、平成

28年度から、本格的、具体的に進めていくこと

が可能となるとの説明がありました。 

 素案からの変更点について、まず、「人口ビ

ジョン原案」については、2060年人口の将来展

望を１万2,000人程度の人口規模を維持するこ

とに制定の中で、その理由を補足するために、

「老齢人口比率」について追加記載された報告

があり、その他に大きな変更はなく、文言修正

のみでありました。 

 一方の「総合戦略原案」については、パブリ

ックコメントにより市民から提出された意見を

反映させたほか、先ほど述べました関係機関等

の意見交換や庁内検討を踏まえ、「今後の施策

の方向」として制定した４つの基本目標の具体

的な事業展開等において、より具体的な表現と

なるよう修正を加えたものとなっております。 

 質疑では活発な議論が行われましたので、次

のとおり報告いたします。 

 最初に、「垂水市人口ビジョン原案」に対し、

質疑において、独自の人口推移をもとに2030年

の合計特殊出生率を1.8という高い数値目標設

定を行っておりますが、この目標に近づけるた

め、本市の特性を生かした独自の行動計画、実

施計画についての努力を行い、今後本市の移住

を含めた各施策を打ち出すことによって、目標

達成を図っていきたいとの答弁がありました。 

 また、検証の方法については、毎年度検証を

積み重ねながら、指標として設定した各施策の

達成目標に近づける努力を行い、また検証によ

り事業展開の中にあっても、修正を加えていく

考えがあると説明されました。 

 そのほかに、ある程度国の方針を踏襲した

「ビジョン原案」であることに対し、市の実態

把握を進めて、垂水色をもっと出して推進して

ほしいという要望や、パブリックコメントの意

見提出が少なかったことから、さらに制度活用

を促すよう市民へ制度の周知を求める意見があ

りました。 

 一方、地区別の将来人口推移について、現状

では難しいが、どのような方法で出せるか検討
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するとの答弁がありました。 

 また、原案について、「前に進んでいくよう

に」と激励された委員もあり、「全力で取り組

みを進めていく」と答弁がありました。 

 次に、「垂水市まち・ひと・しごと創生総合

戦略原案」について、次のような質疑がありま

した。 

 よい計画であるので、実現のために新年度以

降しっかりした事業を推進されたいと評価する

意見がありました。 

 ほか、戦略に掲げられた４つの基本目標につ

いて、分野横断的な取り組みであることを認識

しながら推進すべきであること、また、今度観

光地づくりを行う地域団体であるＤＭＯを活用

し、本市の魅力の発信や周知の仕方を工夫する

必要がある等の議論がされました。 

 南の拠点整備の財源について、将来にわたっ

て負担を生まない展望のもとに推進していくこ

とを求める意見があり、市の財政に与える影響

を極力少なくするよう新たな取り組みを想定す

るとして、各取り組みにあたっては、国の支援、

市独自、民間の力を活用するものを整理し、本

市の財政を圧迫しない中で効果や成果を上げる

形で運営を目指していくことと回答されました。 

 さらに、南の拠点について、市民への説明を

求める意見が出されました。 

 なお、委員会審査終了後、「南の拠点の整備

構想」に関しまして、基本設計業務委託先であ

る合同会社口福ラボの菅氏より、南の拠点の考

え方及び現時点での進捗状況等について説明を

受けました。 

 短期間の作業ではありましたが、両原案には、

本市が今後講ずべき人口減少対策や雇用対策等

について基礎的な考え方や目標が盛り込まれて

いると考えております。 

 本委員会は、３回にわたり開かれ、あらゆる

角度から活発な議論が展開され、真摯かつ慎重

に審議が行われた結果、これからのビジョン及

び総合戦略が、市民の皆様が大切に思っておら

れる本市の将来像として、市政運営に幅広く生

かされることを強く期待するとともに、本市議

会として地方創生のさらなる推進に向け、各施

策の展開とともに取り組んでいくことを確認し

た次第であります。 

 よって、本委員会は所期の目的は達成され、

一定の役割は果たされたものとして、廃止する

ことに決定しました。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（池之上誠）  ただいま、地方創生等特

別委員長からその審査を終了した旨の報告があ

りましたので、この際、地方創生等特別委員会

を廃止いたしたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

   ［「異議あり」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  御異議がありますので、

地方創生等特別委員会の廃止については、起立

により採決いたします。 

 地方創生等特別委員会を廃止することに賛成

の方は、起立願います。 

   ［賛成者起立］ 

○議長（池之上誠）  起立多数です。 

 よって、地方創生等特別委員会は本日をもっ

て廃止することに決定いたしました。 

   △議案第78号～議案第86号括上程 

○議長（池之上誠）  日程第３、議案第78号か

ら、日程第７、議案82号まで、及び、日程第８、

議案第84号から、日程第10、議案第86号までの

議案８件を一括議題といたします。 

 件名の朗読を省略いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

議案第78号 垂水市個人番号の利用及び特定個

人情報の提供に関する条例 案 

議案第79号 垂水市税条例等の一部を改正する

条例 案 

議案第80号 垂水市道路占用料徴収条例の一部

を改正する条例 案 
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議案第81号 垂水市港湾管理条例の一部を改正

する条例 案 

議案第82号 垂水市道路線の認定について 

議案第84号 平成27年度垂水市一般会計補正予

算（第９号） 案 

議案第85号 平成27年度垂水市国民健康保険特

別会計補正予算（第２号） 案 

議案第86号 平成27年度垂水市介護保険特別会

計補正予算（第２号） 案 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（池之上誠）  ここで各常任委員長の審

査報告を求めます。 

   ［産業厚生委員長川越信男議員登壇］ 

○産業厚生委員長（川越信男）  去る11月27日

の本会議において、産業厚生常任委員会付託と

なりました案件について、12月11日に委員会を

開き、審査いたしましたので、その結果を報告

します。 

 当日は、午前中に先日まで開催されておりま

したＣＯＰ21（気候変動枠組条約第21回締結国

会議）での合意により、省エネの強化が全国的

に求められている中、本市高峠地区にあります

株式会社ジャパンファーム所有のバイオマスボ

イラーとサンエジソンジャパン株式会社所有の

垂水市高峠太陽光発電所において、本市におけ

る再生可能エネルギーの現状を現地にて視察を

行いました。 

 株式会社ジャパンファームのバイオマスボイ

ラーは重油をほとんど利用せず、乾燥させた鶏

糞を燃焼させることにより3,000キロワットも

の電力を発電し、発電した電力はボイラー自体

の稼働にも一部使われますが、鶏舎の電灯など

にも使われており、８％ぐらい残る灰も肥料と

して利用ができるそうであり、環境にやさしい

循環型発電ボイラーとなっております。 

 総事業費は30億円強であり、国等の事業を利

用せず、全て会社の資金より調達したとのこと

でありました。 

 次に、サンエジソンジャパン株式会社の太陽

光発電所でありますが、13万2,837平方メート

ルの敷地に３万7,656枚もの太陽光パネルを設

置し、9.6メガワットもの最大出力があるそう

でございます。発電した電力はすべて売電して

おり、実績は９月3,600万円、10月4,700万円、

11月2,400万円となっており、順調に稼働して

いるそうでございます。 

 施設の現地視察を行い、本市でも確実に再生

可能エネルギーへの取り組みが広がってきてい

ることを実感し、これからのエネルギー政策が

明るいものと確信いたしました。 

 それでは、本委員会付託案件の審査につきま

して御報告いたします。 

 最初に、議案第80号垂水市道路占用料徴収条

例の一部を改正する条例案、議案第81号垂水市

港湾管理条例の一部を改正する条例案、及び、

議案第82号垂水市道路線の認定については、い

ずれも原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第84号平成27年度垂水市一般会計

補正予算（第９号）案中の所管費目については、

原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第86号平成27年度垂水市介護保険

特別会計補正予算（第２号）案については原案

のとおり可決されました。 

 また、議案審査終了後に、９月28日から10月

２日にかけて開催いたしました議会報告会にお

いて参加された市民の皆さんから意見や質問が

あり、このうち、産業厚生委員会所管の次の４

項目について、本委員会として協議を行い、要

望を行うべきと判断する項目を取りまとめまし

たので報告いたします。 

 最初に、危険廃屋が市内にいくつもあり、対

応をお願いしたいという要望がございました。

この件は総務文教委員会でも空き家対策という

点で重複する部分があることから、特定空き家

対策へのきちんとした対応を産業厚生委員会と

しても要望すべきという結論に達しました。 
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 次に、道の駅の指定管理者の選定については、

一般質問で執行部において検討する旨の回答が

あったこと、森の駅に憩いの場をつくってほし

いという要望には、指定管理者が決まったら伝

えるとの回答があったこと、そして議会だより

でも、各意見・要望について報告を行うことか

ら今回の執行部への意見・要望から除外すると

いう結論に達しました。 

 最後に、県農業開発総合センター、果樹部撤

退後の跡地利活用については、上野台地にある

10ヘクタールの農地は農地法の関係により農地

以外への転用ができないこと、購入も農業者か

農業法人格を持った事業所しか購入できないこ

ともあり、積極的な提案はできないものの、第

２圃場にある学生寮などの施設の利活用につい

て執行部から県に対して提案を行ってほしいと

の結論に達しました。 

 以上で報告を終わります。 

   ［総務文教委員長堀内貴志議員登壇］ 

○総務文教委員長（堀内貴志）  去る11月27日

の本会議において、総務文教常任委員会付託と

なりました各案件について、12月14日に委員会

を開き、審査いたしましたので、その結果を報

告いたします。 

 最初に、議案第78号垂水市個人番号の利用及

び特定個人情報の提供に関する条例案につきま

しては、マイナンバー法に基づく国のマイナン

バー制度に関し、本条例案に掲げられている個

人番号利用事務の運用を不安視する意見があり、

このまま運用を開始するのが拙速であるとして

異議があったため、挙手による採決を行い、賛

成多数で原案のとおり可決することに決しまし

た。 

 次に、議案第79号は、垂水市税条例等の一部

を改正する条例案につきましては、原案のとお

り可決されました。 

 次に、議案第84号平成27年度垂水市一般会計

補正予算（第９号）案中の所管費目及び歳入全

款、及び、議案第85号平成27年度垂水市国民健

康保険特別会計補正予算（第２号）案につきま

しては、いずれも原案のとおり可決されました。 

 また、産業厚生委員会同様、議案審査終了後

に、９月28日から10月２日にかけて開催いたし

ました議会報告会において、参加された市民の

皆様から意見や質問があり、このうち総務文教

委員会所管の次の６項目について本委員会とし

て協議を行い、要望を行うべきと判断する項目

をとりまとめましたので、報告いたします。 

 最初に、「地区から市に要望を届ける仕組み

について」は、現在、振興会と地区公民館は異

なる所管であるが、地域の活性化のためには連

携が必要であることから、地域の要望等をとり

まとめる組織のあり方や、窓口について検討さ

れるよう要望を行うことで意見の一致を見まし

た。 

 次に、「廃屋について」は、特定空き家に対

する対策に限らず、空き家の有効活用も含めて

全庁的な取り組みが必要であるという観点から、

要望を行うことで意見の一致を見ました。 

 次に、「学校の統廃合」については、「近い

将来の統廃合は考えていない」との教育長の見

解もいただいたことから、要望は行わないこと

で意見の一致を見ました。 

 次に、「南中跡地について」は、市民より、

売却後の進捗や今後の方向性についての情報を

求めれていることから、本委員会においても本

市の活性化を図るため、株式会社財宝様に対し、

引き続き売却当初の計画に沿った対応を進めて

いただきたいとする議論もあり、要望を行うこ

とで意見の一致を見ました。 

 次に、「人口減少対策について」は、企画政

策課長より、特に住宅政策の面から、集合住宅

建設促進のための支援策や子育て世代に対する

優遇措置など、次年度以降の計画も含めて回答

いただきましたので、改めて要望は行わないと

いうことで意見の一致を見ました。 
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 最後に、「市が管理している旧田中茂穂邸に

ついて」は、現状について財政課長より回答を

得ましたので、要望は行わないことで意見の一

致を見ました。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（池之上誠）  これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論の通告がありますので、発言を許可いた

します。 

   ［持留良一議員登壇］ 

○持留良一議員  おはようございます。 

 私は、今回の議案においては、議案78号垂水

市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関

する条例案について、反対の立場で討論をいた

します。 

 この条例案の提案は、社会保障・税番号制度、

いわゆるマイナンバーの制度の導入によって、

その必要性から提案がされています。それは、

個人番号独自で利用する場合や同一の地方公共

団体内の他機関への特定個人の情報の提供を行

う場合は条例を制定して運用することが法律で

求められているからであります。 

 ところが、国がさまざまな個人情報を管理す

るこの制度をめぐる混乱が収まりません。１月

からの利用開始をうたっているのに、番号を通

知するカードの輸送が遅れたり、カードそのも

のが印刷されていない地域が発覚したり、国民

の不信は募るばかりです。 

 垂水市でも、受取人不在で手渡せないケース

も生まれています。 

 これは、当初から指摘されていたことでもあ

ります。住民票を変えず福祉施設で生活する高

齢者、家庭内暴力から避難しているなどへの手

当ても本人任せであるからであります。 

 さらに、認知症などマイナンバーをしっかり

と管理できない人への対応の仕方も不明確で、

医療・介護・福祉の現場は苦悩を深めているの

が現状であります。 

 この条例案には３つの利用事務がありますが、

保護者や障害者の中には視覚障害を持っている

方もいることが考えられます。今、視覚障害者

の方々からは「通知カードが届いても、個人番

号が読めない」と訴えが寄せられています。 

 封筒には、点字で「マイナンバー通知」と記

載されていますが、中身は全て筆記文字、いわ

ゆる筆記文字で視覚障害者の方々は個人番号が

確認できません、音声コードがありますが、携

帯電話に音声コードをかざすことは非常に困難

であると、当の障害者の方々からも指摘がされ

ています。自分で個人番号の管理が難しい障害

者など、社会的弱者への人権を無視するような

制度はこの点からも中止・廃止すべきではない

でしょうか。 

 一人一人の生活状況を考慮せず、大切な管理

が必要な番号通知を一律に送り付ける政府のや

り方が問われる問題でもあります。 

 こんな中、政府は１月からマイナンバーや顔

写真を掲載した「個人番号カード」を1,000万

人に交付する計画です。身分証明以外にはほと

んど使い道がなく、むしろ紛失するという、個

人情報が漏れるリスクは極めて高いカードでも

あります。 

 カードの危険性にはほとんど触れず、普及ば

かりに力を入れている政府の姿勢は、国民のプ

ライバシーを危うくするのです。 

 地元の新聞でも、「高齢者を初め、国民の理

解が進まないままでの運用は拙速と言わざるを

得ない」という論評がされていました。 

 さらに、個人情報漏洩の危険性が高く、憲法

が保障するプライバシー権を侵害するとして、

国を相手に弁護士等がマイナンバーの利用停止

や削除などを求め、「マイナンバー違憲訴訟」

が全国の５つの地方裁判所で一斉に起こされま
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した。実際に番号を手にしてからも国民の不安

は広がるばかりでもあります。 

 １月実施を延期して、制度の危険性を検証・

再点検し、廃止へ向け見直すことが求められて

いるというふうに思います。 

 よって、議案第78号垂水市個人番号利用及び

特定個人情報の提供に関する条例案については

反対をいたします。 

 以上であります。 

○議長（池之上誠）  以上で、通告による討論

は終わりました。ほかに討論はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  討論なしと認めます。こ

れで討論を終わります。 

 お諮りいたします。 

   ［「異議あり」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  御異議がありますので、

議案第78号を除き、各議案を各常任委員長の報

告のとおり決することに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  異議なしと認めます。 

 よって、議案第78号を除き、各議案は各常任

委員長の報告のとおり決定いたしました。 

 次に、議案第78号は、起立により採決いたし

ます。 

 委員長の報告は可決であります。委員長の報

告のとおり決することに賛成の方は、起立願い

ます。 

   ［賛成者起立］ 

○議長（池之上誠）  起立多数です。 

 よって、議案第78号は、委員長の報告のとお

り決定いたしました。 

   △議案第87号上程 

○議長（池之上誠）  日程第11、議案第87号垂

水市議会会議規則の一部を改正する規則 案を

議題といたします。説明を求めます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

議案第87号 垂水市議会会議規則の一部を改正

する規則 案 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

   ［議会運営委員長川畑三郎議員登壇］ 

○議会運営委員長（川畑三郎）  議案87号垂水

市議会会議規則の一部を改正する規則案の提案

理由を御説明申し上げます。 

 近年の男女共同参画の状況に鑑み、地方議会

においても男女共同参画を考慮した議会活動を

促進するため、会議への欠席に関する規定第２

条及び委員会の欠席に関する規定第83条のいず

れにも出産による欠席の意向を加えるものでご

ざいます。 

 なお、補足といたしまして、この規則は交付

の日から施行するものであります。 

 以上で提案理由の説明は終わりますが、御賛

同を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（池之上誠）  これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありません

か。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 お諮りいたします。 

 議案第87号を原案のとおり決することに御異

議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  異議なしと認めます。 

 よって、議案第87号垂水市議会会議規則の一

部を改正する規則 案は原案のとおり可決され

ました。 

   △選挙 

○議長（池之上誠）  日程第12、垂水市選挙管

理委員会委員及び同補充員の選挙についてを議

題といたします。 



－135－ 

○堀内貴志議員  この際動議を提出します。 

○議長（池之上誠）  堀内議員。 

○堀内貴志議員  垂水市選挙管理委員会委員及

び同補充員の選挙の方法につきましては、地方

自治法第118条第２項の規定により指名推選の

方法によられたいと思います。 

○議長（池之上誠）  ただいま、堀内貴志議員

から垂水市選挙管理委員会委員及び同補充員の

選挙の方法については指名推選によられたいと

の動議が提出されました。 

   ［賛成者挙手］ 

○議長（池之上誠）  所定の賛成者があります

ので、動議は成立いたしました。 

 よって、本動議を議題とし、採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本動議のとおり決することに御異議ありませ

んか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  異議なしと認めます。 

 よって、垂水市選挙管理委員会委員及び同補

充員の選挙の方法は指名推選によられたいとの

動議は可決されました。 

 指名をお願いいたします。 

○堀内貴志議員  さきの全員協議会で話し合い

がなされたとおり、垂水市選挙管理委員会委員

に垂水市田神277番地高野猛氏、垂水市牛根麓

2733番地─２今村富義氏、垂水市柊原734番

地─２岩元勇男氏、垂水市中俣377番地─３後

迫洋氏、以上４名を推選いたします。 

 次に、垂水市選挙委員会委員同補充員につき

ましては、垂水市南松原町23番地谷口敏徳氏、

垂水市牛根麓2067番地─３大山信矢氏、垂水市

海潟595番地─１平野日出生氏、垂水市新城

2299番地─２宮迫光男氏、以上４名を指名いた

します。 

 よろしく御賛同くださいますようにお願い申

し上げます。 

○議長（池之上誠）  お諮りいたします。ただ

いま指名されました方々を当選人と定めること

に御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  異議なしと認めます。 

 よって、選挙管理委員会委員に高野猛氏、今

村富義氏、岩元勇男氏、後迫洋氏の４名が、同

補充員に、谷口敏徳氏、大山信矢氏、平野日出

生氏、宮迫光男氏の４名がそれぞれ当選されま

した。 

 以上で、本日の日程は全部議了いたしました。 

 これで、本定例会に付議されました案件は、

全部議了いたしました。 

 お諮りいたします。 

 閉会中、議会運営委員会の所管事項調査を行

うことに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  異議なしと認めます。 

 よって、閉会中、議会運営委員会の所管事項

調査を行うことに決定いたしました。 

   △閉  会 

○議長（池之上誠）  これをもちまして、平成

27年第４回垂水市議会定例会を閉会いたします。 

     午前11時６分閉会 
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